
 

 

 

 

 

新  宿  区 

第Ⅳ期ホームレスの自立支援等に 

関する推進計画 

 

 

 

 

 

 

令和元年 12月 

新 宿 区 
 

 

 

 



第Ⅳ期ホームレスの自立支援等に関する推進計画の策定にあたって 

 

 

新宿区は、乗降者数世界一の新宿駅や大規模な繁華街を抱えており、流入するホーム

レスへの対応が課題となっています。 

そのため、新宿区はホームレス対策を区政の重要課題と位置づけ、平成 18 年 2 月に

「ホームレスの自立支援等に関する推進計画」を策定し、積極的に施策を推進してきま

した。 

14 年間にわたる取組により、新宿区内のホームレス数は、東京都の路上生活者概数

調査によれば、平成 16 年 8 月の 1,102 人をピークに長期的には減少傾向が続き、令和

元年 8月には 102人となりました。 

しかし、人数の減少は見られるものの、「路上生活が長期化・固定化した高齢層」や

「不安定な就労に従事する若年層」「地域での生活を維持できず路上生活を繰り返す方」

などへの支援が、引き続き課題となっています。 

ホームレスの自立支援に関する法律としては、「生活困窮者自立支援法」が平成 27年

4月に施行され、平成 29年 6月には「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」

の期限が令和 9年まで延長されました。 

この延長を受け、国は平成 30 年 7 月に「ホームレスの自立の支援等に関する基本方

針」を改定し、東京都は平成 31 年 3 月に「ホームレスの自立支援等に関する東京都実

施計画（第４次）」を策定しています。 

新宿区は、これらの法律、方針、計画を踏まえ、一人ひとりの態様・段階のニーズに

応じた総合的な施策の展開を図るため、「第Ⅳ期ホームレスの自立支援等に関する推進

計画」を策定しました。 

 計画の策定にあたっては、学識経験者やＮＰＯ等支援団体、地域住民の方々をメンバ

ーとした策定委員会を設置し、様々な角度から議論していただきました。 

 新宿区は、この推進計画を基に、多くの区民の皆様、関係機関の方々の理解と協力を

得ながら、一人でも多くの方が一日も早くホームレス状態を脱し、地域生活を営んでい

けるよう、支援に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

令和元年 12月 

                  新 宿 区 長  吉 住 健 一 
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Ⅰ 計画改定の基本方針  

 

１ 計画改定の基本方針   

   

新宿区は、乗降者数世界一の新宿駅や繁華街を抱えるなど、大都市として

位置づけられています。その中で、流入するホームレスが大きな都市問題の

一つとなっています。 

 

そこで、区は、ホームレス対策を区政の重要課題と位置づけ、平成 18年 2

月に「ホームレスの自立支援等に関する推進計画」（以下、「第Ⅰ期推進計画」

という。）を策定し、積極的にホームレス対策を実施してきました。 

 

   この第Ⅰ期推進計画を受けて、平成 22 年 2 月に策定した「第Ⅱ期ホーム

レスの自立支援等に関する推進計画」（以下、「第Ⅱ期推進計画」という。）

では、この間のホームレス数の減少やホームレス層の変化、都区制度の見直

し等を踏まえて、八つの基本施策を展開することとし、平成 28 年 1 月に策

定した「第Ⅲ期ホームレスの自立支援等に関する推進計画」（以下、「第Ⅲ期

推進計画」という。）もこれを継承しました。 

この第Ⅰ期から第Ⅲ期の取組を進めてきた結果、新宿区のホームレス数は、

東京都の＊路上生活者概数調査（以下、「路上生活者概数調査」という。）に

よれば、平成 16 年 8 月の 1,102 人をピークに、長期的には減少傾向が続き、

令和元年 8月の調査では 102人となっています。 
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 しかしながら、路上生活が長期化・高齢化したホームレスに加え、近年、

起居する場所を変えながら不安定な就労に従事する、いわゆる「見えにくい

ホームレス」層等が加わり、質的な変化に対応する施策の展開が引き続き強

く求められています。 

 

さらに、全国から人が集まる新宿は、ホームレスが集まりやすい特性があ

ります。 

 

このような中で、「第Ⅳ期ホームレスの自立支援等に関する推進計画」（以

下、「第Ⅳ期推進計画」という。）では、実効性の高い取組を推進するために、

引き続き「固定・定着化が進む高齢層に対する支援」、「若年層に対する支援」、

「再路上化への対応」の三つのポイントを中心に整理しました。 

 

併せて、ホームレス問題は個々の自治体だけの取組だけでは抜本的な解決

が困難であることから、国及び東京都に対して、総合的な施策の確立や財政

負担のあり方などについての提言・要望を行うものとしました。 

 

また、今後もホームレス対策について区民の理解と協力を深めていくこと

や、これまでホームレス対策の支援活動を続けてきたＮＰＯ等支援団体との

連携を一層強化するよう努めることも重要であると位置付けています。 
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２ 計画の位置づけと計画期間  

 

（１）計画の位置づけ 

この第Ⅳ期推進計画は、「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」

（以下、「特別措置法」という。）に、その策定の根拠を持つものです。 

   第Ⅳ期推進計画は、平成 19 年（2007 年）に策定した「新宿区基本構想」

で示した目指すべきまちの姿を実現するための「新宿区総合計画」を上位計

画とする個別計画であり、施策は実行計画や各年度における予算によって具

現化されます。 

 「新宿区総合計画」では、基本政策Ⅰ「暮らしやすさ 1 番の新宿」におけ

る個別施策の一つに「セーフティネットの整備充実」を掲げ、そこで「ホー

ムレスの自立支援の推進」を実行計画事業に位置付けています。 

 なお、現在の総合計画の最初の実行計画として策定した第一次実行計画（平

成 30年度～令和２年度）では重点的に取り組む施策を５つの基本政策に整理

しており、その中の基本政策Ⅰ「暮らしやすさ 1 番の新宿」において引き続

きホームレスの自立支援の推進に取り組む旨、示しています。 

 

（２）計画期間 

 当初 10年間の時限立法として制定した「特別措置法」は、平成 24年６月

に５年間の延長がなされ、次いで平成 29年６月に 10年間延長となりました。 

東京都は、特別措置法に基づき、「ホームレスの自立支援等に関する東京

都実施計画」（以下、「都の実施計画」という。）を策定しており、直近では

平成 31年３月に策定しています。 
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第Ⅳ期推進計画の期間は、最新の都の実施計画の期間が令和元年度から令

和５年度までの５年間となっていることを踏まえ、令和２年度から令和６年

度までの５年間とします。 

 

３ ホームレスの定義とタイプ 

  「特別措置法」第２条では、「ホームレスとは都市公園、河川、道路、駅     

舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者」と定義

しています。 

  しかし、路上生活は未経験であっても「ホームレス生活を余儀なくされる

おそれのある人」が依然として存在します。 

したがって、第Ⅳ期推進計画では「特別措置法」第２条の定義に加え、不

安定就労による「見えにくいホームレス」、「ホームレス生活を余儀なくされ

るおそれのある人」も引き続き対象とします。 

 

また、限られた資源の有効活用、ホームレスそれぞれの態様・段階のニー

ズの違いに応じた総合的な施策の展開を図るために、次のように概ね三つの

タイプ別にホームレスの人々のニーズを把握することとします。 
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(1)  〔タイプ １〕  概ね 50歳以上で、ホームレス生活が長期化した層 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)  〔タイプ 2〕 概ね 50歳以下で、傷病・障害あるいは過去の生育歴・職歴等 

から、社会関係の再構築の支援も必要な層 

 

 

 

 

 

(3)  〔タイプ ３〕 概ね 50歳以下を中心に、仕事と住宅が確保できれば、すぐにで 

も自立ができる層  

      

 

 

 

 傷病あるいは過去の職歴や、人的つながりが稀薄なことなどから

継続就労が難しく、中には、就労意欲を喪失している人も多数見受

けられます。 

 

概ね 50 歳以上を中心とした、ホームレス生活が長期化した人に

は、福祉制度を利用しない人と、利用を繰り返している人がいます。 

前者の多くは＊都市雑業や日雇い仕事をしながらダンボール等で

路上生活をしています。 

 後者には、生活保護を受給したり＊自立支援システムを利用する

ものの、自己都合による施設の退所などにより、再び路上に戻って

は行政の支援を繰り返し受けるなど、なかなか自立が難しい人がい

ます。 

 しかし、前者・後者とも、住民登録や年金調査などの福祉的支援 

の条件整備を行うことにより、地域での継続した生活を送ることの 

できるケースも数多くあります。 

 

 倒産・失業等により職を失い、所持金が無くなり、その日その週

の暮らしに困窮しているが、心身ともに問題がなく就労意欲もあり、

住居の確保など短期的・集中的な支援が必要な人たちです。 
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Ⅱ ホームレスの現状  

 

 

１ ホームレス数              Ｐ７ 

 

２ ホームレスの生活実態         Ｐ１４ 

 

３ 新宿区の相談状況           Ｐ２０ 

 

４ 路上生活者対策施設利用者の状況    Ｐ２３ 

 



  Ⅱ ホームレスの現状  

７ 
 

Ⅱ ホームレスの現状  

 

１ ホームレス数 

    

ホームレス問題を解決していくには、はじめにホームレスの現状を把握す

る必要があります。 

その中でもホームレス数は、国にとっても地方自治体にとっても、施策や

計画の策定のための指標となり、また運用状況や効果を評価する上での重要

な指数となります。 

新宿区のホームレス数は、東京都の「路上生活者概数調査」では、平成 16

年 8月に 1,102人、東京 23区で最多の状況でした。 

その後、支援の取組により漸減傾向が続き、平成 19 年 8 月に一時的に増

加しましたが、平成 27年 1月には 70人と東京 23区で 4番目となりました。

しかし、その後は微増傾向が続き、令和元年 8 月の調査では 102 人となり、

東京 23区で最多の状況となっています。 

一方、全国のホームレス概数は、国の平成 19 年 1 月の「ホームレスの実

態に関する全国調査（概数調査）結果」（以下、「全国調査（概数調査）」と

いう。）では、全都道府県でホームレスが確認され、合計 18,564 人でした。

特別措置法に基づくホームレスの自立支援の取組を継続したことにより、平

成 27年 1月の「全国調査（概数調査）」では、44都道府県、合計 6,541人に

まで減少しており、さらに平成 31 年 1 月の「全国調査（概数調査）」では、

41都道府県、合計 4,555人にまで減少しています。 

ここでは、ホームレスの多い都市や東京 23 区、及び新宿区におけるホー

ムレス数について比較検証します。 
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（1）全国のホームレス数                  平成 31年 1 月「全国調査（概数調査）」 

※ 国が管理する河川のホームレス数（都内合計 514人、うち東京 23区 439人）を含む。 

 

 

 

自 治 体 名 等 ３１年調査 ２７年調査 増減 

５ 都 市 ２，８９８人 ４，１２３人 △１，２２５人 

 

東 京 ２３ 区（※） １，０３３人 １，３３６人 △３０３人 

横  浜  市 ４５８人 ５４８人 △９０人 

川  崎  市 ２８５人 ４３９人 △１５４人 

名 古 屋 市 １２０人 ２７３人 △１５３人 

大  阪  市 １，００２人 １，５２７人 △５２５人 

そ の 他 大 都 市  ５０８人 ６５３人 △１４５人 

 

札  幌  市  ４３人 ４５人 △２人 

仙  台  市 ８５人 １１０人 △２５人 

千  葉  市 ３５人 ３６人 △１人 

京  都  市 ４０人 ８９人 △４９人 

神  戸  市 ４９人 ７４人 △２５人 

広  島  市 ２４人 ３２人 △８人 

北 九 州 市 ６４人 ８４人 △２０人 

福  岡  市 １６８人 １８３人 △１５人 

これ以外の市町村 １，１４９人 １，７６５人    △６１６人 

合  計 ４，５５５人 ６，５４１人  △１，９８６人 
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全国のホームレス数については、巡回による目視で確認したところ、平成 31

年 1 月の調査では 4,555 人となっており、平成 27 年の 6,541 人と比べて 1,986

人（30.4％）減少しました。 

 

また、ホームレス数を都道府県別に見ると、東京都が 1,126 人（平成 27 年

調査 1,498人）、次いで大阪府が 1,064人（同 1,657人）となっており、東

京都と大阪府で全国の約半数を占めています。 

さらに市区町村別では、ホームレスが確認された 275市区町村のうち、東京

23区が 1,033人（22.7％）、政令指定都市（20市）が 2,497人（54.8％）とな

っています。 

平成 31年 1月「全国調査（概数調査）」 

自治体種別による全国のホームレス数 

合計 4,555人 （275市区町村） 

 

合計 8,265 人 (385市町村) 
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（2）東京都全体のホームレス数  

区市町村別ホームレス概数一覧  令和元年 8 月「路上生活者概数調査」単位：人 

千代田区 26 ( 56) 品川区 7 ( 13) 北 区 7 ( 10) 

中央区 31 ( 50) 目黒区 1 (  2) 荒川区   0 (  3) 

港 区 33 ( 32) 大田区 30 ( 38) 板橋区  5 (  9) 

新宿区 102 ( 99) 世田谷区 7 ( 16) 練馬区 2 (  5) 

文京区 5 ( 25) 渋谷区 69 (117) 足立区 22 ( 27) 

台東区 59 (100) 中野区 8 (  7) 葛飾区 20 ( 17) 

墨田区 50 ( 78) 杉並区 9 ( 19)  江戸川区 16 ( 20) 

江東区 25 ( 29) 豊島区 36 ( 35)       

東 京 ２ ３ 区 合 計 570 (807) 

八王子市 2 （  3) 小金井市 0 (  1) 東大和市 0 (  0) 

立川市 2 (  1) 小平市 1 (  1) 清瀬市 0 (  0) 

武蔵野市 0 (  2) 日野市 2 (  3) 東久留米市 0 (  0) 

三鷹市 1 (  2) 東村山市 0 (  1) 武蔵村山市 0 (  0) 

青梅市 0 (  0) 国分寺市 0 (  1) 多摩市 0 (  0) 

府中市 4 ( 11) 国立市 0 (  1) 稲城市 1 (  2) 

昭島市 0 (  0) 西東京市 1 (  1) 羽村市 0 (  0) 

調布市 0 (  1) 福生市 0 (  0) あきる野市 0 (  0) 

町田市 0 (  0) 狛江市 0 (  0) 町村部 1 (  0) 

市 町 村 合 計 15 ( 31) 

総   合   計 585  (838) 

※（ ）内は、平成 27 年 8 月調査の数値です。「路上生活者概数調査」は、昼間の巡回に

よる目視で確認した数値です。国が管理する河川のホームレス数を含みません。 
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（3）東京 23 区のホームレス数 

 

人 ① 東京 23区別のホームレス数    令和元年 8月 「路上生活者概数調査」 

 令和元年 8月の路上生活者概数調査による東京 23区内のホームレスの合計数

は 570人です。新宿区 102人、渋谷区 69人、台東区 59人、墨田区 50人、この

4区の合計で 280人になり、東京 23区全体の約半数を占めています。 

 

② 東京 23区全体と新宿区のホームレス数の経年推移 

令和元年 8月「路上生活者概数調査」 

 

東京２３区全体 

新 宿 区 

…◆… 東京 23 区 

 

■  新 宿 区 

 

人 
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調　査　年

調　査　月 1 月 8 月 1 月 8 月 1 月 8 月 1月 8月 1月 8月 1月 8月

東京２３区全体 2,055 1,901 1,677 1,583 1,437 1,246 1,117 1,057 955 914 778 807

新宿区（Ａ+Ｂ+Ｃ） 286 258 226 232 187 155 162 120 121 102 70 99

　　　内（女性） (4) (9) (6) (5) (6) (2) (10) （6） (8) (6) (7) (2)

Ａ　区内の都施設 126 134 120 112 104 73 107 41 48 51 51 71

　　　内（戸山公園） (54) (43) (29) (18) (8) (3) （16） （14） （8） （11） （13） （11）

Ｂ　区内の駅施設 6 9 11 4 6 2 4 1 7 2 4 2

Ｃ　区の施設 154 115 95 116 77 80 51 78 66 49 15 26

　　区立公園 104 87 72 85 54 62 45 57 52 44 9 19

　　　内（新宿中央公園） (63) (39) (36) (67) (46) (49) （23） (35) （35） (32) （4） （0）

　　区道等 50 28 23 31 23 18 6 21 14 5 6 7

27　年22　年 23　年 24　年 25　年 26　年

 東京 23 区及び新宿区のホームレス数は平成 16 年以降、長期的には減少傾向

にあります。これは、東京都及び東京 23 区と共同で＊地域生活移行支援事業を

実施したことや自立支援システムの整備等により、多くのホームレスが自立し

たことによります。                                     

なお、平成 21年 1月から 8月にかけては、東京 23区全体で 158人の増とな

っています。この原因の一つは、景気の悪化に伴う失業率の上昇だと考えられ

ます。 

 

（4） 新宿区のホームレス数 

① 新宿区内のホームレス数の内訳と経年推移                 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 8月 「路上生活者概数調査」 

調　査　年

調　査　月 2 月 8 月 2 月 8 月 2 月 8 月 2 月 8 月 1 月 8 月 1 月 8 月

東京２３区全体 5,365 5,497 4,619 4,263 3,773 3,670 3,402 3,176 2,611 2,645 2,341 2,499

新宿区（Ａ+Ｂ+Ｃ） 982 1,102 590 463 371 372 346 451 285 342 299 318

　　　内（女性） （6） （25） （8） （9） （10） （7） （9） （9） （10） （5） （7） (4)

Ａ　区内の都施設 519 585 376 228 206 205 194 255 162 200 162 149

　　　内（戸山公園） (213) (238) (80) (159) (105) (99) (106) (142) (64) (131) (103) (81)

Ｂ　区内の駅施設 23 15 10 8 11 3 2 9 12 8 13 7

Ｃ　区立施設 440 502 204 227 154 164 150 187 111 134 124 162

　　区立公園 419 476 188 212 137 150 142 177 103 105 91 124

　　　内（新宿中央公園） (316) (339) (98) (115) (77) (82) (67) (103) (43) (56) (46) (71)

　　区道等 21 26 16 15 17 14 8 9 8 29 33 38

16　年 17　年 18　年 19　年 20　年 21　年
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調　査　年

調　査　月 1 月 8 月 1 月 8 月 1 月 8 月 1月 8月

東京２３区全体 744 749 721 695 620 614 594 570

新宿区（Ａ+Ｂ+Ｃ） 97 140 126 142 124 117 117 102

　　　内（女性） (4) (2) (4) (4) (5) (2) (1) (3)

Ａ　区内の都施設 81 110 102 104 110 94 103 81

　　　内（戸山公園） (6) (12) (8) (9) (13) (13) （19） （6）

Ｂ　区内の駅施設 0 0 0 10 0 0 0 0

Ｃ　区の施設 16 30 24 28 14 23 14 21

　　区立公園 12 26 9 22 13 19 11 20

　　　内（新宿中央公園） (0) (0) (0) (0) (0) (0) （0） （0）

　　区道等 4 4 15 6 1 4 3 1

28　年 29　年 30　年 31年(令和元年）

 

新宿区内のホームレス数は、令和元年 8月の路上生活者概数調査によると 102

人で、平成 16年 8月のピーク時 1,102人と比べると 1,000人（90.7％）減少し

ました。 

東京 23区全体のホームレス数は、570人で、平成 16年 8月の 5,497人と比較

すると 4,927人（89.6％）減少しました。新宿区は、東京 23区全体の減少率と

ほぼ同じといえます。また、公園に起居するホームレスの比率が減少していま

す。 

これは、これまでの新宿区の取組や＊都区共同事業等の効果によるものと考え

られます。 

② 施設別ホームレス数         令和元年 8月「路上生活者概数調査」 

新宿区 (人) (％) 
 

東京 23区 (人) (％) 

公 園   26 人   25.5%   

 

公 園   289 人   50.7%   

道 路   76 人   74.5%   

 

道 路   184 人   32.3%   

駅 舎   0 人   0.0%   

 

駅 舎   20 人   3.5%   

その他 

  

0 人 
  

0.0% 

  

 

河 川   71 人   12.5%   

      

 

その他   6 人   1.0%   

計   102 人   100.0%   

 

計   570 人   100.0%   
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新宿区と東京 23区全体を比較すると、新宿区は道路上のホームレスが多いと

いえます。新宿区は、駅周辺や繁華街の近くに幹線道路やガード下、大規模な

地下街等、滞留しやすい場所が多くあるため、路上でホームレスが起居してい

ることがわかります。 

 

２ ホームレスの生活実態 

 

(1) 平成28年10月＊「ホームレスの実態に関する全国調査（生活実態調査）」 

   国は、平成28年10月、東京23区、政令指定都市（熊本市を除く。）及び

平成28年1月調査（概数調査）において30人以上のホームレスが確認された

市において、「平成28年ホームレスの実態に関する全国調査（生活実態調

査）」（以下、「全国調査（実態調査）」という。）を実施し、全体で1,435

人から回答を得ました。 

新 宿 区 

 

東京 23 区 
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① 性別 

ホームレスの性別は、男性が96.2％（平成24年調査においては95.5%）、

女性が3.8％（平成24年調査においては4.5%）で、大半が男性で占められ

ています。  

 

② 年齢  

ホームレスの平均年齢は61.5歳（平成24年調査においては59.3歳）で

あり、年齢分布については、「65～69歳」が23.1％と最も多く、次いで

「60～64歳」が22.9％、「70歳～」が19.7%の順となっており、「55歳以

上」が全体の7割以上を占め、ホームレスの高齢化の傾向が見られます。 

     

③ 野宿生活の状況 

野宿生活の実態としては、一定の場所で決まっている者が77.5%（平成

24年調査においては83.2%）であり、このうち場所としては「公園」が33.0%

（平成24年調査においては28.2%）、「河川敷」が26.3%（平成24年調査

においては29.0%）、次いで「道路」が15.3%（平成24年度調査において

は15.9%）となっています。 

 また、平成 28年調査時の野宿生活期間は、3年未満が 34.4%（平成 24

年調査においては 37.9%）、5年以上は 65.6％（平成 24年調査においては 

62.0%）となっており、野宿生活の長期化の傾向が見られます。 

さらに、仕事と収入の状況は、ホームレスの55.6%（平成24年調査におい

ては60.4%）が仕事をし、その仕事内容は「廃品回収」が70.8%（平成24年

調査においては77.7%）を占めています。 

平均的な収入月額は3.8万円ですが、3万円以上5万円未満が33.6%（平成

24年調査においては30.8%）、次いで1万円以上3万円未満が30.7%（平成24
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年調査においては34.8%）となっています。 

 

④ 野宿生活までのいきさつ 

野宿生活の直前の職業としては、建設業関係の仕事が48.2%（平成24年調

査においては46.2%）、製造業関係の仕事が13.0%（平成24年調査において

は14.5%）を占めています。雇用形態は「常勤職員・従業員（正社員）」が

40.4%（平成24年調査においては42.0%）と大きな割合を占め、「日雇」が

26.7%（平成24年調査においては25.8%）、「臨時・パート・アルバイト」

が24.1%（平成24年調査においては24.0%）となっています。 

 

また、野宿生活に至った理由としては「仕事が減った」が26.8%（平成24

年調査においては34.0%）が最も多く、次いで「倒産・失業」が26.1%（平

成24年調査においては27.1%）、「病気・けが・高齢で仕事ができなくなっ

た」が16.9%（平成24年調査において19.8%）となっています。 

 

⑤ 健康状態 

現在の健康状態については、「悪い」と回答した者が27.1%（平成24年調

査においては26.7%）であり、このうち「治療等を受けていない」者が60.9%

（平成24年調査においては62.8%）となっています。 

  

⑥ 福祉制度の利用状況 

福祉制度の利用状況については、巡回相談員に会ったことがある者は

89.8%（平成24年調査においては78.2%）あり、このうち相談したことがあ

る者は46.9%（平成24年度調査においては38.5%）となっています。 

次に、『緊急一時宿泊事業（シェルター）』を知っている者は70.2%（平
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成24年調査においては65.9%）であり、このうち利用したことがある者は

20.6%（平成24年調査においては18.5%）となっています。また＊『自立支援

センター』を知っている者は73.2%（平成24年調査においては64.7%）であ

り、このうち利用したことがある者は15.1%（平成24年調査においては

10.3%）です。    

なお、『緊急一時宿泊事業（シェルター）』及び『自立支援センター』

を利用した後に、再び野宿生活に戻ってしまう者がいることが確認されて

います。 

また、これまでに生活保護制度を利用したことのある者は32.9%（平成24

年調査においては25.3%）となっています。 

 

⑦  自立について 

自立に向けた今後の希望としては「自活したい」が24.6%（平成24年調査

においては28.6%）であるのに対し、「今のままでいい」という者は35.3% 

（平成24年調査においては30.4%）となっており、平成24年調査と比較し、

就労自立する意欲が十分でないホームレスの割合が増加しています。 

 

⑧ 生活歴 

家族・親族との連絡状況については「家族及び親族がいる」と回答した

者が73.0%（平成24年調査においては74.8%）を占めています。このうち、

過去１年間に「家族・親族との音信がない」者が78.5%（平成24年調査にお

いては77.9%）となっています。 

また、「公的年金の保険料を納付していたことがある」者は62.4％（平

成24年調査においては70.0%）、「金融機関等に借金がある」者は14.3%（平

成24年調査においては16.0%）です。 
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⑨ 行政や民間団体への要望及び意見 

行政や民間団体への要望及び意見では、「住居関連」が33.7％（平成24

年調査においては35.3%）と最も多く、次いで「仕事関連」が28.3%（平成24

年調査においては36.3%）、「その他の生活関連」が22.2％（平成24年調査

においては19.3%、「健康関連」が18.6%）となっています。 

 

（2）東京都内における「住居喪失不安定就労者」の状況について  

国は、平成 19 年、ネットカフェ等に寝泊まりしながら不安定就労に従事す

る「住居喪失不安定就労者」の実態を明らかにするため、平成 19 年 6 月から

7月にかけて「住居喪失不安定就労者実態調査」を実施しています。調査の結

果、ネットカフェ等を週の半分以上オールナイト利用する住居喪失者は全国に

約 5,400人、そのうち東京 23区内に約 2,000人いるものと推計されています。 

そのうち、住居喪失非正規労働者は、全国で 2,700人、東京 23区内に 1,400

人いると推計されます。 

住居喪失非正規労働者の実態は、ほとんどが男性（性別の 90％）で、年齢

層では 20歳代（27.3%）と 50歳代（26.5%）が多いことがわかりました。 

ネットカフェ等以外の寝泊まり場所としては「ファーストフード店」(26.1%)、

「カプセルホテル」（23.3%）、「その他」（21.2%）の順です（複数回答あり）。 

その後の東京都内における「住居喪失不安定就労者」の状況は、東京都が、

平成 28 年 11 月から平成 29 年 1 月にかけて、昼夜滞在可能な店舗で寝泊まり

しながら不安定就労に従事する住居喪失不安定就労者等の実態について、「住

居喪失不安定就労者等の実態に関する調査」を実施しています。この調査では、

東京都の平日 1 日のオールナイト利用者概数は約 15,300 人と推計され、オー

ルナイト利用の理由が「現在『住居』がなく、寝泊まりするために利用」であ
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る者（＝住居喪失者）は、25.8%となっています。 

また、「住居喪失」を理由とする者のうち、「不安定就労者」（「派遣労働者」

＋「契約社員」＋「パート・アルバイト」）は 75.8%となっています。 

これらの調査結果による住居喪失不安定就労者数の推計値については、オー

ルナイト利用者概数約 15,300 人のうち、インターネットカフェ等をオールナ

イト利用する「住居喪失者」は東京都全体で 1日あたり約 4,000人（オールナ

イト利用者に占める構成比 25.8%）、そのうち「住居喪失不安定就労者」は約

3,000人（住居喪失者に占める構成比 75.8%）と推計されます。 

 住居喪失者等（住居喪失者及び住居喪失のおそれがある者）は、97.5%が「男

性」、年齢層は「30～39歳」（38.6%）が最も多く、次いで「50～59 歳」（28.9%）、

「40～49歳」（17.4%）の順となっています。 

また、住居喪失者等がよく利用するものは、「路上（公園・河川敷・道路・

駅舎等の施設）」が 43.8％を占め、次いで「ファーストフード店」が 40.5％、

「サウナ」が 30.9%の順となっています。寝泊まりの場所として「インターネ

ットカフェ等のみ」利用する者は 4.4%であり、9割以上の者は、寝泊まりのた

めに路上やインターネットカフェ等以外の施設も利用しています。 

 就業状況は、「仕事をしている者」は 86.5%、「ふだん仕事をしていない」が

13.5%となっており、労働形態は、「パート・アルバイト」（41.4%）、「派遣労働

者」（40.1％）の順となっています。 

これらの結果から、住居喪失不安定就労者には、「比較的若年の男性が多い」、

「ほとんどの人が仕事をしており、パート・アルバイト、派遣労働者などの不

安定就労が多い」などの特徴が見られます。 

都市雑業や建設日雇等に従事して生活する従前のホームレスが高齢化・固定

化する一方で、このような若年層が増加しています。 
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３ 新宿区の相談状況 

（1） 福祉事務所の相談状況 

ホームレス等の窓口相談の推移 （人） 

年

度 

福祉事務所相談件数 ※ 

食料支給 

    

※ 

送院通知 

 

※ 

区内ホーム

レス概数 

相談のみ 生活保護 

申請受理 

相談来所

（計）  

21 14,053 2,736  16,789 59,023 729 286 

22 12,984 2,151  15,135 32,831 493 226 

23  11,799 1,772  13,571 23,454 671 187 

24 7,449 1,684  9,133 15,917 678 162 

25  5,508 1,312  6,820 10,292 682 121 

26 4,443 1,299 5,742 9,292 415 70 

27 3,979 960 4,939 8,730 285 97 

28 3,730 957 4,687 7,932 262 126 

29 3,845 894 4,739 7,383 243 124 

30 3,395 971 4,366 6,485 261 117 

※ 食料支給：乾パンを支給した人数です。拠点相談所「とまりぎ」での支給を含みます。 

※ 送院通知：救急車等で直接病院に搬送されて医療扶助を受けた人数です。 

※ 区内ホームレス概数：各年度 1 月の「路上生活者概数調査」によるものです。 

区内のホームレス数は漸減傾向にありますが、新宿区福祉事務所への相談は依

然多く、相談内容も複雑化しています。 

個々の状況に応じ、生活困窮者自立支援法に基づく各種事業や生活保護等の支

援を行っています。 
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 （2） 拠点相談所「とまりぎ」の相談状況 

 新宿区は相談体制の充実をはかるため、平成 18 年 4 月社団法人（平成 25

年 4月より公益社団法人）東京社会福祉士会に委託して、＊拠点相談所「とま

りぎ」を開設しています。 

 拠点相談所では、豊富な知識と経験を持つ社会福祉士による相談のほか、心

理・借金・アルコール等に精通する各分野の専門家に依頼して、それぞれ専

門相談を行っています。 

① 相談件数   

相 談 種 別 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

生活保護 556 445 350 381 323 218 

病気 1,895 1,563 1,487 1,554 1,044 1,062 

※自立支援センター 896 494 429 358 288 220 

年金 173 105 116 90 55 66 

借金 112 67 37 46 25 13 

法律 81 37 27 43 26 31 

就労 2,358 1,163 1,432 1,230 896 628 

住宅 101 58 79 42 42 25 

その他 

（衣類・シャワー等） 

8,725 6,788 6,228 5,398 3,761 3,161 

延べ相談者数 

(注) 
10,191 7,674 6,646 5,727 3,971 3,235 

1件当たりの相談時間 26.0分 29.2分  32.6分  36.7分  36.8分  40.4分 

病院等への同行（回） 198回  214回  206回  196回   78回   71回 

巡回相談（回） 19回 27回   18回 38回  181回  121回 
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相 談 種 別 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

生活保護 121 143 94 184 

病気 827 749 930 786 

※自立支援センター 151 123 117 85 

年金 24 25 35 40 

借金 10 7 9 13 

法律 9 7 7 5 

就労 498 303 248 222 

住宅 23 10 17 12 

その他（衣類・シャワー等） 2,667 2,105 1,933 1,538 

延べ相談者数 (注) 2,704 2,147 1,968 1,557 

 1件当たりの相談時間 40.6分 41.1分  41.2分  39.6分 

 病院等への同行（回） 25回  19回  7回  25回 

 巡回相談（回） 116回 208回   205回 281回 

(注) 一人が複数の相談を受けているため、延べ相談者数は縦列の合計数と一致しません。 

※ 自立支援センター：都区共同による自立支援センターの入所等に関する相談 

 

区内ホームレス数の減少に伴い、相談件数は漸減傾向にありますが、相談内

容は複雑化し、相談時間は 1件あたりに約 40分程度となっています。 

現在は、路上生活が長期化・固定化しているホームレスへの巡回相談を重点的

に行っています。 
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② 相談種別年度比較 

件 

 

４ 路上生活者対策施設利用者の状況 

 

１  東京 23区内路上生活者数（路上生活者概数調査）  

人 
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２ 路上生活者対策施設入居者数 （23区一般利用分） 

人 

  ※ 平成 22年 10月から「緊急一時保護センター」と「自立支援センター」の機能を     

一体化した「新型自立支援センター」の設置を開始し、平成 25年 2月に全てのセン

ターが「新型」となっています。 

 

３「全国調査（実態調査）」による東京 23区内路上生活者の年齢構成 

平成 24年                平成 28年 

「全国調査（実態調査）」        「全国調査（実態調査）」 

全国のホームレス数 9,576名        全国のホームレス数 5,140名 

東京 23区内ホームレス数 2,134名    東京 23区内ホームレス数 1,319名    
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４ 緊急一時保護事業（自立支援センター）入所者の年齢構成 

平成 26年度入所者 1,571名     平成 30年度入所者 1,203名 

                  

 

    ５ 緊急一時保護事業（自立支援センター）入所者の入所前居住地 
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６ 緊急一時保護事業（自立支援センター）入所者の路上生活歴 

平成 26 年度入所者 1,571 名     平成 30 年度入所者 1,203 名           

       

７ 緊急一時保護事業（自立支援センター）退所者の退所理由 

   

平成 26年度退所者 1,579名     平成 30年度退所者 1,209名 

                     

                    

 

 

 

 

 

 

※ 「その他」：帰郷、親族引取り等を含みます。  

※ 退所先や事情を確認できない場合、「任意退所」に含みます。 
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８ 自立支援事業（自立支援センター）入所者の年齢構成 

 

平成 26年度入所者 1,223名     平成 30年度入所者 939名 

                  

 

 

９ 自立支援事業（自立支援センター）退所者の退所理由 

平成 26年度退所者 1,216名      平成 30年度退所者 1,010名 

                    

                    

 

 

 

 

 

 

※ 自立支援住宅の数値を含みます。 

※ 「その他」: 帰郷、親族引取り等を含みます。   
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１０ 自立支援事業（自立支援住宅）入所者の年齢構成 

 平成 26年度入所者 524人      平成 30年度入所者 384人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 自立支援事業（自立支援住宅）退所者の退所理由 

平成 26年度退所者 540人         平成 30年度退所者 413人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 自立支援住宅の数値は、「自立支援事業」の内数になります。 

※  その他・無断退去 : 帰郷、親族引取り等と任意・無断退去を含みます。 

 



 

Ⅲ これまでのホームレス問題への取組と課題  

 

１ 都区共同事業による取組          Ｐ２９ 

 

２ 新宿区の取組               Ｐ３６ 
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Ⅲ これまでのホームレス問題への取組と課題  

  

１ 都区共同事業による取組 

 

  平成 12 年 7 月、東京都と東京 23 区は「路上生活者対策事業に係る都区協

定書」を締結し、ホームレスの応急援護から自立支援への対策に大きく舵を切

りました。 

その後、「路上生活者対策事業実施大綱」に基づき、平成 13年 8月には「自

立支援システム」、平成 16年には「地域生活移行支援事業」、平成 18年には 

＊「巡回相談事業」を開始しました。 

平成 22年 10月以降は、＊「緊急一時保護センター」と「自立支援センター」

の機能を一体化した＊「新型自立支援センター」に移行し（平成 25 年 2 月移

行完了）、東京都と東京 23区が共同してホームレスの自立支援に取り組んでい

ます。 

また、平成 29年度から、既存の自立支援システムでは対応が難しい、路上生

活が長期化し、高齢化したホームレスに対する新たな取り組みとして、生活支

援を行った上で適切な福祉施策につなぎ、地域移行を図る＊「支援付地域生活

移行事業」を試験的に開始しました。 

 

(1) 路上生活者対策事業：自立支援システム(平成 13年 8月～) 

   「自立支援システム」とは、都区共同事業として実施している、緊急一時

保護事業･自立支援事業･巡回相談事業･＊地域生活継続支援事業を柱とする、

総合的な路上生活者対策事業です。 

「自立支援システム」の中心となる自立支援センターは、従来の緊急一時
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保護センターと自立支援センターの機能を一体化した「新型自立支援センタ

ー」（以下、「自立支援センター」という。）に移行し、巡回相談から社会生

活への復帰まで、ホームレスの自立支援を一貫して進める体制を構築してい

ます。 

自立支援センターの設置方法は、東京 23区を 5つの行政ブロックに分け、

ブロック内に各１か所、運営期間は 5年間とし、順次設置しています。 

 

①  緊急一時保護事業（自立支援センター） 

ホームレスを一時的に保護し、心身の回復を図るとともに、自立支援事

業への移行などに向けて総合的な事前評価(＊アセスメント)を実施し、意欲

と能力に応じた支援計画を策定・実施することにより、社会復帰への道筋

を明らかにします。 

〔現状〕  

                   

 

 

 

※以下、自立支援システムのデータは、東京 23区全体の数値です。 

〔成果〕               

 

 

 

 

 

１ 平成 30年度の利用者は 1,203人です。その内、ホームレス生活 3か月未

満が 76.0％（平成 26年度 78.0%）、50歳未満の若年層が 59.9％（同 65.9％）

を占めています。 

２ 原則、利用期間は 2 週間です。就労意欲の高い利用者は、次のステップ

の自立支援事業で就労自立を目指します。 

 

１ 平成 30年度末まで開設した 19施設で、延べ 37,819人が、緊急一時保護

事業を利用しています。 

２ 平成 30 年度は、うち 78.0%（平成 26 年度 73.5%）が自立支援事業に移

行しています。 

 

 

) 
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〔課題〕               

 

 

 

 

 

〔今後の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

②  自立支援事業（自立支援センター） 

緊急一時保護事業の利用者のうち就労意欲があり、かつ心身の状態が就労に

支障がないと認められる人に、就労準備や職業相談、アパート転宅相談等を

行い、就労自立を支援します。 

〔現状〕※ 自立支援住宅の数値を含みます。            

 

 

〔成果〕                 

 

 

 

１ 利用者が、従来型ホームレスから、39 歳以下の若年層のホームレスに変

化しており、複雑化した課題を抱えるケースが多く、これまでの取組では

対応が難しくなっています。 

２ 若年層のホームレスは、社会性や就労経験が不十分なため、就労自立が難

しいケースが多く見受けられます。 

３ 区外から流入し、利用する人が見受けられます。 

 

１ 生活困窮者自立支援法施行後も都区共同事業として、自立支援システム

を継続します。 

平成 27年 8月に二巡目の「新宿寮」が開設され、今後は、令和 2年度開

設予定の千代田寮に引き継ぎます。 

２ 若年利用者の社会経験や就労意欲の向上につながる支援の充実が必要で

す。 

３ 利用者流入について、広域的な解決を国や東京都に働きかけていきます。 

１ 平成 30年度の利用者は、939人で、就労自立した人は 50.8％です。 

２ 原則、利用期間は、緊急一時保護事業から通算して 6か月以内です。 

 

 

   平成 31年 3月末までに開設した 21施設で、延べ 21,768人が自立支援事

業を利用し、退所者のうち 48.2％が就労自立しています。 
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〔課題〕 

 

 

 

 

〔今後の方向性〕 

 

 

 

 

③ 自立支援事業（自立支援住宅） 

＊「自立支援住宅」は、就労が確保された人が地域生活に移行するための

生活訓練の場として、一定期間提供する住宅です。東京 23区の各ブロック

に 22戸（平成 28年度まで 50戸、平成 30年度まで 30戸）ずつ設置し、自

立生活訓練や自立促進積立金の積立、就労継続等を実施しています。 

〔現状〕          

 

 

〔成果〕                 

 

 

 

〔課題〕                

 

 

１ 利用者が、従来型ホームレスから、路上生活が短期間の若年層のホームレ

スに変化しており、就労自立が可能な者への就労支援の強化が必要です。 

２ 若年層のホームレスは、社会性や就労経験が不十分なため、就労自立が難

しいケースや転職を繰り返したりするケースが多く見受けられます。そのた

め、個別の状況に応じた支援が必要です。 

 

１ 今後も、若年利用者の職業技能の蓄積や、就労意欲の向上につながる支

援の充実が必要です。 

２ 利用期間内に就労できない人や就労自立の継続が困難な利用者を再び路

上に戻さない方策が引き続き図られるよう、東京都及び東京 23区（特別区

人事・厚生事務組合）と一緒に取り組んでいきます。 

 

 

 

 平成 30年度は 384人が新規入居し、退去者数 413人中 73.1％が就労自立し

ています。 

 

 

 

 

入居後に、家計管理や生活管理における課題が明らかになるケースが見受け

られます。 

 

１ 平成 21年 4月から平成 31年 3月末までに、延べ 3,576人が自立支援住宅

を利用しています。 

２ 平成 23年度より、女性ホームレスの利用を実施しています。 
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〔今後の方向性〕  

 

 

 

④ 都区共同路上生活者対策モデル事業 

路上生活が長期化・高齢化した人を対象に、路上生活からの脱却及び地

域生活の安定に向けた支援（特別班による巡回相談の強化、自立支援住宅

（支援付き）での居住支援、地域生活移行後の訪問相談など）を一貫して

行う事業です。 

平成 29年度から平成 30年度は、新宿区を含む一部地域で実施しました。

平成 31年度からは、支援付地域生活移行事業として 23区全域で実施して

います。 

〔現状〕          

 

〔成果〕                 

 

 

〔課題〕                

 

 

〔今後の方向性〕  

 

 

 

就労自立の達成に向けて、よりきめ細かな生活状況の把握や伴走型の支援が

必要です。 

 

平成 29年度は 9人、平成 30年度は 6人が支援付き住宅に入居しました。 

 

 

入居後に、家計管理や生活管理における課題が明らかになるケースが見受け

られます。 

 

１ 長期に路上生活をしていた人は、それぞれ異なった課題があり、よりきめ

細かな生活状況の把握や伴走型の支援が必要です。 

２ 今後も、対象者それぞれに合った福祉サービスにつなぎ、地域への移行を

図ります。 

 

 

 

平成 29 年度、平成 30 年度の支援付き住宅の入居者のうち、11 人が生活保

護に移行し、1人が自活しました。 
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 (2) 巡回相談事業(平成 18年度～) 

   巡回相談事業は、自立支援センターに巡回相談員を配置し、原則週 1 回、

各区との協議によりホームレスの起居する公園や道路等に直接出向き、巡回

して面接相談を実施しています。健康状態や生活状況を把握するとともに、

自立支援センターなどで実施するホームレス対策事業の紹介や利用の勧奨、

生活保護制度の説明などを行っています。 

 

〔現状〕 

 

〔成果〕 

 

 

〔課題〕 

 

 

 

 

〔今後の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

１ 引き続き、区や関係機関と連携して、粘り強く巡回相談を実施します。 

２ 増加傾向にある 39 歳以下の若年層を中心として夜間に集まるホームレ

スへの支援方法を検討し、早い段階からの支援を図ります。 

３ 平成 27年度より、看護師の同行が始まりました。今後も、ホームレスの

健康状況の把握等に努めていきます。 

 

 

 平成 30年度の相談件数は、7,922件です。 

これまで、平成 18 年度から平成 31 年 3 月末までに、延べ 90,971 件の相談

を実施しています。 

１ 新宿区を含めて、東京 23区内のホームレスは減少傾向にありますが、路

上生活期間の長期化・高齢化、健康状態の悪化等への対応が必要です。 

２ 夜間、駅周辺に集まるホームレスの生活実態等を把握していく必要があ

ります。 
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(3) 訪問相談（二度とホームレスに戻らないためのアフターフォロー） 

  ※第Ⅱ期推進計画の事業名 自立支援システムによる生活支援 

※第Ⅲ期推進計画の事業名 地域生活継続支援事業（平成 20 年度～） 

自立支援事業による支援を終了し、特別区内のアパート等で生活している

人を対象として、訪問・来所等による相談を実施しています。 

原則１年間、日常生活や就労に関する相談・指導等を行い、再び路上に戻

ることなく、安定した地域生活を維持継続できるよう見守りを行っています。 

 

〔現状〕 

 

 

〔成果〕 

 

 

 

 

 

 

〔課題〕 

 

 

〔今後の方向性〕 

 

 

 

１ 居宅生活等地域生活の継続と再路上化への対応に向けた支援強化に取り

組みます。 

２ 伴走的な支援の観点から、原則、訪問による相談支援を継続します。 

 

 平成 30年度の相談件数は、7,663件となっています。 

 

就労自立後、居宅生活等地域生活を継続できず、路上生活を繰り返す場合が

あります。 

１ これまで、平成 22年度から平成 31年 3月末までに、延べ 50,225件の相

談を行っています。 

２ 自立支援事業を終了し、東京 23区内のアパート等に居住する者を対象と

していますが、これまでの希望者から全員に対象者が拡充されています。 

３ 事業終了時に居宅・住込みを継続している割合（生活保護受給を含む）

は平成 24年度の 72%から平成 30年度の 80%と向上しています。 
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２ 新宿区の取組 

 

平成 10年 2月の新宿駅西口の＊「ダンボールハウス火災事故」を契機に、新

宿区内に＊「暫定自立支援センター」を 2 か所設置し、ホームレスの応急援護

に取り組んできました。その後、平成 12 年に都区共同事業による「自立支援

センター：新宿寮」の設置、平成 13年から 15年にかけて「路上生活者実態調

査」を行い、新宿区のホームレスの実態把握に努めてきました。 

平成 18年 2月には、「新宿区ホームレスの自立支援等に関する推進計画」を

策定し、新たに「拠点相談所：とまりぎ」＊「自立支援ホーム」＊「訪問サポー

ト：地域生活安定促進事業」を実施し、ホームレスの自立支援の取組を始めま

した。 

  

第Ⅰ期推進計画の「７つの重点項目」（平成 18年度～平成 21年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22年 2月には、「第Ⅱ期ホームレスの自立支援等に関する推進計画」を

策定し、一人ひとりのタイプ・段階に応じた支援を推進するとともに、区の取

組として、国や東京都、東京 23区に様々な要望・提言を行いました。 

  

 

（1）相談体制の充実 

（2）居住支援 

（3）就労支援 

（4）健康衛生面の向上 

（5）ＮＰＯ団体等との連携 

（6）公共施設の適正管理 

（7）人権啓発 
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第Ⅱ期推進計画の「八つの基本施策」（平成 22年度～平成 26年度） 

  

 

 

 

 

 

  

平成 28年 1月には、「第Ⅲ期ホームレスの自立支援等に関する推進計画」を

策定し、第Ⅱ期における一人ひとりのタイプ・段階に応じた支援を継続して推

進するとともに、引き続き、区の取組として、国や東京都、東京 23 区に様々

な要望・提言を行いました。 

 

第Ⅲ期推進計画の「八つの基本施策」（平成 27年度～平成 31（令和元）年度） 

 

 

 

 

 

 

  

  ここでは、第Ⅲ期推進計画での新宿区の取組を振り返ります。 

なお、第Ⅲ期推進計画概要版に記載した順番に沿って振り返ります。 

  

 

 

(1) 相談体制の機能強化 

(2) アセスメント（支援方法の判断・評価）システムの構築 

(3) 福祉的支援の条件整備 

(4) 施設・住宅の確保  

(5) 就労支援 

(6) 人的資源の開発とネットワークづくり 

(7) 公共施設の適正管理 

(8) 人権啓発 

 

(1) 相談体制の機能強化 

(2) 生活困窮者自立支援法に基づくアセスメント（支援方法の判断・評価） 

(3) 福祉的支援の条件整備 

(4) 施設・住宅資源の確保  

(5) 就労支援 

(6) 人的資源の開発とネットワークづくり 

(7) 公共施設の適正管理 

(8) 人権啓発 
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(1) 相談体制の機能強化 

〔はじめの相談〕 

①  拠点相談所「とまりぎ」（平成 18年度～） 

 福祉事務所では、日々来所する多数のホームレスに対して職員が、生活

保護の適用や自立支援システムの利用、宿泊場所や食事の提供など、多様

な支援を行っています。 

しかし、固定・定着化しているホームレスの高齢化や 39歳以下のホーム

レスの増加等により、これまで以上に相談内容が複雑化・多様化しており、

継続的な相談の中で、一人ひとりの自立への支援課題を見つけ出し、適切

な施策につなげていくことが求められています。 

第Ⅲ期推進計画期間においては、区が他自治体に先駆けて設置した拠点

相談所が、来所するホームレスとの継続的な関わりを維持し、個別の自立

支援施策に粘り強く結びつける支援を継続することで、ホームレスの専門

相談所として機能を十分果たしています。 

 

〔現状〕 

 

 

 

 

 

〔成果〕 

 

 

 

 

 

 １ 相談者数は漸減傾向にありますが、気軽に相談できる窓口として、多数

のホームレスが相談来所しています。 

２ 相談状況の詳細は、第Ⅱ章を参照してください。 

１ 生活保護の適用以外にも、福祉事務所と連携して、相談者の状況に応じた

きめ細やかな支援が図られています。 

２ 新宿中央公園や歌舞伎町等、対応が困難なホームレスへの巡回相談を継

続して行い、地域移行に結びつけています。 

３ シャワーの提供や健康相談を通じて、傷病の早期発見につなげています。 
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〔課題〕 

 

 

 

 

 

〔今後の方向性〕 

 

 

〔成果〕 

 

 

②  巡回相談事業（都区共同事業による取組に記載） 

Ⅲ‐1‐(2) P３４参照 

 

〔施設入所中の相談〕 

③  巡回相談一時宿泊支援事業 

路上生活が短く、自立意欲のあるホームレスに対し、ＮＰＯ等が行う巡

回相談と区の自立支援ホーム事業を連携して、早期自立を促す支援を行っ

ています。 

〔現状〕 

 

 

〔成果〕 

 

 

自立支援ホーム事業を受託したＮＰＯ等が巡回相談を行う際に、自立意欲

のあるホームレスに対し、区の自立支援ホームへの入所を案内し、自立を支

援しています。 

就労意欲のある比較的年齢の若いホームレスに対し、積極的に自立支援ホ

ームの利用について情報提供を実施し、就労収入の増加を促すことで早期自

立が図られています。 

１ これまでのホームレスとはタイプの異なる 39 歳以下の若年相談者の増

加に伴い、相談内容は複雑化・多様化し、1 件あたりの相談時間が増大し

ています。 

２ 高齢化・固定化したホームレスの中には、複雑な生育環境を経てきた人

や、知的・精神の障害を有していると思われる人も見受けられます。 

  また、路上生活を脱却する意思を示さない人の中には、自己肯定感が十

分でないと推察される人もいます。 

 

 

 

 

 

１ 引き続き、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業として、新

宿区内に起居するホームレスに対し、年代別に、それぞれが抱える課題等

に対応したよりきめ細かな相談支援を行います。 

２ 今後は巡回相談に力を注ぎ、高齢化・固定化したホームレスに路上生活

からの脱却を促していきます。 
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〔課題〕 

 

 

 

〔今後の方向性〕 

 

 

 

④ 地域生活サポート：宿泊所等入所者相談援助事業（平成 15年度～） 

ＮＰＯ等が運営する宿泊所等に生活援助相談員を配置し、入所している

単身生活が困難な元ホームレスへの生活相談や健康管理の支援を行います。 

また、介護保険などの他法他施策を活用して日常的なケアを行い、地域

での生活を支援しています。 

〔現状〕 

 

 

 

〔成果〕 

 

 

 

 

 

より効果的に事業目的を達成するため、自立支援ホームと連携して継続し

ます。 

 

夜間に駅周辺等に集まる若年ホームレスが長期の路上生活に至らないよ

う、ＮＰＯ等による巡回相談と連携し、就労自立に導く支援が今後も必要で

す。 

１ 単身で生活することは困難であっても、見守りがあれば、地域での生活

が可能な宿泊所等入所者を対象としています。 

２ 休日・夜間等に、緊急な宿泊援護が必要な者も、対象としています。 

１ 見守りの必要な宿泊所等入所者に対し、生活援助相談員による健康管理

等の相談援助により、継続的な自立への支援が図られています。 

平成 27 年度の支援対象件数は 2,851 件、平成 28 年度の支援対象件数は

2,449 件、平成 29 年度の支援対象件数は 2,436 件、平成 30 年度の支援対

象件数は 3,543 件となっており、宿泊所入所者への支援は依然として需要

が多い状況が続いています。 

２ 生活相談や就労支援等、きめ細かな相談援助により、再路上化の予防に

役立っています。 
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〔課題〕 

 

 

 

 

〔今後の方向性〕 

 

 

 

 

〔アパート生活後の相談〕 

⑤ 訪問サポート：地域生活安定促進事業(平成 19年度～) 

生活保護を受給し、アパート等での生活を開始した元ホームレスに対し

て、再び路上生活に戻ることなく継続してアパートを維持できるよう、き

め細かな訪問・相談等を行い、基本的な生活習慣の指導や相談助言等を行

っています。 

また、訪問相談員が日常生活等に必要な相談援助を行い、アパート等へ

の転居をサポートしています。  

〔現状〕 

 

 

 

 

 

 

平成 27年度 

新 規 依 頼 件 数 304人 

事業利用終了者数 296人   3月末現在継続支援者数 166人 

平成 30年度 

新 規 依 頼 件 数 182人 

事業利用終了者数 181人   3月末現在継続支援者数 110人 

 

 

 

 

 

 

１  ホームレスが高齢化する中、見守り等を必要とする元ホームレスが増えていま

す。地域での生活を維持するのが難しく、再路上化するおそれがあります。 

２  宿泊所等で相談援助を必要とする利用対象者は増加傾向にあり、高齢化

した元ホームレスへの見守りが今後も必要です。 

１ 元ホームレスの再路上化を予防するため、事業を継続します。 

２ 高齢化し、介護等が必要となった元ホームレスが地域での生活を継続で

きるよう、引き続き、きめ細やかな見守り支援に取り組んでいきます。 
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〔成果〕 

 

 

 

 

 

 

 

〔課題〕 

 

 

 

 

〔今後の方向性〕 

 

 

 

 

 

⑥ 地域生活継続支援事業（都区共同事業による取組に記載） 

 Ⅲ‐1‐(3)  P３５参照 

 

(2) 生活困窮者自立支援法に基づくアセスメント（支援方法の判断・評価） 

 

アセスメントは、相談者の生活歴、困窮の要因及びニーズ等を把握すると

１ 宿泊所等からアパート生活への移行支援に十分な成果を挙げています。 

２ きめ細かな訪問を通じて生活実態を把握するとともに、他法他施策の活

用など、地域での生活に必要な様々な相談・助言を通して支援が進められ

ています。 

３ 平成 23年度からは、区外の宿泊所等に移行した人にも実施しており、平

成 30年度も区外の宿泊所等を利用する被保護者に対し、基本的な生活習慣

の指導や相談助言等を行っています。 

１ 支援内容が多様化・複雑化し、支援期間が長期化する傾向にあります。 

２ 様々な生活課題により、宿泊所からアパート等への移行が困難な被保護 

者に対する支援をより一層強化する必要があります。 

 

 

 

 

 １ 引き続き、再路上化を防止し、アパート生活移行を促進し、地域生活を

持続するための支援として事業を継続します。 

２ 様々な生活課題により、宿泊所からアパート等への移行が困難な元ホー

ムレスの被保護者に対する支援の強化に努めます。 
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ともに、個々の自立にふさわしい施策に結びつけるために必要なホームレス

対策共通の仕組みです。 

〔現状〕 

 

 

 

〔成果〕 

 

 

 

〔課題〕 

 

 

 

 

〔今後の方向性〕 

 

 

 

 

(3) 福祉的支援の条件整備 

   

路上生活から脱却する上で、様々な段階の相談・助言の中で応急援護を行

うとともに福祉的支援の条件整備を行っています。 

  

 

困窮の要因が多様化・複雑化しているため、アセスメントのチェック項

目に対する記載方法の定期的な見直しが図られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後は、委託事業等の枠組みにおいて、実施に努めます。 

日常の相談業務の中で、生活困窮者自立支援法に基づくアセスメントに

沿って支援方法の判断・評価を行い、支援に役立てています。 

 

 

相談者との信頼関係の構築に努め、生活困窮者自立支援法に基づくアセ

スメントを活用するとともに、必要に応じて他機関と連携した支援を目指

す必要があります。 

 

 

。 

 引き続き、生活困窮者自立支援法によるアセスメントにより、相談者の

状況を効果的に把握し、個々の状況に寄り添った支援に役立てていきます。 
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① 応急援護事業 

食料の支給 

人道上の観点から、乾パンを支給しています。 

シャワーの提供 

衛生面を確保するため、拠点相談所にシャワーを設置し、通院や就労活

動のために必要なホームレスに対して、適宜提供しています。 

日用品等の支給 

必要に応じて、「寝巻き・下着・タオル・コップ・歯磨き・石鹸」等の

日用品を支給し、相談援助につなげています。 

② 心身の健康に関する支援 

＊ホームレスの結核予防検診 

保健所では、レントゲン撮影による結核健診や健康相談を実施していま

す。また、ホームレスの感染防止に努めています。 

③ 年金の調査 

     相談・助言の中で年金調査を支援し、年金受給に結びつけています。 

④ 住民登録の設定 

    住所設定に関する手続きを支援しています。  

〔現状〕 

 

 

 

〔成果〕 

 

 

 

平成 30年度 

乾パンの支給 9,501人、シャワーの提供 4,637人 

 事業実施により、新宿区や拠点相談所への相談来所を促進し、次の相談援助

のステップにつなげています。 
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〔課題〕 

 

 

 

 

〔今後の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 (4) 施設・住宅資源の確保 

〔緊急対応型〕 

 ① 民間宿泊所の借上げ：給食宿泊場所の確保（平成 8年度～） 

    病気や怪我などの理由から緊急に一時的な宿泊場所を希望するホームレ

スに対して、法外援護（生活保護制度以外の支援）として、民間宿泊所と

年間契約を締結し、食事や風呂、日用品などを提供する緊急一時保護事業

を実施しています。 

〔現状〕  

 

 

 

 

 

１ ホームレス支援の第一歩として、「食料の提供」「シャワーの提供」「日用

品の支給」等の応急援護を引き続き実施します。 

２ ホームレス状態が長期化しないよう拠点相談所や巡回相談等を通して、

次の支援への誘導を図ります。  

３ 関係機関等と連携して、ホームレスの心身の健康確保に努めていきます。 

１ 応急援護事業の利用から次のステップの施設入所等につながらないケー

スが見受けられます。 

２ 心身の健康状態が悪化しているホームレスが見受けられますが、疾病の

早期発見や治療に結びつけるのが困難です。 

１ 平成 30 年度は、8,395 ベッドのうち、7,620 床利用しており、ベッド数

利用率は 90.8％です。 

２ 平成 27 年度から生活困窮者自立支援法の一時生活支援事業として実施

しています。 
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〔成果〕 

 

 

 

 

 

〔課題〕 

 

 

 

 

〔今後の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 緊急一時保護事業（自立支援センター）（都区共同事業による取組に記載） 

Ⅲ‐1‐(1)① P３０・P３１参照 

 

 

 

１ 路上生活から脱却したホームレスに対し、緊急一時的なシェルターとし

て自立への入口支援を行い、次のステップにつなげています。 

２ ＮＰＯ等支援団体との連携により、緊急対応が図られています。 

また、宿泊場所や食事の提供とともに、利用者の生活状況の把握や見守

り支援等を行っています。 

 

１ ホームレス数は減少していますが、今後も新宿区内には新たなホームレ

スが流入し続け、ホームレス数は横ばいとなることが予測されています。 

２ 全国的に独自の一時生活支援事業を行う区は少ないため、他区市からの

利用希望者が流入しています。 

 

１ 本事業は自立への足掛かりとしての役割を果たしており、今後も一定の

需要が見込まれます。生活困窮者自立支援法の一時生活支援事業として継

続します。 

２ 今後は、利用者の生活状況の把握や次のステップへの誘導等に努め、効

果的な運営に努めます。 

３ 区外からの流入については、広域的な解決を国や東京都に働きかけてい

きます。 
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〔地域生活移行：定着型〕 

③ 自立支援ホーム(平成 19年度～) 

路上生活の期間を問わず、就労意欲が高いホームレスに居室を提供し、

計画的・集中的・継続的に就労支援や生活指導を行い、安定した就労の確保

とアパートへの入居を実現し、再びホームレス生活に戻らないように支援し

ています。 

また、拠点相談所と連携して、年金受給の手続き等を支援しています。 

なお、自立支援ホームの委託事業者による巡回相談と連携して、路上生

活が短く、自立意欲のあるホームレスに利用を案内しています。 

入所にあたっては、新宿区・施設管理者・拠点相談所の三者で構成する 

「入所判定会議」により、利用者を決定しています。 

 

〔現状〕 

 

 

 

 

  

〔成果〕 

 

 

 

 

 

 

 

１ 年度を通じて、定員 6人で運営しています。 

２ 平成 30年度 

入所者  9人 

退所者  7人 (うちアパート等での自立生活移行者 4、その他 3) 

 

１ 就労意欲があり一定の収入が得られるホームレスに対し、早期の自立に

十分な支援が図られています。 

２ 就労収入が少なくても、年金収入を得ることにより、アパート生活が可

能なホームレスへの支援が図られています。 
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〔課題〕 

 

 

 

 

 

〔今後の方向性〕 

 

 

 

 

 

④ 自立支援事業(自立支援センター)（都区共同事業による取組に記載） 

 Ⅲ‐1‐(1)②  P３１・P３２参照 

 

⑤ 自立支援事業(自立支援住宅)（都区共同事業による取組に記載） 

 Ⅲ‐1‐(1)③  P３２・P３３参照 

 

⑥ 生活支援付き住宅（施設）の整備 

介護サービスなど様々な地域の資源を活かした、生活支援付き住宅（施

設）事業を実施するＮＰＯ等支援団体への支援を、国・東京都の助成制度

を活用しながら、住宅・高齢者部門と連携して推進しています。 

 

〔現状・成果〕 

 

 

１ 平成 24年度 １か所開設 

２ 平成 28年度 ２か所開設 

 

１  今後も増加傾向にある39歳以下の若年層の求職者やホームレス流入が続くと

予測されますが、原則として、就労を開始しているホームレスは、新たに自立支

援システム（都区共同）を利用できません。 

２  若年で就労が長続きせず転職を繰り返す、または、生活の立て直しやアパー

ト資金の貯蓄が難しい利用者が見受けられます。 

 

    

 

給料や年金を受給するまでの間の生活資金を要したり、借金整理等により、

転宅資金が中々貯蓄できないケースがあります。 

   

１ 引き続き、就労意欲の高い若年層をホームレス化させない支援が必要で

す。生活困窮者自立支援法の自立相談支援事業及び一時生活支援事業とし

て継続します。 

２ 入所者の個々の事情に応じたきめ細かな相談と就労支援をより一層充実

し、就労自立に結び付けます。 
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〔課題〕 

 

 

 

〔今後の方向性〕 

 

 

 

⑦ 住宅の確保 

 公営住宅等の入居斡旋、低家賃住宅の確保、家賃助成などを国や東京都に

要望しています。 

〔現状〕 

 

 

 

〔成果〕 

 

 

 

〔課題〕 

 

 

 

 

 高齢化したホームレス等に対応した施設整備を引き続き、住宅・高齢部門

と連携して推進します。 

高齢化したホームレス等、介護が必要な人向けの住宅・施設を整備する支

援体制が引き続き求められています。 

 

平成 14年度から、自立支援センターを自立により退所する者を対象とし

て、都営住宅の特別割当の実施が図られています。 

 

 

 都営住宅では、真に住宅に困窮する低所得者に対し、住宅を的確に提供し

ていくという公営住宅制度の趣旨に基づき、特別割当制度を実施しています。 

 

 

１ 新宿区等、ホームレスが多く居住する自治体が単独で、流入し続けるホ

ームレスに対する住宅提供を行うのは困難です。 

２ 路上に残る高齢化したホームレスと流入する若年ホームレスでは、住宅

ニーズが異なります。それぞれのニーズに見合った住宅確保と地域移行を

国、東京都が推進することが必要です。 

 



 Ⅲ これまでのホームレス問題への取り組みと課題 

 

５０ 
 

〔今後の方向性〕 

 

 

 

 

 

 (5) 就労支援  

 

① 就労支援 

新宿区では、拠点相談所でホームレスからの就労関係の相談に応じたり、

生活保護を受給している元ホームレスに対して、就労支援員による支援や 

＊「新宿就職サポートナビ」等の案内を行っています。 

 

〔現状〕 

 

 

 

〔成果〕 

 

 

〔課題〕 

 

 

 

１ 拠点相談所「とまりぎ」の就労支援状況は、P.21を参照してください。 

２ 生活保護を受給している元ホームレスに対しては、被保護者就労支援事

業を活用してきめ細やかな就労支援を行っています。 

 

 

１ 引き続き、元ホームレスに対する公営住宅等の入居斡旋、低家賃住宅の

確保、家賃助成などを国、東京都に働きかけていきます。 

２ 都市型軽費老人ホーム等、現行施設の有効活用や今後の整備により、ホ

ームレスのタイプやニーズに見合った住宅確保と地域移行が行われるよ

う、国、東京都に働きかけていきます。   

 

 

 

就労自立に至らなかったり、長続きしない若年ホームレスが多く見受けら

れるため、若年層に対する就労支援の強化が必要です。 

 個人のニーズに合わせた就労支援を行い、就業機会の拡大と就職率の向上

が図られています。 
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〔今後の方向性〕 

 

 

 

② 就労支援・住宅支援等相談機能との連携 

ハローワークや＊ＴＯＫＹＯチャレンジネット、社会福祉協議会等と随時

打合せを実施し、連携を図っています。 

 

〔現状〕 

 

 

 

〔成果〕 

 

 

 

〔課題〕 

 

 

 

〔今後の方向性〕 

 

 

 

 

引き続き、関係機関と連携し、ホームレスの就労自立に向けた支援を継続

します。 

 引き続き、関連機関等と随時連携を深め、ホームレスのそれぞれのニーズ

や適性に見合った就労支援の推進を図ります。 

  

１ 新宿区では、平成 23年 7月に新宿就職サポートナビを開設しています。 

２ 生活困窮者自立支援法施行後、住居確保給付金も引き続き活用していま

す。 

 

 

 若年ホームレスは、これまでの職歴や生活歴により、人とのつながりや社会

性が稀薄で、就労経験も不十分なため、安定した就労自立が難しいケースが多

く見受けられます。 

ハローワークと連携して、区内の生活保護受給者等への就労支援が図られ

ています。保護受給中の元ホームレスも多く利用し、就労につなげています。 
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③ 雇用対策におけるセーフティネットの充実 

第Ⅱ期推進計画当時の「就職安定資金融資」や「住宅手当」等は、次のよ

うな制度の見直しが行われています。 

また、国は平成 27年 4月 1日に「生活困窮者自立支援法」を施行し、第

二のセーフティネットの充実・強化を図っています。 

〔現状〕 

 

 

 

 

 

 

 

〔成果〕 

 

 

 

〔課題〕 

 

 

 

〔今後の方向性〕 

 

 

生活困窮者自立支援法施行に伴い、制度が拡充されました。次の事業は廃

止・変更されました。 

就職安定資金融資 

＊住宅手当の創設等により、平成 22年 10月に廃止されています。 

東京都の＊生活サポート特別貸付事業 

平成 24年 2月に廃止されましたが、＊「介護人材育成確保緊急対策事業」

は、現在「住居喪失不安定就労者・離職者等サポート（介護職支援コース）

特別貸付事業」として実施されています。 

 

１ 引き続き、国や東京都に対して、第二のセーフティネットの充実を働きか

けていきます。 

２ 今後も関係機関と連携し、制度の活用を図ります。 

  

 利用要件があり、生活困窮者自立支援法施行後も、必ずしもホームレスの使

い勝手のよい制度とはいえません。 

 制度活用により、ホームレス生活を余儀なくされるおそれのある人をホーム

レス化させない支援や自立後に再路上化させない支援が図られています。 
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(6) 人的資源の開発とネットワークづくり 

 

〔現状〕 

① ホームレスの自立支援策の周知 

平成 22年度に「ホームレスの自立支援ハンドブック」を 3,000部作成し、

区内の町会、民生委員・児童委員、区立小中学校等に広く配布しています。 

② 福祉関係職員の研修等の実施 

*特別区人事・厚生事務組合等の研修を活用して実施しています。 

③ 広域的な関係機関会議の設置 

従前より、関係機関会議の設置を求めていますが、実現に至っていません。 

④ 地域別連絡会議の設置 

ホームレス問題に関する地域別連絡会議の設置には至りませんでしたが、

区内の関係機関・ＮＰＯ等支援団体との連絡会議を実施しています。 

 

〔成果〕 

１ 幅広い区民にハンドブックを配布し、区の施策の周知が図られています。 

２ 区民やＮＰＯ等支援団体及び国・東京都等と連携し、事業を推進しています。 

 

〔課題〕 

 

 

 

〔今後の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

１ 引き続き、ホームページ等を活用して新宿区のホームレス支援事業の周知

を図ります。 

２ 福祉関係職員の研修を、関係機関等による研修を活用し、実施します。 

３ 広域的な関係機関との連携として、国や東京都等に新宿区の声を届けてい

きます。施策に支援の現場の声の反映が図られるよう努めます。 

４ 必要に応じて、関係機関・団体等との連絡会議等を実施します。 

 

今後も、区民やＮＰＯ等支援団体等との連携を深め、国や東京都に積極的に

情報発信を行う必要があります。 
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(7) 公共施設の適正管理 

公共施設は一定のルールのもとに、誰もが自由に快適に利用することがで

きる場所でなければなりません。 

しかし、多くのホームレスが居場所を求めて、起居を始めたり、他の人の

使用を妨げる長時間の占拠等を行ったりしています。 

このような状況に対し、区は公園や道路等では、施設管理者と福祉が巡回

相談を行い、また、必要に応じて警察とも連携しながら地域の安全・安心な

環境づくりを図っています。 

他の公共施設では、施設管理者がホームレスに適切な施設利用について理

解を求めるとともに、福祉と連携して巡回相談を行い、制度等の必要な情報

を提供するなどして施設の適正な利用の確保を図っています。 

 

〔現状〕 

 

 

 

〔成果〕 

 

 

 

 

 

 

 

都区共同の巡回相談と合せて、区の福祉担当職員や巡回相談事業の相談支援

員が年間合計延べ 100件程度、出張し、ホームレスに相談来所を促しています。 

 

１ 戸山公園や新宿中央公園等に滞留していたいわゆるテント生活のホーム

レスについて、施設管理者やＮＰＯ等支援団体と連携し、地域生活への移行が

図られています。 

  新宿中央公園…令和元年 8月「路上生活者概数調査」 0人 

   みどり公園課の調査では、平成 27年 3月中から 0人となっています。 

テント数は、令和元年 10月現在では 0張となっています。 

都立戸山公園…令和元年 8月「路上生活者概数調査」 6人 

テント数は、令和元年 10月現在では 0張となっています。 

２ 住民等からのホームレスに関する苦情や通報に迅速に対応しています。 
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〔課題〕 

 

 

 

 

 

 

〔今後の方向性〕 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 人権啓発 

① ネットワークづくり等による啓発 

環境対策会議などの機会を捉え、啓発を行っています。 

 

② 第Ⅲ期推進計画・区広報紙等を活用した啓発 

ホームページによる計画の公開や、概要版の配布、人権週間のパネル展

示等によりホームレスに関する人権啓発を行っています。 

また、教育委員会や青少年育成委員会を通じて、子どもたちに対して、

人権啓発に努めています。 

 

１ 今後も施設管理者と福祉が連携・調整して、公共施設の適正管理を図ると

ともに、ホームレスに対して路上生活からの脱却を促していきます。 

２ 高齢・固定化したホームレスや心身の健康を害し、対応が困難なホームレ

スに対しては、都区共同の巡回相談の看護師や保健所の保健師等と連携し

て、適切な支援ができるよう巡回相談の実施を図ります。 

３ 若年層を中心として夜間に集まるホームレスへの支援方法を検討し、早い

段階からの支援を図ります。 

。 

 

 

１ 路上に残る高齢ホームレスの中には、福祉施策の利用を拒否し、路上に固

定化している者が見受けられます。 

２ 長期の路上生活で心身の健康を害し、心の病やアルコール等の影響でコミ

ュニケーションが取れず、対応が困難な者が多く見受けられます。 

３ 夜間に駅周辺等に集まるホームレスの中には、福祉の支援の情報が十分に

伝わっていないケースが見受けられます。 

 

 

認知症や精神疾患、アルコール等の依存症等が疑われ、コミュケーションが取

れないなど、対応 

 

２  
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〔現状〕 

 

 

 

 

〔成果〕 

 

 

〔課題〕 

 

 

 

 

 

〔今後の方向性〕 

 

 

 第Ⅲ期推進計画期間中は、上記の取組により、区民やＮＰＯ等支援団体等と連

携して、ホームレスのそれぞれのタイプ・段階に応じた支援に取組みました。 

第Ⅳ期推進計画では、ホームレス像の変化に対応した自立支援を推進します。 

 

 (9) ホームレス対策に要する経費 

    国に対して、積極的な財政支援を要望しています。 

   新宿区は、広域的な大都市問題のホームレス対策に積極的に対応していま

す。必要十分な国の財政措置がなければ、区民理解が得られません。 

 引き続き、ホームレスの人権擁護について、機会を捉えて啓発に取り組んで

いきます。 

 

１ 機会を捉えて、ホームレスの人権擁護の啓発に努めています。 

２ 区立小中学校では、小学生の段階から社会的・職業的自立に向け、＊キャ

リア教育を推進しています。 

 

人権週間のポスター展示等を活用して、人権擁護の啓発が図られています。 

しています。 

 

１ 住民の言動やホームレス自身の原因で、お互いの理解が得られないことが

あります。近隣住民とホームレスの双方の人権に配慮していくことが必要で

す。 

２ ホームレスに対する偏見や差別をなくし、ホームレスに対する正しい理解

と認識を深めるための広報・教育啓発活動を推進することが必要です。 
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    しかし、現状での国の財政措置は十分なものではありません。その上、生

活困窮者自立支援法施行後、これまで国が負担してきたホームレス対策事業

費は、一部自治体負担となりました。区の事業費負担額の増大は、生活保護

の適用による地方負担も含め、区財政に及ぼす影響が少なくありません。 

これから述べる第Ⅳ期推進計画の各事業については、生活困窮者自立支

援法等による国庫補助金等を最大限に活用し、財源の確保に努めます。 

   以下は、平成 30 年度に新宿区のホームレス対策に要した直接経費の概要

です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年度決算 

歳 出 

ホームレス対策             111,445,487円 

１ 拠点相談事業          24,621,790円 

２ 自立支援ホーム         12,363,344円 

３ 宿泊所の確保等         31,618,359円 

４ 宿泊所等入所者相談援助事業   12,046,320円 

５ 地域生活安定促進事業      22,061,676円 

６ 路上生活者対策事業分担金     8,733,998円 

  

 歳 入 

【特定財源】               60,432,765円 

  国庫負担金           19,530,765円 

国庫補助金           40,902,000円 

【一般財源】               51,012,722円 
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Ⅳ ホームレス問題の解決に向けたこれからの取組         

 

１ 解決のための基本的な考え方       Ｐ５９ 

 

２ 新宿区・東京都・国の役割        Ｐ６３ 

 

３ 具体的な施策の推進           Ｐ６７ 

 

４ ホームレスのタイプ・段階的支援イメージ Ｐ８３ 
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Ⅳ ホームレス問題の解決に向けたこれからの取組  

 

１ 解決のための基本的な考え方 

 

ホームレス問題の解決に向けたこれからの取組は、経済・雇用情勢を踏ま

えることが重要です。 

また、路上生活が長期化・高齢化したホームレスに加え、流動層・若年層

の増加や、再路上化への対応が課題となり、ホームレス像が変容してきてい

ます。 

 

そして東京 23区などの大都市に流入し、自治体間で移動するホームレスへ

の対策は、個々の自治体が対応しきれる課題ではなく広域的な課題であり、

その特性やホームレスの個々の事情を踏まえた施策の継続や取組が、一層必

要であることに変わりはありません。 

そのためホームレス状態になった、また、そのおそれのある人々の様々な

要因をつかみ、就労や住宅(施設)支援、相談体制や地域での生活支援など、

真に必要とする取組の継続及び総合化を図ることが大切です。 

今後もこれまでの取組や成果を活かしながら、ホームレス一人ひとりの支

援の段階に応じた総合的な対応を粘り強く継続して進めていきます。 

 

Ⅰ「計画改定の基本方針」の３「ホームレスの定義とタイプ」で示した三

つのタイプを基本に、固定化・定着化が進む高齢層に対する支援、若年層へ

の支援、再路上化への対応といった、最近の動向に沿った取組を推進してい

きます。 
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(1) ホームレス対策の現状認識 

① ホームレス対策は、ホームレス生活になる前、ホームレス生活のとき、

支援施設やアパート等に移行してからなど、様々な段階やニーズの違い

に応じた支援が必要であり、東京 23区と東京都は都区共同事業による自

立支援システムを推進しています。 

 

② 新宿区は、ホームレスを「概ね 50歳以上で、ホームレス生活が長期化

した層」、「概ね 50歳以下で、傷病・障害あるいは過去の生育歴・職歴等

から、社会関係の再構築の支援も必要な層」、「概ね 50 歳以下を中心に、

仕事と住宅が確保できれば、すぐにでも自立ができる層」に分け、それ

ぞれのタイプ・段階に応じた支援を実施しており、「見えにくいホームレ

ス」も視野に入れた対応を行っています。 

   

③ 就労中心の支援も含めて、区に相談が集中しています。 

生活困窮者自立支援法により、第二のセーフティネットである就労支

援や住居確保給付金の支給の仕組みの拡充が図られましたが、ホームレ

スにとっては必ずしも使いやすい制度となっていません。 

 

④ 民間宿泊所や小規模な借り上げ住宅、自立支援システム、拠点相談や

巡回相談、施設入所後のアフターフォローなどの施設・人的資源の総合

化を図り、より一体的な支援に結びつけることが求められています。 

また、ケースによっては、総合的な支援が必要なケースが増えており、

より充実させていくことが必要です。 
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⑤ より効果的な支援を推進するために、生活困窮者自立支援法に基づく

アセスメントに沿って、適切な支援方法の判断・評価を図り、支援に役

立てます。 

   

⑥ 大規模施設、小規模施設、一時保護機能施設、民間宿泊所等の居住環

境問題など、不足している社会資源、及びそれぞれのタイプ・支援段階

に応じた社会資源の整理が必要です。 

 

⑦ 国・東京都・区・ＮＰＯ等支援団体等、関係機関との連携をさらに進

める必要があります。 

 

⑧ 拠点相談や巡回相談、自立支援システムなど、限られた資源の有効活

用を図るためにも、関連機関やＮＰＯ等支援団体との協働や連携により、

総合的な支援に結びつける必要があります。 

 
 
 
 (2) 第Ⅳ期推進計画の基本的な方向性 

 

第Ⅳ期推進計画では、生活困窮者自立支援法施行、国の基本方針や東

京都の実施計画の内容を踏まえ、ホームレス像の変化に対応するため、

次の３つのポイントを中心として、これまでの成果を活かして、取り組

んでいきます。  

・ポイント１ 固定・定着化が進む高齢層に対する支援 

・ポイント２ 若年層に対する支援 

・ポイント３ 再路上化への対応 
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① 高齢化・固定化したホームレスについては、都区共同事業による巡回

相談を粘り強く継続し、路上生活からの脱却を促していきます。 

また、巡回相談から施設・アパート入居後のアフターケアに至るまで、

伴走的な支援を行う体制を強化します。 

 

② 流動化・若年化しつつある「見えにくいホームレス」への支援につい

ては、その実態を国勢調査や民間団体による夜間巡回相談実績などを参

考にし、より明確にしながら都区共同事業による巡回相談を夜間・休日

等の実施を視野に入れて、早期発見・早期支援に努めます。 

 

③ 再路上化への対応として、アパート入居後の定着支援や訪問相談等、

きめ細かなアフターケアに努めます。 

 

④ ＮＰＯ等支援団体との連携をより一層強め、地域の資源を活かした総

合的な施策を推進します。また、様々な主体とのネットワーク化を進め

るとともに、ホームレス問題に対する理解が深まるよう区民への啓発に

努めます。 

 

⑤ ホームレス対策は広域的な対応が基本であるという視点に立ち、国に

対して東京都及び東京 23 区と連携して、要望・提言を行います。 
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２ 新宿区・東京都・国の役割 

 

ホームレス問題は、一自治体では解決が困難な広域的な行政課題です。近

年の経済・雇用情勢の中、依然として地方から大都市へと、人々が職や福祉

的な対応を求め集まっています。 

特に、大規模なターミナルと繁華街を抱える新宿区には、東京都全域、あ

るいは全国各地から、職と住まいを失った人々が流入しています。福祉事務

所では、路上やネットカフェ等でやむなく起居している相談者が後を絶たな

いため、施設の確保など十分な対応を図ることができない困難な局面が続い

ています。 

しかし、ホームレス問題が広域的な課題であることもさることながら、様々

な問題を抱えるホームレスの支援については、ホームレス特有の課題に対応

したノウハウや施設が必要です。これまでの自立支援システム及び「特別措

置法」による東京 23区と東京都の一体的な取組等は、ホームレス数の減少と

いう成果にも表れており、将来的にも活かすことが必要です。 

一方、平成 27年 4月より、新法・生活困窮者自立支援法が施行され、東京

23区及び東京都などの各自治体において、ホームレスを含む生活困窮者に対

する包括的な支援の仕組みづくりを行うものとされました。ホームレス対策

事業のうち福祉の観点から実施しているホームレス自立支援事業等は、特別

措置法の理念・趣旨に基づき、生活困窮者自立支援法で実施することとなり、

支援の仕組みが大きく変わりました。 

このような状況の中、一自治体の力だけでは解決することのできない広域

的なホームレス問題について、新宿区・東京都・国の果たすべき役割を明確

にし、合わせて国に対して東京都及び東京 23区と連携して、要望と提言を行

うものです。 
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(1) 新宿区の役割 

基礎自治体である新宿区の基本的な役割は、ホームレス状態にある人に

対して早い段階での相談・助言を行い適切な社会資源に結びつけること、

また、ホームレスであった人が再び路上生活に戻らないために、地域福祉

を推進する視点から、居宅・地域生活を継続できるよう支援することです。 

都内でも有数の大規模なターミナルと繁華街を抱える新宿区にとって、

ホームレス問題は避けて通ることのできない大きな行政課題の一つです。 

区民に最も身近な基礎自治体として、「暮らしやすさ１番の新宿」の実現

を目指し、「セーフティネットの整備充実」を進め、ホームレス問題に取り

組んでいきます。 

 

①  施策の総合化 

自立支援システムなどの都区共同事業や、拠点相談所などの新宿区独

自事業の総合化を図り、ホームレスの個々の実情に応じたきめ細かな自

立への支援を行います。 

 

② 地域のネットワークづくりの推進 

ホームレス問題の情報の共有化を図り、早期対応や区民の理解を促進

するために、区民やＮＰＯ等支援団体をはじめ、多様な主体との連携を

深めます。 

 

③ 情報の発信、施策の要望・提言 

ホームレス問題は広域的な課題です。新宿区が抱える課題や対応策を

情報発信するとともに、状況の変化に対応するために施策の要望と提言

を国に対して東京都及び東京 23 区と連携して、積極的に行います。 

 



 Ⅳ ホームレス問題の解決に向けたこれからの取り組み  

６５ 
 

 (2) 東京都に求めること 

東京都の基本的な役割は、東京 23区との協議や国との連携により、施設

の整備や住宅の確保などの社会資源の整備を促進することです。就労への

支援も大きな役割の一つです。 

ホームレス対策は、今後も、これまで以上に都区共同事業として推進す

ることが必要であり、東京都には以下を求めます。 

 

① 強力なリーダーシップの発揮 

東京都は、東京 23区を包括する広域自治体として、問題の共通認識と

課題解決に向けた都区共同事業の取組を推進させるため、施策の具体化

に向けた積極的な対応を図る役割と責任があります。 

 

② 東京 23区への積極的な調整・助言等 

各区のホームレス対策には差があります。ホームレス数の多寡、安価

な住宅や宿泊施設の偏在、支援の困難性や費用問題など、様々な課題を

抱える中にあって、ホームレス対策が特定の区に偏ることのないよう、

東京都は、積極的な調整・助言及び情報提供を行う役割があります。 

 

③ 国への働きかけの強化 

ホームレス問題は、日本全体の社会経済・雇用情勢の中から生まれた

問題です。東京都は、財政支援を含めた総合的かつ抜本的な取組を推進

するよう、国に対し強く伝えていく役割があります。 

 

 (3) 国に求めること 

国の基本的な役割は、自治体の意見を取り入れた社会資源の整備や財政

支援を行うなど、総合的な施策を策定し実施することです。 
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ホームレスに対する、就労や住宅対策をはじめ、各種助成・貸付制度に

よる第二のセーフティネットの充実や積極的な財政支援など、国が責任を

持って実施していくことを強く求めます。 

また、複雑な生育環境を抱えた人や、知的や精神に障害を有している人

などがホームレス状態に陥ることのないよう、予防的な観点から各種施策

を構築、展開していくよう求めます。 

 

① 総合的な雇用・住宅対策等の推進 

ホームレス問題への対応は、就労や住宅対策など、本来、国が行うべ

き対策が基本です。各種助成・貸付金制度も含めた対策の推進にあたっ

ては、自治体の意見を十分取り入れた、総合的な施策の充実を図るよう

要望します。 

  

② 社会資源の整備 

ホームレスの自立支援を推進していくためには、緊急一時保護・就業

訓練・生活支援など多様な機能を持った施設が必要です。 

国は、自立支援を推進するための施設を、自治体やＮＰＯ等支援団体

の意見を取り入れながら、都道府県と連携して整備する役割があります。 

  

③ 積極的な財政支援 

国が負担すべきホームレス対策経費が十分でないため、東京都や東京

23区の一般財源を圧迫しています。生活困窮者自立支援法施行で自治体

はホームレス施策費用の一部負担を求められました。流入するホームレ

スへの対応について区民の理解を得るには、国の財政支援が必要です。

東京 23区のホームレス支援の取組については、国の責任において、全額

国の負担とすることを要望します。 
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３ 具体的な施策の推進  

 

  基礎自治体の新宿区が先駆的に取り組んでいる「拠点相談所」や「自立支

援ホーム」は、本来、広域的に整備する必要のある事業です。とりわけ、施設

や住宅などの社会資源の整備は国や東京都の責任において行い、基礎自治体が

共有できる資源としてストックする必要があります。 

ここでは、前述した新宿区・東京都・国の役割分担を基本に、ホームレスの

タイプ別ニーズにふさわしい個別具体的な施策を整理します。 

また、相談体制やアセスメント、施設・住宅資源の確保、就労支援など、ホ

ームレスそれぞれの支援段階での施策の総合化を図るものです。 

八つの基本施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームレスの三つのタイプと３つの改定ポイント 

 
 

   

 

 

〔タイプ１〕 概ね 50 歳以上で、ホームレス生活が長期化した層 

… ポイント１ 固定・定着化が進む高齢層に対する支援 

… ポイント３ 再路上化への対応 

 

(1) 相談体制の機能強化 

(2)  生活困窮者自立支援法に基づくアセスメントの充実 

（支援方法の判断・評価） 

(3) 福祉的支援の条件整備 

(4) 施設・住宅資源の確保 

(5) 就労支援 

(6) 人的資源の開発とネットワークづくり 

(7) 公共施設の適正管理 

(8) 人権啓発 
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※事業と各タイプとの関連及び全体像は、第Ⅳ章「4 ホームレスのタイプ・段階的支援イメ

ージ」（P.83～P.85）及び第Ⅵ章資料「9 第Ⅳ期推進計画の事業と事業主体、対象タイプ一

覧表」（P.209）に記載しました。 

(1) 相談体制の機能強化  

   相談体制は、ホームレスのタイプや支援段階に関わらず、欠くことので

きないホームレス対策の基本です。ホームレス状態になった人、そのおそ

れのある人に対する相談や情報提供などは、自立支援にとって必要不可欠

な取組です。福祉事務所や拠点相談所、ハローワークなどでの相談、巡回

相談の＊アウトリーチ活動により、健康や衛生管理、就労や施設・住宅支援

などの各種施策を紹介します。 

   相談・助言の際は、生活困窮者自立支援法に基づくアセスメントを行い

ながら、「はじめの相談」「施設入所中の相談」など段階的に行うことを通

して、効果的な支援を進めていきます。 

   また、施設の見学を積極的に勧めるなど、安心して施策が使えるよう支

援します。 

   必要に応じて、保健師・看護師などによる医療的な視点に基づいたきめ

細かな相談や支援を実施します。 

〔タイプ２〕 概ね 50 歳以下で、傷病・障害あるいは過去の生育歴・職

歴等から、社会関係の再構築の支援も必要な層 

   …ポイント２ 若年層に対する支援 

…ポイント３ 再路上化への対応 

〔タイプ３〕 概ね 50 歳以下を中心に、仕事と住宅が確保できれば、す

ぐにでも自立ができる層 

…ポイント２ 若年層に対する支援 

…ポイント３ 再路上化への対応 
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〔はじめの相談〕 

① 拠点相談所 ※ (新宿区） 

〔全てのタイプ〕に必要な事業です。 

新宿区の拠点相談所「とまりぎ」は、社会福祉士等による各種相談や

巡回相談等を行い、ホームレスにとって気軽に相談できる最初の窓口と

なっています。 

ハローワークやＮＰＯ等支援団体・就労支援機関との連携を強め、生

活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業として引き続き実施しま

す。今後は巡回相談に力を注ぎ、高齢化・固定化したホームレスに路上

生活からの脱却を促していきます。 

  ※（ ）内は事業主体や連携先です。区の委託事業は（民間団体）を省略します。 

 

② 巡回相談事業（都区共同） 

〔全てのタイプ〕に必要な事業です。 

都区共同事業による巡回相談を引き続き実施します。現地でのホーム

レス実態を把握するとともに、ホームレスに対して福祉事務所への来所

を促し、福祉施策の利用につながるように努めます。 

平成 27年度より、看護師の同行が始まりました。 

今後も、医療やその他の支援を必要とするホームレスの路上生活脱却

に向け、できるだけ早い段階で支援していきます。 

 

 

〔施設入所中の相談〕 

③ 巡回相談一時宿泊支援事業（新宿区・民間団体） 

〔タイプ３〕にふさわしい事業です。 

自立支援ホームの運営を受託したＮＰＯ等支援団体が巡回相談を行う

際に、路上生活が短く就労意欲があるなど、早期の自立が可能と判断した
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ホームレスに対して、自立支援ホームの利用について情報提供を行い、就

労や年金受給による自立を支援します。より効果的に事業目的を達成する

ため、自立支援ホームと連携して継続します。 

 

④ 地域生活サポート：宿泊所等入所者相談援助事業（新宿区） 

〔タイプ１・２〕にふさわしい事業です。 

居宅・地域生活に移行後、単身では地域生活の継続が困難な宿泊所等入

所者に対して、きめ細かな相談援助を行います。高齢化し、介護等が必

要となった元ホームレスが地域での生活を継続できるよう、引き続き、

きめ細やかな見守り支援に取り組んでいきます。 

 

〔アパート生活後の相談〕 

⑤ 訪問サポート：地域生活安定促進事業（新宿区） 

〔タイプ１・２〕にふさわしい事業です。 

路上生活から脱却し、生活保護を受けている元ホームレスが再路上化

しないよう、訪問相談員がアパートや宿泊所等を訪問し、生活相談等を

行い、地域での安定した生活基盤づくりを支援します。 

様々な支援課題により、宿泊所からアパート等への移行が困難な元ホー

ムレスの被保護者に対する支援の強化に努めます。 

 

⑥ 地域生活継続支援事業（都区共同） 

〔タイプ１・３〕にふさわしい事業です。 

自立支援センター及び自立支援住宅の自立退所者に対して、再路上化

を防止するため、退所後、転居先訪問や電話相談等を実施しています。 

必要に応じて支援期間の延長を行うなど、伴走的な視点も念頭に置い

た取組の充実を図ります。 
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 (2)  生活困窮者自立支援法に基づくアセスメントの充実 

(支援方法の判断・評価)（新宿区・民間団体） 

〔全てのタイプ〕に必要な事業です。 

アセスメントは、ホームレス生活になった人やおそれのある人の生活歴

や現在に至った要因や、ホームレス自身のニーズを的確に把握し、それぞ

れの自立にふさわしい様々な施策に結びつけるために必要な、ホームレス 

対策共通の仕組みです。 

生活困窮者自立支援法に基づくアセスメントに沿って、適切な支援方法

の判断・評価を行い、支援に役立てます。 

 

 

(3) 福祉的支援の条件整備 

   〔全てのタイプ〕に必要な事業です。 

応急援護事業の実施はホームレスに対する支援の第一歩です。 

また、様々な段階の相談・助言の中で福祉的支援の条件整備を行うこと

は居宅・地域での生活を継続するうえで大切な支援のひとつです。 

 

① 応急援護事業（新宿区） 

ホームレスの健康や衛生面の管理を支援するため新宿区が取り組んで

きた、「食料の提供」「シャワーの提供」「日用品の支給」は、引き続き実

施します。 

ホームレスから脱却するための「入口」支援として、巡回相談等の際

にシャワー利用等について情報提供を行い、区への相談来所を引き続き

促していきます。 
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② 心身の健康に関する支援（新宿区・都区共同） 

「ホームレスの結核健診」や「健康相談」等を引き続き実施します。健

康相談や健診を受ける機会を確保し、適切な医療が受けられるよう支援し

ます。 

また、心の病が疑われるホームレスへのケアについても、都区共同の

巡回相談の看護師や保健所の保健師、東京都立中部総合精神福祉センター

等が連携して支援していきます。 

 

③ 年金の調査（新宿区） 

平成 24年 1月の全国調査（生活実態調査）では、ホームレスになる前

の雇用形態は、「常勤職員・従業員（正社員）」が約 4 割、公的年金の保

険料を納付していた人が約 7割でした。 

このように、ホームレスの中には、年金受給権のある可能性を持つ人

が少なくありません。様々な相談・助言の中で年金調査を支援し、年金

受給に結びつける取組を推進します。 

 

④ 住民登録の設定（新宿区） 

住民登録は、就労活動等の社会活動を行う基本となります。また、貯

蓄や金銭管理をする上で欠かせない金融機関口座の開設時にも必要です。 

そのため、自立支援ホーム等の入所者に対する住民登録設定に関する

手続きの支援を行います。 

 

(4) 施設・住宅資源の確保 

施設・住宅資源の確保は、ホームレスの就労による自立、福祉的就労に

よる地域での生活、医療や保健との連携による継続した地域生活を送るた

めにも、先ず必要となる施策の大きな柱です。 
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ホームレスのタイプ別ニーズを基本に、それぞれのホームレスの自立に

応じた相談や、支援体制を併せ持った施設・住宅資源の確保が必要です。 

今後は、「高齢層」の地域生活への移行や、「再路上化」防止のため、介

護支援やコミュニティ機能を有する施設資源の確保も求められています。

「再路上化」防止の観点から、施設環境の整備も必要です。 

しかし、大都市における施設・住宅資源の新たな確保は、高額な用地取

得費が施設運営費を圧迫することなどから、大きな課題があります。 

そのため、国や東京都の積極的な財政支援に合わせて、国や東京都・   

＊都区共同事業による公的な既存資源や、民間資源の有効活用を図るととも

に、施設やホームレスの状況の変化に即した柔軟な対応が必要です。 

ここでは、「緊急対応型」と「地域生活移行・定着型」に分類します。 

 

〔緊急対応型〕 

① 民間宿泊所の借上げ：給食宿泊場所の確保（新宿区） 

〔タイプ１・２〕にふさわしい事業です。 

ホームレスの緊急一時的な宿泊施設として、民間宿泊所を活用した給

食宿泊場所の年間借り上げベッド数を確保します。生活困窮者自立支援

法に基づく一時生活支援事業として継続します。 

    

② 緊急一時保護事業（自立支援センター）（都区共同） 

〔タイプ１・３〕にふさわしい事業です。 

各区の福祉事務所等で自立支援センターへの入所希望者を面接し、事

業の利用を決定しています。 

保護と心身の健康回復を図るとともに、利用者の就労意欲等の総合的

な評価（アセスメント）を行う「緊急一時保護事業」を行います。 

生活困窮者自立支援法に基づく一時生活支援事業等として継続します。 
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〔地域生活移行：定着型〕 

③ 自立支援ホーム（新宿区） 

〔タイプ１・３〕にふさわしい事業です。 

自立意欲のあるホームレスに対して、区が借り上げた施設で短期的・

集中的に就労や生活指導を行い、転宅資金を貯蓄することで、アパート

等への移行を支援する「自立支援ホーム」を引き続き実施します。 

生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業及び一時生活支援事業

として継続します。 

 

④ 自立支援事業（自立支援センター）（都区共同） 

〔タイプ１・３〕にふさわしい事業です。 

「緊急一時保護事業」でのアセスメントで、就労意欲があり、心身の

状態が就労に支障が無いと認められる人に対して、就職及び住宅の相談

を集中的に行い、就労による自立と円滑な地域移行を目指します。 

今後は、就労支援の取組をより充実するとともに、若年層等で社会経

験が十分でない利用者に対しては、社会性の向上等、個別の状況に応じ

た就労支援の強化を図ります。 

 

⑤ 自立支援事業（自立支援住宅）（都区共同） 

〔タイプ１・３〕にふさわしい事業です。 

自立支援センターの就労退所者等に対して、特別区人事・厚生事務組

合が借り上げアパート等を提供し、転宅資金の貯蓄と安定した生活基盤

を築くことができるよう支援します。 

今後は、区からの入所推薦等、弾力的な運用を東京都や特別区人事・

厚生事務組合に要望します。就労可能な女性ホームレスの直接入所は、
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引き続き実施します。 

また、訪問・相談体制を強化して、生活状況や貯蓄状況について、よりき

め細かな把握・助言等を行う等、支援の充実を図ります。 

 

⑥ 支援付地域生活移行事業（都区共同） 

〔タイプ１〕にふさわしい事業です。 

路上生活が長期化・高齢化した人を対象に、路上生活からの脱却及び 

地域生活の安定に向けた支援（特別班による巡回相談の強化、自立支援

住宅（支援付き）での居住支援など）を一貫して行います。 

 

⑦ 生活支援付き住宅(施設)の整備（国・東京都・新宿区） 

〔タイプ１〕にふさわしい事業です。 

高齢化したホームレスの中には、認知症等、高齢による要因で自立が

困難な事例が見受けられます。 

アパート等での生活が難しい高齢の元ホームレスが利用可能な介護や

生活支援付きの住宅（施設）の整備について、住宅・高齢者部門と連携

して国や東京都に働きかけていきます。 

 

⑧ 住宅の確保（国・東京都） 

〔全てのタイプ〕に必要な事業です。 

住宅確保は、国・東京都がその役割を担うのが基本です。 

今後も、公営住宅等の入居斡旋、低家賃住宅の確保、また、自立支援

システムの「自立支援住宅」の弾力的な活用など、東京 23区共有の資源

ストックの整備と家賃助成も含めた住宅確保の支援を、強く働きかけて

いきます。 
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(5) 就労支援 

就労支援は、国や東京都の基本的な役割です。「特別措置法」第 5 条(国

の責務)で、「国は総合的な施策を策定し、これを実施する」としています。 

福祉事務所を中心にした福祉部門で、就労や住宅支援の全てを行うのは

困難です。そこで求められるのは、就労や住宅対策部門に福祉的な支援を

取り入れた総合的な取組です。  

①  就労支援（新宿区) 

〔タイプ２・３〕に必要な事業です。 

新宿区では、拠点相談所でホームレスからの就労関係の相談に応じた

り、生活保護を受給している元ホームレスに対して、就労支援員による

支援や「新宿就職サポートナビ」等の案内を行います。 

新宿区に居住するホームレス生活を余儀なくされるおそれのある人等

については、生活困窮者自立支援法に基づく就労支援を行います。 

また、必要に応じ福祉的就労に繋げるなどを行い、自立や自己肯定感

の回復・向上を支援します。 

  

＊「東京ジョブステーション」「ＴＯＫＹＯチャレンジネット」「ハロー

ワーク」「民間団体」などとの連携を図り、ホームレスの就労自立に向け

た支援を継続します。 

また、ホームレスの職歴などに配慮した雇用の創出・開拓の促進を国

や東京都に要望していきます。 

 

②  就労支援・住宅支援等相談機能との連携強化（国・東京都・新宿区） 

  〔タイプ２・３〕に必要な事業です。 

新宿区の就労支援部署、ハローワーク、ＴＯＫＹＯチャレンジネット、

社会福祉協議会など関係機関とは、連絡会議等の場を活用し、常に密に
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連絡を取り合っていきます。 

 

③  雇用対策における第二のセーフティネットの充実（国・東京都)  

    〔タイプ２・３〕に必要な事業です。 

国は、生活困窮者自立支援法施行に伴い第二のセーフティネットを拡

充し、離職により住居を失った人や失うおそれのある人等に対し「職業

訓練受講給付金」、「住居確保給付金」や「社会福祉協議会の各種貸付金」

などの支援を実施しています。 

しかし、様々な事情を抱えるホームレスにとって、必ずしも使いやす

いとは言えません。第二のセーフティネットが、ホームレスにとっても、

実効性の高い仕組みとなるよう強く働きかけていきます。 

また、東京都は、「住居喪失不安定就労者・離職者等サポート（介護職

支援コース）特別貸付事業」を実施しています。東京都独自の取組とし

て引き続き実施するよう、要望します。 

 

 

(6) 人的資源の開発とネットワークづくり 

ホームレス問題の解決には、自治体職員はもとより、区民がより一層、

人権意識を持ち、更にホームレスそれぞれのニーズや段階に応じた自立支

援の取組に共通理解を深め、共に解決していくといった視点を持つことが

大切です。 

また、国や東京都の関係機関を含めた広域的な対応と、地域の人々の理

解や支えあいなどの地域福祉の観点から、区民やＮＰＯ等支援団体との連

携が必要です。 

ホームレスにとって必要な施策が、総合的かつ横断的に展開されるため

には、区民も含めた様々な主体が情報を共有化するとともに、ホームレス 
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問題の解決のために共通の認識を深めることが必要です。 

 

① ホームレスの自立支援策の周知（新宿区） 

新宿区の先駆的なホームレスの自立支援策について、第Ⅳ期推進計画

の概要版等を活用し、福祉関係職員や地域の民生委員・児童委員などの

関係者に広く周知し、理解が深まるよう努めます。 

 

② 福祉関係職員の研修等の実施（特別区人事・厚生事務組合） 

ホームレス問題については、東京 23区は、ホームレス数の多寡等を問

わず、共通の認識を持って取り組む必要があります。そのため、各区の

福祉担当職員や関係機関職員のホームレス対策に対する理解と共通認識

を図るために、引き続き、専門研修等を実施するよう働きかけます。 

 

  ③ 広域的な関係機関会議の設置（国・東京都） 

ホームレス問題の解決には、福祉・就労・住宅といった施策の総合的

な取組が必要です。そのため、国や都県も含めた広域的な関係機関会議

の設置を引き続き要望します。また、迅速な情報共有が図られるよう提

言します。 

 

④ 関係機関・団体等との連絡会議の設置（新宿区） 

都区共同事業の効果的な運営を推進するため、東京都も含めた東京 23

区のブロック別会議を引き続き実施します。 

また、新宿区のホームレス課題を解決するために、関係機関・ＮＰＯ

等支援団体との連絡会議を必要に応じて開催します。 
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(7) 公共施設の適正管理 

〔全てのタイプ〕に必要な事業です。 

公共施設には、公園や道路などがあります。こうした施設は一定のル

ールのもとに、誰もが自由に快適に利用することができる場所でなけれ

ばなりません。 

しかし、多くのホームレスが居場所を求めて、公共の空間で起居を始

めたり、周囲の人の使用を妨げる長時間の占拠を行ったりしています。 

新宿区は、大規模なターミナルと繁華街を抱え、他自治体からのホー

ムレスの流入が顕著に現れている自治体です。 

このような状況に対し、必要に応じて警察等とも連携しながら区は以

下のように取り組んでいきます。 

 

①  大規模公園（新宿中央公園・都立戸山公園） 

この２つの公園は、「地域生活移行支援事業」の実施により、ホームレ

スが大幅に減少しました。その後、両公園ともに巡回警備員による 24時

間体制の巡視・指導を行うとともに福祉と連携して巡回相談を行い、制

度等の必要な情報を提供しながら、新たな流入者に対して適切な公園利

用について理解を求めています。 

今後も、巡回相談や職員の現地訪問を引き続き継続し、施設管理者や

ＮＰＯ等支援団体と連携して、対応していきます。 

 

② 中小規模公園 

中小規模公園では、巡回相談や施設管理者による日頃の巡回等により

対応していますが、大規模公園とは異なり、頑なに路上生活を続ける人

もいるため、区民との軋轢を生じる場合があります。 
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そのため、施設管理者と連携して粘り強い巡回相談により来所を促し、

適切な施策に結びつけながら、迅速に対応していきます。 

③ 道路等 

大規模なターミナルと繁華街を抱える新宿区では、道路等で起居する

ホームレスが多数見受けられます。特に、歩行者の安全な通行のために

設けられた歩道に、ダンボールハウスや荷物等を置く行為は、極めて危

険であり、違法なものといわざるを得ません。 

今後も、定期的な道路管理者の巡視と併せて巡回相談を行い、粘り強

く対応していきます。 

  

 ④ その他の公共施設 

公共施設は、それぞれの施設のルールを守った利用が行われていれば、

誰もが自由に利用できます。 

適正管理を行う上で留意すべき点は、利用者が安心して快適に利用で

きる環境を確保しながら、ホームレスの人権にも配慮することです。一

方的にその場所から排除するだけでは抜本的な解決には至りません。 

今後も、施設管理者や関係機関等との連携を十分に図りながら、粘り

強く対応していきます。        

 

 (8) 人権啓発 

ホームレスに暴行を加え生命を奪う等の凶悪な犯罪が起きたことがあり

ます。このような事件の根底には、ホームレスに対する偏見や差別意識が

あると考えられます。また、ホームレス自身の迷惑行為から生じる区民と

の軋轢も後を絶ちません。 

このようにホームレス問題は、様々なトラブルの引き金となるものです

が、その解決にあたっては、ホームレスも区民も同じ地域に存在する人間
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としての人権を持つ、という観点を見失うわけにはいきません。 

そのためには多くの区民が、ホームレスという様々な支援を必要とする

人々の実情、路上生活にいたる原因、現在の施策、国や自治体の取組状況

等を、先ず知ることが大切です。 

そして、区民や地域団体、ＮＰＯ等支援団体など様々な主体が、ホーム

レス問題への相互理解を深めながら、「だれもが互いに支えあい、安心して

くらせるまち」として地域福祉を推進していくために、以下の啓発活動に

取り組んでいきます。 

 

①  ネットワークづくり等による啓発 

多くの区民にホームレス問題を身近な問題として考えていただくために、

町会・自治会など地域団体へのホームレスの自立支援施策の説明や、環境

対策会議への参加などの機会を捉え、区民や地域団体とのネットワークづ

くりを行います。ネットワークを活用して、ホームレスへの理解を醸成し、

人権啓発を推進します。 

  

② 第Ⅳ期推進計画を活用した啓発 

この第Ⅳ期推進計画そのものが、施策の体系や事業内容を説明したもの

であり、民生委員・児童委員をはじめ地域の人たちの勉強会などの手引書

として活用していただければと考えています。この他にも、12月の人権週

間の機会などを捉え、ホームレスの人権啓発を推進します。 

子どもたちに対しては、教育委員会や青少年育成委員会などを通じて、

第Ⅳ期推進計画を紹介するなどにより、ホームレスへの暴行事件には、ホ

ームレスに対する偏見や差別意識が根底にあることを考える機会を作り、

人権啓発を図ります。また、職業意識の醸成に努めることにより、社会的

にも経済的にも自立する意思を育んでいきます。 
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Ⅴ 計画の推進等  

 

１ 計画の推進体制    

 

 (1) 庁内体制 

庁内の関係部署の職員を構成員とする連絡体制を引き続き継続します。 

今後も、保健所、公共施設管理、就労、住宅や安全安心等の担当部門

との連携をより一層強化し、計画を総合的に推進していきます。 

  

 (2) 国・東京都・東京 23区との連携の推進 

ホームレス問題について広域的な都市問題としての解決を図り、都区共

同事業を推進するために、今後も国・東京都・東京 23 区との連携に努め

ます。 

 

(3) 就労・医療等関係機関との協力体制づくり 

   ハローワークやＴＯＫＹＯチャレンジネット、また、社会福祉協議会

や医療機関等の関係機関とは、ホームレス問題に関する情報の交換を積

極的に行うなど、その協力体制づくりに努めます。 

   

 (4) ＮＰＯ等支援団体との連携強化 

施設管理者を含めた各行政機関やＮＰＯ等民間支援団体等と常に連絡

を取り合い、ホームレスへの自立支援と、地域における生活環境の保全

とがバランス良く推進されるよう、より一層の連携強化を図ります。 
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２ 第Ⅳ期推進計画の見直し  

 

(1） 第Ⅳ期推進計画の計画期間は、令和６年度までの５年間としますが、

施策の進捗状況やホームレスを取り巻く状況の変化、国の基本方針、東

京都の実施計画の見直しなどを勘案し、必要に応じて計画の見直しを行

います。 

 

(2) 「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」は、法律の公布日 

  から起算して 25 年を経過した日（令和 9 年 8 月 6 日）に効力を失うと

されています。 

  また、「生活困窮者自立支援法」は平成 30年度に法改正が行われました。 

  国の基本方針では、「ホームレス対策は特措法の趣旨・理念を踏まえつ

つ生活困窮者自立支援法において実施する」としており、特措法失効後

も、新宿区では生活困窮者自立支援法のもとで所要の見直しを行いなが

ら、ホームレスの自立支援を推進していきます。 

 

(3) 計画の内容については、毎年度、進捗状況の検証を行うなど適切な進

行管理に努めていきます。  
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１ 第Ⅳ期推進計画策定委員会 

計画の策定にあたり、区民・学識経験者・福祉関係者など 7名で構成される「第

Ⅳ期ホームレスの自立支援等に関する推進計画策定委員会」（以下「策定委員会」

という）を設置し、計画の内容について検討してきました。 

令和元年 7 月から令和元年 11月までに計 2回の策定委員会を開催し、パブリッ

ク・コメントを踏まえ検討した結果を「第Ⅳ期ホームレスの自立支援等に関する

推進計画最終報告」として、区長へ報告しました。 

 

 策定委員会の開催  

 

第１回  

日時：令和元年 7月 29日（月）14：00～16：00 

議題：(1) 委員長、副委員長選任 

    (2) 新宿区内の路上生活者概数とこれまでの対策について 

    (3) 第Ⅲ期ホームレスの自立支援等に関する推進計画の概要と進捗状況について 

    (4) 第Ⅳ期ホームレスの自立支援等に関する推進計画の策定スケジュール（案）に 

ついて 

    (5) 第Ⅳ期ホームレスの自立支援等に関する推進計画策定の方針について 

    (6) 第Ⅳ期ホームレスの自立支援等に関する推進計画及び概要版の素案について 

第２回  

日時：令和元年 11月 5日（火）14：00～15：00 

議題：(1) 「新宿区第Ⅳ期ホームレスの自立支援等に関する推進計画」（素案）のパブリック・ 

コメントの実施結果について 

(2) 「新宿区第Ⅳ期ホームレスの自立支援等に関する推進計画」（案）について 
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「第Ⅳ期ホームレスの自立支援等に関する推進計画策定委員会」設置要綱 

 

平成 16年 12月 14日 

16新福生庶第 556号 

改正 平成 21年 4月 1 日 21新福生自第  37号 

改正 平成 25年 5月 22日 25新福生相第 343号 

改正 平成 26年 3月 10日 25新福生相第 2054号 

改正 平成 26年 4月 1日  26新福生相第 676号 

改正 平成 31年 4月 1日  31新福生生第 5075号 

 

（目的及び設置） 

第１条 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法（平成 14 年法律第 105 号）第９条第２項の規定

に基づき、新宿区におけるホームレスに関する問題の実状に応じた施策を推進するための計画（以下

「推進計画」という。）を改定するにあたり、学識経験者、区民、ホームレスの自立の支援等を行う民

間団体等の意見を反映させるため、「第Ⅳ期ホームレスの自立支援等に関する推進計画策定委員会」（以

下「策定委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 策定委員会は、推進計画について必要な検討を行い、その結果を区長に報告する。 

 

（組織） 

第３条 策定委員会は、次に掲げる者につき、区長が委嘱する委員をもって組織する。 

 ⑴ 学識経験者 ２人以内 

⑵ 社会福祉を目的とする団体の構成員 ２人以内 

⑶ ホームレスの自立の支援を行う団体の構成員 ３人以内 

⑷ 民生委員・児童委員 １人 

⑸ 区民 ２人以内 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から第２条に規定する報告をしたときまでとする。 

２ 委員に欠員を生じた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。 
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４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

 

（会議） 

第６条 策定委員会は、委員長が招集する。 

２ 策定委員会は、半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 策定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、意見を聴くことができ

る。 

 

（部会の設置） 

第７条 委員会に、具体的事項の検討のために部会を設置することができる。 

２ 部会で検討した事項については、委員会に報告するものとする。 

３ 部会の組織及び運営について必要な事項は別に定める。 

 

（庶務） 

第８条 策定委員会の庶務は、福祉部生活福祉課生活支援係において処理する。 

 

（会議の公開） 

第９条 策定委員会の会議は、公開とする。ただし、委員長が必要と認めたときは、非公開とすること

ができる。 

 

（委任） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は福祉部長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 16 年 12 月 14 日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 25 年 5 月 22 日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 
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「第Ⅳ期ホームレスの自立支援等に関する推進計画策定委員会」委員名簿

五十音順：敬称略

おかべ　たく

岡部　卓
（委員長）

かさい　かずあき

笠井　和明

かねこ　ちえこ

金子　千英子

さくま　ひろあき

佐久間 裕章

すずき　かずみ

鈴木　一美
（副委員長）

ながい　せいこ

永井　聖子

やまだ　かずお

山田　和男

所　　　　　属

1

2

明治大学　公共政策大学院ガバナンス研究科専任教授

特定非営利活動法人
　新宿ホームレス支援機構　理事長

3
公益社団法人
　東京社会福祉士会　副会長

4
特定非営利活動法人
　自立支援センターふるさとの会　代表理事

5
社会福祉法人　特別区人事・厚生事務組合社会福祉事業団
　自立支援センター新宿寮　施設長

90

6

7
新宿区町会連合会代表
　柏木地区町会連合会会長

新宿区民生委員・児童委員　（榎町地区)
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２ ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 

（平成十四年八月七日法律第百五号） 

最終改正：平成二九年六月二一日法律第六八号 

 

目次 

 第一章 総則（第一条―第七条）  

 第二章 基本方針及び実施計画（第八条・第九条）  

 第三章 財政上の措置等（第十条・第十一条）  

 第四章 民間団体の能力の活用等（第十二条―第十四条）  

 附則  

 

第一章 総則  

（目的）  

第一条  この法律は、自立の意思がありながらホームレスとなることを余儀なくされた者が

多数存在し、健康で文化的な生活を送ることができないでいるとともに、地域社会とのあ

つれきが生じつつある現状にかんがみ、ホームレスの自立の支援、ホームレスとなること

を防止するための生活上の支援等に関し、国等の果たすべき責務を明らかにするとともに、

ホームレスの人権に配慮し、かつ、地域社会の理解と協力を得つつ、必要な施策を講ずる

ことにより、ホームレスに関する問題の解決に資することを目的とする。  

（定義）  

第二条  この法律において「ホームレス」とは、都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設

を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう。  

（ホームレスの自立の支援等に関する施策の目標等）  

第三条  ホームレスの自立の支援等に関する施策の目標は、次に掲げる事項とする。  

一  自立の意思があるホームレスに対し、安定した雇用の場の確保、職業能力の開発等によ

る就業の機会の確保、住宅への入居の支援等による安定した居住の場所の確保並びに健康

診断、医療の提供等による保健及び医療の確保に関する施策並びに生活に関する相談及び

指導を実施することにより、これらの者を自立させること。  

二  ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者が多数存在する地域を中心とし

て行われる、これらの者に対する就業の機会の確保、生活に関する相談及び指導の実施そ

の他の生活上の支援により、これらの者がホームレスとなることを防止すること。  

三  前二号に掲げるもののほか、宿泊場所の一時的な提供、日常生活の需要を満たすために

必要な物品の支給その他の緊急に行うべき援助、生活保護法 （昭和二十五年法律第百四十

四号）による保護の実施、国民への啓発活動等によるホームレスの人権の擁護、地域にお

ける生活環境の改善及び安全の確保等により、ホームレスに関する問題の解決を図ること。  

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO105.html#1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO105.html#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO105.html#1000000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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２  ホームレスの自立の支援等に関する施策については、ホームレスの自立のためには就業

の機会が確保されることが最も重要であることに留意しつつ、前項の目標に従って総合的

に推進されなければならない。  

（ホームレスの自立への努力）  

第四条  ホームレスは、その自立を支援するための国及び地方公共団体の施策を活用するこ

と等により、自らの自立に努めるものとする。  

（国の責務）  

第五条  国は、第三条第一項各号に掲げる事項につき、総合的な施策を策定し、及びこれを

実施するものとする。  

（地方公共団体の責務）  

第六条  地方公共団体は、第三条第一項各号に掲げる事項につき、当該地方公共団体におけ

るホームレスに関する問題の実情に応じた施策を策定し、及びこれを実施するものとする。  

（国民の協力）  

第七条  国民は、ホームレスに関する問題について理解を深めるとともに、地域社会におい

て、国及び地方公共団体が実施する施策に協力すること等により、ホームレスの自立の支

援等に努めるものとする。  

   第二章 基本方針及び実施計画  

（基本方針）  

第八条  厚生労働大臣及び国土交通大臣は、第十四条の規定による全国調査を踏まえ、ホー

ムレスの自立の支援等に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を策定しなければ

ならない。  

２  基本方針は、次に掲げる事項について策定するものとする。  

一  ホームレスの就業の機会の確保、安定した居住の場所の確保、保健及び医療の確保並び

に生活に関する相談及び指導に関する事項  

二  ホームレス自立支援事業（ホームレスに対し、一定期間宿泊場所を提供した上、健康診

断、身元の確認並びに生活に関する相談及び指導を行うとともに、就業の相談及びあっせ

ん等を行うことにより、その自立を支援する事業をいう。）その他のホームレスの個々の

事情に対応したその自立を総合的に支援する事業の実施に関する事項  

三  ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者が多数存在する地域を中心とし

て行われるこれらの者に対する生活上の支援に関する事項  

四  ホームレスに対し緊急に行うべき援助に関する事項、生活保護法 による保護の実施に関

する事項、ホームレスの人権の擁護に関する事項並びに地域における生活環境の改善及び

安全の確保に関する事項  

五  ホームレスの自立の支援等を行う民間団体との連携に関する事項  

六  前各号に掲げるもののほか、ホームレスの自立の支援等に関する基本的な事項  

３  厚生労働大臣及び国土交通大臣は、基本方針を策定しようとするときは、総務大臣その

他関係行政機関の長と協議しなければならない。  

 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%8e%6c%8e%6c&REF_NAME=%90%b6%8a%88%95%db%8c%ec%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
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（実施計画）  

第九条  都道府県は、ホームレスに関する問題の実情に応じた施策を実施するため必要があ

ると認められるときは、基本方針に即し、当該施策を実施するための計画を策定しなけれ

ばならない。  

２  前項の計画を策定した都道府県の区域内の市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、ホ

ームレスに関する問題の実情に応じた施策を実施するため必要があると認めるときは、基

本方針及び同項の計画に即し、当該施策を実施するための計画を策定しなければならない。  

３  都道府県又は市町村は、第一項又は前項の計画を策定するに当たっては、地域住民及び

ホームレスの自立の支援等を行う民間団体の意見を聴くように努めるものとする。  

   第三章 財政上の措置等  

（財政上の措置等）  

第十条  国は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を推進するため、その区域内にホー

ムレスが多数存在する地方公共団体及びホームレスの自立の支援等を行う民間団体を支援

するための財政上の措置その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。  

（公共の用に供する施設の適正な利用の確保）  

第十一条  都市公園その他の公共の用に供する施設を管理する者は、当該施設をホームレス

が起居の場所とすることによりその適正な利用が妨げられているときは、ホームレスの自

立の支援等に関する施策との連携を図りつつ、法令の規定に基づき、当該施設の適正な利

用を確保するために必要な措置をとるものとする。  

   第四章 民間団体の能力の活用等  

（民間団体の能力の活用等）  

第十二条  国及び地方公共団体は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を実施するに当

たっては、ホームレスの自立の支援等について民間団体が果たしている役割の重要性に留

意し、これらの団体との緊密な連携の確保に努めるとともに、その能力の積極的な活用を

図るものとする。  

（国及び地方公共団体の連携）  

第十三条  国及び地方公共団体は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を実施するに当

たっては、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。  

（ホームレスの実態に関する全国調査）  

第十四条  国は、ホームレスの自立の支援等に関する施策の策定及び実施に資するため、地

方公共団体の協力を得て、ホームレスの実態に関する全国調査を行わなければならない。  

 

   附 則  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から施行する。  

（この法律の失効） 
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第二条  この法律は、この法律の施行の日から起算して二十五年を経過した日に、その効力

を失う。  

（検討） 

第三条  この法律の規定については、この法律の施行後五年を目途として、その施行の状況

等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。  

 

   附 則 （平成二四年六月二七日法律第四六号）  

この法律は、公布の日から施行する。  

附 則 （平成二九年六月二一日法律第六八号）  

この法律は、公布の日から施行する。  
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３ 生活困窮者自立支援法 

（ 平成二十五年法律第一〇五号） 

目次 

第一章 総則（第一条―第四条）  

第二章 都道府県等による支援の実施（第五条―第十五条）  

第三章 生活困窮者就労訓練事業の認定（第十六条）  

第四章 雑則（第十七条―第二十六条）  

第五章 罰則（第二十七条―第三十条）   

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、生活困窮者自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給

その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自

立の促進を図ることを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 生活困窮者に対する自立の支援は、生活困窮者の尊厳の保持を図りつつ、生活困窮者

の就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立の状況その他の状況に応じて、包括的かつ

早期に行われなければならない。 

２ 生活困窮者に対する自立の支援は、地域における福祉、就労、教育、住宅その他の生活困

窮者に対する支援に関する業務を行う関係機関（以下単に「関係機関」という。）及び民間

団体との緊密な連携その他必要な支援体制の整備に配慮して行われなければならない。 

（定義） 

第三条 この法律において「生活困窮者」とは、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係

性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくな

るおそれのある者をいう。 

２ この法律において「生活困窮者自立相談支援事業」とは、次に掲げる事業をいう。 

一 就労の支援その他の自立に関する問題につき、生活困窮者及び生活困窮者の家族その他

の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関との連絡調

整を行う事業 

二 生活困窮者に対し、認定生活困窮者就労訓練事業（第十六条第三項に規定する認定生活

困窮者就労訓練事業をいう。）の利用についてのあっせんを行う事業 

三 生活困窮者に対し、生活困窮者に対する支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定

める事項を記載した計画の作成その他の生活困窮者の自立の促進を図るための支援が包

括的かつ計画的に行われるための援助として厚生労働省令で定めるものを行う事業 

３ この法律において「生活困窮者住居確保給付金」とは、生活困窮者のうち離職又はこれに

準ずるものとして厚生労働省令で定める事由により経済的に困窮し、居住する住宅の所有権
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若しくは使用及び収益を目的とする権利を失い、又は現に賃借して居住する住宅の家賃を支

払うことが困難となったものであって、就職を容易にするため住居を確保する必要があると

認められるものに対し支給する給付金をいう。 

４ この法律において「生活困窮者就労準備支援事業」とは、雇用による就業が著しく困難な

生活困窮者（当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の資産及び収入の

状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。）に対し、厚生労働省令で

定める期間にわたり、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業をい

う。 

５ この法律において「生活困窮者家計改善支援事業」とは、生活困窮者に対し、収入、支出

その他家計の状況を適切に把握すること及び家計の改善の意欲を高めることを支援すると

ともに、生活に必要な資金の貸付けのあっせんを行う事業をいう。 

６ この法律において「生活困窮者一時生活支援事業」とは、一定の住居を持たない生活困窮

者（当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の資産及び収入の状況その

他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。）に対し、厚生労働省令で定める期

間にわたり、宿泊場所の供与、食事の提供その他当該宿泊場所において日常生活を営むのに

必要な便宜として厚生労働省令で定める便宜を供与する事業をいう。 

（市及び福祉事務所を設置する町村等の責務） 

第四条 市（特別区を含む。）及び福祉事務所（社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）

に規定する福祉に関する事務所をいう。以下同じ。）を設置する町村（以下「市等」という。）

は、この法律の実施に関し、関係機関との緊密な連携を図りつつ、適切に生活困窮者自立相

談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給を行う責務を有する。 

２ 都道府県は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 

一 市等が行う生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給、生活困

窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業並びに生活困窮者一時生活支援

事業、生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業及びその他の生活困窮者の自

立の促進を図るために必要な事業が適正かつ円滑に行われるよう、市等に対する必要な助

言、情報の提供その他の援助を行うこと。 

二 関係機関との緊密な連携を図りつつ、適切に生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮

者住居確保給付金の支給を行うこと。 

３ 国は、都道府県及び市等（以下「都道府県等」という。）が行う生活困窮者自立相談支援

事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家

計改善支援事業並びに生活困窮者一時生活支援事業、生活困窮者である子どもに対し学習の

援助を行う事業及びその他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業が適正かつ

円滑に行われるよう、都道府県等に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなけ

ればならない。 
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４ 国及び都道府県等は、この法律の実施に関し、生活困窮者が生活困窮者に対する自立の支

援を早期に受けることができるよう、広報その他必要な措置を講ずるように努めるものとす

る。 

５ 都道府県等は、この法律の実施に関し、生活困窮者に対する自立の支援を適切に行うため

に必要な人員を配置するように努めるものとする。 

第二章 都道府県等による支援の実施 

（生活困窮者自立相談支援事業） 

第五条 都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業を行うものとする。 

２ 都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業の事務の全部又は一部を当該都道府県等以外

の厚生労働省令で定める者に委託することができる。 

３ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であっ

た者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（生活困窮者住居確保給付金の支給） 

第六条 都道府県等は、その設置する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する生活困窮者の

うち第三条第三項に規定するもの（当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属す

る者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。）に

対し、生活困窮者住居確保給付金を支給するものとする。 

２ 前項に規定するもののほか、生活困窮者住居確保給付金の額及び支給期間その他生活困窮

者住居確保給付金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

（生活困窮者就労準備支援事業等） 

第七条 都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給の

ほか、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業を行うように努めるも

のとする。 

２ 都道府県等は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事業を行うことができる。 

一 生活困窮者一時生活支援事業 

二 生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業 

三 その他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業 

３ 第五条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定により都道府県等が行う事業について準

用する。 

４ 都道府県等は、第一項に規定する事業及び給付金の支給並びに第二項各号に掲げる事業を

行うに当たっては、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）第三

十一条の五第一項第二号に掲げる業務及び同法第三十一条の十一第一項第二号に掲げる業

務並びに社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）第五条第一項第十三号（同法第六条第

一項において引用する場合を含む。）に規定する学習の機会を提供する事業その他関連する

施策との連携を図るように努めるものとする。 

５ 厚生労働大臣は、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業の適切な

実施を図るために必要な指針を公表するものとする。 
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（利用勧奨等） 

第八条 都道府県等は、福祉、就労、教育、税務、住宅その他のその所掌事務に関する業務の

遂行に当たって、生活困窮者を把握したときは、当該生活困窮者に対し、この法律に基づく

事業の利用及び給付金の受給の勧奨その他適切な措置を講ずるように努めるものとする。 

（支援会議） 

第九条 都道府県等は、関係機関、第五条第二項（第七条第三項において準用する場合を含む。）

の規定による委託を受けた者、生活困窮者に対する支援に関係する団体、当該支援に関係す

る職務に従事する者その他の関係者（第三項及び第四項において「関係機関等」という。）

により構成される会議（以下この条において「支援会議」という。）を組織することができ

る。 

２ 支援会議は、生活困窮者に対する自立の支援を図るために必要な情報の交換を行うととも

に、生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検

討を行うものとする。 

３ 支援会議は、前項の規定による情報の交換及び検討を行うために必要があると認めるとき

は、関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な

協力を求めることができる。 

４ 関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するように努めるも

のとする。 

５ 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務

に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

６ 前各項に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、支援会議が定

める。 

（都道府県の市等の職員に対する研修等事業） 

第十条 都道府県は、次に掲げる事業を行うように努めるものとする。 

一 この法律の実施に関する事務に従事する市等の職員の資質を向上させるための研修の

事業 

二 この法律に基づく事業又は給付金の支給を効果的かつ効率的に行うための体制の整備、

支援手法に関する市等に対する情報提供、助言その他の事業 

２ 第五条第二項の規定は、都道府県が前項の規定により事業を行う場合について準用する。 

（福祉事務所を設置していない町村による相談等） 

第十一条 福祉事務所を設置していない町村（次項、第十四条及び第十五条第三項において「福

祉事務所未設置町村」という。）は、生活困窮者に対する自立の支援につき、生活困窮者及

び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、都道府

県との連絡調整、生活困窮者自立相談支援事業の利用の勧奨その他必要な援助を行う事業を

行うことができる。 

２ 第五条第二項及び第三項の規定は、福祉事務所未設置町村が前項の規定により事業を行う

場合について準用する。 
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（市等の支弁） 

第十二条 次に掲げる費用は、市等の支弁とする。 

一 第五条第一項の規定により市等が行う生活困窮者自立相談支援事業の実施に要する費

用 

二 第六条第一項の規定により市等が行う生活困窮者住居確保給付金の支給に要する費用 

三 第七条第一項及び第二項の規定により市等が行う生活困窮者就労準備支援事業及び生

活困窮者一時生活支援事業の実施に要する費用 

四 第七条第一項及び第二項の規定により市等が行う生活困窮者家計改善支援事業並びに

同項第二号及び第三号に掲げる事業の実施に要する費用 

（都道府県の支弁） 

第十三条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。 

一 第五条第一項の規定により都道府県が行う生活困窮者自立相談支援事業の実施に要す

る費用 

二 第六条第一項の規定により都道府県が行う生活困窮者住居確保給付金の支給に要する

費用 

三 第七条第一項及び第二項の規定により都道府県が行う生活困窮者就労準備支援事業及

び生活困窮者一時生活支援事業の実施に要する費用 

四 第七条第一項及び第二項の規定により都道府県が行う生活困窮者家計改善支援事業並

びに同項第二号及び第三号に掲げる事業の実施に要する費用 

五 第十条第一項の規定により都道府県が行う事業の実施に要する費用 

（福祉事務所未設置町村の支弁） 

第十四条 第十一条第一項の規定により福祉事務所未設置町村が行う事業の実施に要する費

用は、福祉事務所未設置町村の支弁とする。 

（国の負担及び補助） 

第十五条 国は、政令で定めるところにより、次に掲げるものの四分の三を負担する。 

一 第十二条の規定により市等が支弁する同条第一号に掲げる費用のうち当該市等におけ

る人口、被保護者（生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第六条第一項に規定す

る被保護者をいう。第三号において同じ。）の数その他の事情を勘案して政令で定めると

ころにより算定した額 

二 第十二条の規定により市等が支弁する費用のうち、同条第二号に掲げる費用 

三 第十三条の規定により都道府県が支弁する同条第一号に掲げる費用のうち当該都道府

県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を

勘案して政令で定めるところにより算定した額 

四 第十三条の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第二号に掲げる費用 

２ 国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げるものを補助するこ

とができる。 
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一 第十二条及び第十三条の規定により市等及び都道府県が支弁する費用のうち、第十二条

第三号及び第十三条第三号に掲げる費用の三分の二以内 

二 第十二条及び第十三条の規定により市等及び都道府県が支弁する費用のうち、第十二条

第四号並びに第十三条第四号及び第五号に掲げる費用の二分の一以内 

３ 前項に規定するもののほか、国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、

前条の規定により福祉事務所未設置町村が支弁する費用の四分の三以内を補助することが

できる。 

４ 生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業が効果的かつ効率的に行

われている場合として政令で定める場合に該当するときは、第二項の規定の適用については、

同項第一号中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用並びに第七条第一項の規定により市等

及び都道府県が行う生活困窮者家計改善支援事業の実施に要する費用」と、同項第二号中「並

びに第十三条第四号及び第五号」とあるのは「及び第十三条第四号（いずれも第七条第一項

の規定により市等及び都道府県が行う生活困窮者家計改善支援事業の実施に要する費用を

除く。）並びに第十三条第五号」とする。 

第三章 生活困窮者就労訓練事業の認定 

第十六条 雇用による就業を継続して行うことが困難な生活困窮者に対し、就労の機会を提供

するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令

で定める便宜を供与する事業（以下この条において「生活困窮者就労訓練事業」という。）

を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該生活困窮者就労訓練事業が生活困窮

者の就労に必要な知識及び能力の向上のための基準として厚生労働省令で定める基準に適

合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができる。 

２ 都道府県知事は、生活困窮者就労訓練事業が前項の基準に適合していると認めるときは、

同項の認定をするものとする。 

３ 都道府県知事は、第一項の認定に係る生活困窮者就労訓練事業（次項及び第二十一条第二

項において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。）が第一項の基準に適合しないものと

なったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。 

４ 国及び地方公共団体は、認定生活困窮者就労訓練事業を行う者の受注の機会の増大を図る

ように努めるものとする。 

第四章 雑則 

（雇用の機会の確保） 

第十七条 国及び地方公共団体は、生活困窮者の雇用の機会の確保を図るため、職業訓練の実

施、就職のあっせんその他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、生活困窮者の雇用の機会の確保を図るため、国の講ずる措置と地

方公共団体の講ずる措置が密接な連携の下に円滑かつ効果的に実施されるように相互に連

絡し、及び協力するものとする。 
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３ 公共職業安定所は、生活困窮者の雇用の機会の確保を図るため、求人に関する情報の収集

及び提供、生活困窮者を雇用する事業主に対する援助その他必要な措置を講ずるように努め

るものとする。 

４ 公共職業安定所は、生活困窮者の雇用の機会の確保を図るため、職業安定法（昭和二十二

年法律第百四十一号）第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う都道府県等

が求人に関する情報の提供を希望するときは、当該都道府県等に対して、当該求人に関する

情報を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方

法をいう。）その他厚生労働省令で定める方法により提供するものとする。 

（不正利得の徴収） 

第十八条 偽りその他不正の手段により生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者がある

ときは、都道府県等は、その者から、その支給を受けた生活困窮者住居確保給付金の額に相

当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 

２ 前項の規定による徴収金は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百三十一条

の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。 

（受給権の保護） 

第十九条 生活困窮者住居確保給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権

利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 

（公課の禁止） 

第二十条 租税その他の公課は、生活困窮者住居確保給付金として支給を受けた金銭を標準と

して課することができない。 

（報告等） 

第二十一条 都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給に関して必要があると認めると

きは、この法律の施行に必要な限度において、当該生活困窮者住居確保給付金の支給を受け

た生活困窮者又は生活困窮者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若し

くは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 

２ 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、認定生活困窮者就労訓練事業を

行う者又は認定生活困窮者就労訓練事業を行っていた者に対し、報告を求めることができる。 

３ 第一項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携

帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

４ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（資料の提供等） 

第二十二条 都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給又は生活困窮者就労準備支援事

業若しくは生活困窮者一時生活支援事業の実施に関して必要があると認めるときは、生活困

窮者、生活困窮者の配偶者若しくは生活困窮者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属す

る者又はこれらの者であった者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲

覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは生活困窮者の雇用

主その他の関係者に報告を求めることができる。 
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２ 都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給に関して必要があると認めるときは、当

該生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける生活困窮者若しくは当該生活困窮者に対し当

該生活困窮者が居住する住宅を賃貸する者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者

であった者に、当該住宅の状況につき、報告を求めることができる。 

（情報提供等） 

第二十三条 都道府県等は、第七条第一項に規定する事業及び給付金の支給並びに同条第二項

各号に掲げる事業を行うに当たって、生活保護法第六条第二項に規定する要保護者となるお

それが高い者を把握したときは、当該者に対し、同法に基づく保護又は給付金若しくは事業

についての情報の提供、助言その他適切な措置を講ずるものとする。 

（町村の一部事務組合等） 

第二十四条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この

法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみな

す。 

（大都市等の特例） 

第二十五条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地

方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下この条において「指定都市」という。）

及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下この条において「中核市」という。）

においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市が処理するものとする。この

場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市又は中核市に関する規定と

して指定都市又は中核市に適用があるものとする。 

（実施規定） 

第二十六条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その

他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。 

第五章 罰則 

第二十七条 偽りその他不正の手段により生活困窮者住居確保給付金の支給を受け、又は他人

をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法（明

治四十年法律第四十五号）に正条があるときは、刑法による。 

第二十八条 第五条第三項（第七条第三項及び第十一条第二項において準用する場合を含む。）

又は第九条第五項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の

罰金に処する。 

第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十一条第一項の規定による命令に違反して、報告若しくは物件の提出若しくは提示

をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規

定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者 

二 第二十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 
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第三十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又

は人の業務に関して第二十七条又は前条第二号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ

か、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 

附 則 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第三条及び第十一条

の規定は、公布の日から施行する。 

（検討） 

第二条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、生活

困窮者に対する自立の支援に関する措置の在り方について総合的に検討を加え、必要がある

と認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

附 則 （平成二八年五月二〇日法律第四七号）  

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 第一条、第三条、第七条、第十条及び第十五条の規定並びに次条並びに附則第四条第一

項及び第二項、第六条から第十条まで、第四十二条（東日本大震災復興特別区域法（平成

二十三年法律第百二十二号）第四十八条第二項及び第三項の改正規定に限る。）、第四十

四条並びに第四十六条の規定 公布の日 

二 第六条、第八条及び第十四条の規定並びに附則第三条、第十三条、第二十四条から第二

十六条まで、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十五条及び第四十八条の

規定 公布の日から起算して三月を経過した日 

附 則 （平成三〇年六月八日法律第四四号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 第三条中生活保護法の目次の改正規定、同法第二十七条の二の改正規定、同法第九章中

第五十五条の六を第五十五条の七とする改正規定、同法第八章の章名の改正規定、同法第

五十五条の四第二項及び第三項並びに第五十五条の五の改正規定、同法第八章中同条を第

五十五条の六とし、第五十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五十七条から第

五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号及び

第六号、第七十一条第五号及び第六号、第七十三条第三号及び第四号、第七十五条第一項

第二号、第七十六条の三並びに第七十八条第三項の改正規定、同法第七十八条の二第二項

の改正規定（「支給機関」を「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給

する者」に改める部分に限る。）、同法第八十五条第二項、第八十五条の二及び第八十六

条第一項の改正規定並びに同法別表第一の六の項第一号及び別表第三都道府県、市及び福

祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第九条中地方自治法（昭
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和二十二年法律第六十七号）別表第一生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）の項

第一号の改正規定、附則第十七条中住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）別表

第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項及び別表第五第九

号の四の改正規定（いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第五十五条の五第

一項の進学準備給付金」を加える部分に限る。）並びに附則第二十三条及び第二十四条の

規定 公布の日 

二 第二条の規定 平成三十一年四月一日 

（罰則に関する経過措置） 

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（検討） 

第八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の

施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措

置を講ずるものとする。 

（政令への委任） 

第二十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令

で定める。 



４ ホームレスの自立の支援等に関する基本方針 Ⅵ 資 料 

 

１０７ 

「
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
の
支
援
等
に
関
す
る
基
本
方
針

」
新
旧
対
照
表

（
平
成

3
0
年
７
月

3
1
日
厚
生
労
働
省
・
国
土
交
通
省
告
示
第
２

号
）
 

 

新
（

平
成

30
年
基

本
方
針
）
 

旧
（
平
成

27
年
基
本
方
針
）
 

  

ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
の
支
援
等
に
関
す
る
基
本
方
針
 

 目
次
 

第
１

 
は
じ
め
に
 

第
２

 
ホ
ー
ム
レ
ス

に
関
す
る
現
状
 

 
 

１
 
ホ
ー
ム
レ

ス
の

現
状
 

 
 

２
 
ホ
ー
ム
レ

ス
自
立
支
援
施
策
の
現

状
 

第
３

 
ホ
ー
ム
レ
ス
自
立

支
援

施
策
の

推
進
 

 
 

１
 
基
本
的
な

考
え

方
 

 
 

２
 
各
課
題
に

対
す

る
取

組
方
針
 

 
 

３
 
ホ
ー
ム
レ

ス
数
が
少
な
い
地
方
公
共
団
体
の
各
課
題
に
対
す
る
取
組
方
針
 

 
 

４
 
総
合
的
か

つ
効
果
的
な
推
進
体
制
等
 

 
 

５
 
基
本
方
針

の
フ

ォ
ロ

ー
ア
ッ

プ
及

び
見

直
し
 

第
４

 
都
道
府
県
等

が
策
定
す
る
実
施
計
画
の
作
成
指
針
 

 
 

１
 
手
続
に
つ

い
て

の
指

針
 

 
 

２
 
実
施
計
画

に
盛
り
込
む
べ
き
施
策
に
つ
い
て
の
指
針
 

 
 

３
 
そ
の
他
 

 第
１

 
は
じ
め
に
 

ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
の
支
援
等
に
関
す
る
総

合
的
な
施
策
の
推
進
は
、
平
成

1
4
年

８
月
に
成
立
し

た
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
の
支
援
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平

成
1
4

年
法
律
第

10
5
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
実
施
し
て
い
る
。
法
に
お
い

て
は

、
ホ

ー
ム

レ
ス

の
自

立
の

支
援

等
に

関
す

る
施

策
の

目
標

を
明

示
す

る
と

と
も

に
、
国
及
び
地

方
公
共
団
体
の
責
務
と
し
て
、
当
該
目
標
に
関
す
る
総
合
的
又
は
地
方

の
実
情
に
応
じ

た
施
策
の
策
定
及
び
実
施
を
位
置
付
け
て
い
る
。
国
に
お
い
て
は
、
平

  

 
 
 
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
の
支
援
等
に
関
す
る
基
本
方
針
 

 目
次
 

第
１
 
は
じ
め
に
 

第
２
 
ホ
ー
ム
レ
ス
に
関
す
る
現
状
 

 
 
１
 
ホ
ー
ム
レ
ス
の
現
状
 

 
 
２
 
ホ
ー
ム
レ
ス
対
策
の
現
状
 

第
３
 
ホ
ー
ム
レ
ス
対
策
の
推
進
方
策
 

 
 
１
 
基
本
的
な
考
え
方
 

 
 
２
 
各
課
題
に
対
す
る
取

組
方
針
 

 
 
３
 
ホ
ー
ム
レ
ス
数
が
少
な
い
地
方
公
共
団
体
の
各
課
題
に
対
す
る
取
組
方
針
 

 
 
４
 
総
合
的
か
つ
効
果
的
な
推
進
体
制
等
 

 
 
５
 
基
本
方
針
の
フ
ォ
ロ

ー
ア
ッ
プ
及
び
見
直
し
 

第
４
 
都
道
府
県
等
が
策
定
す
る
実
施
計
画
の
作
成
指
針
 

 
 
１
 
手
続
に
つ
い
て
の
指

針
 

 
 
２
 
実
施
計
画
に
盛
り
込
む
べ
き
施
策
に
つ
い
て
の
指
針
 

 
 
３
 
そ
の
他
 

 第
１
 
は
じ
め
に
 

ホ
ー
ム
レ
ス
の

自
立
の
支
援
等
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
の
推
進
は
、
平
成

1
4
年

８
月
に
成
立
し
た

ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
の
支
援
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平

成
1
4

年
法
律
第

10
5
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
実
施
し
て
い
る
。
法
に
お
い

て
は

、
ホ

ー
ム

レ
ス

の
自

立
の

支
援

等
に

関
す

る
施

策
の

目
標

を
明

示
す

る
と

と
も

に
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
と
し
て
、
当
該
目
標
に
関
す
る
総
合
的
又
は
地
方

の
実
情
に
応
じ
た
施
策
の
策
定
及
び
実
施
を
位
置
付
け
て
い
る
。
国
に
お
い
て
は
、
平



Ⅵ 資 料 

 

１０８ 

成
1
5
年
、
1
9
年
及
び

2
4
年
に
実
施
し
た
ホ
ー
ム
レ
ス
の
実
態
に
関
す
る
全
国
調
査

（
生
活
実
態
調

査
）
を
踏
ま
え
、
平
成

1
5
年
７
月
、
2
0
年
７
月
及
び

2
5
年
７
月
に

ホ
ー
ム
レ
ス
の

自
立
の
支
援
等
に
関
す
る
基
本
方
針
を
策
定
し
、
地
方
公
共
団
体
に
お

い
て
は
、
こ
の
基
本
方
針
等
に
即
し
て
、
必
要
に
応
じ
、
ホ
ー
ム
レ
ス
に
関
す
る
問
題

の
実
情
に
応
じ

た
施
策
を
実
施
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）

を
策
定
し
ホ
ー

ム
レ
ス
の
自
立
の
支
援
等
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

こ
う
し
た
中
、
平
成

30
年
１
月
に
実
施
し
た
ホ
ー
ム
レ
ス
の
実
態
に
関
す
る
全
国

調
査
（
概
数
調

査
）
に
よ
れ
ば
、
路
上
等
に
お
け
る
ホ
ー
ム
レ
ス
の
数
に
つ
い
て
は
、
 

全
国
で

4
,
97
7
人

が
確

認
さ
れ

、
平
成

15
年
１
月
に
実
施
さ
れ
た
同
全
国
調
査
の
時

点
か
ら

2
0
,3
1
9
人
減
少
し
て
お
り
、
こ
れ
ま

で
の
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
の
支
援
等
に

関
す
る
総
合
的
な
施
策
の
推
進
等
に
よ
り
、
そ
の
数
は
大
幅
に
減
少
し
て
き
て
い
る
。
 

一
方
で
、
平
成

28
年

10
月
に
実
施
し
た
ホ
ー
ム
レ
ス
の
実
態
に
関
す
る
全
国
調
査

（
生
活
実
態
調

査
）
に
よ
れ
ば
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
高
齢
化
や
路
上
（
野
宿
）
生
活
期
間

の
長
期
化
が
一

層
進
ん
で
い
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ

の
よ
う
な
路
上

等
の
ホ
ー
ム
レ
ス
の
背
後
に
は
、
定
ま
っ
た
住
居
を
喪
失
し
簡
易
宿
泊

所
や
終
夜
営
業

の
店
舗
等
で
寝
泊
ま
り
す
る
等
の
不
安
定
な
居
住
環
境
に
あ
り
、
路
上

と
屋
根
の
あ
る

場
所
と
を
行
き
来
し
て
い
る
層
が
存
在
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

こ
の
よ
う

な
状

況
の

下
、
平
成

2
9
年
６
月
に
は
、
15

年
間
の
限
時
法
で
あ
っ
た
法

の
期
限
が

さ
ら
に

1
0
年
間
延
長
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
引
き
続
き
法
に
基
づ
く
基
本

方
針
を
策
定
し

、
総
合
的
な
施
策
の
推
進
を
図
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 

ま
た
、
平
成

2
7
年
４
月
に
、
生
活
保
護
に
至
る
前
の
自
立
支
援
策
の
強
化
を
図
る

た
め
、
生
活
困
窮
者
に
対
す
る
包

括
的
か

つ
早

期
の
支
援
を
実
施
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
生
活
困
窮

者
自
立
支
援
法
（
平
成

25
年
法
律
第

1
05

号
。
以
下
「
困
窮
者
支
援

法
」
と
い
う
。

）
が
施
行
さ
れ
た
。
 

ホ
ー

ム
レ

ス
の

自
立

に
必

要
な

就
業

の
機

会
の

確
保

等
の

総
合

的
な

支
援

に
つ

い

て
は
、
引
き
続
き
、
法
に

基
づ

き
実
施

す
る
こ
と
と
し
た
上
で
、
ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支

援
施
策
の
う
ち

福
祉
の
観
点
か
ら
実
施
し
て
い
る
、
困
窮
者
支
援
法
第
３
条
第
２
項
に

規
定

す
る

生
活

困
窮

者
自

立
相

談
支

援
事

業
（

以
下

「
自

立
相

談
支

援
事

業
」

と
い

う
。
）
、
同
条
第
３
項
に
規
定
す
る
生

活
困

窮
者
住
居
確
保
給

付
金
（
以
下
「
住
居
確

保
給
付
金
」
と

い
う
。
）
の
支
給
、
同
条
第
６
項
に
規
定
す
る
生
活
困
窮
者
一
時
生
活

成
1
5
年
及
び

1
9
年
に
実
施
し
た
ホ
ー
ム
レ
ス
の
実
態
に
関
す
る
全
国
調
査
（
生
活
実

態
調
査
）
を
踏
ま
え
、
平
成

15
年
７
月
及
び

20
年
７
月
に
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
の
支

援
等
に
関
す
る
基
本
方
針
を
策
定
し
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
こ
の
基
本
方
針

等
に
即
し
て
、
必
要
に
応
じ
、
ホ
ー
ム
レ
ス
に
関
す
る
問
題
の
実
情
に
応
じ
た
施
策
を

実
施
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
ホ
ー
ム
レ
ス
の

自
立
の
支
援
等
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

平
成

24
年
１
月
に
実
施
し
た
ホ
ー
ム
レ
ス
の
実
態
に
関
す
る
全
国
調
査
（
概
数
調

査
）
に
よ
れ
ば
、
路
上
等
に
お
け
る
ホ
ー
ム
レ
ス
の
数
に
つ
い
て
は
、
 
全
国
で

9
,
5
76

人
が
確
認
さ
れ
、
平
成

1
5
年
１
月
に
実
施
さ
れ
た
同
全
国
調
査
の
時
点
か
ら

1
5
,7
2
0

人
減
少
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
の
支
援
等
に
関
す
る
総
合
的
な

施
策
の
推
進
等
に
よ
り
、
ホ
ー
ム
レ
ス
が
大
幅
に
減
少
し
て
き
て
い
る
。
一
方
、
こ
の

よ
う
な
路
上
等
の
ホ
ー
ム
レ
ス
の
背
後
に
は
、
定
ま
っ
た
住
居
を
喪
失
し
簡
易
宿
泊
所

や
終
夜
営
業
の
店
舗
等
で
寝
泊
ま
り
す
る
等
の
不
安
定
な
居
住
環
境
に
あ
り
、
路
上
と

屋
根
の
あ
る
場
所
と
を
行
き
来
し
て
い
る
層
が
存
在
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

   

こ
の
よ
う

な
状
況
の
下
、
平
成

2
4
年
６
月
に
は
、
10

年
間
の
限
時
法
で
あ
っ
た
法

の
期
限
が
さ
ら
に
５
年
間
延
長
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
引
き
続
き
法
に
基
づ
く
基

本
方

針
を
策
定
し
、
総
合
的
な
施
策
の
推
進
を
図
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 

ま
た
、
平
成

2
5
年

1
2
月
に
、
生
活
保
護
に
至
る
前
の
自
立
支
援
策
の
強
化
を
図
る

た
め
、
生
活
困
窮
者
に
対
し
、
生
活
困
窮
者
自
立
相
談
支
援
事
業
（
以
下
「
自
立
相
談

支
援
事
業
」
と
い
う
。
）
の
実
施
、
生
活
困
窮
者
住
居
確
保
給
付
金
（
以
下
「
住
居
確

保
給
付
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
た
め
の
所
要
の
措
置
を
講
ず

る
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成

25
年
法
律
第

1
0
5
号
）
が
成
立
し
、
平
成

2
7
年

４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
。
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
は
、
生
活
困
窮
者
を
対
象
に

包
括
的
な
支
援
を
実
施
す
る
も
の
で
あ
り
、
ホ
ー
ム
レ
ス
対
策
の
う
ち
福
祉
の
観
点
か

ら
実
施
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
法
の
趣
旨
・
理
念
を
踏
ま
え
つ
つ
、
基
本
的
に
生

活
困
窮
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
き
実
施
す
る
こ
と
に
な
る
。
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１０９ 

支
援
事
業
（
以
下
「

一
時

生
活
支

援
事
業
」
と
い
う
。
）
等

に
つ
い
て
は
、
法
の
趣
旨
・

理
念
を
踏
ま
え

つ
つ
、
困
窮
者
支
援
法
に
基
づ
き
実
施
し
て
い
る
。
 

困
窮
者
支
援
法
は
、

生
活

保
護

法
（
昭
和

2
5
年
法
律
第

14
4
号
）
の
生
活
保
護
受

給
者
以
外
に
対

し
て
包
括
的
か
つ
早
期
の
支
援
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

ホ
ー

ム
レ

ス
や

ホ
ー

ム
レ

ス
と

な
る

こ
と

を
余

儀
な

く
さ

れ
る

お
そ

れ
の

あ
る

者
も

含
め
て
広
く
そ

の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
生
活
保
護
が
必
要
な
者
に
は
、
確
実
に

生
活

保
護

を
適

用
し

つ
つ

、
生

活
保

護
の

受
給

に
よ

り
居

住
場

所
等

の
確

保
に

至
る

間
、
又
は
就
労

等
に

よ
る

自
立
や
地
域
に
お
い
て
日
常
生
活
が
継
続
可
能
と
な
る
ま
で

の
間
は
、
困
窮

者
支

援
法
に
よ
る
一
時
生
活
支

援
事
業
を
は
じ
め
と
し
た
就
労
や
心
身

の
状
況
、
地
域
社
会
か
ら
の
孤
立
の
状
況
な
ど
に
応
じ
た
包
括
的
か
つ
早
期
の
支
援
が

必
要
で
あ
る
。
 

本
基
本
方
針
は
、
法
の
趣
旨
、
平
成

2
8
年

に
実
施
し
た
ホ
ー
ム
レ
ス
の
実
態
に
関

す
る
全
国
調
査
（
生
活
実
態
調
査
）
で
把
握
さ
れ
た
高
齢
化
や

路
上
（
野
宿
）
生
活
期

間
の
長
期
化
等

の
ホ
ー
ム
レ
ス
の
状
況
の
変
化
、
ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支
援
施
策
の
実
施

状
況
等
を
踏
ま

え
つ
つ
、
困
窮

者
支
援

法
に

基
づ
く
支
援
が
、
今
後

も
よ
り
そ
の
効
果

を
発
揮
す
る
た

め
に
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
の

支
援
等
に
関
す
る
国
と
し
て
の
基
本
的

な
方
針
を
国
民

、
地
方
公
共
団
体
及
び
関
係
団
体
に
対
し
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
実
施
計
画
を
策
定
す
る
際
の
指
針
を
示
す
こ
と
等
に
よ

り
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
の
支
援
等
に
関
す
る
施
策
が
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
さ

れ
、
も
っ
て
ホ
ー
ム
レ
ス
や
ホ
ー

ム
レ
ス

と
な
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
お
そ
れ
の

あ
る
者
の
自
立
を
積
極
的
に
促
す
と
と
も
に
、
新
た
に
ホ
ー
ム
レ
ス
と
な
る
こ
と
を
防

止
し
、
地
域
社
会
に
お
け
る
ホ
ー
ム
レ
ス
や
ホ

ー
ム

レ
ス
と
な
る
こ
と
を
余
儀
な

く
さ

れ
る

お
そ

れ
の

あ
る

者
に

関
す

る
問

題
の

解
決

が
図

ら
れ

る
こ

と
を

目
指

す
も

の
で

あ
る
。
 

 第
２

 
ホ
ー
ム
レ
ス

に
関
す
る
現
状
 

 
１

 
ホ
ー
ム
レ
ス

の
現
状
 

国
は
全
国
の
ホ
ー
ム
レ
ス
の
数
及
び
生
活
実

態
を
把
握
す
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体

の
協
力
を
得
て

、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
数
に
つ
い
て
は
平
成

15
年
よ
り
、
年
１
回
、
全
て

の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
対
象
に
し
た
概
数
調
査
（
以
下
単
に

  

生
活
困
窮
者
自

立
支
援
法
は
、
生
活
保
護
法
（
昭
和

2
5
年
法
律
第

1
44

号
）
の
生

活
保
護
受
給
者
以
外
に
対
し
て
包
括
的
な
支
援
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

ホ
ー
ム
レ
ス
も
含
め
て
広
く
そ
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
生
活
保
護
が
必
要
な
者

に
は
、
確
実
に
生
活
保
護
を
適
用
し
つ
つ
生
活
保
護
の
受
給
に
よ
り
居
住
場
所
等
の
確

保
に
至
る
間
、
あ
る
い
は
就
労
等
に
よ
る
自
立
に
至
る
間
は
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援

法
に
よ
る
生
活
困
窮
者
一
時
生
活
支
援
事
業
（
以
下
「
一
時
生
活
支
援
事
業
」
と
い
う
。
）

を
は
じ
め
と
し
た
支
援
が
必
要
で
あ
る
。
 

  

本
基
本
方
針
は

、
法
の
趣
旨
、
平
成

2
4
年
に
実
施
し
た
ホ
ー
ム
レ
ス
の
実
態
に
関

す
る
全
国
調
査
（
生
活
実
態
調
査
）
で
把
握
さ
れ
た
ホ
ー
ム
レ
ス
の
状
況
の
変
化
及
び

ホ
ー
ム
レ
ス
対
策
の
実
施
状
況
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
平
成

2
7
年
４
月
の
生
活
困
窮
者

自
立
支
援
法
の
施
行
に
伴
い
、
今
後
も
よ
り
そ
の
効
果
を
発
揮
す
る
た
め
、
ホ
ー
ム
レ

ス
の
自
立
の
支
援
等
に
関
す
る
国
と
し
て
の
基
本
的
な
方
針
に
つ
い
て
国
民
、
地
方
公

共
団
体
及
び
関
係
団
体
に
対
し
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
に
お

い
て
実
施
計
画
を
策
定
す
る
際
の
指
針
を
示
す
こ
と
等
に
よ
り
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立

の
支
援
等
に
関
す
る
施
策
が
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
さ
れ
、
も
っ
て
ホ
ー
ム
レ
ス

の
自
立
を
積
極
的
に
促
す
と
と
も
に
、
新
た
に
ホ
ー
ム
レ
ス
と
な
る
こ
と
を
防
止
し
、

地
域

社
会

に
お

け
る

ホ
ー

ム
レ

ス
に

関
す

る
問

題
の

解
決

が
図

ら
れ

る
こ

と
を

目
指

す
も
の
で
あ
る
。
 

   第
２
 
ホ
ー
ム
レ
ス
に
関
す
る
現
状
 

 
１
 
ホ
ー
ム
レ
ス
の
現
状
 

国
は
全
国
の
ホ
ー
ム
レ
ス
の
数
及
び
生
活
実
態
を
把
握
す
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体

の
協
力
を
得
て
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
数
に
つ
い
て
は
平
成

15
年
よ
り
す
べ
て
の
市
町
村

（
特
別
区

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
対
象
に
し
た
概
数
調

査
（
以
下
単
に
「
概
数
調
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１１０ 

「
概
数
調

査
」
と
い
う
。
）
を

、
生
活

実
態

に
つ
い
て
は
、
平
成

1
5
年
、
19

年
、
2
4

年
及
び

2
8
年

の
概
ね
５
年
毎
に
抽
出
に
よ
る

全
国
調
査
（
以
下
「
生
活
実
態
調
査
」

と
い
う
。
）
を

、
そ

れ
ぞ

れ
実
施
し
て
い
る
。

 

 
 
 
 
(
1)
 
ホ
ー
ム
レ

ス
の

数
 

ホ
ー
ム
レ
ス
の
数
に
つ
い
て
は
、
平
成

3
0
年
概
数
調
査
に
よ
れ
ば
、
4
,
9
7
7
人

と
な
っ
て
お
り
（
た
だ
し
、
福
島
県
内
の
２
町
に
つ
い
て
は
東
日
本
大
震
災
の
影
響

に
よ
り
未
実
施
）
、
平
成

1
5
年
概
数
調
査
の

2
5
,2
9
6
人
と
比
べ
て
、
2
0,
3
1
9
人

（
8
0
.
3％

）
減
少

し
て

い
る
。
ホ
ー

ム
レ

ス
の
数
を
都
道
府
県
別
に
み
る
と
、
東
京

都
で

1,
2
4
2
人
（
平
成

15
年
概

数
調
査

に
お
い
て
は
、
6
,
36
1
人
）
、
次
い
で
大
阪

府
が

1,
1
1
0
人
（
同

7
,
7
57

人
）
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
両
都
府
に
お
い
て
全
国
の

約
半
数
を

占
め

て
い

る
。
さ
ら

に
、
市
区

町
村
別
で
は
、
全

1
,
74
1
市
区
町
村
の
う

ち
3
0
0
市
区
町
村
で

ホ
ー

ム
レ

ス
が
確

認
さ
れ
、
こ
の
う
ち
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
数
が

5
0
0
人
以
上

で
あ

っ
た

の
は
１
自
治
体
（
平

成
2
4
年
概
数
調
査
に
お
い
て
は
３
自

治
体
）
、
1
00

人
以

上
で

あ
っ
た

の
は
７
自
治
体
（
同

16
自
治
体
）
で
あ
る
の
に
対

し
、
1
0
人
未
満
で
あ

っ
た

の
は

2
2
8
自

治
体
（
同

3
1
9
自
治
体
）
と
、
全
体
の
約
４

分
の
３
を
占
め
て
い
る
。
 

 
 
 
 
(
2)
 
ホ
ー
ム
レ
ス
の
生
活
実
態
 

ホ
ー
ム
レ
ス
の
生
活
実
態
に
つ
い
て
は
、
平
成

2
8
年
生
活
実
態
調
査
と
し
て
、

東
京
都
特
別
区
、
政
令
指
定
都
市
（
熊
本
市
を
除
く
。
) 

及
び
平
成

28
年
概
数
調

査
に
お
い
て

3
0
人
以
上
の
ホ
ー
ム
レ
ス
が
確
認
さ
れ
た
市
に
お
い
て
、
全
体
で
約

1
,
4
0
0
人
を
対
象
に
個
別
面
接
調
査
を
行
っ

た
。
 

①
 

年
齢
 

ホ
ー
ム
レ

ス
の

平
均

年
齢
は

6
1
.
5
歳
（
平
成

24
年
生
活
実
態
調
査
で
は
、
調

査
客
体
数
が
異
な
る
も
の
の
、
平
均
年
齢
は

59
.
3
歳
）
で
あ
り
、
ま
た
、
年
齢

分
布
に
つ

い
て
は

6
5
歳

以
上
が

4
2
.8
％
（
同

2
9
.
0％

）
と
な
っ
て
お

り
、
ホ

ー

ム
レ
ス
の
高
齢
化
が
よ
り
一
層
進
ん
で
い
る
。
 

②
 

路
上
（
野

宿
）

生
活

の
状

況
 

(ｱ
) 

生
活
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
生
活
の
場
所
が
定
ま
っ
て
い
る
者
が

77
.5
％
で
あ
り
、

こ
の
う
ち
、
「
公
園
」
が
 3
3.
0％

、
「
河
川
」
が

26
.3
％
と
な
っ
て
い
る
。
 

(ｲ
) 
路
上
（
野
宿
）
生
活
期
間
に
つ
い
て
は
、
３
年
未
満
が

34
.4
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
５

査
」
と
い
う
。
）
を
、
生
活
実
態
に
つ
い
て
は
平
成

15
年
、
平
成

19
年
及
び
平
成

2
4

年
の
概
ね
５
年
毎
に
抽
出
に
よ
る
全
国
調
査
（
以
下
「
生
活
実
態
調
査
」
と
い
う
。
）

を
実
施
し
て
い
る
。

 

 
 
 
 
(
1)
 
ホ
ー
ム
レ
ス
の
数
 

ホ
ー
ム
レ
ス
の
数
に
つ
い
て
は
、
平
成

2
4
年
概
数
調
査
に
よ
れ
ば
、
9
,
5
7
6
人

と
な
っ
て
お
り
（
た
だ
し
、
福
島
県
内
の
９
町
村
に
つ
い
て
は
東
日
本
大
震
災
の
影

響
に
よ
り

未
実
施
。
）
、
平
成

1
5
年
概
数
調
査
の

2
5
,
29
6
人
と
比
べ
て
、
1
5
,
72
0

人
（
6
2.
1
％
）
減
少
し
て
い
る
。
ホ
ー
ム
レ
ス
の
数
を
都
道
府
県
別
に
み
る
と
、
大

阪
府
で

2
,4
17

人
（
平
成

15
年
概
数
調
査
に
お
い
て
は

7
,7
5
7
人
）
、
次
い
で
東

京
都
が

2
,
36
8
人
（
同

6
,3
61

人
）
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
両
都
府
に
お
い
て
全
国

の
約
半
数
を
占
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
市
町
村
別
で
は
、
全

1
,
74
2
市
町
村
の
う
ち

4
2
4
市
町
村
で
ホ
ー
ム
レ
ス
が
確
認
さ
れ
、
こ
の
う
ち
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
数
が

50
0

人
以
上
は
３
自
治
体
（
平
成

19
年
概
数
調
査
に
お
い
て
は
７
自
治
体
）
、
10
0
人
以

上
は

1
6
自
治
体
（
同

3
5
自
治
体
）
で
あ
る
の
に
対
し
、
10

人
未
満
は

3
1
9
自
治

体
（
同

3
8
0
自
治
体
）
と
約
４
分
の
３
を
占
め
て
い
る
。
 

  
 
 
 
(
2)
 
ホ
ー
ム
レ
ス
の
生
活
実
態
 

ホ
ー
ム
レ
ス
の
生
活
実
態
に
つ
い
て
は
、
平
成

2
4
年
生
活
実
態
調
査
と
し
て
、

東
京
都
特
別
区
、
政
令
指
定
都
市
（
仙
台
市
を
除
く
。
) 

及
び
平
成

23
年
概
数
調

査
に
お
い
て

5
0
人
以
上
の
ホ
ー
ム
レ
ス
が
確
認
さ
れ
た
市
に
お
い
て
、
全
体
で
約

1
,
3
0
0
人
を
対
象
に
個
別
面
接
調
査
を
行
っ
た
。
 

ア
 
年
齢
 

ホ
ー
ム
レ

ス
の
平
均
年
齢
は

5
9
.
3
歳
（
平
成

19
年
生
活
実
態
調
査
で
は
、
調

査
客
対
数
が
異
な
る
も
の
の
平
均
年
齢
は

5
7
.5

歳
）
で
あ
り
、
ま
た
、
年
齢
分

布
に
つ
い
て
は

65
歳
以
上
が

2
9
.0
％
（
同

2
1
.
0％

）
と
な
っ
て
お
り
、
ホ

ー
ム

レ
ス
の
高
齢
化
が
一
層
進
ん
で
い
る
。
 

イ
 
路
上
（
野
宿
）
生
活

の
状
況
 

(ｱ
) 

生
活
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
生
活
の
場
所
が
定
ま
っ
て
い
る
者
が

83
.6
％
で
あ
り
、

こ
の
う
ち
、
「
公
園
」
が
 2
9.
7％

、
「
河
川
」
が

29
.1
％
と
な
っ
て
い
る
。
 

(ｲ
) 
路
上
（
野
宿
）
生
活
期
間
に
つ
い
て
は
、
3
年
未
満
が

37
.0
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
５
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１１１ 

年
以
上
は

55
.1
％
（
10

年
以
上
は

34
.6
％
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
年
齢
階
層
別
に

み
る
と
、
年
齢
が
上
が
る
に
伴
い
路
上
（
野
宿
）
生
活
期
間
が
長
く
な
る
傾
向
に
あ
り
、

65
歳
以
上
で
は

10
年
以
上
の
者
が

43
.1
％
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
路
上
（
野
宿
）
生

活
の
期
間
と
今
後
希
望
す
る
生
活
と
の
関
係
を
み
る
と
、
路
上
（
野
宿
）
生
活
期
間
が
長

く
な
る
ほ
ど
、「

今
の
ま
ま
で
い
い
」
と
回
答
し
た
者
の
割
合
が
高
く
な
る
傾
向
に
あ
り
、

路
上
（
野
宿
）
生
活
期
間
が
３
年
以
上
の
者
で
は
、
そ
の
割
合
は

44
.2
％
と
な
っ
て

い
る
。
 

一
方
、
今
回
の
調
査
に
お
け
る
路
上
（
野
宿
）
生
活
期
間
が
１
年
未
満
で
あ
る
者

の
45
.9
％
が
、
５
年
以
上
前
に
初
め
て
路
上
（
野
宿
）
生
活
を
し
て
お
り
、
路
上
と
屋

根
の
あ
る
場
所
と
の
行
き
来
を
繰
り
返
し
て
い
る
層
の
存
在
が
増
加
し
て
い
る
。
 

寝
場
所
は
、
３
年
を
境
に
、
路
上
（
野
宿
）
生
活
期
間
が
長
い
ほ
ど
一
定
の
場
所
に
決

ま
っ
て
い
る
割
合
が
高
い
傾
向
に
あ
り
、
具
体
的
な
寝
場
所
と
し
て
は
、
公
園
が
全
般
に

多
い
が
、
５
年
以
上
の
者
で
は
河
川
が
多
く
な
る
傾
向
に
あ
る
。
 

(ｳ
) 

仕
事
に
つ
い
て
は
、
全
体
の

55
.6
％
が
仕
事
を
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
「
廃
品
回

収
」
が

70
.8
％
を
占
め
て
い
る
。
仕
事
に
よ
る
平
均
的
な
収
入
月
額
に
つ
い
て
は
、
３
万

円
以
上
５
万
円
未
満
が

33
.6
％
と
最
も
多
く
、
次
い
で
１
万
円
以
上
３
万
円
未
満
が

30
.7
％
と
な
っ
て
お
り
、
平
均
収
入
月
額
は
約

3.
8
万
円
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
年
齢

階
層
別
に
み
る
と
、
65

歳
以
上
の
者
で
あ
っ
て
も

53
.8
％
が
収
入
の
あ
る
仕
事
を
し
て

い
る
。
年
齢
が
上
が
る
に
伴
い
路
上
（
野
宿
）
生
活
期
間
が
長
く
な
る
傾
向
は
、
こ
の
よ

う
に
、
路
上
等
で
仕
事
を
し
、
一
定
の
収
入
を
得
な
が
ら
生
活
が
で
き
て
い
る
こ
と
、
一

定
の
場
所
に
決
ま
っ
て
起
居
し
て
い
る
こ
と
で
生
活
が
一
定
程
度
安
定
し
て
い
る
こ
と

等
も
そ
の
背
景
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

 
③
 
路
上
（

野
宿
）
生
活
ま
で
の
い
き
さ
つ
 

路
上

（
野

宿
）

生
活

の
直

前
の

職
業

に
つ

い
て

は
、

建
設

業
関

係
の

仕
事

が

48
.2
％
、
製
造
業
関
係
の
仕
事
が

13
.0
％
を
占
め
て
お
り
、
雇
用
形
態
は
、
「
常

勤
職
員
・
従

業
員
（
正

社
員
）
」
（

以
下
「
常
勤
職
」
と
い

う
。
）
が

40
.4
％
と

大
き
な
割
合
を
占
め
、
「
日
雇
」
が

26
.7
％
、
「
臨
時
・
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
」

が
24
.1
％
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
路
上
（
野
宿
）
生
活
に
至
っ
た
理
由
と
し
て

は
、
「

仕
事

が
減

っ
た
」
が

26
.8
％

、
「
倒
産
・
失
業
」
が

26
.1
％
、
「
人
間
関

係
が
う
ま
く
い
か
な
く
て
、
仕
事
を
辞
め
た
」
が

17
.1
％
と
な
っ
て
い
る
。
 

年
以
上
は

47
.0
％
（
10

年
以
上
は

27
.0
％
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
年
齢
階
層
別
に

み
る
と
、
高
齢
層
（
60

歳
以
上
の
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ほ
ど
期
間
が
長
期
化
す
る

傾
向
に
あ
り
、
65

歳
以
上
で
は

10
年
以
上
の
者
が

33
.6
％
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

路
上
（
野
宿
）
生
活
の
期
間
と
今
後
希
望
す
る
生
活
と
の
関
係
を
み
る
と
、
路
上
（
野
宿
）

生
活
の
期
間
が
長
く
な
る
ほ
ど
「
今
の
ま
ま
で
い
い
」
と
回
答
し
た
者
の
割
合
が
高
く
な

る
傾
向
に
あ
り
、
路
上
（
野
宿
）
生
活
期
間
が
３
年
以
上
の
者
で
は
、
そ
の
割
合
は

38
.8
％
と
な
っ
て
い
る
。
 

一
方
、
今
回
の
調
査
に
お
け
る
路
上
（
野
宿
）
生
活
期
間
が
１
年
未
満
で
あ
る
者

の
33
.2
％
が
、
５
年
以
上
前
に
初
め
て
路
上
（
野
宿
）
生
活
を
し
て
お
り
、
路
上
と
屋

根
の
あ
る
場
所
と
の
行
き
来
を
繰
り
返
し
て
い
る
層
の
存
在
が
一
定
程
度
み
ら
れ
た
。
 

   

(ｳ
) 

仕
事
に
つ
い
て
は
、
全
体
の

61
.0
％
が
仕
事
を
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
「
廃
品
回

収
」
が

77
.8
％
を
占
め
て
い
る
。
仕
事
に
よ
る
平
均
的
な
収
入
月
額
に
つ
い
て
は
、
１
万

円
以
上
３
万
円
未
満
が

34
.1
％
と
最
も
多
く
、
次
い
で
３
万
円
以
上
５
万
円
未
満
が

30
.2
％
と
な
っ
て
お
り
、
平
均
収
入
月
額
は
約

3.
6
万
円
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
年
齢

階
層
別
に
み
る
と
、
65

歳
以
上
の
者
で
あ
っ
て
も

56
.8
％
が
収
入
の
あ
る
仕
事
を
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
高
齢
層
ほ
ど
路
上
（
野
宿
）
生
活
が
長
期
化
す
る
傾
向
は
、
路
上

等
で
仕
事
を
し
、
一
定
の
収
入
を
得
な
が
ら
生
活
が
で
き
て
い
る
こ
と
へ
の
自
負
も
そ
の

背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 

 
 
 
ウ
 
路
上
（
野
宿
）
生
活
ま
で
の
い
き
さ
つ
 

路
上

（
野

宿
）

生
活

の
直

前
の

職
業

に
つ

い
て

は
、

建
設

業
関

係
の

仕
事

が

45
.9
％
、
製
造
業
関
係
の
仕
事
が

14
.6
％
を
占
め
て
お
り
、
雇
用
形
態
は
、
「
常

勤
職
員
・
従
業
員
（
正
社
員
）
」
（
以
下
「
常
勤
職
」
と
い

う
。
）
が

42
.0
％
と

大
き
な
割
合
を
占
め
、
「
日
雇
」
が

25
.5
％
、
「
臨
時
・
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
」

が
23
.8
％
と

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
路
上
（
野
宿
）
生
活
に
至
っ
た
理
由
と
し
て

は
、
「
仕
事
が
減
っ
た
」
が

34
.1
％
、
「
倒
産
・
失
業
」
が

28
.4
％
、
「

病
気
・

け
が
・
高
齢
で
仕
事
が
で
き
な
く
な
っ
た
」
が

20
.4
％
と
な
っ
て
い
る
。
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１１２ 

若
年
層
（
4
5
歳

未
満

の
者

を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
状
況

を
み
る
と
、
路
上
（
野
宿
）
生
活
の
直
前
の
雇
用
形
態
は
、
常
勤
職
が
他
の
年
齢

層
と
比
べ
て
少
な
く
な
っ
て
お
り
、
35

歳
未
満
の
層
で
は
常

勤
職
が

20
.0
％
と

な
っ

て
い

る
。

最
も

長
く

就
業

し
て

い
た

業
種

も
、

サ
ー

ビ
ス

業
が

最
も

多
く

25
.9
％
と
な

っ
て

お
り

、
建
設

業
や
製

造
業
の
常
勤
職
又
は
「
日
雇
」
の
多
い
高

齢
層
と
は
異
な
る
状
況
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
路
上
（
野
宿
）
生
活
に
至
っ
た

理
由
と
し
て
は
、
「
倒
産
や
失
業
」
が

37
.
0％

、
「
人
間
関
係
が
う
ま
く
い
か
な

く
て
、
仕
事

を
辞

め
た

」
が

25
.
9
%、

「
家
庭
内
の
い

ざ
こ
ざ
」
が

2
5.
9
%、

「
ア

パ
ー
ト
等
の
家
賃
が
払
え
な
く
な
っ
た
」
が

1
4.
8
％
と
な
っ
て
お
り
、
労
働
環
境

の
変

化
や

家
庭

内
の

人
間

関
係

等
の

多
様

な
問

題
が

重
な

り
合

っ
て

い
る

こ
と

が
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
 

 
 
 
 
 
④
 
健
康
状

態
 

現
在
の
健

康
状

態
に

つ
い

て
は

、
「
悪
い
」
と
答
え
た
者
が

27
.1
％
で
あ
り
、

こ
の

う
ち
治
療

等
を
受
け
て
い
な

い
者
が

60
.9
％
と
な
っ
て
い

る
。
具
体

的
な

自
覚
症
状
に
つ
い
て
は
、
「
歯
が
悪
い
」
が

24
.
9％

、
「
腰
痛
」
が

24
.
1％

と

な
っ
て
い
る
。
な

お
、
「

よ
く

眠
れ
な

い
日
が
続
い
た
」
が

1
5
.0
％
、
「
２
週
間

以
上
毎
日
の
よ
う
に
落
ち
込
ん
で
い
た
時
期
が
あ
っ
た
」
が

4.
7％

と
な
っ
て
お

り
、

う
つ

病
等

の
精

神
疾

患
を

有
す

る
と

考
え

ら
れ

る
層

も
一

定
程

度
み

ら
れ

た
。
 

 
 
 
 
 
⑤
 
福
祉
制

度
等
の
利
用
状
況
 

(ｱ
) 
福
祉
制
度
の
利
用
状
況
に
つ
い
て
は
、
巡
回
相
談
員
に
会
っ
た
こ
と
が
あ
る

者
は

89
.8
％
で

あ
り

、
こ

の
う

ち
相
談
を
し
た
こ
と
が
あ
る
者
は

46
.9
％
と

な
っ
て
い
る
。
 

ま
た
、
ホ
ー

ム
レ
ス
緊

急
一
時

宿
泊

施
設

を
知
っ
て

い
る
者

は
70
.2
％

で

あ
り
、
こ
の

う
ち

当
該

施
設
を

利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
者
は

20
.6
％
、
ホ
ー
ム

レ
ス

自
立
支
援

施
設
を
知

っ
て
い

る
者

は
73
.2
％
で
あ

り
、
こ

の
う
ち
当

該

施
設
を
利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
者
は

15
.1
％
と
な
っ
て
い
る
。
 

ホ
ー

ム
レ

ス
緊

急
一

時
宿

泊
施

設
及

び
ホ

ー
ム

レ
ス

自
立

支
援

施
設

の
利

用
者
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
若
年
層
が

42
.4
％
、
利
用
前
の
路
上
（
野
宿
）
生

活
期
間
で

は
１
か

月
未
満

の
者

が
70
.9
％

を
占
め

て
お
り
、

高
齢
層

に
お
け

若
年
層
（
4
5
歳
未
満
の
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
状
況

を
み
る
と
、
路
上
（
野
宿
）
生
活
の
直
前
の
雇
用
形
態
は
、
常
勤
職
が
他
の
年
齢

層
と
比
べ
て
少
な
く
な
っ
て
お
り
、
35

歳
未
満
の
層
で
は
常
勤
職
が

23
.5
％
と

な
っ

て
い

る
。

最
も

長
く

就
業

し
て

い
た

業
種

も
、

サ
ー

ビ
ス

業
が

最
も

多
く

47
.1
％
と
な
っ
て
お
り
、
建
設
業
や
製
造
業
の
常
勤
職
又
は
「
日
雇
」
の
多
い
高

齢
層
と
は
異
な
る
状
況
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
路
上
（
野
宿
）
生
活
に
至
っ
た

理
由

と
し

て
は

、
「

人
間

関
係

が
う

ま
く

い
か

な
く

て
、

仕
事

を
辞

め
た

」
が

3
5
.
3
%、

「
労
働
環
境
が
劣
悪
な
た
め
、
仕
事
を
辞
め
た
」
が

1
7
.6
%、

「
借
金
取

立
に
よ
り
家
を
出
た
」
が

11
.
8
%
、
「
家
庭
内
の
い
ざ
こ
ざ
」
が

17
.
6
%と

な
っ

て
お
り
、
労
働
環
境
の
変
化
や
借
金
、
家
庭
内
の
人
間
関
係
等
の
多
様
な
問
題
が

重
な
り
合
っ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
 

 
 
 
 
 
エ
 
健
康
状
態
 

現
在
の
健

康
状
態
に
つ
い
て
は
、
「
悪
い
」
と
答
え
た
者
が

26
.2
％
で
あ
り
、

こ
の
う
ち
治
療
等
を
受
け
て
い
な
い
者
が

64
.3
％
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
「
２

週
間
以
上
、
毎
日
の
よ
う
に
落
ち
込
ん
で
い
た
時
期
が
あ
っ
た
」
と
回
答
し
た
者

は
6.
9％

と
な
っ
て
お
り
、
う
つ
病
等
の
精
神
疾
患
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
層

も
一
定
程
度
み
ら
れ
た
。
 

   
 
 
 
 オ

 
福
祉
制
度
等
の
利
用
状
況
 

(ｱ
) 
福
祉
制

度
の
利
用
状
況
に
つ
い
て
は
、
巡
回
相
談
員
に
会
っ
た
こ
と
が
あ
る

者
は

78
.4
％
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
相
談
を
し
た
こ
と
が
あ
る

者
は

38
.2
％
と

な
っ
て
い

る
。
 

ま
た

、
緊

急
的

な
一

時
宿

泊
所

で
あ

る
ホ

ー
ム

レ
ス

緊
急

一
時

宿
泊

施
設

（
以
下
「
シ
ェ
ル
タ
ー
」
と
い
う
。
）
を
知
っ
て
い
る
者
は

65
.3
％
で
あ
り
、

こ
の
う
ち
利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
者
は

17
.6
％
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ホ
ー

ム
レ
ス
自
立
支
援
施
設
（
以
下
「
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
を
知
っ

て
い
る
者
は

64
.4
％
で
あ
り
、こ

の
う
ち
利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
者
は

10
.1
％

と
な
っ
て
い
る
。
 

シ
ェ
ル
タ
ー
及
び

自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
の
利
用

者
の
状
況
に
つ

い
て
は
、

若
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１１３ 

る
路
上
（
野

宿
）
生
活
者
が
長
期
化
し

て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
施
設

利
用
者
は
、
若
年

層
や

路
上
（

野
宿
）
生
活
期
間
が
短
い
者

が
多
く
な
っ
て
い

る
。
 

ま
た

、
過
去
に
、
ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支
援
施
設
の
利
用
経
験
が
あ
る
者
の
退

所
理
由
を
み
る
と
、
就
労

退
所

が
26
.6
％
（
「
会
社
の

寮
、
住
み
込
み
等
に
よ

る
就

労
退

所
」

が
16
.3

％
、

「
ア

パ
ー

ト
を

確
保

し
て

の
就

労
退

所
」

が

10
.3
％

）
、

生
活

保
護

の
適

用
に

よ
る

入
院

、
居

宅
の

確
保

に
よ

る
退

所
が

8
.
4
％
を

占
め
る
が
、

こ
の

う
ち
「

ア
パ
ー
ト
を

確
保
し
て
の
就

労
退
所
」

し

て
い
る
者
を
年
齢
階
層
別
で
み
る
と
、
若
年
層
が
全
体
の

19
.0
％
を
占
め
て
い

る
。
 

さ
ら

に
、
就
労
退
所
し
た
後
に
再
び
路
上
（
野
宿
）
生
活
に
戻
っ
た
者
に
つ

い
て
は
、
「
仕
事
の
契
約
期
間
が
満
了
し
た
」
、
「
周
囲
と
の
ト
ラ
ブ
ル
や
仕

事
に
な
じ
め
な
い
」
な
ど
、
多
面
的
な
要
因
に
よ
り
路
上
に
戻
っ
て
い
る
。
 

(ｲ
) 
民
間
支
援
団
体
に
よ
る
支
援
の
利
用
経
験
に
つ
い
て
は
、
「
炊
き
だ
し
」
が

最
も
多
く

54
.5
％
を
占
め
、
次
い
で
「
衣
類
、
日
用
品
等
の
提
供
」
が

31
.9
％

と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
情
報
入
手
経
路
は
、
「
口
コ
ミ
」
が
最
も
多
く

46
.5
％

と
な
っ
て
い
る
。
 

⑥
 

今
後
希
望
す
る
生
活
に
つ
い
て
 

今
後
希
望
す
る
生
活
と
し
て
は
、「

今
の
ま
ま
で
い
い
（
路
上
（
野
宿
）
生
活
）
」

と
い
う
者

が
最

も
多
く

35
.3
％
と
な
っ
て
お
り
、
次
い
で
「
ア
パ
ー
ト
に
住
み
、

就
職
し
て
自
活
し
た
い
」
と
い
う
者
が

21
.7
％
、
「
ア
パ
ー

ト
で
福
祉
の
支
援
を

受
け
な
が
ら
、
軽
い
仕
事
を
み
つ
け
た
い
」
が
 
12
.8
％
と
な
っ
て
い
る
。
 

年
齢
層
が

低
い

ほ
ど
「

ア
パ
ー

ト
に
住
み
、
就
職
し
て
自
活
し
た
い
」
と
希
望

す
る
傾
向
に
あ
り
、
年
齢
層
が
高
い
ほ
ど
「
今
の
ま
ま
で
い
い
（
路
上
（
野
宿
）

生
活
）
」
と
い

う
回

答
が

多
く
、
65

歳
以
上
の
者
で
は

41
.1
％
と
な
っ
て
い
る
。 

「
今
の
ま
ま
で
い
い
（
路
上
（
野
宿
）
生
活
）
」
と
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
、

「
今
の
場
所
に
な
じ
ん
で
い
る
」
が

32
.
8％

、
「
ア

ル
ミ
缶
、
雑
誌
集
め
な
ど
の

仕
事
が
あ
る
の
で
暮
ら
し
て
い
け
る
」
が

2
7
.2
％
と
な
っ
て
い
る
。
 

ま
た
、
ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支
援
施
設
や
ホ
ー
ム
レ
ス
緊
急
一
時
宿
泊
施
設
の
利

用
経
験
が
あ
る
者
は
、
住
居
と
仕
事
を
確

保
し
自
立
を
希
望
す
る
割
合
が
高
い
傾

年
層
が

44
.0
％
、
利
用
前
の
路
上
（
野
宿
）
生
活
期
間
で
は
１
ヶ
月
未
満
の
者

が
61
.1
％
を
占
め
て
お
り
、
高
齢
層
に
お
け
る
路
上
（
野
宿
）
生
活
期
間
が
長

期
化
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
施
設
利
用
者
は
、
若
年
層
や
路
上
（
野

宿
）
生
活
期
間
が
短
い
者
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
 

ま
た

、
自

立
支

援
セ

ン
タ

ー
の

退
所

理
由

に
つ

い
て

は
、

就
労

退
所

が

26
.9
％
（
「
会
社
の
寮
・
住
み
込
み
等
に
よ
る
就
労
退
所
」
が

8.
2％

、
「
ア

パ
ー
ト
を
確
保
し
て
の
就
労
退
所
」
が

18
.7
％
）
を
占
め
る
が
、
こ
の
う
ち
「
ア

パ
ー
ト
を
確
保
し
て
の
就
労
退
所
」
し
て
い
る
者
を
年
齢
階
層
別
で
み
る
と
、

若
年
層
が
全
体
の

28
.0
％
を
占
め
て
い
る
。
 

さ
ら
に
、
就
労
退
所
し
た
後
に
再
び
路
上
（
野
宿
）
生
活
に
戻
っ
た
者
に
つ

い
て
は
、
「
病
気
や
け
が
等
に
よ
る
解
雇
」
、
「
周
囲
と
の
ト
ラ
ブ
ル
や
仕
事

に
な
じ
め
な
い
」
、
「
ア
パ
ー
ト
の
家
賃
の
滞
納
」
、
「
人
間
関
係
」
等
多
面

的
な
要
因
に
よ
り
路
上
に
戻
っ
て
い
る
。
 

(ｲ
) 
民
間
支
援
団
体
に
よ
る
支
援
の
利
用
経
験
に
つ
い
て
は
、
「
炊
き
だ
し
」
が

最
も
多
く

53
.2
％
を
占
め
、
次
い
で
「
衣
類
、
日
用
品
等
の
提
供
」
が

34
.2
％

と
な
っ
て

お
り
、
そ
の
情
報
入
手
経
路
は
、
「
口
コ
ミ
」
が
最
も
多
く

40
.5
％

と
な
っ
て

い
る
。
 

カ
 
今
後
希
望
す
る
生
活
に
つ
い
て
 

今
後
希
望
す
る
生
活
と
し
て
は
、「

今
の
ま
ま
で
い
い
（
路
上
（
野
宿
）
生
活
）
」

と
い
う
者

が
最
も
多
く

30
.5
％
と
な
っ
て
お
り
、
次
い
で
「
ア
パ
ー
ト
に
住
み
、

就
職
し
て
自
活
し
た
い
」
と
い
う
者
が

26
.2
％
、
「
ア
パ
ー
ト

で
福
祉
の
支
援
を

受
け
な
が
ら
、
軽
い
仕
事
を
み
つ
け
た
い
」
が
 
11
.9
％
と
な
っ
て
い
る
。
 

な
お
、
年
齢
層
が
高
い
ほ
ど
「
今
の
ま
ま
で
い
い
」
と
い
う
回
答
が
多
く

65
歳

以
上
の
者
で
は

37
.0
％
と
な
っ
て
い
る
。
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１１４ 

向
に
あ
る
の
に
対
し
、
利
用
経
験
が
な
い
者
は
、
現
在
の
路
上
（
野
宿
）
生
活
を

維
持
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
傾
向
が
高
い
。
 

⑦
 

生
活
歴
 

家
族
と
の

連
絡

状
況

に
つ

い
て

は
、
家
族
・
親
族
が
い
る
者
は

73
.0
％
を
占
め

て
い
る
も
の
の
、
こ
の
う
ち
、
平
成

27
年

10
月
か
ら
平
成

28
年
９
月
ま
で
の

１
年

間
に
家
族

・
親
族
と
の
連
絡

が
途
絶
え

て
い
る
者
が

78
.5
％
と
な
っ
て

い

る
。
 

ま
た

、
公
的
年

金
の
保
険

料
を
納

付
し

て
い

た
こ
と
が

あ
る
者

は
62
.4
％

で

あ
り
、
金
融
機
関
等
に
借
金
が
あ
る
者
は

14
.3
％
で
あ
っ
た
。
 

⑧
 

行
政
や
民

間
団

体
へ

の
要

望
及
び

意
見
 

行
政
や

民
間
団
体
へ
の
要
望
及
び
意
見

と
し
て
は
、
住
居
関
連
が

3
3
.7
％

と

最
も
多
く
、
次
い
で
仕
事

関
連

が
28
.3
％
と
な
っ
て
い
る
。
 

 

２
 
ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支
援
施
策
の
現

状
 

ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支
援
施
策
に
つ
い
て
は
、
公
共
職
業
安
定
所
に
よ
る
職
業
相
談
や

求
人
開
拓
、
困
窮
者
支
援
法
に
基
づ
く
自
立
相
談
支
援
機
関
や
一
時
生
活
支
援
事
業
を

実
施
す
る
事
業

者
に
よ
る
就
労
支
援
や
健
康
相
談
、
保
健
所
等
の
関
係
機
関
と
連
携
し

た
医
療
の
確
保

、
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
等
の
一
般
施
策
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
の

ほ
か
、
特
に
ホ
ー
ム
レ
ス
や
ホ
ー

ム
レ
ス

と
な

る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
お
そ
れ
の

あ
る
者
を
対
象
と
し
た
施
策
と
し
て
、
就
労
の
観
点
か
ら
は
、
一
定
期
間
試
行
的
に
民

間
企
業
に
お
い

て
雇
用
す
る
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
事
業
、
地
方
公
共
団
体
や
民
間
団
体
等

か
ら

構
成

さ
れ

る
協

議
会

を
活

用
し

て
就

業
の

機
会

の
確

保
を

図
る

ホ
ー

ム
レ

ス
就

業
支

援
事

業
及

び
技

能
の

習
得

や
資

格
の

取
得

等
を

目
的

と
し

た
日

雇
労

働
者

等
技

能
講
習
事
業
を

実
施
し
て
い
る
。
 

ま
た
、
平
成

2
7
年
４
月
の
困
窮
者
支
援
法
の
施
行
に
伴
い
、
ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支

援
施
策
の
う
ち
福
祉
の
観
点
か
ら
実
施
し
て
い
た
各
事
業
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
困

窮
者

支
援

法
に

基
づ

く
自

立
相

談
支

援
事

業
及

び
一

時
生

活
支

援
事

業
等

と
し

て
実

施
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
雇
用
、
保
健
医
療
、
福
祉
及
び
住
宅
等
の
各
分
野
に
わ
た
る

施
策
を
総
合
的

に
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

 

  

キ
 
生
活
歴
 

家
族
と
の

連
絡
状
況
に
つ
い
て
は
、
家
族
・
親
族
が
い
る
者
は

74
.7
％
を
占
め

て
い
る
も

の
の
、
こ
の
う
ち
、
こ
の
１
年
間
に
家
族
・
親
族
と
の
連
絡
が
途
絶
え

て
い
る
者
が

77
.8
％
と
な
っ
て
い
る
。
 

ま
た

、
公
的
年

金
の
保
険

料
を
納

付
し
て
い

た
こ
と
が

あ
る
者

は
69
.9
％

で

あ
り
、
金
融
機
関
等
に
借
金
が
あ
る
者
は

16
.0
％
で
あ
っ
た
。
 

 

ク
 
行
政
や
民
間
団
体
へ

の
要
望
及
び
意
見
 

行
政

や
民
間
団

体
へ
の
要

望
及
び

意
見
と
し

て
は
、
仕

事
関
連

が
19
.2
％

と

最
も
多
く
、
次
い
で
住
居
関
連
が

18
.5
％
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

 

２
 
ホ
ー
ム
レ
ス
対
策
の
現
状
 

ホ
ー
ム
レ
ス
対

策
に
つ
い
て
は
、
求
人
開
拓
、
職
業
訓
練
、
保
健
所
等
に
よ
る
健
康

相
談

及
び

訪
問

指
導

並
び

に
生

活
保

護
法

に
よ

る
保

護
等

の
一

般
対

策
を

実
施

し
て

い
る
。
こ
の
ほ
か
、
特
に

ホ
ー
ム
レ
ス
を
対
象
と
し
た
施
策
と
し
て
、
就
労
の
観
点
か

ら
は
、
一
定
期
間
試
行
的
に
民
間
企
業
に
お
い
て
雇
用
す
る
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
事
業
、

地
方

公
共

団
体

や
民

間
団

体
等

か
ら

構
成

さ
れ

る
協

議
会

を
活

用
し

て
就

業
の

機
会

の
確
保
を
図
る
ホ
ー
ム
レ
ス
等
就
業
支
援
事
業
、
技
能
の
習
得
や
資
格
の
取
得
等
を
目

的
と
し
た
日
雇
労
働
者
等
技
能
講
習
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、
福
祉
の
観
点
か

ら
は
、
巡
回
相
談
等
を
行
う
ホ
ー
ム
レ
ス
総
合
相
談
推
進
事
業
、
宿
所
及
び
食
事
の
提

供
や
職
業
相
談
等
を
行
う
ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支
援
事
業
、
緊
急
一
時
的
な
宿
泊
場
所
を

提
供
す
る
ホ
ー
ム
レ
ス
緊
急
一
時
宿
泊
事
業
を
実
施
し
、
こ
れ
ら
の
雇
用
、
保
健
医
療
、

福
祉

及
び

住
宅

等
の

各
分

野
に

わ
た

る
施

策
を

総
合

的
に

推
進

し
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る
。
 

な
お
、
平
成

2
0
年
７
月
に
策
定
さ
れ
た
「
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
の
支
援
等
に
関
す

る
基
本
方
針
」

(
厚
生
労
働
省
・
国
土
交
通
省
告
示
第
１
号
）
の
策
定
以
降
、
特
に
同

年
に
起
こ
っ
た
い
わ
ゆ
る
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の
影
響
等
に
対
応
す
る
た
め
、
ホ
ー
ム

レ
ス

緊
急

一
時

宿
泊

事
業

に
つ

い
て

は
宿

泊
施

設
や

民
間

賃
貸

住
宅

等
の

借
上

げ
に
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１１５ 

          第
３

 
ホ
ー
ム
レ
ス

自
立
支
援
施
策
の
推
進
 

１
 
基
本
的
な
考
え

方
 

 
 

(
1)
 
最
近
の
ホ

ー
ム

レ
ス

に
関
す

る
傾

向
・

動
向
 

ホ
ー
ム
レ
ス
に
な
っ
た
要
因
と
し
て
は
、
倒
産
・
失
業
等
の
仕
事
に
起
因
す
る
も

の
や
、
病
気

や
け

が
、
人

間
関

係
、
家
庭

内
の
問
題
等
様
々

な
も
の
が
複
合
的
に
重

な
り
合
っ
て
お
り
、
ま
た
、
年
齢
層
に
よ
っ
て
も
そ
の
傾
向
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ

の
点
、
平
成

2
8
年

生
活

実
態
調

査
に
お

い
て
は
、
平
成

24
年
生
活
実
態
調
査
と
同

様
に
、
ホ
ー

ム
レ

ス
の

高
齢
化

や
路
上
（

野
宿
）
生
活
期
間
の
長
期
化
の
傾
向
が
よ

り
一
層
顕
著
と

な
る

と
と

も
に

、
路
上
（
野
宿
）
生
活
を
脱
却
し
た
後
、
再
び
路
上

（
野
宿
）
生
活
に
戻
っ
て
し
ま
う
ホ
ー
ム
レ

ス
の
存
在
や
、
若
年
層
に
つ
い
て
は
、

終
夜
営
業
の
店
舗
等
、
屋
根
の
あ
る
場
所
と
の
行
き
来
の
中
で
、
路
上
（
野
宿
）
生

活
の

期
間

が
短

期
間

に
な

り
や

す
い

と
い

っ
た

傾
向

が
確

認
さ

れ
た

と
こ

ろ
で

あ

る
。
 

さ
ら
に
、
民
間

団
体

が
、
ホ
ー
ム

レ
ス
一
時
生
活
支
援
事
業
を
行
う
事
業
者
や
ホ

ー
ム
レ
ス
支
援
実
施
団
体
を
対
象
と
し
て
実

施
し
た
調
査
研
究
結
果
に
よ
る
と
、
3
9

歳
以
下
で
は
、
終
夜
営
業
の
店
舗
等
を
利
用
し
て
い
る
た
め
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
が
届
き

に
く
い
者
や
、
6
5
歳
以
上
で
は
、
居
所
確
保
後
の
見
守
り
や
支
援
等
が
必
要
な
者
が

そ
れ
ぞ
れ
存
在
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
り
、
年
代
別
の
課
題
を
考
慮

し
た
支
援
も
必
要
で
あ
る
。
 

(
2
)
 
 総

合
的

な
ホ

ー
ム

レ
ス
自

立
支
援

施
策
の
推
進
 

よ
る
設
置
形
態
を
可
能
に
す
る
等
、
各
事
業
に
つ
い
て
所
要
の
拡
充
を
図
っ
て
き
た
と
 
 

と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

さ
ら
に
、
平
成

27
年
４
月
の
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に
伴
い
、
ホ
ー
ム

レ
ス
対
策
の
う
ち
福
祉
の
観
点
か
ら
実
施
し
て
い
る
各
事
業
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
事
業
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
具
体

的
に
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
総
合
相
談
推
進
事
業
は
自
立
相
談
支
援
事
業
と
し
て
、
ホ
ー
ム

レ
ス
自
立
支
援
事
業
は
自
立
相
談
支
援
事
業
及
び
一
時
生
活
支
援
事
業
等
と
し
て
、
ホ

ー
ム

レ
ス

緊
急

一
時

宿
泊

事
業

は
一

時
生

活
支

援
事

業
と

し
て

実
施

す
る

こ
と

と
し

て
い
る
。
 

 第
３
 
ホ
ー
ム
レ
ス
対
策
の
推
進
方
策
 

１
 
基
本
的
な
考
え
方
 

 
 
(
1)
 
最
近
の
ホ
ー
ム
レ
ス
に
関
す
る
傾
向
・
動
向
 

ホ
ー
ム
レ
ス
と
な
る
に
至
っ
た
要
因
と
し
て
は
、
倒
産
・
失
業
等
の
仕
事
に
起
因

す
る
も
の

や
、
病
気
や
け
が
、
人
間
関
係
、
家
庭
内
の
問
題

等
様
々
な
も
の
が
複
合

的
に
重
な
り
合
っ
て
お
り
、
ま
た
、
年
齢
層
に
よ
っ
て
も
そ
の
傾
向
は
異
な
っ
て
い

る
。
こ
の
点
、
平
成

24
年
生
活
実
態
調
査
に
お
い
て
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
高
齢
化

や
路
上
（
野
宿

）
生
活
の
長
期
化
の
傾
向
が
一
層
顕
著
と
な
る
と
と
も
に
、
平
成

1
9

年
生
活
実
態
調
査
と
同
様
に
路
上
（
野
宿
）
生
活
を
脱
却
し
た
後
、
再
び
路
上
（
野

宿
）
生
活
に
戻

っ
て
し
ま
う
ホ
ー
ム
レ
ス
の
存
在
や
、
若
年
層
に
つ
い
て
は
屋
根
の

あ
る
場
所
と
の
行
き
来
の
中
で
、
路
上
（
野
宿
）
生
活
の
期
間
が
短
期
間
に
な
り
や

す
い
と
い
っ
た
傾
向
が
確
認
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

       

(
2
)
 
 総

合
的
な
ホ
ー
ム
レ
ス
施
策
の
推
進
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１１６ 

こ
の
よ
う
な
ホ
ー
ム
レ
ス
の
実
態
を
十
分
に
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
今
日
の
産
業

構
造
や
雇
用
環
境
等
の
社
会
情
勢
の
変
化
を

捉
え
な
が
ら
、
総
合
的
か
つ
き
め
細
か

な
ホ
ー
ム
レ
ス
自
立

支
援

施
策
を
講
ず
る
必

要
が
あ
る
。
 

特
に
、
ホ
ー

ム
レ

ス
自
立
支
援
施
策
は
、
ホ
ー
ム
レ

ス
の
就
労
の
状
況
、
心
身
の

状
況
、
地
域
社
会
か
ら
の
孤
立
の
状
況
等
に
応
じ
、
自
ら
の
意
思
で
安
定
し
た
生
活

を
営
め
る
よ
う
に
支
援
す
る
こ
と
が
基
本
で

あ
り
、
こ
の
た
め
に
は
、
就
業
の
機
会

の
確
保
が
最
も

重
要

で
あ
る
が
、
同
時

に
安

定
し
た
居
住
の
場
所
が
確
保
さ
れ
、
地

域
で
自
立
し
た
日
常
生
活
が
継
続
可
能
と
な

る
環
境
づ
く
り
も
必
要
で
あ

る
。
 

そ
の
他
、
保
健
医
療
の
確
保
、
生
活
に
関

す
る
相
談
及
び
指
導
等
の
総
合
的
な
自

立
支
援
施
策
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
 

ま
た
、
ホ
ー

ム
レ

ス
に

加
え
、
終
夜

営
業
の
飲
食
店
や
知
人
宅
な
ど
、
屋
根
の
あ

る
場
所
と
を
行
き
来
す
る
不
安
定
な
居
住
の

状
況
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
困
窮
者

支
援
法
に
基
づ
く
施
策
等
に
よ
り
確
実
に
支

援
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

 (
3)
  
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支
援
施
策
の
推
進
 

地
域
ご
と
の
ホ
ー
ム
レ
ス
の
数
の
違
い
等
、
ホ
ー
ム
レ
ス
問
題
は
地
方
公
共
団
体

ご
と
に
そ
の
状
況
が
大
き
く
異
な
っ
て
お
り

、
こ
の
よ
う
な
地
域
の
状
況
を
踏
ま
え

た
施
策
の
推
進
が
必
要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
が
多
い
市
町
村
に
お

い
て
は
、
２
の
取
組
方
針
に
掲
げ
る
施
策
の
う
ち
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
必
要
な
も

の
を
積
極
的
か
つ
総
合
的
に
実
施
し
、
ま
た
、
ホ
ー
ム
レ
ス
が
少
な
い
市
町
村
に
お

い
て
は
、
２

の
取

組
方

針
を
参

考
と
し

つ
つ
、
３
の
取
組
方
針
を
踏
ま
え
、
広
域
的

な
施
策
の
実
施
や
既
存
施
策
の
活
用
等
に
よ

り
対
応
す
る
。
国
は
、
２
の
取
組
方
針

に
掲
げ
る
施
策
に
積
極
的
に
取
り
組
む
と
と

も
に
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
つ
つ
、

ホ
ー

ム
レ

ス
が

少
な

い
地

方
公

共
団

体
も

積
極

的
に

ホ
ー

ム
レ

ス
自

立
支

援
施

策

に
取
り
組
め
る
よ
う
、
そ
の
事
業
の
推
進
に

努
め
る
。
 

(4
) 
 困

窮
者
支
援
法
等
に
よ
る
ホ

ー
ム

レ
ス
自
立
支
援
施
策
の
更
な
る
推
進
 

困
窮
者
支
援
法
は
、
ホ
ー

ム
レ
ス
や

ホ
ー

ム
レ
ス
と
な
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
お
そ
れ
の
あ
る
者
も
含
む
生
活
困
窮
者
を

対
象
に
、
全
て
の
福
祉
事
務
所
設
置
自

治
体

が
必

ず
実

施
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
自

立
相

談
支

援
事

業
を

中
心

に
生

活

保
護
法
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成

19
年
法
律
第

11
2
号
。
以
下
「
住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
法
」
と
い
う
。
）

こ
の
よ
う
な
ホ
ー
ム
レ
ス
の
実
態
を
十
分
に
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
今
日
の
産
業

構
造
や
雇
用
環
境
等
の
社
会
情
勢
の
変
化
を
捉
え
な
が
ら
、
総
合
的
か
つ
き
め
細
か

な
ホ
ー
ム
レ
ス
対
策
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
 

特
に
、
ホ
ー
ム
レ
ス
対
策
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
が
自
ら
の
意
思
で
安
定
し
た
生
活
を

営
め
る
よ
う
に
支
援
す
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
就
業
の
機
会
が

確
保
さ
れ
る
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
り
、
併
せ
て
、
安
定
し
た
居
住
の
場
所
が
確
保

さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
そ
の
他
、
保
健
医
療
の
確
保
、
生
活
に
関
す
る
相
談

及
び
指
導
等
の
総
合
的
な
自
立
支
援
施
策
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
路
上
（
野

宿
）
生
活

を
前
提
と
し
た
支
援
に
つ
い
て
は
、
恒
常
的
に
実
施
す
る
も
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
緊
急
的
か
つ
過
渡
的
な
施
策
と
し
て
位
置
付
け
る
必
要
が
あ
る
。
 

     
  
(3
) 
 地

方
公
共
団
体
に
お
け
る
ホ
ー
ム
レ
ス
対
策
の
推
進
 

地
域
ご
と
の
ホ
ー
ム
レ
ス
の
数
の
違
い
等
、
ホ
ー
ム
レ
ス
問
題
は
地
方
公
共
団
体

ご
と
に
そ
の
状
況
が
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
地
域
の
状
況
を
踏
ま
え

た
施
策
の
推
進
が
必
要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
が
多
い
市
町
村
に
お

い
て
は
、
２
の

取
組
方
針
に
掲
げ
る
施
策
の
う
ち
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
必
要
な
も

の
を
積
極
的
か
つ
総
合
的
に
実
施
し
、
ま
た
、
ホ
ー
ム
レ
ス
が
少
な
い
市
町
村
に
お

い
て
は
、
２
の
取
組
方
針
を
参
考
と
し
つ
つ
、
３
の
取
組
方
針
を
踏
ま
え
、
広
域
的

な
施
策
の
実
施
や
既
存
施
策
の
活
用
等
に
よ
り
対
応
す
る
。
一
方
、
国
は
、
２
の
取

組
方
針
に
掲
げ
る
施
策
に
積
極
的
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え

つ
つ
、
ホ
ー
ム

レ
ス
が
少
な
い
地
方
公
共
団
体
も
積
極
的
に
ホ
ー
ム
レ
ス
対
策
に
取

り
組
め
る
よ
う
、
そ
の
事
業
の
推
進
に
努
め
る
。
 

(4
) 
 生

活
困
窮
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に
伴
う
ホ
ー
ム
レ
ス
対
策
の
更
な
る
推
進
 

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
は
、
恒
久
制
度
と
し
て
ホ
ー
ム
レ
ス
や
ホ
ー
ム
レ
ス
と

な
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
も
含
む
生
活
困
窮
者
を
対
象
に
、

す
べ

て
の

福
祉

事
務

所
設

置
自

治
体

が
必

ず
実

施
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
自

立

相
談
支
援
事
業
を
中
心
に
包
括
的
な
支
援
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

平
成

24
年
６
月
に
法
が
延
長
さ

れ
た
趣
旨
に
鑑
み
、
今
後
も

ホ
ー
ム
レ
ス
対
策
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等
の
関
連
制
度
と
連
携
し
包
括

的
な
支

援
を
恒
久
的
に
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

平
成

29
年
６

月
に

法
が

延
長
さ

れ
た
趣
旨
に
鑑
み
、
今
後
も
ホ
ー
ム
レ
ス
自
立

支
援
施
策
に
着

実
に

取
り

組
む

観
点
か

ら
、
各
地
域
の
ホ
ー
ム
レ
ス
や
ホ
ー
ム
レ
ス

と
な
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
お
そ
れ
の

あ
る
者
の
実
情
を
踏
ま
え
、
一
時
生
活

支
援
事
業
等
に
も
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
効
果
を

発
揮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
 

(
5
)
 
各
事
業
を

提
供

す
る
施
設
 

 
①
 
生
活
困

窮
者
・
ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
 

 
 

(ｱ
) 
概
要
 

法
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
自
立
に
向

け
た
意
欲
を
喚
起
さ
せ
る
と
と
も
に
、

職
業

相
談
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
就
労
に
よ
る
自
立
を
支
援
す
る
こ
と
を

目
的

と
し
た
施

設
で

あ
る
。
ま

た
、
困
窮
者
支
援
法
の
下
で
は
、
法
に
基
づ

く
ホ

ー
ム
レ
ス
の
み
な
ら
ず
、
生
活
困
窮
者
も
広
く
対
象
と
し
た
上
で
、
生

活
困

窮
者
の
相
談
に
応
じ
、
助
言
等
を
行
う
と
と
も
に
、
個
々
人
の
状
態
に

あ
っ

た
計
画
を
作
成
し
、
就
労
支
援

な
ど
必
要
な
支
援
を
行
う
自
立
相
談
支

援
事

業
と
、
一
定
の
住
居
を
持
た
な
い
生
活
困
窮
者
に
対
し
、
宿
泊
場
所
な

ど
の

日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
便
宜
を
供
与
す
る
形
で
、
一
時
生
活
支

援
事

業
を

一
体

的
に

提
供

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

運
営

さ
れ

る
も

の
で

あ
る

。
 

(ｲ
) 
名
称
の

変
更
 

こ
れ
ま
で
、
(ｱ
)に

規
定
す
る
機
能

を
有
す
る
施
設
に
つ
い
て
は
、「

ホ
ー

ム
レ

ス
自
立
支
援
施
設
」

と
い
う
名

称
が
使
用
さ
れ
て

き
た
が
、

(
ｱ)
に

規

定
し

て
い
る
と
お
り
、
そ
の
支
援
対
象
は
ホ
ー
ム
レ
ス
に
限
定
さ
れ
る
も
の

で
は

な
く
、
ま
た
、
施
設
内
に
お
い
て
活
用
さ
れ
て
い
る
制
度
に
つ
い
て
も
、

法
及

び
困

窮
者

支
援

法
に

基
づ

く
も

の
な

ど
複

数
に

わ
た

っ
て

い
る

こ
と

か
ら
、
施
設

の
機

能
の

明
確
化

を
図
る
た
め
、
本
基
本
方
針
を
も
っ
て
、
そ

の
名

称
を
「
生
活
困
窮
者
・
ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
自

立
支

援
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
」
と
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

②
 

生
活
困
窮

者
一

時
宿

泊
施

設
 

(ｱ
) 
概
要
 

に
着
実
に
取
り
組
む
観
点
か
ら
、
各
地
域
の
ホ
ー
ム
レ
ス
の
実
情
を
踏
ま
え
、
生
活

困
窮
者
自
立
支
援
法
の
事
業
を
適
切
に
活
用
し
、
自
立
相
談
支
援
事
業
に
よ
り
ホ
ー

ム
レ

ス
や

ホ
ー

ム
レ

ス
と

な
る

こ
と

を
余

儀
な

く
さ

れ
る

お
そ

れ
の

あ
る

者
の

早

期
の
把
握
を
図
り
つ
つ
、
必
要
に
応
じ
て
、
こ
れ
以
外
の
一
時
生
活
支
援
事
業
等
に

も
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
効
果
を
発
揮
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。
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法
の

趣
旨

に
基

づ
き

、
緊
急

一
時
的
な
宿
泊
場
所
を
提
供
す
る
施
設
で
あ

る
。
ま
た
、
困
窮
者
支
援
法
の
下
で
は
、
一
定
の
住
居
を
持
た
な
い
生
活
困

窮
者

に
対
し
、
緊
急
一
時
的
な
宿
泊
場
所
と
し
て
、
施
設
を
設
置
し
、
又
は
、

旅
館

や
ア
パ
ー
ト
等
の
一
室
を
借
り
上
げ
て
供
与
す
る
形
で
、
一
時
生
活
支

援
事

業
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
運
営
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 

(ｲ
) 
名
称
の

変
更
 

 
 
 
こ

れ
ま
で
、
(
ｱ)
に
規
定
す
る
機
能

を
有
す
る
施
設
に
つ
い
て
は

、
「
ホ

ー
ム

レ
ス
緊
急
一
時
宿
泊
施
設
」
と
い
う
名
称
が
使
用
さ
れ
て
き
た
が
、
(ｱ
)

に
規

定
し
て
い
る
と
お
り
、
そ
の
支
援
対
象
は
ホ
ー
ム
レ
ス
に
限
定
さ
れ
る

も
の

で
は
な
く
、
ま
た
、
施
設
内
に
お
い
て
活
用
さ
れ
て
い
る
制
度
に
つ
い

て
も

、
法
及
び
困
窮
者
支
援
法
に
基
づ
く
も
の
な
ど
複
数
に
わ
た
っ
て
い
る

こ
と

か
ら
、
施
設
の
機
能
の
明
確
化
を
図
る
た
め
、
本
基
本
方
針
を
も
っ
て
、

そ
の

名
称
を
「
生
活
困
窮
者
一
時
宿
泊
施
設
（
以
下
「
シ
ェ
ル
タ
ー
」
と
い

う
。

）
」
と
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

  
２

 
各
課
題
に
対

す
る
取
組
方
針
 

(
1
)
 
ホ

ー
ム

レ
ス

の
就
業

の
機

会
の

確
保

に
つ

い
て

（
法
第

８
条

第
２

項
第
１

号
関

係
）
 

ホ
ー
ム
レ
ス
の
就
業
に
よ
る
自
立
を
図
る
た
め
に
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
自
ら
の
意
思

に
よ
る
自
立
を
基
本
と
し
て
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
個
々
の
就
労
の
状

況
、
心
身
の
状
況
、

地
域
社
会
か
ら
の
孤
立
の
状
況
等
に
応
じ
た

就
業
ニ
ー
ズ
や
職
業
能
力
を
踏
ま
え
、

就
業
の
機
会
の
確
保
を
図
る
こ
と
や
、
安
定

し
た
雇
用
の
場
の
確
保
に
努
め
る
こ
と

な
ど
が
重
要
で
あ
る
。
 

こ
の
た
め
、
就
業
に
よ
る
自
立
の
意
思
が
あ
る
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
し
て
、
国
及
び

地
方
公
共
団
体
は
、
以
下
の
と
お
り
、
ホ
ー

ム
レ
ス
の
自
立
の
支
援
等
を
行
っ
て
い

る
民
間
団
体
と
の
連
携
を
図
り
、
求
人
の
確
保
や
職
業
相
談
の
実
施
、
職
業
能
力
開

発
の
支
援
等
を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
の
実

情
に
応
じ
た
施
策
を
講
じ
て
い
く
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。
 

①
 

ホ
ー
ム
レ

ス
の

雇
用

の
促

進
を
図

る
た
め
に
は
、
ホ
ー
ム
レ

ス
に
関
す
る
問
題

に
つ
い
て
事
業
主
等
の
理
解
を
深
め
る
必
要
が
あ
り
、
事
業
主
等
に
対
す
る
啓
発

                
２
 
各
課
題
に
対
す
る
取
組
方
針
 

(
1
)
 
ホ
ー
ム
レ
ス
の
就
業
の
機
会
の
確
保
に
つ
い
て
 

 

ホ
ー
ム
レ
ス
の
就
業
に
よ
る
自
立
を
図
る
た
め
に
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
自
ら
の
意
思

に
よ
る
自
立
を
基
本
と
し
て
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
個
々
の
就
業
ニ
ー
ズ
や
職
業
能
力
に

応
じ
た
対
策
を
講
じ
、
就
業
の
機
会
の
確
保
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
安
定

し
た
雇
用

の
場
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 

こ
の
た
め
、
就
業
に
よ
る
自
立
の
意
思
が
あ
る
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
し
て
、
国
及
び

地
方
公
共
団
体
は
、
以
下
の
と
お
り
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
の
支
援
等
を
行
っ
て
い

る
民
間
団
体
と
の
連
携
を
図
り
、
求
人
の
確
保
や
職
業
相
談
の
実
施
、
職
業
能
力
開

発
の
支
援
等
を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
施
策
を
講
じ
て
い
く
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。
 

 

ア
 
ホ
ー
ム
レ
ス
の
雇
用
の
促
進
を
図
る
た
め
に
は
、
ホ
ー
ム
レ

ス
に
関
す
る
問
題

に
つ
い
て
事
業
主
等
の
理
解
を
深
め
る
必
要
が
あ
り
、
事
業
主
等
に
対
す
る
啓
発



Ⅵ 資 料 

 

１１９ 

活
動
を
行
う
。
 

②
 

ホ
ー
ム
レ
ス
の
就
業
の
機
会
を
確
保
す

る
た
め
に
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
個
々
の

就
業

ニ
ー

ズ
や

職
業

能
力

に
応

じ
た

求
人

開
拓

や
求

人
情

報
の

収
集

等
が

重
要

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
就
職

に
結
び
つ
く
可
能
性
の
高
い
職
種
の
求

人
開
拓
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
活
用
し
た
求
人
情
報
等
の
収
集
に
努
め
、
民
間

団
体
と
も
連
携
を
図
り
、
そ
れ
ら
の
情
報
に
つ
い
て
ホ
ー
ム
レ
ス
へ
の
提
供
に
努

め
る
。
 

③
 

ホ
ー
ム
レ
ス
の
就
業
ニ
ー
ズ
を
的
確
に

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
自

立
支
援
セ
ン
タ
ー
等
に
お
い
て
、
年
齢
等
の
特
性
を
踏
ま
え
、
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
や
き
め
細
か
な
職
業
相
談
等
を
実
施
す
る
。
 

ま
た
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
就
職
後
の
職
場

へ
の
定
着
を
図
る
た
め
、
民
間
団
体
と

の
連
携
を
進
め
、
必
要
に
応
じ
て
、
職
場
定
着
指
導
等
の
援
助
を
行
う
。
 

④
 

ホ
ー
ム
レ
ス
の
早
期
就
職
の
実
現
や
雇

用
機
会
の
創
出
を
図
る
た
め
、
事
業
所

で
の
一
定
期
間
の
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
事
業
の
実
施
に
よ
り
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
新
た

な
職
場
へ
の
円
滑
な
適
応
を
促
進
す
る
。
 

⑤
 

ホ
ー
ム
レ
ス
の
就
業
の
機
会
を
確
保
す

る
た
め
に
は
、
地
方
公
共
団
体
や
地
域

の
民

間
団

体
等

が
相

互
に

密
接

な
連

携
を

図
り

つ
つ

対
策

を
講

じ
て

い
く

こ
と

が
重

要
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
こ

れ
ら

の
団

体
等

で
構

成
さ

れ
る

協
議

会
に

お
い

て
、
ホ
ー

ム
レ

ス
就

業
支

援
事

業
と
し

て
、
就
業
支
援
、
就
業
機
会
確
保
支
援
、

職
場
体
験
講
習
、
就
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー
等
を
総
合
的
に
実
施
す
る
。
 

⑥
 

ホ
ー
ム
レ
ス
の
就
業
の
可
能
性
を
高
め

る
た
め
に
は
、
求
人
側
の
ニ
ー
ズ
や
ホ

ー
ム

レ
ス

の
就

業
ニ

ー
ズ

等
に

応
じ

た
職

業
能

力
の

開
発

及
び

向
上

を
図

る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
技
能
の
習

得
や
資
格
の
取
得
等
を
目
的
と
し
た
技

能
講
習
や
職
業
訓
練
の
実
施
に
よ
り
、
ホ
ー

ム
レ
ス
の
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向

上
を
図
る
。
 

⑦
 

直
ち
に
常
用
雇
用
に
よ
る
自
立
が
困
難

な
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
し
て
は
、
国
及
び

地
方

公
共

団
体

と
Ｎ

Ｐ
Ｏ

、
社

会
福

祉
法

人
、

消
費

生
活

協
同

組
合

等
の

民

間
団

体
が

連
携

し
な

が
ら

、
段

階
的

に
就

労
支

援
を

行
う

こ
と

が
重

要
で

あ

る
。
例
え

ば
、
生
活

困
窮

者
就
労

準
備
支

援
事
業
（
以
下
「
就
労
準
備
支
援
事
業
」

と
い
う
。
）
を
通
じ
て
、
社
会
生
活
に
必

要
な
生
活
習
慣
を
身
に
つ
け
る
た
め
の

活
動
を
行
う
。
 

イ
 
ホ
ー
ム
レ
ス
の
就
業
の
機
会
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
個
々
の

就
業

ニ
ー

ズ
や

職
業

能
力

に
応

じ
た

求
人

開
拓

や
求

人
情

報
の

収
集

等
が

重
要

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
就
職
に
結
び
つ
く
可
能
性
の
高
い
職
種
の
求

人
開
拓
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
活
用
し
た
求
人
情
報
等
の
収
集
に
努
め
、
民
間

団
体
と
も
連
携
を
図
り
、
そ
れ
ら
の
情
報
に
つ
い
て
ホ
ー
ム
レ
ス
へ
の
提
供
に
努

め
る
。
 

ウ
 
ホ
ー
ム
レ
ス
の
就
業
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
自

立
支
援
セ
ン
タ
ー
等
に
お
い
て
、
年
齢
等
の
特
性
を
踏
ま
え
、
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
や
き
め
細
か
な
職
業
相
談
等
を
実
施
す
る
。
 

ま
た
、
ホ

ー
ム
レ
ス
の
就
職
後
の
職
場
へ
の
定
着
を
図
る
た
め
、
民
間
団
体
と

の
連
携
を
図
り
、
必
要
に
応
じ
て
、
職
場
定
着
指
導
等
の
援
助
を
行
う
。
 

エ
 
ホ
ー
ム
レ
ス
の
早
期
再
就
職
の
実
現
や
雇
用
機
会
の
創
出
を
図
る
た
め
、
事
業

所
で
の
一
定
期
間
の
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
事
業
の
実
施
に
よ
り
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
新

た
な
職
場
へ
の
円
滑
な
適
応
を
促
進
す
る
。
 

オ
 
ホ
ー
ム
レ
ス
の
就
業
の
機
会
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
地
方
公
共
団
体
や
地
域

の
民

間
団

体
等

が
相

互
に

密
接

な
連

携
を

図
り

つ
つ

対
策

を
講

じ
て

い
く

こ
と

が
重

要
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
こ

れ
ら

の
団

体
等

で
構

成
さ

れ
る

協
議

会
に

お
い

て
、
就
業
支
援
、
就
業
機

会
確
保
支
援
、
職
場
体
験
講
習
及
び
就
職
支
援
セ
ミ
ナ

ー
等
を
総
合
的
に
実
施
す
る
。
 

カ
 
ホ
ー
ム
レ
ス
の
就
業
の
可
能
性
を
高
め
る
た
め
に
は
、
求
人
側
の
ニ
ー
ズ
や
ホ

ー
ム

レ
ス

の
就

業
ニ

ー
ズ

等
に

応
じ

た
職

業
能

力
の

開
発

及
び

向
上

を
図

る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
技
能
の
習
得
や
資
格
の
取
得
等
を
目
的
と
し
た
技

能
講
習
や
職
業
訓
練
の
実
施
に
よ
り
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向

上
を
図
る
。
 

キ
 
直
ち
に
常
用
雇
用
に
よ
る
自
立
が
困
難
な
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
し
て
は
、
国
及
び

地
方

公
共

団
体

と
Ｎ

Ｐ
Ｏ

、
社

会
福

祉
法

人
、

消
費

生
活

協
同

組
合

等
の

民

間
団

体
が

連
携

し
な

が
ら

、
段

階
的

に
就

労
支

援
を

行
う

こ
と

が
重

要
で

あ

る
。
例
え
ば
、
生
活
困
窮
者
就
労
準
備
支
援
事
業
（
以
下
「
就
労
準
備
支
援
事
業
」

と
い
う
。
）
を
通
じ
て
、
社
会
生
活
に
必
要
な
生
活
習
慣
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
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１２０ 

支
援
を
含
め
、
一
般
就
労
の
た
め
の
準
備

と
し
て
の
基
礎
能
力
の
形
成
に
向
け
た

支
援
を
計
画
的
か
つ
一
貫
し
て
行
う
と
と
も
に
、
一
般
就
労
を
前
に
柔
軟
な
働
き

方
を
す
る
必
要
が
あ
る
者
に
対
し
て
、
就
労
の
機
会
を
提
供
し
、
就
労
に
必
要
な

知
識

及
び

能
力

の
向

上
の

た
め

に
必

要
な

訓
練

等
を

行
う

生
活

困
窮

者
就

労
訓

練
事
業
（
以
下
「
就
労
訓
練
事
業
」
と
い
う
。
）
の
利
用
を
促
す
。
 

⑧
 
 
ホ
ー
ム
レ
ス
の
就
業
に
よ
る
自
立
を
支

援
す
る
た
め
に
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
の
民
間

団
体
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
す
る

求
人
情
報
等
の
提
供
や
技
能
講
習
等
の
実
施
に
当
た
り
、
こ
れ
ら
の
団
体
と
の
連

携
を
図
る
。
 

 
 
 
(2
) 
安
定
し
た
居
住
の
場
所
の
確
保
に
つ
い
て
（
法
第
８
条
第
２
項
第
１
号
関
係
）
 

ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支
援
施
策
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
就
労
の
状
況
、
心
身
の
状
況
、

地
域
社
会
か
ら
の
孤
立
の
状
況
等
に
応
じ
、
自
ら
の
意
思
で
自
立
し
て
生
活
で
き
る

よ
う
に
支
援
す
る
こ
と
が
基
本
で
あ
り
、
ホ

ー
ム
レ
ス
自
立
支
援
事
業
を
通
じ
た
就

労
機
会
の
確
保
等
に
よ
り
、
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
ホ

ー
ム
レ
ス
に
対
し
て
、
安
定
し
た
居
住
の
場
所
を
確
保
す
る
た
め
の
入
居
の
支
援
等

が
必
要
で
あ
る
。
 

こ
の
た
め
、
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
民
間
団
体
等
が
連
携
し
た
上
で
、
以
下
の

と
お
り
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
つ
つ
、
公

営
住
宅
及
び
民
間
賃
貸
住
宅
を
通
じ
た

施
策
を
講
ず
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 

①
 

高
齢
層
の

単
身

者
が

多
い

ホ
ー
ム

レ
ス
の
実
態
に
鑑
み
、
ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支

援
事
業
等
を
通
じ
て
就
労
機
会
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
日
常
生
活
を
営
む
こ
と

が
可
能
と
認
め
ら
れ
る
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
し
て
は
、
地
域
の
住
宅
事
情
等
を
踏
ま

え
つ
つ
、
公
営
住
宅
の
事
業
主
体
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
優
先
入
居

の
制
度
の
活
用
等
に
配
慮
す
る
。
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
住
宅
セ
ー

フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
法
に
規
定
す
る
居
住
支
援
協
議
会
の
枠
組
み
も
活
用
し
つ
つ
、
福

祉
部
局
と
住
宅

部
局

と
の

連
携

を
強
化

す
る
。
 

  

②
 
 
民
間
賃
貸
住
宅
に
関
わ
る
団
体
に
対
し
、
以
下
の
事
項
を
要
請
す
る
。
 

(ｱ
) 
自
立
し

た
日

常
生

活
を
営

む
こ
と

が
可
能
と
認
め
ら
れ
る
ホ
ー
ム
レ
ス
が
、

支
援
を
含
め
、
一
般
就
労
の
た
め
の
準
備
と
し
て
の
基
礎
能
力
の
形
成
に
向
け
た

支
援
を
計
画
的
か
つ
一
貫
し
て
行
う
と
と
も
に
、
一
般
就
労
を
前
に
柔
軟
な
働
き

方
を
す
る
必
要
が
あ
る
者
に
対
し
て
、
就
労
の
機
会
を
提
供
し
、
就
労
に
必
要
な

知
識

及
び

能
力

の
向

上
の

た
め

に
必

要
な

訓
練

等
を

行
う

生
活

困
窮

者
就

労
訓

練
事
業
（
以
下
「
就
労
訓
練
事
業
」
と
い
う
。
）
の
利
用
を
促
す
。
 

ク
 
 
ホ
ー
ム
レ
ス
の
就
業
に
よ
る
自
立
を
支
援
す
る
た
め
に
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
の
民
間

団
体
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
す
る

求
人
情
報
等
の
提
供
や
技
能
講
習
等
の
実
施
に
お
い
て
連
携
を
図
る
。
 

  
 
 
 
(2
) 
安
定
し
た
居
住
の
場
所
の
確
保
に
つ
い
て
 

ホ
ー
ム
レ
ス
対
策
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
が
自
ら
の
意
思
で
自
立
し
て
生
活
で
き
る
よ

う
に
支
援
す
る
こ
と
が
基
本
で
あ
り
、
ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支
援
事
業
を
通
じ
て
就
労

の
機
会
が
確
保

さ
れ
る
こ
と
等
に
よ
り
、
地
域
社
会
の
中
で
自
立
し
た
日
常
生
活
を

営
む
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
し
て
、
住
居
へ
の
入
居
の
支

援
等
に

よ
り
、
安
定
し
た
居
住
の
場
所
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

こ
の
た
め
、
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
民
間
団
体
等
が
連
携
し
た
上
で
、
以
下
の

と
お
り
、
地
域

の
実
情
を
踏
ま
え
つ
つ
、
公
営
住
宅
及
び
民
間
賃
貸
住
宅
を
通
じ
た

施
策
を
講
ず
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 

 

ア
 
高
齢
層
の
単
身
者
が
多
い
ホ
ー
ム
レ
ス
の
実
態
に
か
ん
が
み
、
ホ
ー
ム
レ
ス
自

立
支
援
事
業
等
を
通
じ
て
就
労
の
機
会
が
確
保
さ
れ
る
等
、
自
立
し
た
日
常
生
活

を
営
む
こ
と
が
可
能
と
認
め
ら
れ
る
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
し
て
は
、
地
域
の
住
宅
事

情
等

を
踏

ま
え

つ
つ

、
公

営
住

宅
の

事
業

主
体

で
あ

る
地

方
公

共
団

体
に

お
い

て
、
優
先
入
居
の
制
度
の
活
用
等
に
配
慮
す
る
。
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い

て
、

住
宅

確
保

要
配

慮
者

に
対

す
る

賃
貸

住
宅

の
供

給
の

促
進

に
関

す
る

法
律

（
平
成

19
年
法
律
第

11
2
号
）
第

10
条
第
１
項
に
規
定
す
る
居
住
支
援
協
議
会

の
枠
組
み
も
活
用
し
つ
つ
、
民
間
賃
貸
住
宅
に
関
わ
る
団
体
と
自
立
支
援
セ
ン
タ

ー
そ
の
他
福
祉
部
局
と
の
連
携
を
図
る
よ
う
努
め
る
。
 

イ
 
 
民
間
賃
貸
住
宅
に
関
わ
る
団
体
に
対
し
、
以
下
の
事
項
を
要
請
す
る
。
 

(ｱ
) 
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
可
能
と
認
め
ら
れ
る
ホ
ー
ム
レ
ス
が
、
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１２１ 

地
域

に
お

け
る

低
廉

な
家

賃
の

民
間

賃
貸

住
宅

に
関

す
る

情
報

を
得

ら
れ

る

よ
う
、
こ
れ
ら
の
情
報
の
ホ
ー
ム
レ
ス

へ
の
提
供
に
つ
い
て
、
自
立
支
援
セ
ン

タ
ー
や
、
そ
の
他
福
祉
部
局
と
の
連
携

を
図
る
こ
と
。
 

(ｲ
) 
ホ
ー
ム

レ
ス

の
大

半
が
家

族
・
親
族
と
の
連
絡
が
途
絶
え
て
い
る
実
情
に
鑑

み
、
民
間
賃
貸
住
宅
へ
の
入
居
に
際
し

て
必
要
と
な
る
保
証
人
が
確
保
さ
れ
な

い
場
合
に
お
い
て
、
民
間
の
保
証
会
社

等
に
関
す
る
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
、

自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
や
、
そ
の
他
福
祉

部
局
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
。
 

(
ｳ
) 

各
会

員
に

対
す

る
研

修
等

の
場

に
お

い
て

、
法

の
趣
旨

等
を

周
知

す
る

こ

と
。
 

③
 

ホ
ー
ム
レ
ス
の
う
ち
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
（
平
成

27
年
厚

生
労
働
省
令
第

16
号
）

に
定
め

る
住
居
確
保
給
付
金
の
対
象
者
要
件
に
該
当
す

る
者
に
対
し
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
一
時

生
活
支
援
事
業
に
よ
る
支
援
を
提
供
し

つ
つ
、
誠

実
か
つ
熱
心
に
就
職
活
動
を
行
う
こ
と
又
は
就
労
支
援
を
受
け
る
こ
と

を
条
件
に
、
速
や
か
に
住
居
確
保
給
付
金
の
支
給
を
行
う
。
ま
た
、
路
上
（
野
宿
）

生
活
に
至
る
こ
と
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
離
職
等
に
よ
り
住
居
を
失
う
お
そ
れ

の
あ

る
生

活
困

窮
者

に
対

し
て

も
、

同
様

に
速

や
か

な
支

給
を

行
う

よ
う

努
め

る
。
 

④
 

シ
ェ

ル
タ

ー
等

を
利

用
し

て
い

た
者

や
、

居
住

に
困

難
を

抱
え

る
者

で
あ

っ

て
、
地
域
社
会
か
ら
孤
立
し
た
状
態
に
あ
る
者
が
日
常
生
活
を
営
む
た
め
に
は
、

一
定
期
間
、
訪
問
に
よ
る
見
守
り
や
生
活
支
援
等
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
困

窮
者
支
援
法
第
３
条
第
６
項
第
２
号
に
基
づ
く
事
業
（
地
域
居
住
支
援
事
業
）
や
、

住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
法
に
定
め
る
居
住
支
援
法
人
に
よ
る
入
居
相
談
・
援
助

や
生

活
支

援
等

に
よ

る
住

居
の

確
保

と
地

域
生

活
の

継
続

に
必

要
な

支
援

を
実

施
す
る
。
 

(
3
)
 
保
健
及
び

医
療

の
確
保
に

つ
い
て
（
法
第
８
条
第
２
項
第
１
号
関
係
）
 

ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
す
る
保
健
医
療
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
ホ
ー
ム
レ
ス
の

ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
健
康
相
談
、
保
健
指
導
等
に
よ
る
健
康
対
策
や
結
核
検
診
等
の
医

療
対
策
を
推
進
し
て
い
く
と
と
も
に
、
ホ
ー

ム
レ
ス
の
衛
生
状
況
を
改
善
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
都
道
府
県
と
市
町
村
が
連
携
し
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
健
康

状
態
の
把
握
や
清
潔
な
衛
生
状
態
の
保
持
に

努
め
る
と
と
も
に
、
疾
病
の
予
防
、
検

地
域

に
お

け
る

低
廉

な
家

賃
の

民
間

賃
貸

住
宅

に
関

す
る

情
報

を
得

ら
れ

る

よ
う
、
こ
れ
ら
の
情
報
の
ホ
ー
ム
レ
ス
へ
の
提
供
に
つ
い
て
、
自
立
支
援
セ
ン

タ
ー
そ
の

他
福
祉
部
局
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
。
 

(ｲ
) 
ホ
ー
ム

レ
ス
の
大
半
が
家
族
・
親
族
と
の
連
絡
が
途
絶
え
て
い
る
実
情
に
か

ん
が
み
、
民
間
賃
貸
住
宅
へ
の
入
居
に
際
し
て
必
要
と
な
る
保
証
人
が
確
保
さ

れ
な
い
場

合
に
お
い
て
、
民
間
の
保
証
会
社
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供
に
つ
い

て
、
自
立

支
援
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
福
祉
部
局
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
。
 

(
ｳ
) 

各
会

員
に

対
す

る
研

修
等

の
場

に
お

い
て

、
法

の
趣
旨

等
を

周
知

す
る

こ

と
。
 

ウ
 
ホ
ー
ム
レ
ス
の
う
ち
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
（
平
成

27
年
厚

生
労
働
省
令
第

16
号
）
に
定
め
る
住
居
確
保
給
付
金
の
対
象
者
要
件
に
該
当
す

る
者
に
対
し
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
一
時
生
活
支
援
事
業
に
よ
る
支
援
を
提
供
し

つ
つ
、
誠
実
か
つ
熱
心
に
就
職
活
動
を
行
う
こ
と
又
は
就
労
支
援
を
受
け
る
こ
と

を
条
件
に
、
速
や
か
に
住
居
確
保
給
付
金
の
支
給
を
行
う
。
ま
た
、
路
上
（
野
宿
）

生
活
に
陥
る
こ
と
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
離
職
等
に
よ
り
住
居
を
失
う
お
そ
れ

の
あ

る
生

活
困

窮
者

に
対

し
て

も
、

同
様

に
速

や
か

な
支

給
を

行
う

よ
う

努
め

る
。
 

       

(
3
)
 
保
健
及
び
医
療
の
確
保
に
つ
い
て
 

ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
す
る
保
健
医
療
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
ホ
ー
ム
レ
ス
の

ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
健
康
相
談
、
保
健
指
導
等
に
よ
る
健
康
対
策
や
結
核
検
診
等
の
医

療
対
策
を
推
進
し
て
い
く
と
と
も
に
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
衛
生
状
況
を
改
善
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
都
道
府
県
と
市
町
村
が
連
携
し
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
健
康

状
態
の
把
握
や
清
潔
な
衛
生
状
態
の
保
持
に
努
め
る
と
と
も
に
、
疾
病
の
予
防
、
検
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１２２ 

査
、
治
療
等
が
包
括
的
に
で
き
る
保
健
医
療
及
び
福
祉
の
連
携
・
協
力
体
制
を
強
化

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 

ま
た
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
高
齢
化
や
路
上
（
野
宿
）
生
活
期
間
の
長
期
化
に
伴
い
、

一
定
程
度
存
在
す
る
健
康
状
態
の
悪
い
者
が

、
必
要
な
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
路
上
や
シ
ェ
ル
タ
ー
等

に
お
い
て
、
保
健
師
、
看
護
師
、
精
神

保
健

福
祉

士
等

の
保

健
医

療
職

に
よ

る
医

療
的

視
点

に
基

づ
い

た
き

め
細

か
な

相

談
や
支
援
を
実
施
す
る
。
 

さ
ら
に
、
ホ
ー
ム
レ
ス
に
つ
い
て
は
、
野
宿
と
い
う
過
酷
な
生
活
に
よ
り
結
核
を

発
症
す
る
者
も
少
な
く
な
い
。
結
核
の
り
患
率
の
高
い
地
域
等
、
特
に
対
策
を
必
要

と
す
る
地
域
に
お
い
て
、
保
健
所
、
医
療
機
関
、
福
祉
事
務
所
、
自
立
相
談
支
援
事

業
を
実
施
す
る
機
関
（
以
下
「
自
立
相
談
支

援
機
関
」
と
い
う
。
）
や
、
一
時
生
活

支
援
事
業
を
実
施
す
る
事
業
者
等
が
密
接
な

連
携
を
図
り
、
以
下
の
よ
う
な
効
果
的

な
対
策
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

①
 

自
立
相
談
支
援
機
関
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス

の
健
康
対
策
の
推
進
を
図
る
た
め
、
窓

口
や
巡
回
に
よ
る
相
談
を
通
じ
て
、
保
健
所
等
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
医
療
機
関

へ
の
受
診
に
つ
な
げ
る
。
 

 

②
 

一
時

生
活

支
援

事
業

を
実

施
す

る
事

業
者

は
、

健
康

相
談

等
を

行
う

と
と

も

に
、
必
要
に
応
じ
、
保
健
所
等
の
関
係
機
関
と
連
携
し
、
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
し
、

健
康
相
談
等
の
医
療
的
な
支
援
を
行
う
。
 

  

③
 
 
保
健
所
等

は
、
結
核

に
り

患
し
て

い
る
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
し
、
服
薬

や
医
療
の

中
断
等
の
不
完
全
な
治
療
に
よ
る
結
核
再
発
や
薬
剤
耐
性
化
を
防
ぐ
た
め
、
訪
問

に
よ
る
服
薬
対
面
指
導
等
を
実
施
す
る
。
 

④
 

ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
す
る
医
療
の
確
保
を
図
る
た
め
、
医
師
法
（
昭
和

23
年
法

律
第

2
01

号
）
第

19
条
第
１

項
及
び

歯
科

医
師
法
（
昭
和

23
年
法
律
第

2
0
2

号
）
第

1
9
条
第
１
項
に
規
定
す
る
医
師
及
び
歯
科
医
師
の
診
療
に
応
ず
る
義
務

に
つ
い
て
改
め
て
周
知
に
努
め
、
ま
た
、
無

料
低
額
診
療
事
業
（
社
会
福
祉
法
（
昭

和
2
6
年

法
律
第

4
5
号
）
第
２
条
第
３
項
第
９
号
の
無
料
低
額
診
療
事
業
を
い

査
、
治
療
等
が

包
括
的
に
で
き
る
保
健
医
療
及
び
福
祉
の
連
携
・
協
力
体
制
を
強
化

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 

     

ま
た

、
ホ
ー
ム
レ
ス
に
つ
い
て
は
、
野
宿
と
い
う
過
酷
な
生
活
に
よ
り
結
核
を
発

症
す
る
者
も
少
な
く
な
い
。
結
核
の
り
患
率
の
高
い
地

域
等
、
特
に
対
策
を
必
要
と

す
る
地
域
に
お
い
て
、
保
健
所
、
医
療
機
関
、
福
祉
事
務
所
、
自
立
相
談
支
援
事
業

を
実
施
す
る
機
関
（
以
下
「
自
立
相
談
支
援
機
関
」
と
い
う
。
）
等
が
密
接
な
連
携

を
図
り
、
以
下
の
よ
う
な
効
果
的
な
対
策
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

 

ア
 
ホ
ー
ム
レ
ス
の
健
康
対
策
の
推
進
を
図
る
た
め
、
保
健
所
に

お
い
て
窓
口
や
巡

回
に
よ
る
健
康
相
談
、
保
健
指
導
等
を
行
う
等
、
個
々
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
保
健

サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
る
相
談
及
び
指
導
体
制
を
整
備
し
、
必
要
な
人
材
を
確
保

す
る
。
 

イ
 
保
健
所
は
、
健
康
に
不
安
を
抱
え
る
ホ
ー
ム
レ
ス
の
疾
病
の
早
期
発
見
に
努
め

る
た
め
、
健
康
相
談
等
を
積
極
的
に
実
施
し
、
医
療
の
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

ホ
ー
ム
レ

ス
が
、
適
切
な
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
福
祉
事
務
所
、
自
立
相
談

支
援
機
関
等
と
密
接
な
連
携
を
図
り
な
が
ら
医
療
機
関
へ
の
受
診
に
つ
な
げ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
者
に
つ
い
て
継
続
的
な
相
談
及
び
支
援
を
実
施
す
る
。
 

ウ
 
特
に
、
結

核
に
り
患
し
て
い
る
ホ
ー
ム
レ
ス
に
つ
い
て
は
、
服
薬
や
医
療
の
中

断
等
の
不
完
全
な
治
療
に
よ
る
結
核
再
発
や
薬
剤
耐
性
化
を
防
ぐ
た
め
、
訪
問
に

よ
る
服
薬
対
面
指
導
等
を
実
施
す
る
。
 

エ
 
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
す

る
医
療
の
確
保
を
図
る
た
め
、
医
師
法
（
昭
和

23
年
法

律
第

2
01

号
）
第

19
条
第
１
項
及
び
歯
科
医
師
法
（
昭
和

23
年
法
律
第

2
0
2

号
）
第

1
9
条
第
１
項
に
規
定
す
る
医
師
及
び
歯
科
医
師
の
診
療
に
応
ず
る
義
務

に
つ
い
て
改
め
て
周
知
に
努
め
、
ま
た
、
無
料
低
額
診
療
事
業
（
社
会
福
祉
法
（
昭

和
2
6
年
法
律
第

4
5
号
）
第
２
条
第
３
項
第
９
号
の
無
料
低
額
診
療
事
業
を
い
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１２３ 

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
施
設
の
積
極
的
な
活
用
を
図
る
と
と
も
に
、
病
気
等

に
よ

り
急

迫
し

た
状

態
に

あ
る

者
及

び
要

保
護

者
が

医
療

機
関

に
緊

急
搬

送
さ

れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
生
活
保
護
の
適
用
を
行
う
。
 

    

(4
) 
生
活
に
関
す
る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
（
法
第
８
条
第
２
項
第

２
号
関
係
）
 

ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
す
る
生
活
相
談
や
生
活
指
導
を
効
果
的
に
進
め
る
た
め
に
は
、

個
々
の
ホ
ー
ム
レ
ス
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
対

応
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
ニ
ー

ズ
に
的
確
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
、
以
下
の
よ

う
な
関
係
機
関
の
相
互
連
携
を
強
化
し

た
総
合
的
な
相
談
体
制
の
確
立
が
必
要
で
あ

る
。
 

①
 

福
祉

事
務

所
及

び
自

立
相

談
支

援
機

関
を

中
心

と
し

て
、

各
種

相
談

支
援

機

関
、
救
護
施
設
（
生
活
保
護
法
第

38
条
第
２
項
の
救
護
施
設
を
い
う
。
）
等
の

社
会

福
祉

施
設

が
相

互
に

連
携

し
て

総
合

的
な

相
談

及
び

指
導

体
制

を
確

立
す

る
。
 

そ
の
際
、
そ
れ
ぞ
れ
の
相
談
機
能
に
応
じ
て
必
要
な
人
材
を
確
保
す
る
と
と
も

に
、
研
修
等
に
よ
り
職
員
の
資
質
向
上
を
図
る
。
 

②
 

ホ
ー
ム
レ

ス
は
、
路
上
（

野
宿
）
生
活
に
よ
り
健
康
状
態
が
悪
化
し
て
い
る
ケ

ー
ス
が
多
く
、
身
体
面
は
も
ち
ろ
ん
、
精
神
面
に
お
い
て
も
対
応
が
必
要
な
場
合

が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
健
康
相
談
と
し
て
身
体
面
の
ケ
ア
だ
け
で
な
く
、
特
に
ホ

ー
ム

レ
ス

に
対

す
る

心
の

ケ
ア

に
つ

い
て

も
精

神
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
や

保
健

所
等
と
連

携
し

て
行

う
。
ま
た

、
巡

回
相
談
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
に
応

じ
て
精
神
科
医
や
保

健
師
等
の
専
門
職
の
活
用
を
検
討
す
る
。
 

③
 

各
地
方
公
共
団
体
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等
の
民
間
団
体
を
は
じ

め
、
民
生
委
員
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
社
会
福
祉
士
会
及
び
地
域
住
民
と
の
連
携

に
よ
る
積
極
的
な
相
談
事
業
を
実
施
し
、
具
体
的
な
相
談
内
容
や
当
該
ホ
ー
ム
レ

ス
の
状
況
に
応
じ
て
福
祉
事
務
所
、
自
立
相
談
支
援
機
関
及
び
公
共
職
業
安
定
所

等
の
関
係
機
関
へ
の
相
談
に
つ
な
げ
る
。
 

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
施
設
の
積
極
的
な
活
用
を
図
る
と
と
も
に
、
病
気
等

に
よ

り
急

迫
し

た
状

態
に

あ
る

者
及

び
要

保
護

者
が

医
療

機
関

に
緊

急
搬

送
さ

れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
生
活
保
護
の
適
用
を
行
う
。
 

オ
 
保
健
所
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
す
る
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
が
図
ら
れ
る

よ
う
、
医
療
機
関
、
福
祉
事
務
所
、
自
立
相
談
支
援
機
関
、
民
間
団
体
、
地
域
住

民
等
と
連
携
・
協
力
し
、
ホ
ー
ム
レ
ス
が
自
ら
健
康
づ
く
り
を
行
え
る
よ
う
支
援

す
る
。
 

(4
) 
生
活
に
関
す

る
相
談
及
び
指
導
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
す
る
生
活
相
談
や
生
活
指
導
を
効
果
的
に
進
め
る
た
め
に
は
、

個
々
の
ホ
ー
ム
レ
ス
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
対
応
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
ニ
ー

ズ
に
的
確
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
、
以
下
の
よ
う
な
関
係
機
関
の
相
互
連
携
を
強
化
し

た
総
合
的
な
相
談
体
制
の
確
立
が
必
要
で
あ
る
。
 

 

ア
 

福
祉

事
務

所
及

び
自

立
相

談
支

援
機

関
を

中
心

と
し

て
、

各
種

相
談

支
援

機

関
、
救
護
施
設
（
生
活
保
護
法
第

38
条
第
２
項
の
救
護
施
設
を
い
う
。
）
等
の

社
会

福
祉

施
設

が
相

互
に

連
携

し
て

総
合

的
な

相
談

及
び

指
導

体
制

を
確

立
す

る
。
 

そ
の
際
、
そ
れ
ぞ
れ
の
相
談
機
能
に
応
じ
て
必
要
な
人
材
を
確
保
す
る
と
と
も

に
、
研
修
等
に
よ
り
職
員
の
資
質
向
上
を
図
る
。
 

イ
 
ホ
ー
ム
レ
ス
は
、
路
上
（
野
宿
）
生
活
に
よ
り
健
康
状
態
が
悪
化
し
て
い
る
ケ

ー
ス
が
多
く
、
身
体
面
は
も
ち
ろ
ん
、
精
神
面
に
お
い
て
も
対
応
が
必
要
な
場
合

が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
健
康
相
談
と
し
て
身
体
面
の
ケ
ア
だ
け
で
な
く
、
特
に
ホ

ー
ム

レ
ス

に
対

す
る

心
の

ケ
ア

に
つ

い
て

も
精

神
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
や

保
健

所
と
連
携
し
て
行
う
。
ま
た
、
巡
回
相
談
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ

て
精
神
科
医
等
の
専
門
職
の
活
用
を
検
討
す
る
。
 

ウ
 
各
地
方
公
共
団
体
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等
の
民
間
団
体
を
は
じ

め
、
民
生
委
員
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
社
会
福
祉
士
会
及
び
地
域
住
民
と
の
連
携

に
よ
る
積
極
的
な
相
談
事
業
を
実
施
し
、
具
体
的
な
相
談
内
容
や
当
該
ホ
ー
ム
レ

ス
の
状
況
に
応
じ
て
福
祉
事
務
所
、
自
立
相
談
支
援
機
関
及
び
公
共
職
業
安
定
所

等
の
関
係
機
関
へ
の
相
談
に
つ
な
げ
る
。
 



Ⅵ 資 料 

 

１２４ 

ま
た
、
洪
水
等
の
災
害
時
に
お
い
て
は

、
特
に
ホ
ー
ム
レ
ス
に
被
害
が
及
ぶ
お

そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
時
か
ら
、
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
を
管
理
す
る
者

と
の
連
携
を
図
る
。
 

④
 

自
立
相
談
支
援
機
関
等
の
相
談
を
受
け

た
機
関
は
、
生
活
相
談
だ
け
で
な
く
、

相
談
結
果
に
応
じ
て
シ
ェ
ル
タ
ー
の
利
用
案
内
、
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
の
入
所

指
導
、
そ
の
他
福
祉
及
び
保
健
医
療
施
策
の
活
用
に
関
す
る
助
言
、
多
重
債
務
問

題
等

の
専

門
的

な
知

識
が

必
要

な
事

例
に

関
し

て
相

談
対

応
等

を
実

施
す

る
日

本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
（
総
合
法
律
支
援
法
（
平
成

16
年
法
律
第

7
4
号
）
第

1
3

条
の
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
「
法
テ
ラ
ス
」
と
い
う
。
）
、
困

窮
者
支
援
法
第
３
条
第
５
項
に
規
定
す
る
生
活
困
窮
者
家
計
改
善
支
援
事
業
（
以

下
「
家
計
改
善
支
援
事
業
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
機
関
等
の
紹
介
や
具
体
的

な
指
導
を
行
う
と
と
も
に
、
関
係
機
関
に
対
し
連
絡
を
行
う
。
 

(5
) 

ホ
ー

ム
レ

ス
自

立
支
援
事

業
及

び
ホ

ー
ム

レ
ス

の
個
々

の
事

情
に

対
応

し
た

自

立
を
総
合
的
に
支
援
す
る
事
業
に
つ
い
て
（

法
第
８
条
第
２
項
第
２
号
関
係
）
 

①
 

ホ
ー
ム
レ

ス
自

立
支

援
事

業
に
つ

い
て
 

ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支
援
事
業
は
、
困
窮
者
支
援
法
に
お
け
る
自
立
相
談

支
援
事

業
、
一
時

生
活

支
援

事
業

等
を
一
体
的
に
実
施
し
て
お
り
、
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
し
、

宿
所
及
び
食
事
の
提
供
、
健
康
診
断
、
生
活
に
関
す
る
相
談
及
び
指
導
等
を
行
い
、

自
立
に
向
け
た
意
欲
を
喚
起
さ
せ
る
と
と
も
に
、
職
業
相
談
等
を
行
う
こ
と
に
よ

り
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
就
労
に
よ
る
自
立
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
以
下

の
よ
う
な
効
果
的
な
支
援
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

な
お
、
平
成

2
8
年
生
活
実
態
調
査
に
お
い
て
、
ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支
援
施
設

の
退
所
理

由
を

み
る

と
、
就
職

に
よ
る

退
所
が

3
5
.7
％
、
生
活
保
護
の
適
用
を
含

む
福
祉
措

置
に
よ
る
退
所
が

2
4
.
4
％
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ホ
ー

ム
レ
ス

自
立
支
援
事
業
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
就
労

に
よ
る
自
立
を
支
援
す
る
事
業
と
し
て

一
定
の
効
果
を
上
げ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

(ｱ
) 
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
の
入
所
者
に
対
し
、
宿
所
及
び
食
事
の
提
供
な
ど
、
日

常
生
活
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
と
と
も
に
、
定
期
的
な
健
康
診
断
を

行
う
等
必
要
な
保
健
医
療
の
確
保
を
行

う
。
 

(ｲ
) 
個
々
の

ホ
ー

ム
レ

ス
の
状

況
に
応

じ
た
自
立
支
援
計
画
の
策
定
等
を
行
い
、

ま
た
、
洪

水
等
の
災
害
時
に
お
い
て
は
、
特
に
ホ
ー
ム
レ
ス
に
被
害
が
及
ぶ
お

そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
時
か
ら
、
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
を
管
理
す
る
者

と
の
連
携
を
図
る
。
 

エ
 
自
立
相
談
支
援
機
関
等
の
相
談
を
受
け
た
機
関
は
、
生
活
相
談
だ
け
で
な
く
、

相
談
結
果
に
応
じ
て
シ
ェ
ル
タ
ー
の
利
用
案
内
、
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
の
入
所

指
導
、
そ
の
他
福
祉
及
び
保
健
医
療
施
策
の
活
用
に
関
す
る
助
言
、
多
重
債
務
問

題
等

専
門

的
な

知
識

が
必

要
な

事
例

に
対

す
る

専
門

の
相

談
等

を
実

施
す

る
機

関
（
総
合
法
律
支
援
法
（
平
成

16
年
法
律
第

7
4
号
）
第

1
3
条
の
日
本
司
法
支

援
セ
ン
タ
ー
(
以
下
「
法
テ
ラ
ス
」
と
い
う
。
)
）
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
第

２
条
第
６
項
の
生
活
困
窮
者
家
計
相
談
支
援
事
業
（
以
下
「
家
計
相
談
支
援
事
業
」

と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
機
関
等
の
紹
介
や
具
体
的
な
指
導
を
行
う
と
と
も
に
、

関
係
機
関
に
対
し
連
絡
を
行
う
。
 

(5
) 

ホ
ー

ム
レ

ス
自

立
支
援
事

業
及

び
ホ

ー
ム

レ
ス

の
個
々

の
事

情
に

対
応

し
た

自

立
を
総
合
的
に
支
援
す
る
事
業
に
つ
い
て
 

ア
 
ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支

援
事
業
に
つ
い
て
 

ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支
援
事
業
は
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
に
お
け
る
自
立
相

談
支

援
事

業
及

び
一

時
生

活
支

援
事

業
等

と
し

て
一

体
的

に
実

施
す

る
こ

と
が

可
能
で
あ
り
、
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
し
、
宿
所
及
び
食
事
の
提
供
、
健
康
診
断
、
生
 

活
に
関
す
る
相
談
及
び
指
導
等
を
行
い
、
自
立
に
向
け
た
意
欲
を
喚
起
さ
せ
る
と

と
も
に
、
職
業
相
談
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
就
労
に
よ
る
自
立

を
支
援
す
る
。
 

     

(ｱ
) 
ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支
援
事
業
は
、
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

の
入
所
者
に
対
し
、

宿
所
及
び
食
事
の
提
供
等
、
日
常
生
活
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
と
と

も
に
、
定
期
的
な
健
康
診
断
を
行
う
等
必
要
な
保
健
医
療
の
確
保
を
行
う
。
 

(ｲ
) 
ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支
援
事
業
に
お
い
て
は
、
個
々
の
ホ
ー
ム
レ
ス
の
状
況
に



Ⅵ 資 料 

 

１２５ 

ま
た
、
公
共

職
業

安
定

所
と
の

密
接
な
連
携
の
下
で
職
業
相
談
を
行
う
等
、
積

極
的
な
就
労
支
援
を
行
う
。
 

(ｳ
) 
必
要
に
応
じ
て
、
社
会
生
活
に
必
要
な
生
活
習
慣
を
身
に
つ
け
、
一
般
就
労

に
向

け
た

準
備

を
整

え
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
就

労
準

備
支

援
事

業
を

行

う
。
こ
の
ほ
か
、
住
民
登
録
、
職
業
あ

っ
せ
ん
、
求
人
開
拓
等
の
就
労
支
援
、

住
居
に
係

る
保

証
人

の
確

保
、
住
宅

情
報
の
提
供
そ
の
他
自
立
阻
害
要
因
を
取

り
除
く
た
め
の
指
導
援
助
を
行
う
。
 

(ｴ
) 
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
の
退
所
者
、
特
に
ア
パ
ー
ト
確
保
に
よ
る
就
労
退
所
者

に
対
し
て
は
、
再
度

路
上

生
活

に
な
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
個
々
の
状
況
に
応

じ
た
多
面
的
な
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
就
労
に
よ
る
退

所
後
に
お
い
て
も
、
必
要
に
応
じ
て
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
で
実
施
し
て
い
る
研

修
等
を
利
用
で
き
る
よ
う
配
慮
す
る
。
 

ま
た

、
利
用
期
間
中
に
就
労
で
き
な

か
っ
た
者
に
対
す
る
必
要
な
支
援
の
実

施
に
も
努
め
る
と
と
も
に
、
シ
ェ
ル
タ
ー
等
を
利
用
し
て
い
た
者
や
、
居
住
に

困
難
を
抱
え
る
者
で
あ
っ
て
、
地
域
社
会
か
ら
孤
立
し
た
状
態
に
あ
る
者
が
日

常
生
活
を

営
む

た
め

に
は
、
一

定
期
間
、
訪
問
に
よ
る
見
守
り
、
生
活
支
援
等

が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
困
窮
者
支
援
法
第
３
条
第
６
項
第
２
号
に
基
づ
く

事
業
（

地
域

居
住

支
援

事
業
）
や
、
住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
法
に
定
め
る
居

住
支
援
法
人
に
よ
る
入
居
相
談
・
援
助

、
生
活
支
援
等
に
よ
る
住
居
の
確
保
と

地
域
生
活
の
継
続
に
必
要
な
支
援
を
実
施
す
る
。
 

(ｵ
) 
ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支
援
事
業
の
実
施
主
体
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
に
限
る
こ

と
な
く
、
都
道
府
県
も
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
広
域
的
な
事
業
の
展
開

を
図
る
。
ま
た

、
事
業

運
営
に

つ
い
て
は
、
社
会
福
祉
法
人
へ
の
委
託
を
行
う

な
ど
、
民
間
団
体
の
活
用
を
図
る
。
 

(ｶ
) 
国
は
、
ホ

ー
ム

レ
ス

の
自
立

支
援
と
し
て
の
効
果
や
利
用
者
へ
の
処
遇
の
確

保
に
十
分
配
慮
し
つ
つ
、
地
方
公
共
団

体
が
取
り
組
み
や
す
い
よ
う
な
事
業
の

推
進
に
努
め
る
。
 

(ｷ
) 
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
等
の
設
置
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
住
民
の
理
解
を
得
る

こ
と
が
必

要
で

あ
り
、
地
域
住

民
と
の
調
整
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
既

存
の

公
共

施
設

や
民

間
賃

貸
住

宅
等

の
社

会
資

源
を

有
効

に
活

用
す

る
こ

と

応
じ
た
自

立
支
援
計
画
の
策
定
等
を
行
い
、
ま
た
、
公
共
職
業
安
定
所
と
の
密

接
な
連
携

の
下
で
職
業
相
談
を
行
う
等
、
積
極
的
な
就
労
支
援
を
行
う
。
 

(ｳ
) 
ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支
援
事
業
に
お
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
社
会
生
活
に

必
要
な
生

活
習
慣
を
身
に
つ
け
、
一
般
就
労
に
向
け
た
準
備
を
整
え
る
こ
と
が

で
き
る
よ

う
、
就
労
準
備
支
援
事
業
を
行
う
。
こ
の
ほ
か
、
住
民
登
録
、
職
業

あ
っ
せ
ん

、
求
人
開
拓
等
の
就
労
支
援
、
住
居
に
係
る
保
証
人
の
確
保
、
住
宅

情
報
の
提

供
そ
の
他
自
立
阻
害
要
因
を
取
り
除
く
た
め
の
指
導
援
助
を
行
う
。
 

(ｴ
) 
自
立
支

援
セ
ン
タ
ー
の
退
所
者
、
特
に
ア
パ
ー
ト
確
保
に
よ
る
就
労
退
所
者

に
対
し
て

は
、
そ
の
再
路
上
化
を
防
ぐ
た
め
、
個
々
の
状
況
に
応
じ
た
多
面
的

な
ア
フ
タ

ー
ケ
ア
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
就
労
に
よ
る
退
所
後
に
お
い

て
も
、
必
要
に
応
じ
て
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
で
実
施
し
て
い
る
研
修
等
を
利
用

で
き
る
よ

う
に
配
慮
す
る
。
ま
た
、
入
所
期
間
中
に
就
労
で

き
な
か
っ
た
者
に

対
す
る
必

要
な
支
援
の
実
施
に
も
努
め
る
。
 

       

(ｵ
) 
ホ
ー
ム

レ
ス
自
立
支
援
事
業
の
実
施
主
体
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
に
限
る
こ

と
な
く
、
都
道
府
県
も
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
広
域
的
な
事
業
の
展
開

を
図
る
。
ま
た
、
事
業
運
営
に
つ
い
て
は
、
社
会
福
祉
法
人
へ
の
委
託
を
行
う

等
、
民
間

団
体
の
活
用
を
図
る
。
 

(ｶ
) 
国
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
支
援
と
し
て
の
効
果
や
入
所
者
へ
の
処
遇
の
確

保
に
十
分
配
慮
し
つ
つ
、
地
方
公
共
団
体
が
取
り
組
み
や
す
い
よ
う
な
事
業
の

推
進
に
努
め
る
。
 

(ｷ
) 
自
立
支

援
セ
ン
タ
ー
等
の
設
置
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
住
民
の
理
解
を
得
る

こ
と
が
必

要
で
あ
り
、
地
域
住
民
と
の
調
整
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
既

存
の

公
共

施
設

や
民

間
賃

貸
住

宅
等

の
社

会
資

源
を

有
効

に
活

用
す

る
こ

と
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１２６ 

を
検
討
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 ②

 
個
々
の

事
情
に
対
応
し
た
自
立
を
総
合
的
に
支
援
す
る
事
業
に
つ
い
て
 

ホ
ー
ム
レ
ス
に
な
っ
た
要
因
と
し
て
は

、
倒
産
・
失
業
等
の
仕
事
に
起
因
す
る

も
の
や
、
病
気
や
け
が
、
人
間
関
係
、
家

庭
内
の
問
題
等
様
々
な
も
の
が
複
合
的

に
重
な
り
合
っ

て
お

り
、
ま
た
、
社

会
生
活
へ

の
不
適
応
、
借
金
に
よ
る
生
活
破

た
ん
、
ア

ル
コ
ー
ル
依
存
症
等
の
個
人
的
要
因
も
付
加
さ
れ
て
複
雑
な
問
題
を
抱

え
て
い
る
ケ
ー
ス
も
多
い
。
こ
の
た
め
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
個
人
的
要
因
を
十
分
に

把
握
し
な
が
ら
、
ホ
ー
ム
レ
ス
や
ホ
ー
ム

レ
ス
と
な
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る

お
そ
れ
の
あ
る
者
の

状
況

や
年

齢
に
応

じ
、
以
下
の
よ
う
な
効
果
的
な
支
援
を
実

施
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

(ｱ
) 
就
労
す

る
意

欲
は

あ
る
が

仕
事
が

無
く
失
業
状
態
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、

ま
ず
は
、
就
業
の
機
会
の
確
保
が
必
要
で
あ
り
、
職
業
相
談
、
求
人
開
拓
等
の

既
存
施
策
を
進
め
る
な
ど
、
各
種
の
就
業
対
策
を
実
施
す
る
。
 

ま
た

、
直
ち
に
常
用
雇
用
に
よ
る
自
立
が
困
難
な
ホ
ー
ム
レ
ス
や
ホ
ー
ム
レ

ス
と
な
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
者

に
対
し
て
は
、
地
方
公

共
団
体
に
お
い
て
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
と
連
携
し
な
が
ら
、
就
労
準
備
支
援
事
業

や
就
労

訓
練
事
業
の
利
用
機
会
の
提
供
や
、
多
種
多
様
な
職
種
の
開
拓
等
に
関
す
る
情

報
収
集
及
び
情
報
提
供
等
を
行
う
。
 

さ
ら

に
、
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
の
入
所
者
に
対
し
て
は
、
職
業
相
談
等
に
よ

り
、
就

労
に

よ
る

自
立

を
図
り

な
が
ら
、
そ
れ
以
外
の
者
に
対
し
て
は
、
自
立

相
談
支
援
機
関
に
よ
る
相
談
支
援
に
よ
り
、
雇
用
関
連
施
策
と
福
祉
関
連
施
策

の
有
機
的
な
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
き
め
細
か
な
自
立
支
援
を
実
施
す
る
。
 

(ｲ
) 
医
療
や
福
祉
等
の
援
助
が
必
要
な
者
に
つ
い
て
は
、
福
祉
事
務
所
に
お
け
る

各
種
相
談
事
業
等
を
積
極
的
に
行
う
と

と
も
に
、
無
料
低
額
診
療
事
業
を
行
う

施
設
の
積

極
的

な
活

用
等

の
対

応
の
強
化
を
図
る
。
こ
の
う
ち
、
疾
病
や
高
齢

に
よ
り
自

立
能

力
に

乏
し

い
者

に
対
し
て
は
、
医
療
機
関
や
社
会
福
祉
施
設
へ

の
入
所
等
の
施
策
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
る
対
応
を
図
る
。
 

 

(ｳ
) 
路
上
（
野

宿
）
生

活
期
間

が
長
期

間
に
及
ん
で
い
る
者
に
対
し
て
は
、
粘
り

強
い
相
談
活
動
を
通
じ
、
信
頼
関
係
の

構
築
を
図
り
必
要
な
支
援
が
利
用
で
き

を
検
討
す

る
。
 

イ
 
個
々
の
事
情
に
対
応
し
た
自
立
を
総
合
的
に
支
援
す
る
事
業
に
つ
い
て
 

ホ
ー
ム
レ
ス
と
な
る
に
至
っ
た
要
因
と
し
て
は
、
倒
産
・
失
業
等
の
仕
事
に
起

因
す
る
も
の
や
、
病
気
や
け
が
、
人
間
関
係
、
家
庭
内
の
問
題
等
様
々
な
も
の
が

複
合
的
に
重
な
り
合
い
、
さ
ら
に
、
社
会
生
活
へ
の
不
適
応
、
借
金
に
よ
る

生
活

破
た
ん
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
等
の
個
人
的
要
因
も
付
加
さ
れ
て
複
雑
な
問
題
を

抱
え
て
い

る
ケ
ー
ス
も
多
い
。
こ
の
た
め
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
個
人
的
要
因
を
十
分

に
把
握
し
な
が
ら
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
状
況
や
年
齢
に
応
じ
、
以
下
の
よ
う
な
効
果

的
な
支
援
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

 

(ｱ
) 
就
労
す
る
意
欲
は
あ
る
が
仕
事
が
無
く
失
業
状
態

に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、

ま
ず
は
、
就
業
の
機
会
の
確
保
が
必
要
で
あ
り
、
職
業
相
談

、
求
人
開
拓
等
の

既
存
施
策
を
進
め
る
等
、
各
種
の
就
業
対
策
を
実
施
す
る
。
 

ま
た

、
直

ち
に

常
用

雇
用

に
よ

る
自

立
が

困
難

な
ホ

ー
ム

レ
ス

に
対

し
て

は
、
地
方

公
共
団
体
に
お
い
て
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
と
連
携
し
な
が
ら
、
就
労
訓
練
事
業

の
利

用
の

機
会

の
提

供
や

多
種

多
様

な
職

種
の

開
拓

等
に

関
す

る
情

報
収

集

及
び
情
報
提
供
等
を
行
う
。
 

さ
ら
に
、
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
の
入
所
者
に
対
し
て
は
、
職
業
相
談
等
に
よ

り
、
就
労

に
よ
る
自
立
を
図
り
な
が
ら
、
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
に
入
所
し
て
い

な
い
者
に
対
し
て
は
、
自
立
相
談
支
援
機
関
に
よ
る
相
談
支
援
に
よ
り
、
雇
用

関
連
施
策
と
福
祉
関
連
施
策
の
有
機
的
な
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
き
め
細
か
な

自
立
支
援
を
実
施
す
る
。
 

(ｲ
) 
医
療
や
福
祉
等
の
援
助
が
必
要
な
者
に
つ
い
て
は
、
保
健
所
に
お
け
る
巡
回

検
診

や
福

祉
事

務
所

に
お

け
る

各
種

相
談

事
業

等
を

積
極

的
に

行
う

と
と

も

に
、
無
料
低
額
診
療
事
業
を
行
う
施
設
の
積
極
的
な
活
用
等
の
対
応
の
強
化
を

図
る
。
こ

の
う
ち
、
疾
病
や
高
齢
に
よ
り
自
立
能
力
に
乏
し
い
者
に
対
し
て
は
、

医
療

機
関

や
社

会
福

祉
施

設
へ

の
入

所
等

既
存

の
施

策
の

中
で

の
対

応
を

図

る
。
 

(ｳ
) 
路
上
（
野
宿
）
生
活
期
間
が
長
期
間
に
及
ん
で
い
る
者
に
対
し
て
は
、
粘
り

強
い
相
談

活
動
を
通
じ
、
社
会
と
の
接
点
を
確
保
す
る
等
、
社
会
生
活
に
復
帰
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１２７ 

る
よ
う
努
め
る
。
 

な
お
、
一
度

ホ
ー

ム
レ

ス
に
な

り
、
そ
の
期
間
が
長
期
化
し
た
場
合
、
脱
却

が
難

し
く

な
る

と
い

う
実

態
が

あ
る

こ
と

を
考

慮
し

て
、

で
き

る
限

り
路

上

（
野
宿
）
生
活
の
初

期
の
段
階
で
、
巡

回
相
談
に
よ
り
自
立
支
援
に
つ
な
が
る

よ
う
に
努
め
る
こ
と

が
必

要
で

あ
り
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
高
齢
化
や
路
上
（
野

宿
）

生
活
期
間
の
長
期
化
に
伴
い
、
一
定
程
度
存
在
す
る
健
康
状
態
の
悪
い
者
が
、

必
要
な
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
路
上
や
シ
ェ
ル
タ
ー

等
に
お
い

て
、
保

健
師
、
看
護

師
、
精
神
保
健
福
祉
士
等
の

保
健
医
療
職
に
よ

る
医

療
的

視
点

に
基

づ
い

た
き

め
細

か
な

相
談

や
支

援
を

積
極

的
に

実
施

す

る
。
 

(ｴ
) 
若
年
層

の
ホ

ー
ム

レ
ス
に

対
す
る

支
援
に
つ
い
て
は
、
近
年

の
雇
用
環
境
の

変
化
を
受
け
て
、
直
ち
に
一
般
就
労
が

難
し
い
者
に
対
し
て
は
、
就
労
訓
練
事

業
の
利
用
を
促
す
と
と
も
に
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

等
と
連
携
し
な
が
ら
、
就
労
訓
練
事
業

の
場
の
推
進
・
充
実
を
図
る
。
 

(ｵ
) 
女
性
の

ホ
ー

ム
レ

ス
に
対

し
て
は
、
性
別
に
配
慮
し
た
き
め
細
か
な
自
立
支

援
を
行
う

と
と

も
に
、
必
要
に

応
じ
て
、
婦
人
相
談
所
や
婦
人
保
護
施
設
等
の

関
係
施
設
と
も
十
分
連
携
す
る
。
こ
の

ほ
か
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
特
性
に
よ
り
、

社
会
的
な
偏
見
や
差
別
を
受
け
弱
い
立

場
に
置
か
れ
や
す
い
者
に
対
し
て
は
、

配
慮
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

(ｶ
) 
債
務
や

滞
納

等
を

抱
え
て

い
る
ホ

ー
ム
レ
ス
に
つ
い
て
は
、
家
計
の
視
点
か

ら
専
門
的
な
情
報
提
供
や
助
言
、
債
務
整
理
等
に
関
す
る
支
援
（
法
テ
ラ
ス
へ

の
同
行
支
援
等
）
等
を
行

う
。
 

 

(ｷ
) 
上
記
以
外
に
も
、
ホ
ー
ム
レ
ス
は
様
々
な
個
人
的
要
因
が
複
合
的
に
絡
み
合

っ
た
問
題
を
抱
え
て
い
る
た
め
、
個
々
の
ケ
ー
ス
ご
と
に
関
係
機
関
と
の
密
接

な
連
携
の
下
、
柔
軟
に
対
応
す
る
。
 

(6
) 

ホ
ー

ム
レ

ス
と

な
る

こ
と

を
余

儀
な

く
さ

れ
る

お
そ
れ

の
あ

る
者

が
多

数
存

在

す
る

地
域

を
中

心
と

し
て

行
わ

れ
る

こ
れ

ら
の

者
に

対
す

る
生

活
上

の
支

援
に

つ

い
て
（
法
第
８
条
第
２
項
第
３
号
関
係
）
 

ホ
ー
ム
レ
ス
と
な
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
と
し
て
は
、
一

さ
せ
る
よ

う
努
め
る
。
 

な
お
、
現
状
と
し
て
は
、
一
度
ホ
ー
ム
レ
ス
に
な
り
、
そ
の
期
間
が
長
期
化

し
た
場
合
、
脱
却
が
難
し
く
な
る
と
い
う
実
態
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
で
き

る
限

り
路
上
（
野
宿
）
生
活
が
早
期
の
段
階
で
、
巡
回
相
談
に
よ
り
自
立
支
援
に
つ

な
が
る
よ
う
に
努
め
る
。
 

     

(ｴ
) 
若
年
層
の
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
す
る
支
援
に
つ
い
て
は
、
近
年

の
雇
用
環
境
の

変
化
を
受

け
て
、
直
ち
に
一
般
就
労
が
難
し
い
者
に
対
し
て
は
、
就
労
訓
練
事

業
の
利
用

を
促
す
と
と
も
に
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
と
連
携
し
な
が
ら
、
就
労
訓
練
事
業

の
場
の
推

進
・
充
実
を
図
る
。
 

(ｵ
) 
女
性
の
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
し
て
は
、
性
別
に
配
慮
し
た
き
め
細
か
な
自
立
支

援
を
行
う

と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
婦
人
相
談
所
や
婦
人
保
護
施
設
等
の

関
係
施
設

と
も
十
分
連
携
す
る
。
こ
の
ほ
か
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
特
性
に
よ
り
、

社
会
的
な

偏
見
や
差
別
を
受
け
弱
い
立
場
に
置
か
れ
や
す
い
者
に
対
し
て
は
、

配
慮
を
行

う
も
の
と
す
る
。
 

(ｶ
) 
債
務
や
滞
納
等
を
抱
え
て
い
る
ホ
ー
ム
レ
ス
に
つ
い
て
は
、
家
計
の
視
点
か

ら
専
門
的

な
情
報
提
供
や
助
言
、
債
務
整
理
等
に
関
す
る
支
援
（
法
テ
ラ
ス
へ

の
同
行
支

援
な
ど
）
な
ど
を
行
う
家
計
相
談
支
援
事
業
の
利
用
を
促
す
も
の
と

す
る
。
 

(ｷ
) 
上
記
以

外
に
も
、
ホ
ー
ム
レ
ス
は
様
々
な
個
人
的
要
因
が
複
合
的
に
絡
み
合

っ
た
問
題

を
抱
え
て
い
る
た
め
、
個
々
の
ケ
ー
ス
ご
と
に
関
係
機
関
と
の
密
接

な
連
携
の

下
、
柔
軟
に
対
応
す
る
。
 

(6
) 

ホ
ー

ム
レ

ス
と

な
る
こ
と

を
余

儀
な

く
さ

れ
る

お
そ
れ

の
あ

る
者

が
多

数
存

在

す
る

地
域

を
中

心
と

し
て

行
わ

れ
る

こ
れ

ら
の

者
に

対
す

る
生

活
上

の
支

援
に

つ

い
て
 

ホ
ー
ム
レ
ス
と
な
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
と
し
て
は
、
一
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１２８ 

般
的
に
は
、
現
に
失
業
状
態
に
あ
る
者
や
日
雇
労
働
等
の
不
安
定
な
就
労
関
係
に
あ

る
者
で
あ
っ
て
、
定
ま
っ
た
住
居
を
失
い
、
簡
易
宿
泊
所
や
終
夜
営
業
店
舗
に
寝
泊

ま
り
す
る
等
の
不
安
定
な
居
住
環
境
に
あ
る

者
が
想
定
さ
れ
る
。
 

こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
す
る
支
援
と
同
様
に
生
活
歴
・
人

物
像
を
把
握
し
、
性
格
・
特
性
の
理
解
に
努
め

、
そ
れ
に
応
じ
た
丁
寧
な
相
談
の
上
、

就
業
の
機
会
の
確
保
や
雇
用
の
安
定
化
を
図

る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ま

た
、
一
時

生
活

支
援

事
業

に
よ

る
当

面
の

一
時

的
な

居
住

の
場

所
の

確
保

や
安

定
し

た
住

居

の
確
保
の
た
め
の
相
談
支

援
な

ど
、
路
上
（
野
宿
）
生
活
に
な
ら
な
い
よ
う
な
施
策

を
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

①
 

ホ
ー

ム
レ

ス
と

な
る

こ
と

を
余

儀
な

く
さ

れ
る

お
そ

れ
の

あ
る

者
が

多
数

存

在
す
る
地
域
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
者
が
ホ
ー
ム
レ
ス
と
な
ら
な
い
よ
う
、
国
及

び
地
方
公
共
団
体
は
相
互
の
連
携
を
図
り
、
年
齢
等
の
特
性
を
踏
ま
え
、
キ
ャ
リ

ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
き
め
細
か
な
職
業
相
談
等
の
充
実
強
化
に
よ
っ
て
、
就
業

機
会
の
確
保
や
雇
用
の
安
定
化
を
図
る
。
 

②
 

ホ
ー

ム
レ

ス
と

な
る

こ
と

を
余

儀
な

く
さ

れ
る

お
そ

れ
の

あ
る

者
の

就
業

の

可
能
性
を
高
め
る
た
め
、
技
能
講
習
に
よ
り
、
技
術
革
新
に
対
応
し
た
新
た
な
技

能
や
複
合
的
な
技
能
を
付
与
す
る
。
 

ま
た
、
再
就
職
の
実
現
や
雇
用
機
会
の

創
出
を
図
る
た
め
、
事
業
所
で
の
一
定

期
間
の
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
事
業
を
実
施
す
る
ほ
か
、
就

業
機
会
の
確
保
を
図
る
た

め
、
ホ
ー
ム
レ
ス
就
業
支
援
事
業
を
実
施
す
る
。
 

③
 

雇
用
機
会

の
減

少
に

伴
う

収
入
の

減
少
に
よ
り
、
簡
易
宿
泊

所
等
で
の
生
活
が

困
難
な
者
が
路
上
（
野
宿
）
生
活
に
な
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、
一
時
生
活
支
援
事

業
等
に
よ
る
当
面
の
一
時
的
な
居
住
の
場
所
の
確
保
を
図
る
。
 

   

④
 

ホ
ー

ム
レ

ス
と

な
る

こ
と

を
余

儀
な

く
さ

れ
る

お
そ

れ
の

あ
る

者
に

対
し

て

も
、
自
立
相
談
支
援
機
関
等
と
関
係
団
体
が
連
携
し
な
が
ら
、
丁
寧
な
巡
回
相
談

支
援
等
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
ホ
ー

ム
レ
ス
就
業
支
援
事
業
等
に
よ
る
相
談
支

援
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
具
体
的
な

相
談
内
容
に
応
じ
て
福
祉
事
務
所
や
公

般
的
に
は
、
現
に
失
業
状
態
に
あ
る
者
、
日
雇
労
働
等
の
不
安
定
な
就
労
関
係
に
あ

る
者
で
あ
っ
て
、
定
ま
っ
た
住
居
を
失
い
、
簡
易
宿
泊
所
や
終
夜
営
業
店
舗
に
寝
泊

ま
り
す
る
等
の
不
安
定
な
居
住
環
境
に
あ
る
者
が
想
定
さ
れ
る
。
 

こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
は
、
就
業
の
機
会
の
確
保
や
雇
用
の
安
定
化
を
図
る
こ
と

が
必

要
で

あ
る

と
と

も
に

シ
ェ

ル
タ

ー
に

よ
る

当
面

の
一

時
的

な
居

住
の

場
所

の

確
保
や
安

定
し
た
住
居
の
確
保
の
た
め
の
相
談
支
援
等
、
路
上
（
野
宿
）
生
活
に
な

ら
な
い
よ
う
な
施
策
を
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

  

ア
 

ホ
ー

ム
レ

ス
と

な
る

こ
と

を
余

儀
な

く
さ

れ
る

お
そ

れ
の

あ
る

者
が

多
数

存

在
す
る
地
域
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
者
が
ホ
ー
ム
レ
ス
と
な
ら
な
い
よ
う
、
国
及

び
地
方
公
共
団
体
は
相
互
の
連
携
を
図
り
、
年
齢
等
の
特
性
を
踏
ま
え
、
キ
ャ
リ

ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
き
め
細
か
な
職
業
相
談
等
の
充
実
強
化
に
よ
っ
て
、
就
業

機
会
の
確
保
や
雇
用
の
安
定
化
を
図
る
。
 

イ
 

ホ
ー

ム
レ

ス
と

な
る

こ
と

を
余

儀
な

く
さ

れ
る

お
そ

れ
の

あ
る

者
の

就
業

の

可
能
性
を
高
め
る
た
め
、
技
能
講
習
に
よ
り
、
技
術
革
新
に
対
応
し
た
新
た
な
技

能
や
複
合
的
な
技
能
を
付
与
し
、
ま
た
再
就
職
の
実
現
や
雇
用
機
会
の
創
出
を
図

る
た
め
、
事
業
所
で
の
一
定
期
間
の
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
事
業
を
実
施
す
る
。
 

  

ウ
 
経
済
情
勢
の
変
化
の
中
で
、
雇
用
機
会
の
減
少
に
伴
う
収
入
の
減
少
に
よ
り
、

簡
易
宿
泊
所
等
で
の
生
活
が
困
難
な
者
が
路
上
（
野
宿
）
生
活
に
な
る
こ
と
も
あ

る
た

め
、

シ
ェ

ル
タ

ー
等

に
よ

る
当

面
の

一
時

的
な

居
住

の
場

所
の

確
保

を
図

る
。
 

ま
た
、
ホ

ー
ム
レ
ス
等
就
業
支
援
事
業
等
に
お
い
て
、
安
定
し
た
住
居
の
確
保

の
た
め
の
相
談
支
援
を
行
う
。
 

エ
 

ホ
ー

ム
レ

ス
と

な
る

こ
と

を
余

儀
な

く
さ

れ
る

お
そ

れ
の

あ
る

者
に

対
し

て

も
、
自
立
相
談
支
援
機
関
等
と
関
係
団
体
が
連
携
し
な
が
ら
、
ホ
ー
ム
レ
ス
と
同

様
に
積
極
的
な
相
談
活
動
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
ホ
ー
ム
レ
ス
等
就
業
支
援
事

業
等
に
よ
る
相
談
支
援
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
具
体
的
な
相
談
内
容
に
応
じ
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１２９ 

共
職
業
安
定
所
等
の
関
係
機
関
へ
の
相
談
に
つ
な
げ
、
路
上
（
野
宿
）
生
活
に
至

る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
。
 

 
 

 
⑤
 
ホ
ー
ム
レ
ス
と
な
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
に
対
し
て
、

路
上
（
野
宿
）
生
活
に
至
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
一
定
期
間
、
個
別
訪
問
に
よ

る
見
守
り
や
、
継
続
的
か
つ
安
定
的
な
居

住
の
確
保
等
の
生
活
支
援
を
行
う
地
域

居
住
支
援
事
業
を
実
施
す
る
。
 

(7
) 

ホ
ー

ム
レ

ス
に

対
し
緊
急

に
行

う
べ

き
援

助
に

関
す
る

事
項

及
び

生
活

保
護

法

に
よ
る
保
護
の
実
施
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
（
法
第
８
条
第
２
項
第
４
号
関
係
）
 

①
 

ホ
ー
ム
レ

ス
に

対
し

緊
急

に
行
う

べ
き
援
助
に
つ
い
て
 

ホ
ー
ム
レ
ス
の
中
に
は
、
長
期
の
路
上
（
野
宿
）
生
活
に
よ
り
、
栄
養
状
態
や

健
康
状
態
が
悪
化
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
者
に
対
し
て
は
医
療
機

関
へ
の
入
院
等
の
対
応
を
緊
急
に
講
ず
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
 

(
ｱ
) 

病
気

等
に

よ
り

急
迫

し
た

状
態

に
あ

る
者

及
び

要
保
護

者
が

医
療

機
関

に

緊
急

搬
送

さ
れ

た
場

合
に

つ
い

て
、

生
活

保
護

に
よ

る
適

切
な

保
護

に
努

め

る
。
 

福
祉

事
務
所
は
、
治
療
後
再
び
路
上
（
野
宿
）
生
活
に
戻
る
こ
と
の
な
い
よ

う
、
関
係
機
関
と
連
携
し
て
、
自
立
を
総
合
的
に
支
援
す
る
。
 

(ｲ
) 
居
所
が

緊
急

に
必

要
な
ホ

ー
ム
レ

ス
に
対
し
て
は
、
一
時
生
活
支
援
事
業
に

よ
る
支
援
を
行

う
と

と
も

に
、
無
料

低
額
宿
泊

事
業
（
社
会
福
祉
法
第
２
条
第

３
項
第
８
号
の
無
料
低
額
宿
泊
事
業
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
施
設
を

活
用
し
て
適
切
な
支
援
を
行
う
。
 

(ｳ
) 
福
祉
事

務
所

、
自
立

相
談
支

援
機
関

及
び
各
種
機
関
に
お
け
る
各
種
相
談
事

業
を
通
じ
て
、
緊
急
的
な
援
助
を
必
要

と
し
て
い
る
ホ
ー
ム
レ
ス
の
早
期
発
見

に
努
め
る

と
と

も
に
、
発
見
し

た
場
合
に
は
、
関
係
機
関
等
に
速
や
か
に
連
絡

す
る
等
、
早
急
か
つ
適
切
な
対
応
を
講

ず
る
。
 

②
 

生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
の
実
施
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
す
る
生
活
保
護
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
一
般
の
者
と
同
様
で

あ
り
、
単

に
ホ
ー
ム
レ
ス
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
当
然
に
保
護
の
対
象
と
な
る
も

の
で
は
な
く
、
ま
た
、
居
住
の
場
所
が
な

い
こ
と
や
稼
働
能
力
が
あ
る
こ
と
の
み

を
も
っ
て
保
護
の
要
件
に
欠
け
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
点
を
踏
ま

て
福
祉
事
務
所
や
公
共
職
業
安
定
所
等
の
関
係
機
関
へ
の
相
談
に
つ
な
げ
、
路
上

（
野
宿
）
生
活
に
至
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
。
 

    

(7
) 

ホ
ー

ム
レ

ス
に

対
し
緊
急

に
行

う
べ

き
援

助
に

関
す
る

事
項

及
び

生
活

保
護

法

に
よ
る
保
護
の

実
施
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

ア
 
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
し
緊
急
に
行
う
べ
き
援
助
に
つ
い
て
 

ホ
ー
ム
レ
ス
の
中
に
は
、
長
期
の
路
上
（
野
宿
）
生
活
に
よ
り
、
栄
養
状
態
や

健
康
状
態
が
悪
化
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
者
に
対
し
て
は
医
療
機

関
へ
の
入
院
等
の
対
応
を
緊
急
に
講
ず
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
 

(
ｱ
) 

病
気

等
に

よ
り

急
迫

し
た

状
態

に
あ

る
者

及
び

要
保
護

者
が

医
療

機
関

に

緊
急

搬
送

さ
れ

た
場

合
に

つ
い

て
、

生
活

保
護

に
よ

る
適

切
な

保
護

に
努

め

る
。
 

福
祉
事
務
所
は
、
治
療
後
再
び
路
上
（
野
宿
）
生
活
に
戻
る
こ
と
の
な
い
よ

う
、
関
係
機
関
と
連
携
し
て
、
自
立
を
総
合
的
に
支
援
す
る
。
 

(ｲ
) 
居
所
が
緊
急
に
必
要
な
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
し
て
は
、
シ
ェ
ル
タ
ー
の
整
備
を

行
う
と
と

も
に
、
無
料
低
額
宿
泊
事
業
（
社
会
福
祉
法
第
２
条
第
３
項
第
８
号

の
無
料
低

額
宿
泊
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
施
設
を
活
用
し
て
適

切
な
支
援

を
行
う
。
 

(ｳ
) 
福
祉
事
務
所
、
自
立

相
談
支
援
機
関
及
び
保
健
所
等
に
お
け
る
各
種
相
談
事

業
を
通
じ
て
、
緊
急
的
な
援
助
を
必
要
と
し
て
い
る
ホ
ー
ム
レ
ス
の
早
期
発
見

に
努
め
る
と
と
も
に
、
発
見
し
た
場
合
に
は
、
関
係
機
関
等
に
速
や
か
に
連
絡

す
る
等
、
早
急
か
つ
適
切
な
対
応
を
講
ず
る
。
 

イ
 
生
活
保
護

法
に
よ
る
保
護
の
実
施
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
す
る

生
活
保
護
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
一
般
の
者
と
同
様

で

あ
り
、
単
に
ホ
ー
ム
レ
ス
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
当
然
に
保
護
の
対
象
と
な
る

も

の
で
は
な
く
、
ま
た
、
居
住
の
場
所
が
な
い
こ
と
や
稼
働
能
力
が
あ
る
こ
と
の

み

を
も
っ
て
保
護
の
要
件
に
欠
け
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
点
を
踏

ま
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１３０ 

え
、
資
産
、
稼
働
能
力
や
他
の
諸
施
策
等

あ
ら
ゆ
る
も
の
を
活
用
し
て
も
な
お
最

低
限
度
の
生
活
が
維
持
で
き
な
い
者
に
つ
い
て
、
最
低
限
度
の
生
活
を
保
障
す
る

と
と
も
に
、
自
立
に
向
け
て
必
要
な
保
護
を
実
施
す
る
。
 

こ
の
際
、
福
祉
事
務
所
に
お
い
て
は
、
以
下
の
点
に
留
意
し
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の

状
況
に
応
じ
た
保
護
を
実
施
す
る
。
 

(ｱ
) 
ホ
ー
ム
レ
ス
の
抱
え
る
問
題
（
精
神

的
・
身
体
的
状
況
、
日
常
生
活
管
理
能

力
、
金
銭

管
理

能
力

、
稼
働
能

力
等
）
を
十
分
に
把
握
し
た
上
で
、
自
立
に
向

け
て
の
指
導
援
助
の
必
要
性
を
考
慮
し

、
適
切
な
保
護
を
実
施
す
る
。
 

(ｲ
) 
ホ
ー
ム

レ
ス

の
状

況
（
日

常
生
活

管
理
能
力
、
金
銭
管
理
能
力
等
）
か
ら
み

て
、
直
ち
に
居
宅
生
活
を
送
る
こ
と
が

困
難
な
者
に
つ
い
て
は
、
保
護
施
設
や

無
料
低
額
宿
泊
事
業
を
行
う
施
設
等
に
お
い
て
保
護
を
行
う
。
こ
の
場
合
、
関

係
機
関
と
連
携
を
図
り
、
居
宅
生
活
へ
円
滑
に
移
行
す
る
た
め
の
支
援
体
制
を

十
分
に
確

保
し
、
就
業

の
機
会

の
確
保
、
療
養
指
導
、
家
計

管
理
等
の
必
要
な

支
援
を
行
う
。
 

(ｳ
) 
居
宅
生
活
を
送
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
当

該
者
の
状
況
に
応
じ
必
要
な
保
護
を
行

う
。
こ
の
場
合
、
関
係
機
関
と
連
携
し

て
、
再
び
ホ
ー
ム
レ
ス
と
な
る
こ
と
を

防
止
し
居
宅
生
活
を
継
続
す
る
た
め
の

支
援
や
、
居
宅
に
お
け
る
自
立
し
た
日

常
生
活
の
実
現
に
向
け
た
就
業
の
機
会

の
確
保
等
の
必
要
な
支
援
を
行
う
。
 

(8
) 
ホ
ー
ム
レ
ス

の
人

権
の
擁

護
に
関

す
る

事
項
に
つ
い
て
（
法
第
８
条
第
２
項
第
４

号
関
係
）
 

基
本
的
人
権
の
尊
重
は
、
日
本
国
憲
法
の
柱
で
あ
り
、
民
主
主
義
国
家
の
基
本
で

も
あ
る
。
ホ
ー
ム
レ
ス
の
人
権
の
擁
護
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
及
び
近
隣
住
民

の
双
方
の
人
権
に
配
慮
し
つ
つ
、
以
下
の
取

組
に
よ
り
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ

る
。
 

①
 

ホ
ー
ム
レ

ス
に

対
す

る
偏

見
や
差

別
的
意
識
を
解
消
し
、
人
権
尊
重
思
想
の
普

及
高
揚
を
図
る
た
め
の
啓
発
広
報
活
動
を
実
施
す
る
。
 

②
 

人
権
相
談

等
を

通
じ

て
、
ホ
ー

ム
レ

ス
に

関
し
、
通
行
人
か
ら
の
暴
力
、
近
隣

住
民
か
ら
の
嫌
が
ら
せ
等
の
事
案
を
認
知
し
た
場
合
に
は
、
関
係
機
関
と
連
携
・

協
力
し
て
当
該
事
案
に
即
し
た
適
切
な
解
決
を
図
る
。
 

え
、
資
産
、
稼
働
能
力
や
他
の
諸
施
策
等
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
活
用
し
て
も
な
お

最

低
限
度
の
生
活
が
維
持
で
き
な
い
者
に
つ
い
て
、
最
低
限
度
の
生
活
を
保
障
す

る

と
と
も
に
、
自
立
に
向
け
て
必
要
な
保
護
を
実
施
す
る
。
 

こ
の
際
、
福
祉
事
務
所

に
お
い
て
は
、
以
下
の
点
に

留
意
し
、
ホ
ー
ム
レ
ス

の

状
況
に
応
じ
た
保
護
を
実
施
す
る
。
 

(ｱ
) 

ホ
ー
ム

レ
ス
の
抱
え
る
問
題
（
精
神
的
・
身
体
的
状
況
、
日
常
生
活
管
理
能

力
、
金
銭
管
理
能
力
、
稼
働
能
力
等
）
を
十
分
に
把
握
し
た
上
で
、
自
立
に
向

け
て
の
指

導
援
助
の
必
要
性
を
考
慮
し
、
適
切
な
保
護
を
実
施
す
る
。
 

(ｲ
) 

ホ
ー
ム

レ
ス
の
状
況
（
日
常
生
活
管
理
能
力
、
金
銭
管
理
能
力
等
）
か
ら
み

て
、
直
ち
に
居
宅
生
活
を
送
る
こ
と
が
困
難
な
者
に
つ
い
て
は
、
保
護
施
設
や

無
料
低
額

宿
泊
事
業
を
行
う
施
設
等
に
お
い
て
保
護
を
行
う
。
こ
の
場
合
、
関

係
機
関
と

連
携
を
図
り
、
居
宅
生
活
へ
円
滑
に
移
行
す
る
た
め
の
支
援
体
制
を

十
分
に
確

保
し
、
就
業
の
機
会
の
確
保
、
療
養
指
導
、
家
計

管
理
等
の
必
要
な

支
援
を
行

う
。
 

(ｳ
) 

居
宅
生

活
を
送
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
当

該
者
の
状

況
に
応
じ
必
要
な
保
護
を
行
う
。
こ
の
場
合
、
関
係
機
関
と
連
携
し

て
、
再
び
ホ
ー
ム
レ
ス
と
な
る
こ
と
を
防
止
し
居
宅
生
活
を
継
続
す
る
た
め
の

支
援
や
、
居
宅
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
の
実
現
に
向
け
た
就
業
の
機
会

の
確
保
等

の
必
要
な
支
援
を
行
う
。
 

(8
) 
ホ
ー
ム
レ
ス
の
人
権
の
擁
護
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 
 

基
本
的
人
権
の
尊
重
は
、
日
本
国
憲
法
の
柱
で
あ
り
、
民
主
主
義
国
家
の
基
本
で

も
あ
る
。
ホ
ー

ム
レ
ス
の
人
権
の
擁
護
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
及
び
近
隣
住
民

の
双
方
の
人
権
に
配
慮
し
つ
つ
、
以
下
の
取
組
に
よ
り
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
 

 

ア
 
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
す
る
偏
見
や
差
別
的
意
識
を
解
消
し
、
人
権
尊
重
思
想
の
普

及
高
揚
を
図
る
た
め
の
啓
発
広
報
活
動
を
実
施
す
る
。
 

イ
 
人
権
相
談
等
を
通
じ
て
、
ホ
ー
ム
レ
ス
に

関
し
、
通
行
人
か
ら
の
暴
力
、
近
隣

住
民
か
ら
の
嫌
が
ら
せ
等
の
事
案
を
認
知
し
た
場
合
に
は
、
関
係
機
関
と
連
携
・

協
力
し
て
当
該
事
案
に
即
し
た
適
切
な
解
決
を
図
る
。
 



Ⅵ 資 料 

 

１３１ 

③
 

一
時
生
活
支
援
事
業
等
の
実
施
に
よ
り
、
ホ
ー
ム
レ
ス
が
利
用
す
る
施
設
に
お

い
て
、
利

用
者
の
人
権
の
尊
重
と
尊
厳
の
確
保
に
十
分
配
慮
す
る
よ
う
努
め
る
。
 

 

(9
) 
地
域
に
お
け
る
生
活
環
境
の
改
善
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
（
法
第
８
条
第
２
項

第
４
号
関
係
）
 

都
市
公
園
そ
の
他
の
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
を
管
理
す
る
者
は
、
当
該
施
設
を

ホ
ー

ム
レ

ス
が

起
居

の
場

所
と

す
る

こ
と

に
よ

り
そ

の
適

正
な

利
用

が
妨

げ
ら

れ

て
い
る
と
き
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
人
権
に
も
配
慮
し
な
が
ら
、
当
該
施
設
の
適
正
な

利
用
を
確
保
す
る
た
め
、
福
祉
部
局
等
と
連
絡
調
整
し
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
の
支

援
等

に
関

す
る

施
策

と
の

連
携

を
図

り
つ

つ
、

以
下

の
措

置
を

講
ず

る
こ

と
に

よ

り
、
地
域
に
お
け
る
生
活
環
境
の
改
善
を
図

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 

①
 

当
該
施
設
内
の
巡
視
、
物
件
の
撤
去
指
導
等
を
適
宜
行
う
。
 

②
 

①
の
ほ
か
、
必
要

と
認
め

る
場
合

に
は
、
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
監
督
処
分

等
の
措
置
を
と
る
。
 

ま
た
、
洪
水
等
の
災
害
時
に
お
い
て
は

、
特
に
ホ
ー
ム
レ
ス
に
被
害
が
及
ぶ
お

そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
福
祉
部
局
等
と
連
絡
調
整
し
、
配
慮
し
て
対
応
す
る
。
 

(1
0)
地
域
に
お
け
る
安
全
の
確
保
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
（
法
第
８
条
第
２
第
４

号
関
係
）
 

地
域
に
お
け
る
安
全
の
確
保
及
び
ホ
ー
ム
レ
ス
の
被
害
防
止
を
図
る
た
め
に
は
、

警
察
が
国
、
地
方
公
共
団
体
等
の
関
係
機
関
と
の
緊
密
な
連
携
の
下
に
、
ホ
ー
ム
レ

ス
の
人
権

に
配

慮
し
、
か
つ
、
地
域

社
会

の
理
解
と
協
力
を
得
つ
つ
、
以
下
の
と
お

り
地
域
安
全
活
動
、
指
導
・
取
締
り
等
を
実

施
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 

①
 

パ
ト

ロ
ー

ル
活

動
の

強
化

に
よ

り
、

地
域

住
民

等
の
不

安
感

の
除

去
と

ホ
ー

ム
レ
ス
自
身
に
対
す
る
襲
撃
等
の
事
件
・
事
故
の
防
止
活
動
を
推
進
す
る
。
 

②
 

地
域

住
民

等
に

不
安

や
危

害
を

与
え

る
事

案
、

ホ
ー
ム

レ
ス

同
士

に
よ

る
暴

行
事
件
等
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
指
導
・
取
締
り
等
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も

に
警
戒
活
動
を
強
化

し
て

再
発

防
止
に

努
め
る
。
 

③
 

緊
急

に
保

護
を

必
要

と
認

め
ら

れ
る

者
に

つ
い

て
は
、

警
察

官
職

務
執

行
法

（
昭
和

23
年
法
律
第

13
6
号
）
等
に

基
づ
き
、
一
時
的
に
保
護
し
、
そ
の
都
度
、

関
係
機
関
に
引
き
継
ぐ
な
ど
、
適
切
な
保
護
活
動
を
推
進
す
る
。
 

ウ
 

自
立

支
援

セ
ン

タ
ー

や
シ

ェ
ル

タ
ー

等
の

ホ
ー

ム
レ

ス
が

入
所

す
る

施
設

に

お
い

て
、

入
所

者
の

人
権

の
尊

重
と

尊
厳

の
確

保
に

十
分

配
慮

す
る

よ
う

努
め

る
。
 

(9
) 
地
域
に
お
け
る
生
活
環
境
の
改
善
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

都
市
公
園
そ
の
他
の
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
を
管
理
す
る
者
は
、
当
該
施
設
を

ホ
ー

ム
レ

ス
が

起
居

の
場

所
と

す
る

こ
と

に
よ

り
そ

の
適

正
な

利
用

が
妨

げ
ら

れ

て
い
る
と
き
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
人
権
に
も
配
慮
し
な
が
ら
、
当
該
施
設
の
適
正
な

利
用
を
確
保
す
る
た
め
、
福
祉
部
局
等
と
連
絡
調
整
し
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
の
支

援
等

に
関

す
る

施
策

と
の

連
携

を
図

り
つ

つ
、

以
下

の
措

置
を

講
ず

る
こ

と
に

よ

り
、
地
域
に
お
け
る
生
活
環
境
の
改
善
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 

 

ア
 
当
該
施
設

内
の
巡
視
、
物
件
の
撤
去
指
導
等
を
適
宜
行
う
。
 

イ
 
ア
の
ほ
か
、
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
監
督
処
分

等
の
措
置
を
と
る
。
 

ま
た
、
洪

水
等
の
災
害
時
に
お
い
て
は
、
特
に
ホ
ー
ム
レ
ス
に
被
害
が
及
ぶ
お

そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
福
祉
部
局
等
と
連
絡
調
整
し
、
配
慮
し
て
対
応
す
る
。
 

(1
0)
地
域
に
お
け

る
安
全
の
確
保
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

地
域
に
お
け
る
安
全
の
確
保
及
び
ホ
ー
ム
レ
ス
の
被
害
防
止
を
図
る
た
め
に
は
、

警
察
が
国
、
地
方
公
共
団
体
等
の
関
係
機
関
と
の
緊
密
な
連
携
の
下
に
、
ホ
ー
ム
レ

ス
の
人
権

に
配
慮
し
、
か
つ
、
地
域
社
会
の
理
解
と
協
力
を
得
つ
つ
、
以
下
の
と
お

り
地
域
安
全
活
動
、
指
導
・
取
締
り
等
を
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 

 

ア
 
 
パ
ト
ロ
ー
ル
活
動
の
強
化
に
よ
り
、
地
域
住
民
等
の
不
安
感
の
除
去
と
ホ
ー

ム
レ
ス
自
身
に
対
す
る
襲
撃
等
の
事
件
・
事
故
の
防
止
活
動
を
推
進
す
る
。
 

イ
 
 
地
域
住
民
等
に
不
安
や
危
害
を
与
え
る
事
案
、
ホ
ー
ム
レ
ス
同
士
に
よ
る
暴

行
事
件
等
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
指
導
・
取
締
り
等
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も

に
警
戒
活
動
を
強
化
し
て
再
発
防
止
に
努
め
る
。
 

ウ
 
 
緊
急
に
保
護
を
必
要
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
警
察
官
職
務
執
行
法

（
昭
和

23
年
法
律
第

13
6
号
）
等
に

基
づ
き
、
一
時
的
に
保
護
し
、
そ
の
都
度
、

関
係
機
関
に
引
き
継
ぐ
等
、
適
切
な
保
護
活
動
を
推
進
す
る
。
 



Ⅵ 資 料 

 

１３２ 

(1
1)
ホ

ー
ム

レ
ス

の
自

立
の

支
援

を
行

う
民

間
団

体
と

の
連

携
に

関
す

る
事

項
に

つ

い
て
（
法
第
８
条
第
２
項
第
５
号
関
係
）
 

ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
を
支
援
す
る
上
で
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
生
活
実
態
を
把
握
し

て
お
り
、
ホ

ー
ム

レ
ス

に
最
も

身
近
な

地
域
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
、
民

生
委
員
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
社
会
福
祉
士
会
等
と
の
以
下
の
よ
う
な
連
携
が
不
可

欠
で
あ
る
。
特
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
及
び
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
す
る
生

活
支
援
活
動
等
を
通
じ
、
ホ
ー
ム
レ
ス
と
の
面
識
も
あ
り
、
個
々
の
事
情
に
対
応
し

た
き
め
細
か
な
支
援
活
動
に
お
い
て
重
要
な

役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
 

①
 
 
地
方
公
共

団
体

は
、
ホ
ー

ム
レ
ス

と
身
近
に
接
す
る
こ
と
の
多
い
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、

ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア

団
体
、
民
生
委

員
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
社
会
福
祉
士
会
等
と
の

定
期
的
な
情
報
交
換
や
意
見
交
換
を
行
う
。
 

ま
た
、
行
政
、
民
間
団
体
、
地
域
住
民
等
で
構
成
す
る
協
議
会
を
設
け
、
ホ
ー

ム
レ

ス
に

関
す

る
各

種
の

問
題

点
に

つ
い

て
議

論
し

、
具

体
的

な
対

策
を

講
じ

る
。
 

②
 

地
方
公
共

団
体

は
、
民
間

団
体
等

に
対
し
て
、
実
施
計
画
や
施
策
に
つ
い
て
の

情
報
提
供
を
行
う
ほ
か
、
団
体
間
の
調
整
、
団
体
か
ら
の
要
望
に
対
し
て
行
政
担

当
者
や
専
門
家
に
よ
る
協
議
を
行
う
な

ど
、
各
種
の
支
援
を
行
う
。
 

③
 
 
ま
た
、
ホ
ー

ム
レ

ス
に
対

し
、
地
方

公
共

団
体
が
行
う
施
策
に
つ
い
て
、
こ
れ

ら
の

民
間

団
体

に
運

営
委

託
を

行
う

な
ど

、
そ

の
能

力
の

積
極

的
な

活
用

を
図

る
。
 

(1
2)
そ

の
他

、
ホ

ー
ム

レ
ス

の
自

立
の

支
援

等
に

関
す

る
基

本
的

な
事

項
に

つ
い

て

（
法
第
８
条
第
２
項
第
６
号
関
係
）
 

①
 

近
年
、
単
身
世
帯
の
増
加
や
家
族
形
態
の
変
化
を
含
め
た
社
会
変
容
に
伴
い
、

失
業
や
病
気
な
ど
、
生
活
に
何
ら
か
の
影

響
を
与
え
る
出
来
事
を
き
っ
か
け
に
困

窮
状

態
に

至
る

危
険

性
を

は
ら

ん
で

い
る

状
態

に
あ

る
者

の
存

在
が

指
摘

さ
れ

て
い
る
。
 

ホ
ー
ム
レ
ス
問
題
に
つ
い
て
も
、
失
業

等
に
直
面
し
た
場
合
に
、
こ
う
し
た
社

会
変
容
に
伴
う
社
会
的
孤
立
や
自
尊
感
情
の
低
下
、
健
康
意
識
の
希
薄
さ
等
の
要

因
か
ら
路
上
（
野
宿
）
生
活
に
至
る
点
は
、
共
通
す
る
課
題
と
し
て
と
ら
え
る
必

要
が
あ
る
。
 

(1
1)
ホ

ー
ム

レ
ス

の
自

立
の

支
援

を
行

う
民

間
団

体
と

の
連

携
に

関
す

る
事

項
に

つ

い
て
 

ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
を
支
援
す
る
上
で
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
生
活
実
態
を
把
握
し

て
お
り
、
ホ
ー
ム
レ
ス
に
最
も
身
近
な
地
域
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
、
民

生
委
員
、
社
会

福
祉
協
議
会
及
び
社
会
福
祉
士
会
等
と
の
以
下
の
よ
う
な
連
携
が
不

可
欠
で
あ

る
。
特
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
は
、
ホ

ー
ム
レ
ス
に
対
す
る
生

活
支
援
活
動
等
を
通
じ
、
ホ
ー
ム
レ
ス
と
の
面
識
も
あ
り
、
個
々
の
事
情
に
対
応
し

た
き
め
細
か
な
支
援
活
動
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
 

ア
 
 
地
方
公
共
団
体
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
と
身
近
に
接
す
る
こ
と
の
多
い
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
、
民
生
委
員
、
社
会
福
祉
協
議
会
及
び
社
会
福
祉
士
会
等
と

の
定
期
的
な
情
報
交
換
や
意
見
交
換
を
行
う
。
 

ま
た
、
行

政
、
民
間
団
体
、
地
域
住
民
等
で
構
成
す
る
協
議
会
を
設
け
、
ホ
ー

ム
レ

ス
に

関
す

る
各

種
の

問
題

点
に

つ
い

て
議

論
し

、
具

体
的

な
対

策
を

講
じ

る
。
 

イ
 
 
地
方
公
共
団
体
は
、
民
間
団
体
等
に
対
し
て
、
実
施
計
画
や
施
策
に
つ
い
て
の

情
報
提
供
を
行
う
ほ
か
、
各
団
体
間
の

調
整
、
団
体
か
ら
の
要
望
に
対
し
て
、
行

政
担
当
者
や
専
門
家
に
よ
る
協
議
を
行
う
等
各
種
の
支
援
を
行
う
。
 

ウ
 
 
ま
た
、
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
し
、
地
方
公
共

団
体
が
行
う
施
策
に
つ
い
て
、
こ
れ

ら
の
民
間
団
体
に
運
営
委
託
を
行
う
等
、
そ
の
能
力
の
積
極
的
な
活
用
を
図
る
。 

 

(1
2)
そ
の
他
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
の
支
援
等
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
に
つ
い
て
 

 
 

ア
 
近
年
の
福
祉
行
政
を
め
ぐ
る
様
々
な
課
題
の
背
景
と
し
て
、
核
家
族
化
の
進
行

や
地
域
住
民
の
相
互
の
つ
な
が
り
の
希
薄
化
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ホ
ー
ム
レ
ス

問
題
に
つ
い
て
も
、
失
業
等
に
直
面
し
た
場
合
に
、
こ
の
よ
う
な
家
族
の
扶
養
機

能
や
地
域
の
支
援
機
能
等
の
低
下
の
中
で
、
家
族
や
地
域
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

が
十

分
に

機
能

し
な

く
な

っ
て

い
る

と
い

う
社

会
的

孤
立

の
問

題
が

背
景

に
あ

り
、
問
題
を
ホ
ー
ム
レ
ス
に
特
化
し
た
も
の
と
し
て
考
え
る
だ
け
で
な
く
、
社
会

全
体
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
ホ
ー
ム
レ
ス
問
題
の
解
決
を
図
る
た
め
に
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
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こ
の
よ
う
な
ホ
ー
ム
レ
ス
問
題
の
解
決
を
図
る
た
め
に
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自

立
を
直
接

支
援

す
る

施
策

を
実

施
す
る

と
と
も
に
、
路
上
（
野
宿
）
生
活
を
脱
却

し
た
ホ
ー
ム
レ
ス
が
再
度
路
上
（
野
宿
）
生
活
に
至
る
こ
と
を
防
止
し
、
新
た
な

ホ
ー
ム
レ
ス
を
生
ま
な
い
地
域
社
会
づ
く
り
を
実
現
す
る
た
め
、
地
域
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム
の
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（

平
成

2
9

年
法
律
第

52
号
）

に
よ

る
改
正

後
の
社

会
福
祉
法
の
中
で
規
定
さ
れ
た
地
域
共

生
社
会
の
実
現
に
向
け
た
取
組
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 

        

②
 

若
年
層
の

中
に

は
、
不
安

定
な
就

労
を
繰
り
返
し
、
路
上
（
野
宿
）
生
活
に
至

る
者
も
少
な
か
ら
ず
い
る
。
こ
れ
ら
の
者
は
、
勤
労
の
意
義
を
十
分
に
理
解
し
て

い
な
い
こ
と
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
対
す
る
意
識
が
低
い
こ
と
な
ど
、
様
々

な
要
因

に
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
至
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
学
校
教
育
の
段
階

で
は

、
多

様
な

キ
ャ

リ
ア

形
成

に
共

通
し

て
必

要
な

能
力

や
態

度
の

育
成

を
通

じ
、
と
り
わ

け
勤

労
観

や
職
業

観
を
自

ら
形
成
・
確
立
で
き
る
よ
う
、
各
学
校
段

階
を
通
じ
た
体
系
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
。
 

 

３
 
ホ
ー
ム
レ
ス
数
が
少
な
い
地
方
公
共
団
体
の
各
課
題
に
対
す
る
取
組
方
針
 

ホ
ー
ム
レ
ス
数
が
少
な
い
地
方
公
共
団
体
に

お
い
て
も
、
ホ
ー
ム
レ
ス
と
な
る
こ
と

を
余
儀
な
く
さ

れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
へ
の
支
援
の
ニ
ー
ズ
は
存
在
す
る
た
め
、
ホ
ー

ム
レ
ス
に
対
す

る
き
め
細
か
な
施
策
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
増
加

を
防
止
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
地
域
に
根
ざ
し
た
き
め
細
か
な
施

策
を
必
要
と
す

る
ホ
ー
ム
レ
ス
施
策
は
、
本
来
、
市
町
村
が
中
心
と
な
っ
て
実
施
す
べ

き
で
あ
る
が
、
市
町

村
単
位
で
ホ
ー
ム
レ
ス
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
場
合
に
は
、
広
域
市

立
を
直
接

支
援
す
る
施
策
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
路
上
（
野
宿
）
生
活
を
脱
却

し
た
ホ
ー
ム
レ
ス
が
再
度
路
上
（
野
宿
）
生
活
に
陥
る
こ
と
を
防
止
し
、
新
た
な

ホ
ー
ム
レ
ス
を
生
ま
な
い
地
域
社
会
づ
く
り
を
実
現
す
る
た
め
、
以
下
の
と
お
り

地
域
福
祉
の
推
進
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 

(ｱ
) 
地
域
福

祉
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
住
民
の
主
体
的
な

参
加

に
よ

る
都

道
府

県
地

域
福

祉
支

援
計

画
や

市
町

村
地

域
福

祉
計

画
の

策

定
を
促
進

す
る
。
 

(ｲ
) 
Ｎ
Ｐ
Ｏ

や
地
域
住
民
等
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
幅
広
い
参
加
に
よ
り
、
地

域
福
祉
を

住
民
全
体
で
支
え
合
う
「
共
助
」
の
社
会
の
構
築
を
目
指
し
、
Ｎ
Ｐ

Ｏ
等
が
活

動
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
を
支
援
す
る
。
 

(ｳ
) 
民
生
委

員
活
動
の
円
滑
な
遂
行
及
び
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
研
修
等
の
推

進
を
通
じ

て
、
委
員
の
資
質
の
向
上
を
図
る
。
 

(ｴ
) 
認
知
症
高
齢
者
、
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者
等
の
う
ち
、
判
断
能
力
が
不

十
分
な
も

の
に
対
し
て
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
支
援
や
日
常
的
金
銭
管
理
等

の
援
助
を

行
う
日
常
生
活
自
立
支
援
事
業
の
利
用
の
推
進
を
図
る
。
 

イ
 
若
年
層
の
中
に
は
、
不
安

定
な
就
労
を
繰
り
返
し
、
路
上
（
野
宿
）
生
活
に
陥

る
者
も
少
な
か
ら
ず
い
る
。
こ
れ
ら
の
者
は
、
勤
労
の
意
義
を
十
分
に
理
解
し
て

い
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
対
す
る
意
識
が
低
い
こ
と
等
、
様
々

な
要
因
に
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
陥
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
学
校
教
育

の
段
階
で
は
、
多
様
な
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
共
通
し
て
必
要
な
能
力
や
態
度
の
育
成

を
通
じ
、
と
り
わ
け
勤
労
観
や
職
業
観
を
自
ら
形
成
・
確
立
で
き
る
よ
う
、
各
学

校
段
階
を
通
じ
た
体
系
的
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
推
進
す
る
。
 

 

３
 
ホ
ー
ム
レ
ス
数

が
少
な
い
地
方
公
共
団
体
の
各
課
題
に
対
す
る
取
組
方
針
 

ホ
ー
ム
レ
ス
数
が
少
な
い
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
も
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
数
が
少
な

い
段
階
で
、
き
め
細
か
な
施
策
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
増
加
を
防

ぐ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
以
下
の
点
を
踏
ま
え

、
積
極
的
に
ホ
ー
ム

レ
ス

対
策
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
 

(1
) 

地
域

に
根

ざ
し

た
き
め
細

か
な

施
策

を
必

要
と

す
る
ホ

ー
ム

レ
ス

施
策

は
、

本

来
、
市
町
村
が
中
心
と
な
っ
て
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
市
町

村
レ
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町
村
圏
や
都
道

府
県
が
中
心
と
な
っ
て
、
施
策
を
展
開
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
り
、
特

に
、
施
設
の
活
用
に
つ
い
て
は
、
広
域
的
な
視
野
に
立
っ
た
活
用
や
、
既
存
の
公
共
施

設
や
民
間
賃
貸

住
宅
等
の
社
会
資
源
の
活
用
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

   
４

 
総
合
的
か
つ

効
果
的
な
推
進
体
制
等
 

 
 
 
 
(1
) 
国
の
役
割
と

連
携
 

国
は
、
ホ

ー
ム

レ
ス
の
自

立
支
援

施
策
に

関
す
る
制
度
や
施
策
の
企
画
立
案
を
行

う
。
ま
た
、
効
果
的
な
施
策
の
展
開
の
た
め
の
調
査
研
究
、
ホ
ー
ム
レ
ス
問
題
や
そ

れ
に
対
す
る
各
種
の
施
策
に
つ
い
て
の
地
域

住
民
に
対
す
る
普
及
啓
発
、
関
係
者
に

対
す
る
研
修
等
を
行
う
。
 

さ
ら
に
、
地
方
公
共
団
体
や
関
係
団
体
に
お
け
る
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
支
援
に
関

す
る
取
組
を
支
援
す
る
た
め
、
各
種
の
情
報
提
供
を
積
極
的
に
行
う
と
と
も
に
、
財

政
上
の
措
置
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

よ
う
努
め
る
。
 

 
 
 
 
(2
) 
地
方
公
共
団
体
の
役
割
と
連
携
 

都
道
府
県
は
、
本
基
本
方
針
に
即
し
て
、
市
町
村
に
お
け
る
ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支

援
施

策
が

効
果

的
か

つ
効

率
的

に
実

施
さ

れ
る

た
め

の
課

題
に

つ
い

て
検

討
し

た

上
で

、
必

要
に

応
じ

て
ホ

ー
ム

レ
ス

自
立

支
援

施
策

に
関

す
る

実
施

計
画

を
策

定

し
、
そ
れ
に
基
づ
き
、
地
域
の
実
情
に
応
じ

て
計
画
的
に
施
策
を
実
施
す
る
。
 

そ
の
際
、
広
域
的
な
観
点
か
ら
、
市
町
村
が
実
施
す
る
各
種
施
策
が
円
滑

に
進
む

よ
う
、
市
町
村
間
の
調
整
へ
の
支
援
、
市
町

村
に
お
け
る
実
施
計
画
の
策
定
や
各
種

施
策
の
取
組
に
資
す
る
情
報
提
供
を
行
う
等

の
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応

じ
て
、
自
ら
が
中
心
と
な
っ
て
施
策
を
実
施

す
る
。
 

市
町
村
は
、
本
基
本
方
針
や
都
道
府
県
の
策
定
し
た
実
施
計
画
に
即
し
て
、
必
要

に
応
じ
て
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
支
援
施
策
に
関
す
る
実
施
計
画
を
策
定
し
、
そ
れ
に

基
づ
き
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
計
画
的
に

施
策
を
実
施
す
る
。
 

そ
の
際
、
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
す
る
各
種
相
談
や
自
立
支
援
事
業
等
の
福
祉
施
策
を

自
ら
実
施
す
る
だ
け
で
な
く
、
就
労
施
策
や
住
宅
施
策
等
も
含
め
た
、
ホ
ー
ム
レ
ス

の
状
況
に
応
じ
た
個
別
的
か
つ
総

合
的

な
施
策
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う

な
施
策
の
取
組
状
況
等
に
つ
い
て
積
極
的
に

情
報
提
供
を
行
う
。
 

ベ
ル
で
ほ
と
ん

ど
ホ
ー
ム
レ
ス
が
い
な
い
場
合
に
は
、
広
域
市
町
村
圏
や
都
道
府
県

が
中
心
と
な
っ

て
、
施
策
を
展
開
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
り
、
特
に
、
施
設
の
活
用

に
つ
い
て

は
、
広
域
的
な
視
野
に
立
っ
た
活
用
や
、
既
存
の
公
共
施
設
や
民
間
賃
貸

住
宅
等
の
社
会

資
源
の
活
用
を
検
討
す
る
。
 

  
４
 
総
合
的
か
つ
効
果
的
な
推
進
体
制
等
 

 
 
 
 
(1
) 
国
の
役
割
と
連
携
 

国
は
ホ
ー
ム
レ
ス
対
策
に
関
す
る
制
度
や
施
策
の
企
画
立
案
を
行
う
。
ま
た
、
効

果
的
な
施
策
の
展
開
の
た
め
の
調
査
研
究
、
ホ
ー
ム
レ
ス
問
題
や
そ
れ
に
対
す
る
各

種
の
施
策
に
つ
い
て
の
地
域
住
民
に
対
す
る
普
及
啓
発
、
又
は
関
係
者
に
対
す
る
研

修
等
を
行
う
。
 

さ
ら
に
、
地
方
公
共
団
体
や
関
係
団
体
に
お
け
る
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
取
組
を
支
援
す
る
た
め
、
各
種
の
情
報
提
供
を
積
極
的
に
行
う
と
と
も
に
、

財
政
上
の
措
置
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
。
 

 
 
 
 
(2
) 
地
方
公
共
団

体
の
役
割
と
連
携
 

都
道
府
県
は
、
本
基
本
方
針
に
即
し
て
、
市
町
村
に
お
け
る
ホ
ー
ム
レ
ス
対
策
が

効
果
的
か
つ
効
率
的
に
実
施
さ
れ
る
た
め
の
課
題
に
つ
い
て
検

討
し
た
上
で
、
必
要

に
応
じ
て
ホ
ー

ム
レ
ス
対
策
に
関
す
る
実
施
計
画
を
策
定
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
、
地

域
の
実
情
に
応
じ
て
計
画
的
に
施
策
を
実
施
す
る
。
 

そ
の
際
、
広
域
的
な
観
点
か
ら
、
市
町
村
が
実
施
す
る
各
種
施
策
が
円
滑
に
進
む

よ
う
、
市
町
村

間
の
調
整
へ
の
支
援
、
市
町
村
に
お
け
る
実
施
計
画
の
策
定
や
各
種

施
策
の
取
組
に
資
す
る
情
報
提
供
を
行
う
等
の
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応

じ
て
、
自
ら
が
中
心
と
な
っ
て
施
策
を
実
施
す
る
。
 

市
町
村
は
、
本
基
本
方
針
や
都
道
府
県
の
策
定
し
た
実
施
計
画
に
即
し
て
、
必
要

に
応
じ
て
ホ
ー
ム
レ
ス
対
策
に
関
す
る
実
施
計
画
を
策
定
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
、
地

域
の
実
情
に
応
じ
て
計
画
的
に
施
策
を
実
施
す
る
。
 

そ
の
際
、
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
す
る
各
種
相
談
や
自
立
支
援
事
業
等
の
福
祉
施
策
を

自
ら
実
施
す
る
だ
け
で
な
く
、
就
労
施
策
や
住
宅
施
策
等
も
含
め
た
、
ホ
ー
ム
レ
ス

の
状
況
に
応
じ
た
個
別
的
か
つ
総
合
的
な
施
策
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う

な
施
策
の
取
組
状
況
等
に
つ
い
て
積
極
的
に
情
報
提
供
を
行
う
。
 



Ⅵ 資 料 

 

１３５ 

な
お
、
実

施
計
画
を
策
定
し
な
い
又
は
策
定
過
程
に
あ
る
地
方
公
共
団
体
に
お
い

て
も
、
積
極
的
に
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
支
援

に
向
け
た
施
策
を
実
施
す
る
。
 

ま
た
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
支
援
に
関
す
る
事
業
を

実
施
す
る
際
に
は
、
関
係
団
体
と
十
分
連
携
し
つ
つ
、
そ
の
能
力
の
積
極
的
な
活
用

を
図
る
。
 

  
 
 
 
(3
) 
関
係
団
体
の
役
割
と
連
携
 

ホ
ー

ム
レ

ス
や

ホ
ー

ム
レ

ス
と

な
る

こ
と

を
余

儀
な

く
さ

れ
る

お
そ

れ
の

あ
る

者
の
生
活
実
態
を
把
握
し
、
ホ
ー
ム
レ
ス
や
ホ
ー
ム
レ
ス
と
な
る
こ
と
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
に
と

っ
て
最

も
身
近
な
存
在

で
あ
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
団
体
、
社
会

福
祉

協
議
会
、
社
会
福
祉
法
人
等
の
民
間
団
体
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス

や
ホ

ー
ム

レ
ス

と
な

る
こ

と
を

余
儀

な
く

さ
れ

る
お

そ
れ

の
あ

る
者

に
対

す
る

支

援
活
動
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
う
と
と

も
に
、
地
方
公
共
団
体
が
行
う
ホ
ー
ム

レ
ス

や
ホ

ー
ム

レ
ス

と
な

る
こ

と
を

余
儀

な
く

さ
れ

る
お

そ
れ

の
あ

る
者

に
対

す

る
施
策
に
関
し
、
事
業
の
全
部
又
は
一
部
の
委
託
を
受
け
る
な
ど
、
行
政

の
施
策
に

お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
 

そ
の
際
、
関

係
団

体
は
、
自
ら

が
有
す

る
既
存
の
施
設
や
知
識
、
人
材
等
を
積
極

的
に
活
用
し
て

事
業

を
行

う
よ

う
努
め

る
と
と
も
に
、
地
方
公
共

団
体
が
自
ら
実
施

す
る
事
業
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
協
力
を
行

う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

  
５

 
基
本
方
針
の

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
及
び
見
直
し
 

本
基
本
方
針
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お
り

見
直
し
を
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

(1
) 
本
基
本
方
針
の
適
用
期
間

は
、
こ
の

告
示
の
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
間
と

す
る
（
た
だ
し

、
当
該

期
間
中

に
法
が

失
効
し
た
場
合
に
は

、
法
の
失
効
す
る
日
ま

で
と
す
る
。
こ
の
ほ
か
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
）
。 

(2
) 
基
本
方
針
の

見
直

し
に
当

た
っ
て

は
、
適

用
期
間
の
満
了
前
に
基
本
方
針
に
定
め

た
施
策
に
つ
い
て
の
政
策
評
価
等
を
行
う
と
と
も
に
公
表
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

な
お
、
こ

の
政
策
評
価
等
を
行
う
場
合
に
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
数
、
路
上
（
野
宿
）

生
活
の
期
間
、
仕
事
や
収
入
の
状
況
、
健
康
状
態
、
福
祉
制
度
の
利
用
状
況
等
に
つ

い
て
、
再
度

実
態

調
査

を
行
い

、
こ

の
調

査
結
果
に
基
づ
き
行
う
と
と
も
に
、
地
方

な
お
、
実
施
計
画
を
策
定
し
な
い
地
方
公
共
団
体
や
策
定
過
程
に
あ
る
地
方
公
共

団
体
に
お
い
て
も
、
必
要
に
応
じ
て
、
積
極
的
に
ホ
ー
ム
レ

ス
の
自
立
支
援
に
向
け

た
施
策
を
実
施
す
る
。
 

ま
た
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
支
援
に
関
す
る
事
業
を

実
施
す
る
際
に
は
、
関
係
団
体
と
十
分
連
携
し
つ
つ
、
そ
の
能
力
の
積
極
的
な
活
用

を
図
る
。
 

 
 
 
 
(3
) 
関
係
団
体
の

役
割
と
連
携
 

ホ
ー
ム
レ
ス
の
生
活
実
態
を
把
握
し
、
ホ
ー
ム
レ
ス
に
と
っ
て
最
も
身
近
な
存
在

で
あ
る
Ｎ

Ｐ
Ｏ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
、
社
会
福
祉
協
議
会
等
の
民
間
団
体
は
、
ホ

ー
ム
レ
ス
に
対
す
る
支
援
活
動
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
う
と
と
も
に
、
地
方
公

共
団
体
が
行
う
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
す
る
施
策
に
関
し
、
事
業
の
全
部
又
は
一
部
の
委

託
を
受
け
る
等

、
行
政
の
施
策
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
 

そ
の
際
、
関
係
団
体
は
、
自
ら
が
有
す
る
既
存
の
施
設
や
知
識
、
人
材
等
を
積
極

的
に
活
用
し
て
事
業
を
行
う
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
が
自
ら
実
施

す
る
事
業
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
協
力
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
 

      
５
 
基
本
方
針
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
及
び
見
直
し
 

本
基
本
方
針
に
つ
い
て
は
以
下
の
と
お
り
見
直
し
を
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

(1
) 
本
基
本
方
針

の
運
営
期
間
は
、
こ
の
告
示
の
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
間
と

す
る
（
た
だ
し
、
当
該
期
間
中
に
法
が
失
効
し
た
場
合
に
は

、
法
の
失
効
す
る
日
ま

で
と
す
る
。
こ
の
ほ
か
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
）
。 

(2
) 
基
本
方
針
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
運
営
期
間
の
満
了
前
に
基
本
方
針
に
定
め

た
施
策
に
つ
い
て
の
政
策
評
価
等
を
行
う
と
と
も
に
公
表
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

な
お
、
こ
の
政
策
評
価
等
を
行
う
場
合
に
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
数
、
路
上
（
野
宿
）

生
活
の
期
間
、
仕
事
や
収
入
の
状
況
、
健
康
状
態
、
福
祉
制
度
の
利
用
状
況
等
に
つ

い
て
、
再
度
実
態
調
査
を
行
い
、
こ
の
調
査
結
果
に
基
づ
き
行
う
も
の
と
す
る
。
た



Ⅵ 資 料 

 

１３６ 

公
共
団
体
や
民
間
団
体
が
実
施
し
た
調
査
等

の
結
果
も
参
考
と
す
る

も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、

こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

(3
) 
基
本
方
針
の

見
直

し
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
地
方
公
共
団
体
の
意
見
を

聴
取
す
る
と
と
も
に
、
行
政
手
続
法
（

平
成
５
年
法
律
第

8
8
号
）
に
よ
る
意
見
聴

取
手
続
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
を
通
じ
て
、
有
識
者
や
民
間
団
体
を
含
め
、
広

く
国
民
の
意
見
を
聴
取
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 第
４

 
都
道
府
県
等

が
策
定
す
る
実
施
計
画
の
作
成
指
針
 

法
第
９
条
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
地
方
公
共
団
体
が
実
施
計
画
を

策
定
す
る
場
合

に
は
、
福
祉
や
雇
用
、
住
宅
、
保
健
医
療
等
の
関
係
部
局
が
連
携
し
、

次
に
掲
げ
る
指

針
を
踏
ま
え
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
実
施
計
画
を
策
定
し
た

都
道
府
県
の
区

域
内
の
市
町
村
が
実
施
計
画
を
策
定
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
指
針
の
ほ

か
に
、
都
道
府

県
の
実
施
計
画
も
踏
ま
え
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

１
 
手
続
に
つ
い
て

の
指

針
 

(1
) 
実
施
計
画
の

期
間
 

実
施
計
画
の
計
画
期
間
は
、
都
道
府
県
が
策
定
し
、
公
表
し
た
日
か
ら
起
算
し
て

５
年
間
と
す
る
（
た
だ
し
、
当
該
期
間
中
に
法
が
失
効
し
た
場
合
に
は
法
の
失
効
す

る
日
ま
で
と
す
る
。
こ
の
ほ
か
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は

な
い
。
）
。
 

(2
) 
実
施
計
画
策

定
前

の
手
続
 

①
 

現
状
や
問

題
点

の
把

握
 

実
施
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
実
態
に
関
す
る
全
国
調
査

に
お

け
る

当
該

地
域

の
デ

ー
タ

等
に

よ
り

ホ
ー

ム
レ

ス
の

数
や

生
活

実
態

の
把

握
を
行
う
と
と
も
に
、
関
係
機
関
や
関
係
団
体
と
連
携
し
な
が
ら
、
ホ
ー
ム
レ
ス

の
自
立
支
援
に
関
す
る
施
策
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
把
握
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
ホ

ー
ム
レ
ス
に
関
す
る
問
題
点
を
把
握
す
る
。
 

②
 

基
本
目
標
 

①
の
現
状
や
問
題
点
の
把
握
に
基
づ
い
て
、
実
施
計
画
の
基
本
的
な
目
標
を
明

確
に
す
る
。
 

③
 

関
係
者
等

か
ら

の
意

見
聴

取
 

だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

 

(3
) 
基
本
方
針
の
見
直
し
に
際
し
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
地
方
公
共
団
体
の
意
見
を
聴

取
す
る
と

と
も
に
、
行
政
手
続
法
に
よ
る

意
見
聴
取
手
続
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）

を
通
じ
て
、
有
識
者
や
民
間
団
体
を
含
め
、
広
く
国
民
の
意
見
を
聴
取
す
る
も
の
と

す
る
。
 

 第
４
 
都
道
府
県
等
が
策
定
す
る
実
施
計
画
の
作
成
指
針
 

法
第
９
条
第
１

項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
公
共
団
体
が
実
施
計
画
を

策
定
す
る
場
合
に
は
、
福
祉
や
雇
用
、
住
宅
、
保
健
医
療
等
の
関
係
部
局
が
連
携
し
、

次
に
掲
げ
る
指
針
を
踏
ま
え
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
実
施
計
画
を
策
定
し
た

都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
が
実
施
計
画
を
策
定
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
指
針
の
ほ

か
に
、
都
道
府
県
の
実
施
計
画
も
踏
ま
え
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

１
 
手
続
に
つ
い
て
の
指

針
 

(1
) 
実
施
計
画
の
期
間
 

実
施
計
画
の
計
画
期
間
は
、
都
道
府
県
が
策
定
し
、
公
表
し
た
日
か
ら
起
算
し
て

５
年
間
と
す
る
。
 

（
た
だ
し
、
当
該
期
間
中
に
法
が
失
効
し
た
場
合
に
は
法
の
失
効
す
る
日
ま
で
と

す
る
。
こ
の
ほ
か
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
）
 

(2
) 
実
施
計
画
策
定
前
の
手
続
 

ア
 
現
状
や
問
題
点
の
把
握
 

実
施
計
画
の
策
定
に
際
し
て
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
実
態
に
関
す
る
全
国
調
査
に

お
け

る
当

該
地

域
の

デ
ー

タ
等

に
よ

り
ホ

ー
ム

レ
ス

の
数

や
生

活
実

態
の

把
握

を
行
う
と
と
も
に
、
関
係
機
関
や
関
係
団
体
と
連
携
し
な
が
ら
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の

自
立
支
援
に
関
す
る
施
策
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
把
握
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
ホ
ー

ム
レ
ス
に
関
す
る
問
題
点
を
把
握
す
る
。
 

イ
 
基
本
目
標
 

ア
の
現
状
や
問
題
点
の
把
握
に
基
づ
い
て
、
実
施
計
画
の
基
本
的
な
目
標
を
明

確
に
す
る
。
 

ウ
 
関
係
者
等
か
ら
の
意
見
聴
取
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１３７ 

実
施
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
地
域
の
ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
の
支
援

等
を
行
う
民
間
団
体
な
ど
、
ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支
援
施
策
関
係
者
か
ら
の
意
見
を

幅
広
く
聴
取
す
る
と
と
も
に
、
当
該
地
域
の
住
民
の
意
見
も
聴
取
す
る
。
 

(3
) 
実
施
計
画
の

評
価

と
次
期

計
画
の

策
定
 

①
 

評
価
 

実
施
計
画
の
計
画
期
間
の
満
了
前
に
、
当
該
地
域
の
ホ
ー
ム
レ
ス
の
状
況
等
を

客
観
的
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
関
係
者
の
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、

実
施
計
画
に
定
め
た
施
策
の
評
価
を
行
う
。
 

②
 

施
策
評
価

結
果

の
公

表
 

①
の
評
価
に
よ
り
得
ら
れ
た
結
果
は
公
表
す
る
。
 

③
 

次
の
実
施

計
画

の
策

定
 

①
の
評
価

に
よ

り
得

ら
れ

た
結

果
は
、
次
の
実
施
計
画
を
策
定

す
る
に
当
た
っ

て
参
考
に
す
る
。
 

  
２

 
実
施
計
画
に

盛
り
込
む
べ
き
施
策
に
つ
い
て
の
指
針
 

実
施
計
画
に
は
、
第
３
の
２
及
び

３
に
掲

げ
た
ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支
援
施
策
の
推
進

に
関
す
る
各
課

題
に
対
す
る
取
組
方
針
を
参
考
に
し
つ
つ
、
当
該
取
組
方
針
の
う
ち
地

方
公
共
団
体
に

お
い
て
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
施
策
や
、
地
方
公
共
団
体
が
独
自
で
実

施
す
る
施
策
を

記
載
す
る
。
 

 

３
 
そ
の
他
 

実
施

計
画
の
策
定
や

実
施
計
画
に

定
め
た
施
策
の

評
価
等
に
当

た
っ
て
は
、

１
(2
) 

③
及
び
１
(3
)①

に
よ
り
、
関
係
者
の
意
見
の
聴
取
を
行
う
ほ
か
、
公
共
職
業
安
定
所
、

公
共
職
業
能
力

開
発
施
設
、
都
道
府
県
警
察
等
の
関
係
機
関
と
も
十
分
に
連
携
す
る
。
 

ま
た
、
都
道

府
県

に
お

い
て
は

、
こ

の
実

施
計
画
の
作
成
指
針
の
ほ
か
、
区
域
内
の

市
町
村
が
実
施

計
画
を
策
定
す
る
に
当

た
っ

て
留
意
す
べ
き
点
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ

の
内
容
に
つ
い

て
、
都
道
府
県
が
策
定
す
る
実
施
計
画
に
記
載
す
る
。
 

実
施
計
画
の
策
定
に
当

た
っ
て
は
、
当
該
地
域
の
ホ

ー
ム
レ
ス
の
自
立
の

 
支

援
等
を
行
う
民
間
団
体
等
、
ホ
ー
ム
レ
ス
自
立
支
援
施
策
関
係
者
か
ら
の
意
見
を

幅
広
く
聴
取
す
る
と
と
も
に
、
当
該
地
域
の
住
民
の
意
見
も
聴
取
す
る
。
 

(3
) 
実
施
計
画
の
評
価
と
次
期
計
画
の
策
定
 

ア
 
評
価
 

実
施
計
画
の
計
画
期
間
の
満
了
前
に
、
当
該
地
域
の
ホ
ー
ム
レ
ス
の
状
況
等
を

客
観
的
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
関
係
者
の
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、

実
施
計
画
に
定
め
た
施
策
の
評
価
を
行
う
。
 

イ
 
施
策
評
価
結
果
の
公
表
 

ア
の
評
価
に
よ
り
得
ら
れ
た
結
果
は
公
表
す
る
。
 

ウ
 
次
の
実
施
計
画
の
策
定
 

ア
の
評
価
に
よ
り
得
ら
れ
た
結
果
は
、
次
の
実
施
計
画
を
策
定

す
る
に
際
し
て

参
考
に
す
る
。
 

 

２
 
実
施
計
画
に
盛

り
込
む
べ
き
施
策
に
つ
い
て
の
指
針
 

実
施
計
画
に
は
、
第
３
の
２
及
び
３
に
掲
げ
た
ホ
ー
ム
レ
ス
対
策
の
推
進
方
策
に
関

す
る
各
課
題
に
対
す
る
取
組
方
針
を
参
考
に
し
つ
つ
、
当
該
取
組
方
針
の
う
ち
地
方
公

共
団
体
に
お
い
て
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
施
策
や
、
地
方
公
共
団
体
が
独
自
で
実
施
す

る
施
策
を
記
載
す
る
。
 

  
３
 
そ
の
他
 

実
施

計
画
の
策
定
や

実
施
計
画
に

定
め
た
施
策
の

評
価
等
に
際

し
て
は
、

１
(2
)ウ

及
び

１
(3
)ア

に
よ
り
、
関
係
者
の
意

見
の
聴
取
を
行

う
ほ
か
、
公

共
職
業
安
定
所

、

公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
、
都
道
府
県
警
察
等
の
関
係
機
関
と
も
十
分
に
連
携
す
る
。
 

ま
た
、
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
こ
の
実
施
計
画
の
作
成
指
針
の
他
に
、
区
域
内
の

市
町
村
が
実
施
計
画
を
策
定
す
る
際
に
留
意
す
べ
き
点
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容

に
つ
い
て
、
都
道
府
県
が
策
定
す
る
実
施
計
画
に
記
載
す
る
。
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５ ホームレスの自立の支援等に関する東京都実施計画（第４次）       Ⅵ 資 料 
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    東  京  都 
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計画の策定に当たって  

   

東京都が平成 26年６月、「ホームレスの自立支援等に関する東京都実施計画（第３次）」

（以下「第３次実施計画」という。）を策定してから５年が経過します。  

この間、都区共同事業による自立支援システム※の実施効果もあり、都内の路上等におけ

るホームレス数（国管理河川含む）は、第３次実施計画の初年度である平成 26年度の

1,768人から、平成 30年１月には 1,242人にまで減少しました。  

一方、ホームレスの実態に関する全国調査（生活実態調査）によれば、ホームレスの高齢

化や路上（野宿）生活期間の長期化が一層進んでいるほか、住居喪失期間は短いものの簡易

宿泊所や終夜営業の店舗等で寝泊まりするなど、不安定な居住環境の中で路上と屋根のある

場所とを行き来する層が存在しており、こうした実態を捉えながら、引き続き積極的にホー

ムレス対策に取り組む必要があります。  

もとより、ホームレス問題は、個々の自治体の取組だけではその抜本的な解決は困難であ

り、第一義的には国がその責務を果たすべき課題です。そのため、都は、これまで国に対し

て就労・住宅・福祉などの総合的な対策の確立や自治体の取組に対する財政支援の拡充を求

めてきました。  

同時に、独自の取組として、路上生活が長期化し、高齢化したホームレスに対する支援策

や、健康状態の悪いホームレスに対する看護師を伴った巡回相談の実施等、社会経済状況の

変化に的確に対応する施策を展開しています。  

また、国は、生活保護に至る前の自立支援策の強化を図るため、「生活困窮者自立支援

法」（平成 25 年法律第 105 号）を成立させるとともに、引き続きホームレスの自立の支援

等に関する施策を計画的かつ着実に推進する必要から、平成 29 年６月に「ホームレスの自

立の支援等に関する特別措置法」（平成 14年法律第 105 号）の実施期間を 10年間延長しま

した。  

今回、都が策定する実施計画では、引き続き自立支援センターを核とする自立支援システ

ムの運営や、生活の安定に向けた相談・援護・生活支援を行う総合的な対策の推進等によ

り、ホームレスの一日も早い自立を目指すことを基本目標としています。  

なお、実施に当たっては、計画期間の満了前であっても、国の基本方針の見直しや社会経

済状況の変化等にあわせ、最新の時点における都内のホームレスの状況を客観的に把握し、

それまでに進めた施策の評価を行った上で、適宜必要な見直しを行います。  

この計画が、ホームレスの自立に向けて真に有効に機能し、効果が発揮できるよう、都民

や関係機関の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。  

  

  ※ 「自立支援システム」とは、ホームレスの社会復帰に向け、心身の健康回復と本人の能

力等の総合的な評価を行い、就労意欲があり、かつ心身の状態が就労に支障がないと認

められる者に対しては、生活指導、健康相談及び職業相談等の支援を実施し就労自立を

目指す一連の施策です。  
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Ⅰ ホームレスの現状  

  

１ 全国におけるホームレスの現状  

   国は、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の制定を受けて、基本方針の策定の

ために「ホームレスの実態に関する全国調査（生活実態調査）（以下「生活実態調査」とい

う。）」を、平成 15 年 2 月、平成 19 年 1 月、平成 24 年 1 月及び平成 28年 10月に実

施しています。  

また、「ホームレスの実態に関する全国調査(概数調査)」は、平成 19年１月以降毎年同時

期に実施しています。  

30年 1月調査でみると、ホームレス数は全国で 4,977人（対 26年調査比、2,531 人の減）

となっており、都道府県別では、東京都が１,242 人※（同、526 人の減）で最大、次いで大

阪府が 1,110 人（同、754 人の減）、以下、神奈川県 934 人（同、 

390人の減）、福岡県 252人（同、117人の減）、愛知県 245人（同、135人の減）となり、

41都道府県でホームレスが確認されています。  

（※ 国土交通省管理の河川（以下「国管理河川」という。）分として区部 506人及び市町村

部 90人の計 596人を含む。）  

    

  都道府県別のホームレス概数一覧（平成 30年 1月）        単位：人  

北 海 道      38（59) 石 川 県      4（6)  岡 山 県        15（16)  

青 森 県         0（1)   福 井 県      3（2)  広 島 県          44（65) 

岩 手 県         2（2)   山 梨 県      3（13)  山 口 県           2（4) 

宮 城 県       99（122)   長 野 県       6（5)  徳 島 県        2（4) 

秋 田 県   0（2)  岐 阜 県     8（22) 香 川 県    3（8) 

 山 形 県   0（1)   静 岡 県    84（133) 愛 媛 県         11（23)  

福 島 県  12（14)  愛 知 県      245（380)   高 知 県          1（3)  

茨 城 県  24（37)  三 重 県     25（28)  福 岡 県       252（369)  

栃 木 県  20（35)  滋 賀 県       3（4)  佐 賀 県          10（9)  

群 馬 県        23（44)  京 都 府   58（121)   長 崎 県          0（5) 

埼 玉 県       200（301)  大 阪 府   1,110（1,864)  熊 本 県          20（36)  

千 葉 県       229（285)  兵 庫 県     115（214)   大 分 県    7（14)  

東 京 都   1,242（1,768)  奈 良 県       0（0)  宮 崎 県            2（4)  

神奈川県     934（1,324)  和歌山県         20（14)   鹿児島県           21（41)  

新 潟 県         10（11)  鳥 取 県           4（3)   沖 縄 県          63（81)  

富 山 県  3（11)   島 根 県      0（0)                    

 合 計                         4,977（7,508)  

    ※（ ）内は平成 26年 1月調査の数値 
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区市町村別では、東京 23区 1,126人※（同、455人の減）、大阪市 1,023人（同、702人 

の減）、横浜市 477人（同、103人の減）、川崎市 300人（同、190人の減）、福岡市 171人 

（同、74人の減）、名古屋市 167人（同、97人の減）、仙台市 96人（同、 23人の減）、北 

九州市 62人（同、30人の減）、京都市 53人（同、60人の減）と、都市部に集中していま

す。  

（※ 東京 23区内の国管理河川分 506人を含む。）  

    

  東京 23区及び指定都市のホームレスの概数一覧（平成 30年 1月）  単位：人  

東京 23 区  1,126（1,581)  相模原市  14（13)  堺市  18（33)  

札 幌 市   35（50)  新 潟 市   10（9)  神 戸 市   44（67)  

仙 台 市    96（119)  静 岡 市    14（21)  岡 山 市    9（10)  

さいたま市     36（68)  浜 松 市    21（27)  広 島 市    36（52)  

千 葉 市    37（39)  名古屋市    167（264)  北九州市    62（92)  

横 浜 市   477（580)  京 都 市    53（113)  福 岡 市   171（245)  

川 崎 市    300（490)  大 阪 市  1,023（1,725)  熊 本 市    15（26)  

 合 計  3,764（5,624）  

    ※（ ）内は平成 26年 1月調査の数値  
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２ 東京都におけるホームレスの現状  

(1) ホームレスの概数  

東京都においては、平成 6年度(7年 2月)から毎年、道路・公園・河川敷・駅舎等の

ホームレスの概数調査(8 年度からは夏期 8 月と冬期 1月ないし 2 月の年 2回調査)を

行っています。  

国管理河川を含む現在の方式で調査を開始した平成 14年度以降、冬期調査では、平成

16年 2月の 6,539人をピークに減少傾向にあり、平成 30年 1月の調査では 1,242人

で、調査開始以来最も少なくなっています。  
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  国管理河川を除く区市町村別では、区部において、新宿区の 124人が最も多く、次いで渋谷

区 70人、台東区 69人、墨田区 57人となっています。市町村部では、府中市の 7人が最も多

く、次いで立川市の 4人となっています。  

 

 都内区市町村別ホームレス概数一覧（平成 30年 1月）      単位：人  

千代田区    21（64） 品 川 区    15（12）  北  区     8（14） 

中 央 区    29（63） 目 黒 区      0（4）  荒 川 区      2（1） 

港  区     35（56） 大 田 区    25（28）  板 橋 区     3（21）

新 宿 区   124（121）   世田谷区     6（18） 練 馬 区      3（7）

文 京 区    11（15）  渋 谷 区    70（112） 足 立 区     24（20）

台 東 区    69（135） 中 野 区     5（10）  葛 飾 区     19（31） 

墨 田 区     57（101） 杉 並 区      5（12）  江戸川区     28（22） 

江 東 区     32（40）  豊 島 区    29（48）   

２３区合計                    620（955） 

八王子市    3（3)  小金井市       0（1)  東大和市          0（0)  

立 川 市    4（6)  小 平 市      1（1)  清 瀬 市     0（0)  

武蔵野市    2（3)  日 野 市      2（2)  東久留米市          0（0)  

三 鷹 市    2（4)  東村山市       1（0)  武蔵村山市     0（0) 

青 梅 市     0（0)   国分寺市        2（1)    多 摩 市     0（2) 

府 中 市       7（10)   国 立 市        0（0)    稲 城 市           1（0)  

昭 島 市     0（0)   西東京市        1（1)    羽 村 市           0（0)  

調 布 市     0（3)   福 生 市        0（0)   あきる野市            0（0) 

町 田 市     0（0)   狛 江 市        0（1)    町 村 部           0（1) 

市町村合計                                                              26（39)  

総 合 計                                                            646（994）  

      ※（ ）内は平成 26年 1月調査の数値  

      ※国土交通省管理の河川分として、区部 506人、市町村部 90人、計 596人を除く。  

   

施設別では、公園（都立霊園を含む）が 309人（47.8％）で最も多く、道路 248人

（38.4％）、河川 63人（9.8％）、駅舎 18人（2.8％）、その他 8人（1.2％）となっています。  

性別では、男性が 625人、女性が 21人となっています。  

（いずれも、国管理河川分を除く。）  

国管理河川のホームレス概数は、区部 506人、市町村部 90人となっています。  
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 (2) ホームレスの生活実態  

平成 28年 10月、国は生活実態調査を実施しました。この調査に基づき、東京都は東京 23

区における 356人のホームレスの生活実態を以下のとおり把握しました。なお、同様の調査を

過去に平成 15年 2月、平成 19年 1月及び平成 24年 1月に実施しており、以下のデータに

は、平成 24年の東京 23区における 359人のホームレスに対する同様の調査結果を併記してい

ます。  

  

ア 年齢  

  年齢分布では、60 歳代が最も多く、70 歳代がこれに次いでおり、60 歳以上が全体の 72％ 

を占め、高齢化が進んでいます。  

 

    

イ 路上生活の期間  

   直近の路上生活期間についての分布は 5年以上の割合が全体で 63.4％となっており、10 

年以上は 42.1％に及び、路上生活の長期化が進んでいます。   
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ウ 収入のある仕事の有無      

全体のうち 62.9％が何らかの仕事をしています。  

 

エ 仕事の種類  

収入のある仕事をしているホームレスの仕事の種類については、74.9％が廃品回収（ア

ルミ缶・段ボール・粗大ごみ・本集め）となっています。  
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オ 収入状況  

東京都では、１～３万円未満が最も多く、次いで３～５万円未満となっており、仕事を

している者の 67.7％が月収５万円未満となっています。  
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カ 路上生活に至った理由  

路上生活に至った理由は、倒産や失業、仕事が減った等労働環境によるものが多くなっ

ています。加えて、借金や家庭内のいざこざ、飲酒、ギャンブル等多様な問題が理由とな

っています。            

 
  

キ 健康状態  

  健康状態が悪いと回答したホームレスは 31.1％となっています。  

 

 

 

 

 

22.4%

27.3%

20.1%

5.2%

20.3%

1.2% 2.0%

7.8%

1.5% 1.5% 0.6%

1.5%

6.7%
5.8%

14.8%

28.2%

33.0%

21.7%

5.6%

15.5%

2.2%

5.6%

20.3%

4.5% 3.9%

0.3%

1.4%

6.8%

5.6%

21.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

倒
産
や
失
業

仕
事
が
減
っ
た

病
気
・
け
が
や
高
齢
で
仕
事
が
で
き
な
く
な
っ
た

労
働
環
境
が
劣
悪
な
た
め
仕
事
を
辞
め
た

人
間
関
係
が
上
手
く
い
か
な
く
て
仕
事
を
辞
め
た

左
記
以
外
の
理
由
で
収
入
が
減
っ
た

借
金
取
り
立
て
に
よ
り
家
を
出
た

ア
パ
ー
ト
等
の
家
賃
が
払
え
な
く
な
っ
た

契
約
期
間
満
了
で
宿
舎
を
出
た

ホ
テ
ル
代
、
ド
ヤ
代
を
払
え
な
く
な
っ
た

差
し
押
さ
え
に
よ
っ
て
立
ち
退
き
さ
せ
ら
れ
た

病
院
や
施
設
等
か
ら
出
た
後
行
き
先
が
無
か
っ
た

家
庭
内
の
い
ざ
こ
ざ

飲
酒
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル

そ
の
他

平成28年生活実態調査

平成24年生活実態調査

 
 
     

普通 , 
  
% 33.3 

悪い ,  
% 31.1 

良い ,  
% 30.8 

わからな 
い , 4.8% 

平成 28 年生活実態調査 

普通 ,  
41.5 % 

悪い ,  
30.1 % 

良い ,  
% 25.6 

わからな 
い , 2.8% 

平成 24 年生活実態調査 



                                                                                       Ⅵ 資 料 

 

１５０ 
 

ク 健康状態が悪いと回答したホームレス自身の対処方法  

   健康状態が悪いと回答したホームレスのうち、何もしていないと回答した者の割合

は、65.3％を占めています。  

 

  

ケ 福祉制度の周知・利用状況 

これまで、巡回相談員に会ったことがある者が全体の 81.2％となっています。  

 

自立支援センターを知っている者が 78.4％で、知っており、利用したことが 

ある者が 10.9％となっています。  

 

これまでに生活保護を受けたことがある者は全体の 33.4％となっています。 
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コ 自立に向けた今後の展望  

今後の生活については、今のままでいいという回答が 41.5%で最も多く、次 

いで、アパートに住み、就職して自活したいという回答が 16.5％となってい 

ます。     

 

  

サ 求職活動  

   求職活動については、今も求職活動をしていないし、今後も求職活動をする 

予定はないという回答が 82.4％と最も多くなっています。  
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シ 家族関係  

   家族関係に関しては、結婚（内縁を含む）をしている者が 7.6％、離婚・死 

別した者が 24.2％、未婚の者が 68.2％となっています。                

 

親や兄弟等の家族・親族がいる者は、平成 28 年の調査で 70.6％となってい 

います。  

 

親や兄弟等の家族・親族がいると回答した者のうちこの 1年間で連絡がない 

者が平成 28年調査で 81．9％となっています。  
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Ⅱ ホームレス対策の現状  

  

１ 国における取組状況  

大都市を中心にホームレスが急増し、大きな社会問題化する中で、国は、東京や大阪をはじ

めとする自治体等からの法制度やそれに基づいた各種施策の確立等の強い要望を受け、ホーム

レス対策の検討に乗り出しました。  

平成 14年 8月、ホームレスの自立の支援等に関する施策を総合的に推進するため「ホーム

レスの自立の支援等に関する特別措置法」が 10年間の時限法として施行されました。この法

律は、施策の目標、国及び地方公共団体の責務、基本方針及び実施計画の策定等について定め

ています。平成 29年 6月には法の期限が平成 39年（2027 年）まで延長されました。  

国は、この法律に基づき、平成 15年 7月に「ホームレスの自立の支援等に関する基本方

針」（以下「基本方針」という。）を策定しました。この基本方針は、運用 

期間が 5か年であり、平成 30年 7月に 3度目の改定が行われました。  

  

【基本方針改定のポイント（平成 30年 7月）】  

・最近のホームレスに関する傾向・動向  

ホームレスの高齢化や路上（野宿）生活期間の長期化等、ホームレスの状況の変化に対応

した支援が必要。  

39歳以下のホームレスや 65歳以上のホームレス等、年代別に、それぞれが抱える課題等

に対応した支援が必要。  

・ホームレス自立支援センターとホームレス緊急一時宿泊施設（シェルター）の名称の見直

し  

ホームレス自立支援センターとホームレス緊急一時宿泊施設（シェルター）の概要を明記

するとともに、その名称を、ホームレス以外の人も対象となることを明確にするため、それ

ぞれ、生活困窮者・ホームレス自立支援センター、生活困窮者一時宿泊施設に変更する。  

・ホームレスに対する保健医療の確保  

ホームレスの高齢化や路上（野宿）生活の長期化に伴い、一定程度存在する健康状態の悪

い者が、必要な医療サービスを受けることができるよう、路上やシェルター等において、保

健医療職（保健師、看護師、精神保健福祉士等）による、医療的視点に基づいたきめ細かな

相談や支援等の実施。  

・ホームレスに対する安定した居住の場所の確保  

シェルター等を利用していた者や、居住に困難を抱える者であって、地域社会から孤立し

た状態にある者が地域において日常生活を営むために、一定期間、訪問による見守りや生活

支援等の実施。  
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２ 東京都における取組状況  

  

(1) 都区共同の取組状況  

ホームレス問題については、ホームレス自身が地域社会の一員として社会生活が送れる

よう支援することが基本であり、そのためには、ホームレス個々のニーズに応じた支援プ

ログラムが用意される必要があります。  

東京都は、平成 12年度から、23区との共同により自立支援事業を開始し、これまでの

応急援護中心の対策から長期的かつ総合的な対策へ転換しました。  

平成 13年 8月には、全国に先駆けて、ホームレスを一時的に保護し、心身の健康回復

と自立支援に向けた総合的な評価（アセスメント）を行う緊急一時保護事業、就労意欲が

あり、健康状態等就労に支障がない場合に自立を図るために就労支援を行う自立支援事業

による一貫した処遇システム、いわゆる自立支援システムを構築しました。  

現在では、自立支援システムによる支援を実施する路上生活者対策施設（以下「自立支

援センター」という。）を拠点として緊急一時保護から就労自立まで一貫した支援を行う

とともに、ホームレスが起居する場所を巡回して面接相談を実施する巡回相談事業、自立

支援センターを就労自立退所した者等に対して相談支援等のアフターケアを行う地域生活

継続支援事業も実施しています。  

また、平成 29年度から、既存の自立支援システムでは対応が難しい、路上生活が長期

化し、高齢化したホームレスに対する新たな取り組みとして、生活支援を行った上で適切

な福祉施策につなぎ、地域移行を図る「支援付地域生活移行事業」※を試験的に開始しま

した。  

  ※Ｐ19「【コラム】支援付地域生活移行事業」を参照  

  

(2) 区の取組状況  

    区部においては、生活困窮者自立支援法に基づく一時生活支援事業として都区共同の自立

支援システムを運用しているほか、健康や法律等に関する専門相談、シャワー・洗濯機の

利用提供等、独自の施策を展開している区もあります。  

  

(3) 市町村の取組状況  

    市町村部においては、繁華街や大規模公園のある市及び多摩川を除き、区部のように中心

部から周辺部まで広範囲にわたってホームレスがいるという実態になっていないことか

ら、無料低額宿泊所（以下「宿泊所」という。）等を活用した生活保護の適用や応急援護

の実施等によって対応しています。また、地域の実情に応じて生活困窮者自立支援法に基

づく自立相談支援事業に位置付けられる巡回相談事業や一時生活支援事業等に取り組む市

もあります。  

  

(4) その他の取組状況  

   「ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者」への対策としては、平成 20年

4月に、インターネットカフェや漫画喫茶等に寝泊りする不安定就労者等への支援とし
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て、住居喪失不安定就労者サポートセンター「ＴＯＫＹＯチャレンジネット」を開設し、

生活相談、居住相談、就労相談等を行っています。  
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Ⅲ ホームレス問題の解決に向けて  

  

１ 計画の位置づけ  

  

(1) 計画改定の基本的方針  

平成 26年策定の実施計画は、5年間の計画期間を満了しました。  

この間、ホームレス対策事業による成果をあげながら、就労自立を前提とした自立支援シ

ステムでは支援が困難な路上生活が長期化、高齢化したホームレスに対する新たな施策を試

行的に実施してきました。  

国の基本方針では、実施計画を策定する場合には、「福祉や雇用、住宅、保健医療等の関

係部局が連携」して、基本方針に掲げた「各課題に対する取組方針を参考にしつつ、当該取

組方針のうち地方公共団体が独自で実施する施策」を計画に記載するものとされています。

今回の改定に当たり、具体的には、改定前の実施計画の項目を基に、所要の修正を加えてい

くものとします。  

○ 自立支援システム等の事業成果と、国が基本方針で示した事項等を踏まえ、今後のホー

ムレス対策の方向性を示すものとします。  

○ 福祉・保健、就労、住宅、人権問題等、総合的な施策を盛り込んだ計画とし、自立支援

システムの活用が難しい就労困難者、高齢者、女性等、個々の対象者の状況に応じた支援

を行っていくこととします。  

○ ホームレスではないが、住居喪失不安定就労者等「ホームレスとなることを余儀なくさ

れるおそれのある者」に対する施策を引き続き実施します。  

   

(2) 計画期間  

平成 30年 7月の国の基本方針がその運用期間を 5年間としていることから、実施計画の

計画期間は、平成 31年度（2019年度）から 35年度（2023年度）までの 

5年間とします。  

なお、計画期間の満了前であっても、国の基本方針の見直し等にあわせ、必要な改定を図

ることとします。  

  

(3) 基本目標  

自立支援センターを核とした「自立支援システム」の運用等生活の安定に向けた相談・援

護・生活支援を行う総合的な対策の推進により、ホームレスの一日も早い自立と、住居喪失

不安定就労者や離職者等、ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者がホーム

レスになることなく安定した生活を営めることを目指します。  
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２ 具体的な対策の推進  

  

 (1) 自立支援システムの運営   

ア 現状と課題  

○ 都と特別区は、全国に先駆け、都区共同の一貫した自立支援システムの構築に取り組

んできました。その後、自立支援センターを核とする自立支援システムは国の支援策と

して基本方針等に取り込まれています。  

○ 「緊急一時保護事業」では、ホームレスを一時的に保護し、心身の回復を図るととも

に、「自立支援事業」への移行等能力に応じた支援方針を決定しています（利用期間：

原則２週間以内、但し２週間以内の延長可）。  

○ 「自立支援事業」では、「緊急一時保護事業」利用者のうち、就労意欲があり、心身と

も就労に支障がない者に対し、職業相談、就労指導等を行い、就労による自立を支援し

ています（利用期間：緊急一時保護事業の利用開始から通算して 6ヶ月（自立支援住宅

利用を含む））。  

 

○ 自立支援センターに附属する施設として各ブロック内に自立支援住宅（借り上げアパ

ート）を確保し、就労を開始した利用者が地域生活を訓練する場としています。  

○ 平成 29年度末までの実績で、自立支援事業の利用者の 48.5％が就労自立をしており、

都区共同の自立支援システムは、成果を挙げています。 

○ 自立支援センターを就労自立により退所し地域生活を送っている利用者も、失職等何

らかのきっかけで生活に困窮することがあり、再び路上生活に戻ることのないよう、訪

問相談等のアフターケアを実施しています。（利用期間：退所後 1年間）  

○ 自立支援センター利用者の状況を見ると、若年者及び路上期間の短い者が多くいま

す。若年の利用者の中には、就労経験の乏しい者や、不安定な就労を繰り返す者もお

り、途中退所や安定した就労に結びつかない事例があります。  

  

  ,8 1 34 

1 ,438  
1 ,372  1 ,344  

,223  1 
,141  1 

,041  1 1 ,019  

0 

200 

400 

600 

800 

1,000 

1,200 

1,400 

1,600 

1,800 

2,000 

H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

緊急一時保護事業 
自立支援事業 

緊急一時保護事業及び自立支援事業の入所者数の推移   



                                                                                       Ⅵ 資 料 

 

１５８ 
 

 

 
※路上経験無の項目は、平成 28年度から追加  

  

○ 路上生活の女性・家族等への対応  

女性や家族のホームレスに対しては、厚生関係施設等や自立支援住宅を活用して支援

を行っています。  

○ 平成 28年 10月の生活実態調査によれば、公園や河川等に起居しているホームレス

は、高齢者や路上生活期間が長い者の割合が増加しています。こうしたホームレスに

は、就労支援を中心とする既存の自立支援システムでの支援が難しくなっています。  

  

イ 課題への取組   

路上生活者概数調査では、23区内のホームレス数は着実に減少していますが、不安定

な就労を繰り返し、住居を失いホームレスになることを余儀なくされる人たちもおり、

依然として自立支援センター本体の入所率は約 9割となっています。  

こうした状況において、自立支援システムを着実に実施し、今後も次のことに取り組

みます。  

    ○ 自立支援センターの計画的設置  

施設を設置するにあたっては、地域住民に対して事業の趣旨や事業成果を丁寧に説明

して理解を深めるよう努め、施設の設置を計画通り進めます。  

なお、今後、経済・雇用情勢の変化等によって、施設定員に対する利用率が大きく変

化した場合には自立支援センターの設置ルールの見直しについて都区間で対応を協議し

ます。 

○ 自立支援センターの運営       
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自立支援センターでは、宿泊、食事等の提供や、健康診断や健康相談等により必

要に応じて健康回復の支援を行い、生活、法律その他の専門相談を通じて利用者へ

の総合的支援を行います。  

利用者の意欲、能力、希望等の把握及び評価（就労アセスメント）を行った上で、 

ハローワークや民間団体と連携して職業相談や職業紹介を行い、就職準備や就職、仕 

事の継続を支援します。  

就労を開始した利用者は、住まいを確保するための貯蓄を行いますが、賃貸住宅の 

紹介や契約上の相談には専門の相談員等を通じて対応します。  

また、地域での生活訓練の場として自立支援住宅（借上げアパート）を活用し、利 

用者の状況に応じて定期的に訪問相談等を行い、きめ細かな支援をします。  

   ○ 自立支援センター退所後に再度路上生活に戻さない仕組み作り  

      自立支援センターから就労自立した者に対するアフターケアとして、相談員による自 

宅訪問を中心とした生活相談や、退寮者交流会の開催、職業相談や法律相談等を実施

し、地域生活の継続を支援します。  

○ 利用者層の変化に対応した支援  

若年者や路上生活期間の短い者、就労経験の乏しい者や不安定な就労を繰り返す者等の

割合の増加に対応して、効果的なアセスメントや支援方法を検討し、実施していきます。  

○ 就労自立困難層への対応  

自立支援センター利用者のうち、就労自立が困難な利用者については、更生施設等の活

用により、再度路上生活に戻ることなく地域で生活できるようにします。  

○ 路上生活の女性・家族等への対応  

女性や家族の路上生活者に対しては、今後も、厚生関係施設等を活用して対応していき

ますが、就労自立が可能と思われる者に対しては、本人の状況に応じて、自立支援住宅を

活用しながら自立支援センターで行う支援を実施します  

○ 路上生活が長期化、高齢化したホームレスへの対応  

「支援付地域生活移行事業」により重点的な巡回相談を行うとともに一時的な住まいにお

いて地域生活へ移行するために必要な各種の支援を行うことにより路上生活からの脱却を

支援します。 
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【コラム】支援付地域生活移行事業 
  

支援付地域生活移行事業とは、路上生活が長期化し、高齢化したため、就労を基軸とした従

来の自立支援システムによる自立が困難なホームレスが地域生活へ移行できるよう支援する事

業です。  

この事業は、対象となるホームレスに対し、支援員が丁寧な相談を行い、信頼関係を構築し

ます。その後、借り上げアパートを提供し、支援員が生活能力の向上や諸手続きの支援等必要

な生活支援を行った上で、対象者それぞれに合った福祉サービスへつなぎ、地域への移行を図

ります。  

東京都と特別区は、共同で平成 29年度にモデル事業として本事業を試験的に実施したとこ

ろであり、１年間の実績として、13 人が地域生活へ移行できました。試験期間の検証を踏ま

え、平成 31年度から 23区全域でこの事業を実施する予定です。なお、当事業については平成

36年度末（2024年度末）までに自立の意思を持つ全てのホームレスが地域生活へ移行すると

いう目標※のもと実施していくとともに、ホームレスを取り巻く状況に適切に対応するため、

今後国が実施する生活実態調査の結果を踏まえ、平成 33年（2021年）に効果検証・見直しを

実施する予定です。  

※「都民ファーストでつくる『新しい東京』 ～2020 年に向けた実行プラン～」に記載した目

標   
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                                                                                       Ⅵ 資 料 

 

１６２ 
 

(2) 就業機会の確保  

ホームレスの就労による自立を図るには、就業機会を確保するための取組が重要です。

しかし、長期的・安定的な雇用を維持するためには、ホームレスの個々の状況を把握し、

これに対応したきめ細かな自立支援計画を実施していくことが必要となります。このた

め、保健・医療、生活指導、居住の場の確保等、自立支援の取組と緊密に連携しながら、

働く意欲のあるホームレスの就労を効果的に支援していきます。  

  

① 求人の確保 

ア 現状と課題  

○ 経済・雇用情勢が悪化すると、ホームレスの就職も困難な状況が続きます。ホ

ームレスの就職に結びつく可能性の高い求人の開拓・確保が必要です。  

○ ホームレスの前歴を持つ求職者に対し、求人企業が採用を躊躇する傾向も見受 

けられます。  

○ ホームレス及びホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者の就業に

よる自立を促進するために、平成 17年 9月に東京ホームレス就業支援事業推進協

議会（東京ジョブステーション）が設立されました。  

   

イ 課題に対する取組  

○ 今後も、職業紹介権を有する東京ジョブステーション等の団体と連携し、幅広い

職種の求人開拓を進めていきます。（都）  

  

② 職業相談・職業紹介 

ア 現状と課題  

  ○ ホームレスの職業紹介に当たっては、カウンセリングを十分に行い、個々の職 

業経験や能力に応じた就職をあっせんすることが重要となります。また、就職に成

功しても、様々な事情から就労を継続できず離職してしまうケースもあります。  

  

イ 課題に対する取組  

○ 自立支援センターには、公共職業安定所（ハローワーク）から職員が配置され、 

職業相談や職業紹介を行っていますが、これに加えて、東京ジョブステーションと 

の連携による就職支援セミナーや職業相談等を実施し、利用者の状況に応じた、き 

め細かな支援をしていきます。  

また、東京ジョブステーション等と連携し、就職先企業の協力を得ながら就労継 

続の支援をしていきます。    
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③ 職業能力の開発 

ア 現状と課題  

○ ホームレスが就業の可能性を高め、安定的な雇用を確保するためには、一定の職

業能力を身につけることが必要となっています。  

○ 職場体験講習は、実際の作業現場で作業を体得することにより、働く上での不安

解消や就労意欲の喚起に役立ちます。  

  

イ 課題に対する取組  

○ 今後も、自立支援センターにおいて、利用者の適性と希望に応じて国が行う技能 

講習の受講を勧めます。  

      ○ 東京ジョブステーションが実施する職場体験講習を活用し、自立支援センター利

用者や、宿泊所等を利用している元ホームレスの人たちが就業にむけた準備ができ

るようにします。  

  

④ 身元保証の確保 

ア 現状と課題  

○ 平成 28年 10月の生活実態調査によると、就労するために望む支援についての回 

答では、「身元保証への援助」が「求人情報の提供」を上回り、「住民票設定のため

のアパートの必要性」に次いで第 2位、16.3％（複数回答）となっており、大きな

課題です。  

   また、同調査によると、81.9％のホームレスが、「この 1年間家族・親族と連絡

がない」と回答しています。  

      ○ 東京ジョブステーションが、平成 20年度に「身元信用保証事業」※を立ち上げま

したが、就職に際しての全般的な身元保証ではなく、利用実績が少ない状況です。  

※「身元信用保証事業」支援対象者が、就職に際して雇い主から身元保証人を求

められた時、損害保険会社が身元信用保証をする。  

支援対象者が雇い主に対して物的損害を与えた場合に、金銭補償を行う。 

  

        

イ 課題に対する取組    

○ 自立支援センター利用者に対して家族・親族等に連絡をとり関係を取り戻すよう 

助言するとともに、「身元信用保証事業」については今後も運用を工夫しながら

活用します。  
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(3) 安定した居住場所の確保  

     住宅は生活の基盤であり、ホームレスが就労自立するためには、安定した居住場所の確

保が欠かせません。  

  

① 公営住宅の入居斡旋  

ア 現状と課題  

○ 都営住宅については、真に住宅に困窮する低所得者に対し、住宅を的確に提供し

ていくという公営住宅制度の趣旨に基づき、都営住宅の特別割当制度を実施してい

ます  

平成 14 年度から、自立支援センターを自立により退所する者向けに、特別割当

を実施しています。（平成 29年度割当実数：20戸）  

  

イ 課題に対する取組  

○ 引き続き都営住宅の特別割当を実施していきます。（都）  

  

② 低家賃住宅の確保    

ア 現状と課題  

 都内の民営借家の 1ヶ月当たり平均賃料は、木造で約 7万円、非木造で約  

9万円となっています。（データは「平成 25年住宅・土地統計調査結果」（総務省統

計局））  都内の借家は約 310万戸、うち民営借家は約 243万戸あります。  

 借家全体のうち、1ヶ月当たりの賃料が 5万円未満の低家賃住宅は約 67万戸。一

方、約 60 万戸の借家が空き家になっています。（データは「平成 25 年住宅・土地

統計調査結果」（総務省統計局））  

○ 平成 28年 10月の生活実態調査によると、直近 3か月平均の就労収入月額が 

3 万円未満の者が 41.2％（24 年調査では、44.2％）、5 万円未満まで広げ

ると 67.7％（同、71.6％）にまで増える一方、10万円以上の者は 8.1％（同、

10.2％）と少なくなります。このことから、毎月の固定支出となる数万円の

家賃を支出することの困難な層が大半であることがわかります。  

  

イ 課題に対する取組  

○  これまで培ってきた低家賃住宅活用のノウハウやネットワークを、自立支援セ

ンターでの自立支援住宅の設置・運営に活用していきます。（都、区、ＮＰＯ、

民間団体）  

○  居住支援の必要な者に対し、民間賃貸住宅に係わる団体と福祉部局等との連携

を図っていきます。（都、区市町村）  

      ○  生活困窮者自立支援法施行規則に定める住居確保給付金の対象者要件に該当す

る者に対しては、必要に応じて一時生活支援事業による支援を提供しつつ、誠実か

つ熱心に就職活動を行うこと又は就労支援を受けることを条件に、速やかに住居確

保給付金の支給を行います。また、路上生活に陥ることを防止する観点から、離職
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等により住居を失うおそれのある生活困窮者に対しても、同様に速やかな支給を行

うよう努めます。（都、区市）  

  

③ 緊急連絡先の確保    

ア 現状と課題  

○ 賃貸住宅等の契約をする際に保証人を求められた場合は保証会社を利用するこ

とが一般的ですが、緊急連絡人の登録を求められる場合があります。  

        しかし、ホームレスはほとんどの場合、自らの関係者・親類縁者の中から適当

な緊急連絡人を見出すことが困難な状況にあります。  

  

イ 課題に対する取組  

○ 自立支援センター利用者が、賃貸住宅等の契約をする際に緊急連絡先を求めら

れる場合は、自立支援センターに配置されている相談員等と連携して、緊急連絡

先を確保できるようにします。（都、区）  
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(4) 保健及び医療の確保  

平成 28年 10月の生活実態調査では、身体不調を訴える者は約 3割、そのうち治療を受

けていない者は 7割弱となっていることから、ホームレスの自立を支援するためには保健

及び医療の確保が重要です。  

  

① 健康診断・相談サービスの提供 

ア 現状と課題  

○  ホームレスの多くは、長期の路上生活による衛生状態の悪化や栄養状態が十分

でないこと等により、健康状態が悪化している者が多く、その中にはアルコール依

存症や精神に疾患を有する者等も含まれています。  

○  ホームレスの大半は、定期的な健康診断を受けていないため、疾病の早期発

見、治療が困難な状況にあります。  

○  ホームレスの高齢化や路上生活期間の長期化に伴い、健康状態の悪化等健康不

安の増加に対応するため、平成 27年度より、都区共同事業の巡回相談に看護師も

同行し、健康面からの相談にも応じています。  

  

イ 課題に対する取組  

○  保健所等においては、自立相談支援事業を実施する機関（以下「自立相談支

援機関」という。）、地域の福祉事務所、社会福祉法人、ＮＰＯとも連携して、

健康診断や健康相談等を実施し、個々のニーズに応じた情報や保健・医療サー

ビスを提供していきます。（都、区、社会福祉法人、ＮＰＯ）  

○   自立支援センター入所者に対しては、今後も入所初期段階に健康診断を実施

し、疾病の早期発見、早期治療を行います。（都、区）  

○   健康状態の悪いホームレスが、必要な医療サービスを受けることができるよ

う、引き続き看護師を伴った巡回相談を実施していきます。  

○    一時生活支援事業には医療の給付は含まれませんが、自立支援センター入所者

が国民健康保険等の医療保険制度に加入しておらず、かつ、経済的に余裕がない

場合に医療機関を受診する必要が生じた際には、従前の運用 

を踏まえ、生活保護申請を行い、生活保護の医療単給により対応します。  

  

② 結核罹患者への対応  

ア 現状と課題  

○  ホームレスは結核を発病しやすい生活環境下にあり、また服薬や医療の中断等

治療が不十分となりやすいことから、結核の再発や複数の結核薬に耐性を示す多剤

耐性結核菌が出現しやすくなっています。  

○  特に、山谷地域※全体では、結核の罹患率が高く、結核検診の実施対策を推進し

ていく必要があります。  

  

イ 課題に対する取組  

○ 山谷地域等において、適切な健康診断、健康相談等の機会を提供するための結核 
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検診や直接服薬確認療法（ＤＯＴＳ事業）を実施し、結核罹患率の低減及び感染拡大

防止を引き続き図っていきます。（都、区、城北労働・福祉センター）  

  ※山谷地域  

      山谷地域とは、台東区、荒川区にまたがって簡易宿所等が密集する約 1.66ｋ㎡の地    
   域で、一般住宅や小売店の中に不安定な生活状態にある日雇労働者が宿泊する簡易宿              

 所が混在しているという特徴がある。  

  

  

③ 救急医療体制の充実 

ア 現状と課題  

○ 病気等により急迫した状態にあるホームレスが緊急搬送される場合、救急隊及び

受入先の医療機関の協力が必要です。  

  

イ 課題に対する取組  

○ 都内の民間医療機関が救急車により搬送されたホームレスを診療した場 

合に協力謝金を交付し、受入れについて引き続き協力促進を図ります。（都）  

○ 無料低額診療事業※施設の効果的な活用を図るよう努めます。（都）  

○ 日頃から福祉・医療・救急等関係機関の円滑な連携を図るよう努めます。 

（都、区市町村）  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

   

 
 

 
 

 
 

 
 

※無料低額診療事業   

  社会福祉法第 2 条第 3 項に規定する、生計困難者のために無料又は低額な料金で 

診療を行う事業   
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(5) 生活に関する相談・指導  

ホームレスの個々の状況を把握し、本人の意思に基づいた的確な支援を行っていくため

に、関係機関による総合的な相談体制を築くことが重要です。  

来所による相談のみならず、道路、公園、河川、駅等の路上生活の現場に出向いて面

接・生活相談を行い、ホームレス対策施設の利用や生活保護等の各種施策の活用について

の助言を行う体制を作ることが支援策の効果を高めることにつながります。  

  

① 窓口・街頭相談の充実  

ア 現状と課題  

○ 福祉事務所の窓口では、応急的な援護、自立支援センターの入所申請や生活保護の

相談等、何らかの援護を必要とするホームレスに対する相談を行っています。  

○ 来所による相談を窓口で待つだけでなく、街頭での相談活動を計画的に実施してい

る福祉事務所もあります。  

○ ホームレスが何らかの支援を受けて、路上生活からの脱却を図るためには、 

相談体制の拡充が必要です。  

  

イ 課題に対する取組（都、区市）  

○ 自立相談支援機関等に相談に訪れたホームレスに対しては、本人の状況に応じて

生活保護等や自立支援システム利用の相談のみならず、法テラスや生活困窮者家

計改善支援事業を実施する機関等を紹介するとともに、必要に応じ応急援護も実

施していきます。  

○ 巡回相談を実施していきます。  

  

② 巡回相談事業の実施 

ア 現状と課題  

○ 平成 28年 10月の生活実態調査によると、公園、道路、河川等に起居しているホ

ームレスは減少していますが、高齢化、路上生活の長期化の実態があり、一定程

度、健康状態が悪いホームレスが存在しています。また、今後の生活について、

「今のまま（路上（野宿）生活）でいい」と回答する者の割合が増えています。  

    巡回相談員が長期間関わっても、公園、道路、河川等に固定・定着し、路上生活

を続けるホームレスがいます。  

    また、屋根のある場所と路上を行き来している人たちもいます。  

○ 平成１８年度から都区共同事業の「巡回相談事業」を開始しています。  

また、一部の区市においても巡回相談が実施されています。  

○ ホームレスに対して、路上生活から脱するための施策の周知が必ずしも徹

底していません。このため、十分な情報が行き届きさえすれば路上生活から

脱却することができる可能性のある人々までもが路上生活を続けています。  

   また、路上生活が長期化すると路上生活からの脱却が難しくなる実態もあり、で

きるだけ早期の段階で巡回相談により自立支援につなげる必要があります。  
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イ 課題に対する取組（都、区）  

○ 自立支援センター受託法人が巡回していますが、施設管理者や福祉事務所等関係

機関との連携を強化するとともに、看護師の同行等、実施体制の充実を図ってい

きます。  

      ○  公園等に固定・定着しているホームレスに対しては、今後も粘り強く巡回相談

を行います。  

○  固定・定着層ではなく屋根のある場所と路上とを行き来する者等に対しては、

対象者の実態把握に一層努めつつ、地域の実情に応じて、平日・日中に加え夜間等

の巡回相談等柔軟な実施方法を工夫していきます。  

  

③ 福祉サービス総合支援事業の利用促進 

ア 現状と課題  

○ 国制度である「日常生活自立支援事業」※の対象者に加え、要支援・要介護の高齢

者や身体障害者に対して援助する等、東京都は「福祉サービス総合支援事業」とし

て更なる制度の充実を図っています。  

自立を目指している元ホームレスが、福祉サービスの利用支援や日常的金銭管理

等の援助を求める機会が少ない状況にあり、制度の利用促進が望まれます。  

        ※「日常生活自立支援事業」  

      地域福祉権利擁護事業（平成 11年）が名称変更したもの（平成 19年 4月）。判断能力が 

不十分なため権利侵害を受けやすい認知症高齢者等の権利を擁護し、福祉サービスの利用 

を支援する事業  

  

イ 課題に対する取組（都、区市町村）  

○ 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者に加え、要支援・要介護の高齢者や身

体障害者に対して、福祉サービスの利用支援や日常的金銭管理等の援助を行う

「福祉サービス総合支援事業」について、区市町村と連携して幅広く周知し、利

用の推進を図ります。  

○ 自立を目指している元ホームレスが制度の対象となる場合には、関係機関と連

携を図りつつ、ふさわしい福祉サービスを利用できるよう、積極的にこの制度を

活用して自立の支援を図っていきます。  

  

④ ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者への対応 

住まいを失いインターネットカフェや漫画喫茶等で寝泊まりしながら不安定な就 

労に従事している者（以下「住居喪失不安定就労者」という。）は、健康保持や将来に

向けた職業能力の蓄積を図れず、将来的には就労機会も失ってホームレスとなるおそ

れがあり、対策を講ずる必要があります。  

       国の基本方針では、定まった住居を喪失し、終夜営業店舗等に寝泊りするなど、不

安定な居住環境にある者について、「ホームレスとなることを余儀なくされるおそれ

のある者」としています。  
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ア 現状と課題  

○  都は、平成 20年 4月、住居喪失不安定就労者を支援するサポートセンター「Ｔ

ＯＫＹＯチャレンジネット」を新宿区の東京都健康プラザ「ハイジア」に開設しま

した。  

「ＴＯＫＹＯチャレンジネット」では、生活、居住、就労に関する相談支援

や、一時的な住宅提供、資格取得支援等の総合的な支援を行っています。  

○  平成 27年 4月から生活困窮者自立支援法が施行され、ホームレスやホームレス

となることを余儀なくされるおそれのある者を含む生活困窮者を対象とした包括的

な支援を恒久的に提供する体制が整ったことから、福祉事務所設置自治体が地域の

実情に応じ、自立相談支援事業をはじめとする各種の支援を実施しています。  

○  都は、平成 30年 1月に「住居喪失不安定就労者等の実態に関する調査」の結果

を発表しました。調査結果は以下のとおりであり、廃品回収や建設現場での日雇労

働等に従事して生活する従前のホームレスとは異なる特徴が見られます。  

  ・住居喪失不安定就労者は東京都全体で 1日あたり約 3,000人と推計  

  ・年齢は、30 代の男性が最も多く約 4割、これに 50 代男性が約 3 割と続く  

  ・住居喪失期間は、6か月未満が約 4割  

  ・1か月の収入状況は「11万円から 15万円」が最も多く約 6割」  

 ○  若年者が不安定な就労を繰り返したり住居を喪失したりする状況に至らぬような

取組が必要です。  

  

イ 課題に対する取組  

○  生活困窮者自立支援法上の必須事業である自立相談支援事業及び住居確保給付

金、任意事業である一時生活支援事業等によりホームレスやホームレスとなること

を余儀なくされるおそれのある者に対する支援を行っていきます。（都、区市）  

○  住居喪失不安定就労者への支援を継続するとともに、社会経済状況の動きや各

福祉事務所設置自治体における生活困窮者への支援体制の整備状況を注視しつつ、

支援内容の見直しや関係機関との連携強化を行っていきます。（都）  

○  今回実施した「住居喪失不安定就労者等の実態に関する調査」の結果を分析

し、区市の自立相談支援機関等における施策への活用を検討する等、適切に対応し

ていきます。（都、区市）  

      ○  学校教育では、社会の一員としての自覚を促すとともに望ましい勤労観や職業

観を育成できるよう、体系的な「キャリア教育」※を推進します。（都、区市町村）  

 

 



                                                                                       Ⅵ 資 料 

 

１７１ 
 

※キャリア教育  
一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てるこ

とを通して、キャリア発達※を促す教育  
※キャリア発達  

   社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現していく過程  
（中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について

（答申）」平成２３年１月３１日）  
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(6) 緊急援助及び生活保護  

ホームレス問題は、生活保護制度を含めた社会全体のセーフティネットのあり方にも大

きく関わる問題です。生活保護制度は、「最低限度の生活の保障」と「自立の助長」を目

的とする制度であり、その「補足性の原理」から、年金・医療・介護・雇用等の施策や給

付の限界を補完する機能をもっています。その意味において、「最後のセーフティネッ

ト」の役割を担っています。  

ホームレスに対しても、一般のケースと同様、資産や稼働能力、他の法律や施策等あら

ゆるものを活用しても要保護状態にある場合は、状況に即して保護を適 

用し、要保護者の個々の状況を踏まえた自立に向けた支援を実施していきます。 

  

① 緊急に行うべき援助の実施 

ア 現状と課題  

○ ホームレスの中には長期の路上生活により、栄養状態や健康状態が悪化し、必要

な援護を受けずにいる者もいます。  

○ 病気等により、急迫した状況にある者については、申請がなくとも必要な保護を

行うことが求められます。  

  

イ 課題に対する取組  

○ 緊急的な援助を必要としているホームレスに対しては、巡回相談等の路上生活者

対策事業とも連携した適切な対応に努めます。（国、都、区市）  

○ 区市町村の行う応急援護事業に対し、規定に基づき補助金を支出します。 

（都）  

○ 無料低額診療事業を活用し、健康相談や診療が必要に応じて利用できるよう、地

域での連携の確保に努めます。（都、区市）  

○ 要保護者が医療機関に救急搬送された場合には、速やかに実態を把握したうえで

急迫保護の要否を確認するとともに、必要な場合には適切な保護が行われるよう、

福祉・医療・救急等関係機関の円滑な連携に努めます。 

（都、区市） 

② 生活保護法による保護の実施 

【1.相談・申請時における対応】 

ア 現状と課題  

○ ホームレスに対する生活保護の適用は、単にホームレスであることをもって当然

に保護の対象となるものではなく、また、居住地がないことや稼働能力があること

のみをもって保護の要件に欠けるものでもありません。  

○ したがって、ホームレスに対する保護の要否の決定にあたっては、稼働能力の判

断をすることや居所を見つけることが困難という課題に直面することもあります

が、それを理由としてただちに保護を適用しないということにはなりません。  

○ 医療機関に救急搬送されて医療扶助を適用した場合は、治療後の対応を的確に行

うことが重要な課題です。入院に至るまでの状況、生活実態や病後の身体状況等を
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十分に確認する必要があり、その状態が要保護であると認められる場合は、再び路

上生活に戻ることのないよう対応する必要があります。  

○ そのため、ホームレスからの相談に対しては、相談者の個別の状態に即して適切

に対応することが求められます。  

○ 経済・雇用情勢により、失業や不安定就労を原因として生活が困窮し、ホームレ

スとなることを余儀なくされるおそれのある者がいます。相談者に対し、緊急雇用

対策、低所得者対策等適切な施策の紹介を行うと同時に、要保護状態にある生活困

窮者に対しては適切に生活保護を実施する必要があります。  

○ 居住地を失うと再就職自立の可能性を更に狭めることになるため、失業者からの

生活困窮相談については、積極的に対応し、家賃滞納等による地域住民の路上生活

化を未然に防止することが必要です。その際、単に稼働能力があることのみをもっ

て保護を要しないと判断せず、稼働能力の活用の有無を判断する必要があります。

努力して求職活動を行っているにも拘らず、地域の求人状況等の理由によって就職

に至らず困窮状態にある場合は、稼働能力活用の要件を満たし、要保護状態にある

と認められます。  

  

イ 課題に対する取組（国、都、区市）  

○ 生活保護の受給を希望又は申請意思のあるホームレスに対しては、巡回相談等の

路上生活者対策事業とも連携した適切な対応に努めます。  

○ 生活保護の適用にあたっては、面接相談時のヒアリング等を通じて、相談者の抱

える問題・状況を十分に把握したうえで、利用できる施策（路上生活者施策、他法

他施策、生活保護）を示し、本人の意思を尊重しながら、最も適切な選択を行いま

す。  

○ 家賃滞納等で居住地を失うおそれのある要保護者に対しては、居住地を失う前に

適切に生活保護を適用します。  

           相  談           ⇒     施 策 の 提 供          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①路上生活者施策（自立支援センター）  

②他法他施策（生活物品等法外援護事業含む）  

  

生活保護（適切な居所の確保と自立支援）  
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【2.ホームレスの状態に即した生活保護の適用】 

ア 現状と課題  

○ 身体状況のみならず職歴や生活歴等の個別状況についても確認をして、一般的な

保護の要否判定を行い、地域の社会資源を最大限活用しながら、適切に対応するこ

とが必要です。  

○ 自立のためには適切な居所の確保が重要ですが、生活保護を適用する際、直

ちにアパート等の居宅生活をすることが困難な場合があります。その場合に

は、保護施設※（都内：救護施設 10 か所、更生施設 11 か所、宿所提供施設

6 か所）を活用することになりますが、より多くの需要に対応していくため、

宿泊所も保護の適用の場として活用されています。  

○ 生活保護を適用した者についても、自立の助長（自立支援）が課題であることは

変わりありません。雇用就業施策等とも連携しながら、自立に向けた援助を行って

いくことが求められます。  

  

※保護施設（いずれも生活保護法上の施設） 

     ・救護施設：身体上又は精神上著しい障害があるために、日常生活を営むことが困難 

な要保護者を入所させて生活扶助を行うことを目的とする施設  
 ・更生施設：身体上又は精神上の理由により、養護及び生活指導を必要とする要保護 

者を入所させて生活扶助を行うことを目的とする施設  

      ・宿所提供施設：住居のない要保護者に対し、住宅扶助を行うことを目的とする施設  

  

  

イ 課題に対する取組（国、都、区市）  

○ 生活保護の適用に当たっては、生活管理能力等の自立に向けた指導援助の必要性

の程度を分析した上で、生活状況や利用できる社会資源の状況等を総合的に勘案

し、居宅生活が可能かどうかを判断します。  

○ その結果、居宅生活に移行することが可能と判断された者は、保護開始時におい

ても敷金等の支給が可能であり、必要な福祉サービスについても配慮しながら居宅

化を進めていきます。  

○ また、直ちに居宅生活を送ることが困難である場合は、保護施設や宿泊所等にお

いて保護を行います。  

○ 宿泊所※や簡易宿所※で保護を適用している世帯についても、一般居宅への移行や

自立が可能かどうかの視点をもって、本人の意思を確認しながら、援助方針を検討

していきます。また、施設から地域での安定した生活への移行を支援するため、引

き続き保護施設通所事業※を活用していきます。  

○ 居住地のない女性からの相談に対しては、女性相談センターの緊急一時保護、女

性用の宿泊所等が利用されています。緊急一時保護の後、直ちに一般居宅生活への

移行が困難な場合は、適切な施設への入所を検討します。緊急一時保護以降の援助



                                                                                       Ⅵ 資 料 

 

１７５ 
 

方針の決定にあたっては、本人の意思を尊重し、関係機関（福祉事務所・女性相談

センター・施設）が十分な連携を図れるよう努めていきます。  

※宿泊所  
 社会福祉法第 2条第 3項に定める第 2種社会福祉事業のうち、その第 8号にある「生計困難者 

のために、無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他施設を利用させる事

業」に基づき、設置される施設  
 
※簡易宿所  

     旅館業法に基づき、宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊

料を受けて宿泊させる施設  

 ※保護施設通所事業  

    保護施設退所者を保護施設に通所させ（通所訓練）、または施設職員が居宅等を訪問する（訪問

指導）ことにより、居宅での継続的自立生活の支援と退所促進による施設の有効活用を目的とす

る事業  

  

【3.宿泊所等の活用】 

ア 現状と課題  

○  宿泊所は、国の基本方針において、「ホームレスの状況（日常生活管理能力、

金銭管理能力等）からみて、直ちに居宅生活を送ることが困難な者」について保

護を行う場として位置づけられています。  

○  平成 29年 8月の都の調査によると、宿泊所利用者の約 3割が元ホームレス

であり、また利用者の約 9割が生活保護受給者となっており、宿泊所が元ホー

ムレスに対する生活保護適用の受け皿となっている実態があります。  

○  宿泊所においては、精神的・身体的ケアや、日常生活、金銭管理、住宅確保、

就労等、自立支援に必要な、多様なサービス提供がなされているものの、その取

組内容には事業者によって大きな差が見られます。  

○  宿泊所は、居宅生活に移行するための一時的な場とされていますが、長期間滞

留する傾向も見られます。一部の区市においては、「居宅生活移行支援事業」を

活用し、宿泊所を居所として生活保護を適用されている者に対して、居宅生活等

への移行を支援しています。  

○  平成 32年（2020年）施行予定の社会福祉法の改正により、宿泊所は、社会福

祉住居施設と定義され、事前届出制の導入や設備及び運営に関する最低基準を定

める等、適正な運営を確保するための規制強化が図られることとなりました。  

また、同じく平成 32年（2020年）施行予定の生活保護法の改正により、宿泊 

所での単身生活が困難な方への日常生活上の支援の仕組みが創設されることとな

りました。  
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※平成 29年 8月 （都内全域調査）    

①25.2％が路上生活からの入所    

②宿泊所利用者の 91.8％が生活保護受給者 

③1年以上の利用者が 50.3％  

  

 イ 課題に対する取組（国、都、区市）  

○ 宿泊所において、元ホームレスの居宅移行を支援し、その自立を促進していくた

め、今後も「居宅生活移行支援事業」※等を活用した取組を実施していきます。  

 
※居宅生活移行支援事業  

  
宿泊所等において、入所中の被保護者に対して自立･就労支援等を行う職員を配置す 

  
る等、居宅生活等への移行を促進する事業。（国庫補助事業）  

  

   ○ 社会福祉住居施設の設備及び運営に関する最低基準について平成 31年度中に条例

で定めるとともに、単身生活が困難な方への日常生活上の支援を実施していきま

す。  

  

③ 路上生活者対策事業と生活保護制度の連携 

ア 現状と課題  

○ 自立支援センター利用者については、基本的には生活上の需要が満たされるので

生活保護を適用する必要はありませんが、状況に応じて生活保護制度との適切な連

携の下に運営することによって、よりその効果が発揮されます。  

○ 自立支援センターの利用者が就労自立に至らない場合、要保護状態にある者は路

上生活に戻さないよう配慮する必要があります。  

  

イ 課題に対する取組（国、都、区）  

○  自立支援センター利用者が就労自立に至らない場合、要保護状態であれば生活

保護を適用し、更生施設等に入所する等個々の状況に応じた適切な対応を図ると

ともに、自立支援センター入所中のアセスメント結果や生活状況等を考慮して援

助方針を検討するため、退所時の福祉事務所と自立支援センターの連携を強めま

す。  

○   自立支援センターの利用期間内に就労自立ができなかった者の中で、自立の意

欲があるが、生活習慣が確立していない者等に対しては、本人の希望に応じて生

活保護を適用しながら更生施設利用者等社会復帰促進事業等を活用し、地域社会

への安定的な移行を支援していきます。  

  

④ 市町村部のホームレスへの対応 

ア 現状と課題  

○ 市町村部のホームレス数（平成 30年 1月概数調査）は、116人（国管理河川に 90

人、国管理河川以外に 26人）となっています。  
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一方、市町村部には宿泊所が 43 か所（定員 1,534 人）あり、多くの元ホームレ

スが生活保護を受けて入居しています。〈平成 29年 8月現在〉  

○ 主に河川敷に暮らすホームレスに対して、自立に向けた支援を行うことが課題と

なっています。  

○ 既に宿泊所に入居している元ホームレスに対しても、就労を基本とした地域生活

に移行できるよう、的確な支援が必要となっています。  

  

イ 課題に対する取組  

○ 地域の実情に応じて自立相談支援機関等による巡回相談を行い路上生活から脱す

るための施策の周知を行います。  

  ○  自立相談支援機関等に相談に訪れたホームレスに対しては、本人の状況に応じて

生活保護等により適切な対応を行います。  

  ○ 居宅生活移行支援事業や都「被保護者自立促進事業」※等の活用により、自立に向

けた援助が必要なホームレスに対して宿泊所等を活用して、路上生活からの脱却に

向けた支援を強化します。（国、都、市）  

   

※被保護者自立促進事業  

 
  

生活保護法による被保護者に対して、就労支援、社会参加活動支援、地域生活移行支援、 
 
健康増進支援及び次世代育成支援を行い、本人及び世帯の自立の助長を図る事業  

  

  

⑤ 山谷地域における対策  

山谷地域に住む日雇労働者は、現在、失業の常態化に加え、手狭な居住空間や健康

の不安を抱えながら、路上生活状態に陥るおそれのある厳しい環境に置かれていま

す。そのため、山谷地域の簡易宿所に宿泊する日雇労働者に対し、生活支援等を行う

山谷対策を実施しています。  

ア 現状と課題  

○ 平成 30 年 3 月の都の調査によると、簡易宿所宿泊者のうち約 9 割が生活保護

を受給しています。生活保護受給者の割合は徐々に高くなっている状況です。  

○ 山谷地域では日雇労働市場の機能が衰退しており、就労難に加え、労働者の高齢

化や傷病等により、仕事に就けない者が増えています。そのため、生活相談、援護

機能の充実を図る必要があります。また、日雇労働に従事するため、労働者の健康

管理や疾病から復帰する対策が求められます。  

○ 山谷地域は一般住宅や小売店などの中に簡易宿所が混在していることから、日雇

労働者と地域住民が生活圏を共有していますが、路上生活、徘徊等の地域事情か

ら、公園、道路の整備や街路清掃、散水等の環境整備が必要です。  

○ 簡易宿所に宿泊する日雇労働者が地域で生活していくためには、住民としての自

覚と地元との相互理解に努めることが望ましく、山谷地域を誰もが住みやすいまちに

していくことが求められています。  
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イ 課題に対する取組（都、台東区、荒川区、城北労働・福祉センター）  

○  山谷地域に居住する日雇労働者を対象に福祉事務所と連携し、生活保護に関す

る相談を行うとともに、医療に関する相談、住民登録や戸籍に関する相談、一身

上等生活に関する総合的な相談を実施します。また、仕事に就けず所持金もな

く、その日の宿泊又は食事に困窮している相談者に対し、応急援護として宿泊援

護、給食援護を実施します。  

○  山谷地域を誰もが住みやすいまちにするため、地元区が行う山谷地域の公園、

道路等の清掃に対し経費を補助するとともに、町会や商店街、地域の団体等と連

携して、地域の意向を踏まえつつ、地域の生活環境の整備に努めます。  

  【コラム】山谷地域における雇用の確保  

     簡易宿所が多く集まる山谷地域では、まだある程度の日雇労働者も居住しており、労働者     
の大半が従事している土木・建設関連業界からの求人数は減少し、さらに労働者は高年齢化  
してきているため、雇用の安定は厳しい状況にあります。  

      こうした現状を踏まえ、山谷地域では、公共事業について、積極的に日雇い労働者を雇用する 

ように吸収促進を進めるとともに、年間を通して安定した特別就労対策事業※の実施に努める

等、日雇労働者の就労機会の確保に努めています。（都、城北労働・福祉センター）  

 

※特別就労対策事業  
日雇求人が減少する梅雨、夏季及び越年越冬期に都の公共事業を実施し、日雇労働者の 

就労機会を拡大することにより、生活の安定を図ることを目的に実施する事業  
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(7) ホームレスの人権擁護  

ホームレスの自立を社会全体が受入れ、支援していくためには、ホームレスに対する偏

見や差別をなくし、人権意識の高揚を図ることが大切です。  

  

①  広報・啓発活動の実施 

ア 現状と課題  

○ ホームレスに対する暴力事件等、ホームレスに対する人権侵害の事例が発生して

います。  

○ ホームレスの人権の擁護については、ホームレス及び近隣住民の双方の人権に配

慮していくことが必要です。  

○ ホームレスに対する偏見や差別をなくし、ホームレスに対する正しい理解と認識

を深めるための広報・教育啓発活動を推進することが必要です。  

  

イ 課題に対する取組  

○  ホームレスに対する偏見や差別をなくし、ホームレスの置かれている状況や自立

支援の必要性について一般都民の理解を促進するため、広報・啓発活動を行いま

す。（都、区市町村）  

○ 学校教育においては、人権教育の実践的な手引である「人権教育プログラム」

に、「東京 23区の路上生活者（ホームレス）の現状」に関わる資料や「ホームレス

の自立の支援等に関する特別措置法（抜粋）」とともに、実践・指導事例を掲載し

ます。各学校が「人権教育プログラム」を活用し、路上生活者への理解を深めるた

めの教育を進めていきます。  

さらに、地域の実態に即して、児童・生徒に対する生活指導を徹底させるととも

に、家庭・地域社会や関係機関との緊密な連携を図るよう努めていきます。（都、

区市町村）  

○ 社会教育においては、東京都・区市町村の社会教育関係職員及び社会教育関係団

体指導者等を対象とした研修会や人権啓発学習資料等の中で、様々な人権課題の一

つとして、ホームレスの人権問題について適宜取り上げる等、啓発等に努めていき

ます。（都）  

○ 相談等を通じてホームレスに対する人権侵害の事案を認知した場合には、人権擁

護機関等と連携・協力して適切な解決を図っていきます。（都、区市町村）  

  

②  相談・支援時の人権尊重 

ア 現状と課題  

○ 相談時やホームレスの入所施設において、ホームレスの人権が十分守られること

が必要です。  
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イ 課題に対する取組  

○  相談時や自立支援施設入所時のほか、地域生活移行後においても、元ホームレ

スの人権の尊重と尊厳の確保に十分配慮するように努めていきます。  

そもそもホームレス状態それ自体が人権尊重に反するということでもあるので、

ホームレス状態からの脱却、自立支援の施策を推進していきます。（都）  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 



                                                                                       Ⅵ 資 料 

 

１８１ 
 

(8) 地域における生活環境の改善  

ホームレスが公共施設を起居の場所としていることにより、その適正な利用が妨げられ

ている場合、当該施設の適正な利用を確保し、地域における生活環境の改善を図ることが

必要です。  

ア 現状と課題  

○ 都内の公共施設におけるホームレスの概数（平成 30年 1月概数調査）は次の 

とおりです。  

合計  

(人)  

都管理施設  区市町村管理施設  電鉄関係  
(ＪＲ・東京メ

トロ・都営)  

そ の

他※2  公園･霊園  道路  河川  公園  道路  河川※1  

646  138  205  55  171  43  8  18  8  

※１：特別区所管分のみ  

※２：「その他」とは、庁舎周辺、図書館、体育館、公民館、市町村管理河川、駅前ターミナル周 

辺等である。  

※国管理河川のホームレス数 596人を除く。  

○ 都管理の公園・道路・河川においては、施設管理者による巡回警備や声かけ、

退去指導や美化清掃等を実施し、また福祉事務所等関係機関と連携した対応をす

ることによって、施設内に起居するホームレスは減少しました。  

○ しかしながら、就労できずに路上生活期間が長期化する等、未だに多くのホーム

レスが存在しています。  

○ 今後とも、公共施設の適正な利用が妨げられることのないよう対策が必要です。  

  

イ 課題に対する取組  

○ ホームレスが公共施設を起居の場所としていることにより、その適正な利用が妨

げられている場合、都は公共施設の管理者等の関係機関と一層緊密な連携を図った

上で、ホームレスの人権に配慮し、法令等の規定に従って、以下の措置を講ずるこ

ととします。（都）  

・ 管理する公共施設内の巡視・警備の強化、物件の撤去指導等（新規流入・再流

入の防止）  

・ 前記のほか、必要と認める場合には法令の規定に基づき監督処分等の必要な措

置  

○ 洪水等の災害時においては、河川に起居するホームレスに被害が及ぶ危険がある

ため、河川管理者は、日頃から福祉事務所等関連機関と密接に連絡調整して対応し

ます。  

○ 国管理河川ホームレス対策協議会を通じて国管理河川管理者と福祉事務所等関係

機関との連携強化を図ります。（国、都、区市）  
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(9) その他の取組  

① 地域における安全の確保  

警察は、関係機関や地域住民と緊密に連携して、ホームレスの人権に配慮しつつ、ホ

ームレス個々の被害防止や要保護事案のほか、地域住民に与える不安感の除去等、地域

の安全と平穏を守るための活動を推進していきます。  

ア 現状と課題  

○ 法令に基づき行われる各種警察活動や、不法行為に対する検挙措置等を推進して

いますが、ホームレスに係わる事件の発生や緊急に救護を必要と認められるホー

ムレスの一時保護等の問題を適正に解決していくためには、関係機関及び地域社

会と連携しながら各種対策を推進することが必要です。  

  

イ 課題に対する取組（都）  

○ 各警察署は、関係行政機関、施設管理者等との連携に努めます。  

○ ホームレスの実態把握に努めるとともに、各種警察活動を通じ、地域住民の不安

感の除去とホームレス自身の事件・事故を防止するための活動を推進します。  

○ 地域住民に不安や危害を与える事案、あるいはホームレス同士による暴行事件等

については、速やかに検挙措置等を講じるとともに、再発防止に努めます。  

○ 公共の場所の管理者等が行う物件の撤去指導等に伴って発生する不法事案等に対

し、適切に対処します。  

○ 緊急に救護を必要と認められる者については、警察官職務執行法等に基づき、一

時的に保護し、その都度、関係機関に引き継ぐ等、適切な保護活動を推進します。  

  

② 民間団体との連携  

ホームレスの自立の支援を推進していくためには、地域の実情を把握している民間団

体と連携・協力を図り、ホームレス個々のニーズに即したきめ細かい支援活動を展開し

ていくことが求められます。  

ア 現状と課題  

○ 都内には、ホームレスに対する炊き出し、夜間パトロール、就労相談、 

医療相談等、独自の支援活動を定期的に行っている団体が複数存在します。  

○ 現在、都区共同事業である自立支援システムによる施設の運営や、巡回相談等各

種支援の実施に当たり、社会福祉法人やＮＰＯ法人等との協働は欠かせないものと

なっています。  

○ 今後、民間団体等との情報交換や意見交換、適正な役割分担による事業の推進を

一層進め、ホームレスの自立を多面的に支援する仕組みを強化していくことが必要

です。  
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イ 課題に対する取組  

○ 社会福祉協議会、社会福祉士会、ＮＰＯ、ボランティア団体等との定期的な情報

交換や意見交換を行っていきます。（都、区市、民間団体）  

  

③ 民生委員・児童委員の理解の促進  

ホームレスの個々の状況に応じた、自立支援を的確に実施していくためには、地域

の実情を把握し、きめ細かい活動を実施している民生委員・児童委員との連携が不可

欠です。  

民生委員・児童委員にホームレス問題や施策等の十分な情報提供を行い、理解と協

力を得ることにより、地域住民へのホームレスに対する理解が促進され、ホームレス

の自立支援への効果的な推進につながります。  

ア 現状と課題   

○ 民生委員・児童委員との連絡会等の様々な会議、情報交換の場等を通じ、民生委

員・児童委員に対し、ホームレスに関する情報提供と、取組への理解について説

明しています。  

    

イ 課題に対する取組（都、民生委員・児童委員）  

○ 引き続き、機会をとらえて情報提供と理解の促進に努めていきます。  
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Ⅳ 計画の推進及び見直し  

  

１ 計画の推進  

 (1) 計画の推進体制  

○ ホームレスの自立支援については、安定した生活の確保とともに、保健・医療の確

保、雇用・就業機会の確保、総合的な相談・支援体制の確立等、多方面での取組や広域

的な連絡、調整が必要であり、行政・民間等の関係者が連携・協力して積極的な対策の

推進を図っていくことが重要です。  

○ 計画策定後は、必要に応じ、都民及び関係者の方々の意見も踏まえ計画のフォローア

ップを行っていきます。  

(2) 関係者の役割分担  

① 東京都の役割  

  東京都は、国の基本方針に即して、また、独自にホームレス対策をより効果的に推進す

るための施策を、区市町村や民間団体とも協力しながら実施していきます。同時に、区

市町村におけるホームレス対策が効果的かつ効率的に実施されるための広域的な調整や

実施計画の策定及び各種施策の取組に関する情報提供等の支援を行います。  

② 区市町村の役割  

  区市町村は国の基本方針や都の実施計画に即して、必要に応じて実施計画を策定し、そ

れに基づき、地域の実情に応じて計画的に施策を実施する役割を担うことが期待されて

います。  

③ 施設管理者の役割  

公園等の施設管理者は、ホームレスの人権に配慮し、また自立支援策との連携を図り

つつ、施設の適正な利用の確保に努めることが必要です。  

④ 民間団体の役割  

ホームレスの自立支援に取り組んでいる民間団体は、ホームレスにとって最も身近な

存在であり、ホームレスの生活実態の把握や支援活動において重要な役割を担っていま

す。このため、民間団体は、その団体の目的に応じて、ホームレスに関する問題の解決

に資する活動に努めるとともに、都や区市町村が行う支援事業の事業実施者としての役

割を担うことが期待されています。  

  

２ 計画の見直し  

計画の推進に当たっては、ＰＤＣＡサイクルを運用し、各年度の事業の進捗や成果を調

査・把握し、その結果や経済・雇用情勢を見極めながら、今後の政策展開につなげていきま

す。  

本実施計画は、計画期間の満了前であっても、国の基本方針の見直し等にあわせ、最新の

時点における都内のホームレスの状況を客観的に把握し、それまでに進めた施策の評価を行

った上で、適宜必要な見直しを行います。  
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Ⅴ 参考資料  

  

・ ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法  

（平成 14年法律第 105号）  

  

・ ホームレスの自立の支援等に関する基本方針  

（平成 30年 7月 31日厚生労働省・国土交通省告示第 2号）  

  

・ 生活困窮者自立支援法  

（平成 25年法律第 105号）  

  

・ 都区のホームレス対策の経緯  
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６ 路上生活者対策事業実施大綱 

 

（趣旨） 

第１ 特別区内の道路、公園、河川敷等で生活する路上生活者の一時的な保護及び就労による

自立など、路上生活からの早期の社会復帰に向けた支援を行うため、東京都と特別区は共

同して路上生活者対策事業を実施する。 

 

（路上生活者対策事業の種類、目的、内容及び相互の関係） 

第２ 路上生活者対策事業は、路上生活者巡回相談事業（以下「巡回相談事業」という。）、 

路上生活者緊急一時保護事業（以下「緊急一時保護事業」という。）、路上生活者自立支

援事業（以下「自立支援事業」という。）及び地域生活継続支援事業とし、それぞれの目

的及び内容は次のとおりとする。 

① 巡回相談事業は、路上生活者及び路上生活者となるおそれのある者について、関係機関

と連携して必要な支援を受けられるようにすることを目的として、その起居する場所を

巡回して面接相談を実施し、路上生活者の状況把握及び路上生活者対策事業等の紹介・

利用あっせんを行う。 

② 緊急一時保護事業は、特別区内の路上生活者の一時的な保護及びその実状に応じた社会

復帰への支援をすることを目的として、宿所・食事等の提供（以下「宿泊援護」という。）

生活相談及び指導、健康診断並びに利用者の意欲、能力、希望等の把握及び評価（以下

「アセスメント」という。）を行う。 

③ 自立支援事業は、原則として、緊急一時保護事業によるアセスメントの結果、就労意欲

があり、かつ心身の状態が就労に支障がないと認められる者について、就労による自立

を図ることを目的として、次に掲げる支援を行う。 

ア 就労支援 

宿泊援護と併せて、生活・健康・職業・住宅等の相談及び指導を行うことにより、

利用者の就労自立に向けた支援を行う。 

イ 地域生活移行支援 

就労が確保された者を対象に、独立した住宅設備（以下「自立支援住宅」という。）

を自立生活訓練の場として提供し、訪問等により、就労の継続等に関する相談及び指

導並びに住宅相談その他の地域生活への移行に向けた支援を実施する。 

④ 地域生活継続支援事業は、原則として自立支援事業による支援を終了した者等について、

地域生活を継続し再び路上生活に戻らないようにすることを目的として、生活状況の把

握及び必要に応じた相談支援等のアフターケアを行う。 

２ 特別区内の路上生活者に対する支援は、就労による自立と社会生活への復帰を基本とする

こととし、巡回相談事業による面接相談、緊急一時保護事業による一時的な保護とアセス

メント、自立支援事業による就労支援及び地域生活移行支援、地域生活継続支援事業によ

るアフターケアの順序で行うことを原則とする。ただし、利用者の状況により、途中過程

の一部を省略することができるものとする。 

 

（事業の実施） 

第３ 路上生活者対策事業の利用承諾及び利用終了後の処遇決定は、各特別区の役割とする。 

２ 巡回相談事業、緊急一時保護事業、自立支援事業及び地域生活継続支援事業の実施は特別

区の役割とし、特別区人事・厚生事務組合（以下「特人厚」という。）が共同処理する。 

３ 前項の事業の実施に必要な自立支援住宅及び職業相談体制等の確保調整は東京都の役割

とする。 

４ ２に掲げる事業は、特人厚が社会福祉法人等に委託して実施するものとする。 
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５ 特人厚は、２に掲げるもののほか、路上生活者対策事業の円滑な運営と利用後の安定的な

地域生活の継続を促進するため、事業の利用調整及び調査・統計等の事務を行う。 

 

（路上生活者対策施設の設置） 

第４ 路上生活者対策事業を実施するため、路上生活者対策施設として、路上生活者自立支援

センター（以下「自立支援センター」という。）を、各ブロックに１か所設置する。 

２ 自立支援センターは、原則として各ブロック内の路上生活者が多い特別区から順次設置す

るという基本的な考え方に基づき都区が協議して定めた順番により設置し、その設置期間

は、原則として５年程度とする。 

３ 自立支援センターの設置場所は、東京都と前項の規定により自立支援センターを設置する

特別区との協議により決定する。 

４ 自立支援センターの施設建設は東京都の役割とする。なお、施設の管理については特別区

の役割とし、特人厚が共同処理する。 

 

（自立支援住宅の確保） 

第５ 自立支援住宅は、借上げによりブロック内の各特別区に均等に確保することを原則とす

る。 

 

（費用の負担） 

第６ 路上生活者対策施設の建設及び管理並びに路上生活者対策事業の実施に要する費用は、

国庫補助額を除いた額について、東京都と特別区がそれぞれ２分の１ずつ負担する。ただ

し費用には施設開設に伴う諸経費を含むものとする。 

２ 各特別区の費用負担は、均等とする。 

 

（協議会の設置） 

第７ 路上生活者対策施設の管理及び路上生活者対策事業の実施を円滑に行うため、東京都、

特別区及び特人厚により構成する「路上生活者対策事業運営協議会」を設置する。 

 

（その他） 

第８ この大綱に定めるもののほか、路上生活者対策事業の実施に必要な事項は、東京都福祉

保健局と特別区厚生部長会が協議の上決定するものとする。 

 

附 則 

１ この大綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ 路上生活者対策事業実施大綱（平成１８年４月１日付、以下「旧大綱」という。）は、平

成２０年３月３１日をもって廃止する。 

３ 施行日において現に旧大綱に基づくホームレス地域生活移行支援事業の利用決定を受け

た者で、その利用期間が終了していない者に係る同事業の実施については、なお従前の例

による。 

４ 第４（路上生活者対策施設の設置）中「自立支援センター」とあるのは、当分の間、「緊

急一時保護センター及び自立支援センター」と読み替えるものとする。 
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年度

55 昭和55年 8月 新宿西口バス放火事件（死者6人、重軽傷者14人）

56  56年12月 新宿区 新宿西口で、現地出張相談開始

4 平成5年 2月 冬期臨時宿泊事業（第1回）開始 [大田寮]

5年 5月 新宿西口に「ダンボールハウス」ができ始める

6年 2月 「路上生活者問題に関する都区検討会」発足

6 ６年12月 冬期臨時宿泊事業（第2回）開始 [さくら寮・なぎさ寮]

7年12月 冬期臨時宿泊事業（第3回）開始 [さくら寮・なぎさ寮]

8年 1月 東京都 新宿西口のホームレス強制立退き（臨時保護施設入所79人）

9年12月 冬期臨時宿泊事業（第4回）開始 [さくら寮・なぎさ寮]

10年 2月
新宿西口ダンボールハウス火災事故（死者4人、ダンボールハウス
約50軒焼失）

2月
ダンボールハウス自主撤去（なぎさ寮入所172人、女性相談セン
ター入所4人）

2月 新宿区
暫定自立支援センター[北新宿寮]の設置に向け「自立支援センター
設置反対協議会」と協議開始

10年 4月 暫定自立支援センター[さくら寮] 開設（47人入所）

4月 暫定自立支援センター[北新宿寮] 開設（79人入所）

6月 新宿区議会 「総合的な路上生活者対策を求める意見書」を国へ提出

9月 暫定自立支援センター[北新宿寮] 閉鎖

10月 国
「ホームレス問題勉強会」（第１回）11年10月まで６回開催
　（東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、川崎市、新宿区と厚生省、労働省、通
産省、建設省、国土庁の各政務次官が参加）

10月 暫定自立支援センター[さくら寮] 閉鎖

12月 冬期臨時宿泊事業（第5回）開始[さくら寮・なぎさ寮]

11年 2月 国
「ホームレス問題連絡会議」（第１回）12年9月まで６回開催
　（国と５都市参加）

11 11年 7月 国 「ホームレスの自立支援方策に関する研究会」（厚生省）発足

12年 7月
東京都

東京23区
「路上生活者対策事業に係る都区協定書」を締結
　実施内容は「路上生活者対策事業実施大綱」に定めた

11月 都区共同 自立支援センター[台東寮] 開設

11月 都区共同 自立支援センター[新宿寮] 開設

13年 3月 東京都 「東京ホームレス白書」発表

12

7　新宿区のホームレス自立支援等の経緯

10

内　　容

5

7

9

年　月
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13年 4月 都区共同 自立支援センター[豊島寮] 開設

10月 新宿区議会 「ホームレス対策特別措置法の制定に関する意見書」を国へ提出

11月 都区共同 緊急一時保護センター[大田寮] 開設

14年 2月 新宿区
新宿区長が「ホームレス対策特別措置法の早期制定に関する要望」を
「ホームレス問題に関するワーキングチーム」（与党三党）に提出

2月 都区共同 自立支援センター[墨田寮] 開設

14年 7月 国 「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」制定

9月
東京都

東京23区
東京都知事・特別区長会が「首都東京における路上生活者対策に関す
る要望書」を厚生大臣に提出

15年 2月 国 「ホームレスの実態に関する全国調査（生活実態調査）」実施

3月 新宿区 「路上生活者実態調査報告書」作成

3月 都区共同 緊急一時保護センター[板橋寮] 開設

15年 4月 新宿区 「宿泊所等入所者相談援助事業」開始

4月 新宿区 「巡回相談事業」開始

7月 国 「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」策定

16年 3月 都区共同 緊急一時保護センター[江戸川寮] 開設

3月 都区共同 自立支援センター[渋谷寮] 開設

16年 6月 都区共同 「地域生活移行支援事業」開始

 平成16年度開始：新宿区立中央公園・都立戸山公園、墨田区立隅田公園

 平成17年度開始：台東区立隅田公園、都立代々木公園、都立上野恩賜公園

7月 東京都 「ホームレスの自立支援等に関する東京都実施計画」策定

17年 2月 都区共同 緊急一時保護センター[荒川寮] 開設

17年 4月
東京都

東京23区
「路上生活者対策事業に係る都区協定書」を改正
　路上生活者対策事業実施大綱・要綱改正（地域生活移行支援事業を追加）

8月 都区共同 緊急一時保護センター[千代田寮] 開設

9月
「東京ホームレス就業支援事業推進協議会」（愛称：東京ジョブス
テーション）の設置（行政・民間・ＮＰＯ法人・都民等が参画）

10月 都区共同 自立支援センター[北寮] 開設、[台東寮] 閉鎖

10月 都区共同 自立支援センター[中央寮] 開設、[新宿寮] 閉鎖

18年 2月 新宿区 「新宿区ホームレスの自立支援等に関する推進計画」策定

18年 4月 新宿区 「拠点相談所（とまりぎ）」開始

4月
東京都

東京23区

「路上生活者対策事業に係る都区協定書」を改正
　路上生活者対策事業実施大綱・要綱改正（公園等現地に出向いての面接相
談、また地域で自立生活を送る元利用者へのアフターフォローを行う「巡回相談事
業」追加）

4月 都区共同 自立支援センター[杉並寮] 開設、[豊島寮] 閉鎖

11月 都区共同 緊急一時保護センター[世田谷寮] 開設、[大田寮] 閉鎖

19年 1月 国 「ホームレスの実態に関する全国調査（生活実態調査）」実施

2月 都区共同 自立支援センター[葛飾寮] 開設、[墨田寮] 閉鎖

18

年　月 内　　容

17

13

14

15

16
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19年 4月 新宿区 「自立支援ホーム」開始

4月 新宿区 「地域生活安定促進事業」開始

5月 東京都 「東京ホームレス白書Ⅱ」発表

8月 都区共同
「路上生活者対策事業の再構築について」策定
　緊急一時保護センター・自立支援センターの統合、自立支援住宅の設置

8月 都区共同
「地域生活移行支援事業」
　新宿区立西戸山公園・諏訪公園・諏訪の森公園

20年 3月 都区共同 緊急一時保護センター[練馬寮] 開設、[板橋寮] 閉鎖

20年 4月
東京都

東京23区

「路上生活者対策事業に係る都区協定書」を改正
　路上生活者対策事業実施大綱・要綱改正（「路上生活者対策事業の再
構築」を反映）

4月 東京都
「TOKYOチャレンジネット」開設
　( 新宿区歌舞伎町2-44-1　東京都健康プラザハイジア3F )

7月 国 「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」改定

12月 「年越し派遣村」日比谷公園に開設

21年 1月 新宿区 「新宿区路上生活者実態調査」実施

2月 東京都
「東京キャリアアップハローワーク」開設
　( 新宿区西新宿1-7-1　松岡セントラルビル9F )

3月 都区共同 自立支援センター[品川寮] 開設、[渋谷寮] 閉鎖

3月 都区共同 緊急一時保護センター[江東寮] 開設、[江戸川寮] 閉鎖

21年10月 東京都
「ホームレスの自立の支援等に関する東京都実施計画（第２
次）」策定

12月
国

東京都
「年末年始生活総合相談」（公設派遣村）実施

22年 1月 都区共同 緊急一時保護センター[文京寮] 開設、[荒川寮] 閉鎖

2月 新宿区 「新宿区第Ⅱ期ホームレスの自立支援等に関する推進計画」策定

22年 8月 都区共同 緊急一時保護センター[港寮] 開設、[千代田寮] 閉鎖

9月 都区共同 自立支援センター[中央寮]閉鎖

10月 都区共同
緊急一時保護センター[港寮][文京寮]が新型自立支援センターに移
行、[北寮]閉鎖

23年 3月 都区共同 自立支援センター[中野寮] 開設

23年 4月 都区共同 [杉並寮] 閉鎖

7月
国

新宿区
「新宿就職サポートナビ」開設

11月 都区共同
自立支援センター[品川寮]が新型自立支援センターに移行、
[世田谷寮]閉鎖

24年 1月 国 「ホームレスの実態に関する全国調査（生活実態調査）」実施

2月 都区共同
「路上生活者対策事業の今後の展開について」検討結果報告取り
まとめ

3月 都区共同
緊急一時保護センター[江東寮] が新型自立支援センターに移行、
[葛飾寮] 閉鎖

23

内　　容

19

20

21

年　月

22
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24年 6月 国 「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」５年間延長

25年 2月 都区共同
自立支援センター[中野寮] が新型自立支援センターに移行
　以降開設する自立支援センターは、すべて新型自立支援センターとなる

3月 都区共同 [練馬寮] 閉鎖

25年 7月 国 「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」策定(改定）

12月 国 「生活困窮者自立支援法」公布

26年 2月
東京都

東京23区
東京都知事・特別区長会が「都区共同の「路上生活者対策事業」実
施にかかる緊急要望」を厚生労働大臣に提出

3月 都区共同 自立支援センター[足立寮] 開設、[江東寮] 閉鎖

3月 都区共同 自立支援センター[目黒寮] 開設、[品川寮] 閉鎖

26年 6月 東京都
「ホームレスの自立の支援等に関する東京都実施計画（第３次）」
策定（改定）

7月
東京都

東京23区
東京都知事・特別区長会が「ホームレス対策の更なる推進にかかる
緊急要望」を厚生労働大臣に提出

12月 東京23区 特別区長会が「福祉制度にかかる緊急要望」を厚生労働大臣に提出

27年 1月 東京都 自立支援センター[台東寮] 開設、[文京寮] 閉鎖

3月 国 「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」策定（再改定）

27年 4月 国 「生活困窮者自立支援法」施行

8月 都区共同 自立支援センター[新宿寮]開設、「港寮」閉鎖

9月 東京都
「ホームレスの自立の支援等に関する東京都実施計画（第３次）」
再改定

28年 1月 新宿区 「新宿区第Ⅲ期ホームレスの自立支援等に関する推進計画」策定

3月 都区共同 自立支援センター[豊島寮]開設、「中野寮」閉鎖

29年 4月 都区共同
「都区共同路上生活者対策モデル事業」を新宿区を含む一部の区で
実施

6月 国 「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」１０年間延長

30年 7月 国 「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」策定(改定）

31年 3月 都区共同 自立支援センター[墨田寮][渋谷寮]開設、[足立寮]「目黒寮」閉鎖

3月 東京都
「ホームレスの自立の支援等に関する東京都実施計画（第４次）」
策定

31 31年 4月 都区共同
「都区共同路上生活者対策モデル事業」を改め「支援付地域生活移
行事業」とし２３区全域で実施

29

30

24

25

年　月 内　　容

26

27
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11
,0

32
,0

00
22

,0
61

,6
76

11
,0

30
,8

38
11

,0
30

,8
38

22
,0

63
,0

00
11

,0
31

,0
00

11
,0

32
,0

00

9,
53

2,
73

6
24

,6
22

,0
00

18
,1

74
,0

00
6,

44
8,

00
0

24
,6

21
,3

86
15

,4
26

,8
14

0
5,

59
0,

00
0

4,
87

6,
00

0
0

4,
87

6,
00

0

24
,6

22
,0

00
18

,1
74

,0
00

6,
44

8,
00

0
24

,6
21

,3
86

15
,0

88
,6

50

12
,5

51
,8

46
6,

27
5,

92
3

6,
27

5,
92

3

67
,2

91
,0

00
42

,8
08

,0
00

24
,4

83
,0

00
21

,4
34

,8
63

0
21

,4
34

,8
63

5,
59

0,
00

0

9,
08

9,
70

9

12
,6

23
,0

00
6,

31
1,

00
0

6,
31

2,
00

0
12

,5
51

,8
46

6,
27

5,
92

3
6,

27
5,

92
3

12
,6

23
,0

00
6,

31
1,

00
0

6,
31

2,
00

0

8,
06

2,
88

5
35

,5
85

,0
00

22
,5

92
,0

00
12

,9
93

,0
00

31
,4

75
,9

57
22

,3
86

,2
48

特
定

財
源

一
般

財
源

事
業

費
特

定
財

源
一

般
財

源

36
,7

43
,0

00
22

,7
97

,0
00

13
,9

46
,0

00
30

,4
49

,1
33

22
,3

86
,2

48

特
定

財
源

一
般

財
源

事
業

費
特

定
財

源
一

般
財

源
事

業
費

番 号
事

　　
　業

　　
　費

　　
　名

平
成

２７
年

度
予

算
額

平
成

２７
年

度
決

算
額

平
成

２８
年

度
予

算
額

平
成

２８
年

度
決

算
額

事
業

費



  Ⅵ 資 料  

１９７ 

 

 

1
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（①
宿

泊
所

の
確

保
等

）

2
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（②
宿

泊
所

等
入

所
者

相
談

援
助

事
業

）

3
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（③
路

上
生

活
者

対
策

事
業

分
担

金
）

4
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（④
拠

点
相

談
事

業
）

5
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（⑤
地

域
生

活
安

定
促

進
）

6
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（⑥
自

立
支

援
ホ

ー
ム

）

7

11
1,

44
5,

48
7

60
,4

32
,7

65
51

,0
12

,7
220

10
7,

11
7,

00
0

64
,6

12
,0

00
42

,5
05

,0
00

10
6,

76
4,

64
7

60
,6

41
,3

38
46

,1
23

,3
09

11
2,

95
6,

00
0

64
,2

29
,0

00
48

,7
27

,0
00

0
0

0
0

0
0

ホ
ー

ム
レ

ス
対

策
（⑦

自
立

支
援

等
に

関
す

る
推

進
計

画
の

改
定

）
0

0
0

0
0

12
,3

64
,0

00
8,

77
8,

00
0

3,
58

6,
00

0
12

,3
63

,3
44

8,
04

7,
74

2
4,

31
5,

60
2

12
,3

64
,0

00
8,

77
8,

00
0

3,
58

6,
00

0
12

,3
63

,3
44

8,
04

8,
50

6
4,

31
4,

83
8

22
,0

63
,0

00
11

,0
31

,0
00

11
,0

32
,0

00
22

,0
61

,6
76

11
,0

30
,0

00
11

,0
31

,6
76

22
,0

63
,0

00
11

,0
31

,0
00

11
,0

32
,0

00
22

,0
61

,6
76

11
,0

30
,0

00
11

,0
31

,6
76

24
,6

22
,0

00
18

,1
74

,0
00

6,
44

8,
00

0
24

,6
21

,7
90

15
,4

27
,0

23
9,

19
4,

76
7

24
,6

22
,0

00
18

,1
74

,0
00

6,
44

8,
00

0
24

,6
21

,3
86

15
,4

26
,5

84
9,

19
4,

80
2

9,
82

4,
00

0
0

9,
82

4,
00

0
8,

73
3,

99
8

0
8,

73
3,

99
8

3,
32

1,
00

0
0

3,
32

1,
00

0
2,

47
6,

97
6

0
2,

47
6,

97
6

12
,0

47
,0

00
6,

02
3,

00
0

6,
02

4,
00

0
12

,0
46

,3
20

6,
02

3,
00

0
6,

02
3,

32
0

11
,8

13
,0

00
31

,6
18

,3
59

19
,9

05
,0

00
11

,7
13

,3
59

12
,5

52
,0

00
6,

27
6,

00
0

6,
27

6,
00

0
12

,0
46

,3
20

6,
02

3,
00

0
6,

02
3,

32
0

特
定

財
源

一
般

財
源

32
,1

95
,0

00
20

,3
53

,0
00

11
,8

42
,0

00
33

,1
94

,9
45

20
,1

13
,2

48
13

,0
81

,6
97

32
,0

36
,0

00
20

,2
23

,0
00

特
定

財
源

一
般

財
源

事
業

費
特

定
財

源
一

般
財

源
事

業
費

番 号
事

　　
　業

　　
　費

　　
　名

平
成

２９
年

度
予

算
額

平
成

２９
年

度
決

算
額

平
成

３０
年

度
予

算
額

平
成

３０
年

度
決

算
額

事
業

費
特

定
財

源
一

般
財

源
事

業
費



  Ⅵ 資 料  

１９８ 

 

     

    

 

 

 

 

 

1
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（①
宿

泊
所

の
確

保
等

）

2
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（②
宿

泊
所

等
入

所
者

相
談

援
助

事
業

）

3
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（③
路

上
生

活
者

対
策

事
業

分
担

金
）

4
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（④
拠

点
相

談
事

業
）

5
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（⑤
地

域
生

活
安

定
促

進
）

6
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（⑥
自

立
支

援
ホ

ー
ム

）

7
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（⑦
自

立
支

援
等

に
関

す
る

推
進

計
画

の
改

定
）

1,
47

4,
00

0
0

1,
47

4,
00

0

11
2,

83
5,

00
0

66
,8

70
,0

00
45

,9
65

,0
00

22
,2

66
,0

00
11

,1
32

,0
00

11
,1

34
,0

00

12
,4

78
,0

00
8,

86
0,

00
0

3,
61

8,
00

0

3,
90

6,
00

0
0

3,
90

6,
00

0

24
,8

51
,0

00
18

,3
43

,0
00

6,
50

8,
00

0

35
,7

02
,0

00
22

,4
57

,0
00

13
,2

45
,0

00

12
,1

58
,0

00
6,

07
8,

00
0

6,
08

0,
00

0

番 号
事

　
　

業
　

　
費

　
　

名
令

和
元

年
度

予
算

額

事
業

費
特

定
財

源
一

般
財

源



  Ⅵ 資 料  

１９９ 

 

 

事
　業

　実
　績

受
　託

　者

(3
)福

祉
的

支
援

の
条

件
整

備
①

 応
急

援
護

事
業

福
祉

事
務

所
・拠

点
相

談
所

で
の

食
料

提
供

延
べ

 5
9,0

23
人

(4
)施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

①
 民

間
宿

泊
所

の
借

上
げ

 ：
  　

　 
給

食
宿

泊
場

所
の

確
保

宿
泊

所
利

用
泊

数
　延

べ
 3

,15
1泊

中
高

年
事

業
団

や
ま

て
企

業
組

合
新

宿
支

部

2
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（②
宿

泊
所

等
入

所
者

相
談

援
助

事
業

）
(1

)相
談

体
制

の
機

能
強

化
④

 地
域

生
活

サ
ポ

ー
ト 

：
   

   
 宿

泊
所

等
入

所
者

相
談

援
助

事
業

相
談

実
績

　（
施

設
内

） 
延

べ
   

75
6件

　　
　　

　 
 　

（施
設

外
） 

延
べ

 1
,25

0件
ス

ー
プ

の
会

地
域

生
活

支
援

ホ
ー

ム

(4
)施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

②
 緊

急
一

時
保

護
事

業
（自

立
支

援
セ

ン
ター

）
   

 〔
都

区
共

同
〕

（緊
急

一
時

保
護

セ
ン

ター
）

 千
代

田
寮

入
所

者
 2

48
人

社
会

福
祉

法
人

　特
別

区
人

事
・厚

生
事

務
組

合
社

会
福

祉
事

業
団

※
中

央
寮

の
宿

所
提

供
及

び
建

物
管

理
等

：特
定

非
営

利
活

動
法

人
エ

ス
・エ

ス
・エ

ス
　（

事
務

局
：特

別
区

人
事

・厚
生

事
務

組
合

）

(4
)施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

④
 自

立
支

援
事

業
（自

立
支

援
セ

ン
ター

）
   

 〔
都

区
共

同
〕

（自
立

支
援

セ
ン

ター
）

 中
央

寮
入

所
者

 １
48

人

※
この

ほ
か

に
、(

1)
　相

談
体

制
の

機
能

強
化

 ②
 巡

回
相

談
事

業
（都

区
共

同
）、

⑥
 地

域
生

活
継

続
支

援
事

業
（都

区
共

同
）及

び
(4

)　
施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

　⑤
 自

立
支

援
事

業
（自

立
支

援
住

宅
）　

（都
区

共
同

）等
を含

む

4
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（④
拠

点
相

談
事

業
）

(1
)相

談
体

制
の

機
能

強
化

①
 拠

点
相

談
所

相
談

件
数

　延
べ

 1
0,1

9１
件

社
団

法
人

　東
京

社
会

福
祉

士
会

5
(1

)相
談

体
制

の
機

能
強

化
　

⑤
 訪

問
サ

ポ
ー

ト 
：

   
   

 地
域

生
活

安
定

促
進

事
業

新
規

依
頼

数
 3

83
人

社
会

福
祉

法
人

　特
別

区
人

事
・厚

生
事

務
組

合
社

会
福

祉
事

業
団

6
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（⑥
自

立
支

援
ホ

ー
ム

）
(4

)施
設

・住
宅

資
源

の
確

保
③

 自
立

支
援

ホ
ー

ム
入

所
者

　1
0人

特
定

非
営

利
活

動
法

人
　新

宿
ホ

ー
ム

レ
ス

支
援

機
構

73
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（③
地

域
生

活
移

行
支

援
事

業
等

分
担

金
）

ホ
ー

ム
レ

ス
対

策
（⑤

地
域

生
活

安
定

促
進

）

ホ
ー

ム
レ

ス
対

策
（⑦

自
立

支
援

等
に

関
す

る
推

進
計

画
の

改
定

）
新

宿
区

第
Ⅱ

期
ホ

ー
ム

レ
ス

の
自

立
支

援
等

に
関

す
る

推
進

計
画

   
平

成
21

年
度

に
策

定
委

員
会

を
５回

開
催

し、
パ

ブ
リッ

ク
・コ

メン
トを

実
施

して
改

定
した

。平
成

22
年

2月
施

行
。

番 号
事

　　
業

　　
費

　　
名

平
　　

成
　　

２　
　１

　　
年

　　
度

　　
実

　　
績

推
　進

　計
　画

　の
　事

　業
　名

1
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（①
宿

泊
所

の
確

保
等

）



  Ⅵ 資 料  

２００ 

 

 

事
　業

　実
　績

受
　託

　者

(3
)福

祉
的

支
援

の
条

件
整

備
①

 応
急

援
護

事
業

福
祉

事
務

所
・拠

点
相

談
所

で
の

食
料

提
供

延
べ

 3
2,8

31
人

(4
)施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

①
 民

間
宿

泊
所

の
借

上
げ

 ：
  　

　 
給

食
宿

泊
場

所
の

確
保

宿
泊

所
利

用
泊

数
　延

べ
 6

,03
7泊

特
定

非
営

利
活

動
法

人
　新

宿
ホ

ー
ム

レ
ス

支
援

機
構

中
高

年
事

業
団

や
ま

て
企

業
組

合
新

宿
支

部

2
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（②
宿

泊
所

等
入

所
者

相
談

援
助

事
業

）
(1

)相
談

体
制

の
機

能
強

化
④

 地
域

生
活

サ
ポ

ー
ト 

：
   

   
 宿

泊
所

等
入

所
者

相
談

援
助

事
業

相
談

実
績

　（
施

設
内

） 
延

べ
 1

,22
6件

　　
　　

   
 　

（施
設

外
） 

延
べ

 1
,27

0件
ス

ー
プ

の
会

地
域

生
活

支
援

ホ
ー

ム

(4
)施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

②
 緊

急
一

時
保

護
事

業
（自

立
支

援
セ

ン
ター

）
   

 〔
都

区
共

同
〕

（緊
急

一
時

保
護

セ
ン

ター
）

 千
代

田
寮

入
所

者
 2

07
人

社
会

福
祉

法
人

　特
別

区
人

事
・厚

生
事

務
組

合
社

会
福

祉
事

業
団

※
中

央
寮

の
宿

所
提

供
及

び
建

物
管

理
等

：特
定

非
営

利
活

動
法

人
エ

ス
・エ

ス
・エ

ス
　（

事
務

局
：特

別
区

人
事

・厚
生

事
務

組
合

）

(4
)施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

④
 自

立
支

援
事

業
（自

立
支

援
セ

ン
ター

）
   

 〔
都

区
共

同
〕

（自
立

支
援

セ
ン

ター
）

 中
央

寮
入

所
者

 1
16

人

※
この

ほ
か

に
、(

1)
　相

談
体

制
の

機
能

強
化

②
　巡

回
相

談
事

業
（都

区
共

同
）、

⑥
　地

域
生

活
継

続
支

援
事

業
（都

区
共

同
）及

び
(4

)　
施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

　⑤
　自

立
支

援
事

業
（自

立
支

援
住

宅
）　

（都
区

共
同

）等
を含

む
。

4
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（④
拠

点
相

談
事

業
）

(1
)相

談
体

制
の

機
能

強
化

①
 拠

点
相

談
所

相
談

件
数

　延
べ

 7
,67

4件
社

団
法

人
　東

京
社

会
福

祉
士

会

5
(1

)相
談

体
制

の
機

能
強

化
　

⑤
 訪

問
サ

ポ
ー

ト 
：

   
   

 地
域

生
活

安
定

促
進

事
業

新
規

依
頼

数
 2

30
人

社
会

福
祉

法
人

　特
別

区
人

事
・厚

生
事

務
組

合
社

会
福

祉
事

業
団

6
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（⑥
自

立
支

援
ホ

ー
ム

）
(4

)施
設

・住
宅

資
源

の
確

保
③

 自
立

支
援

ホ
ー

ム
入

所
者

 1
0人

特
定

非
営

利
活

動
法

人
　新

宿
ホ

ー
ム

レ
ス

支
援

機
構

7番 号
事
　
　
業
　
　
費
　
　
名

平
　　

成
　　

２　
　２

　　
年

　　
度

　　
実

　　
績

　推
　進

　計
　画

　の
　事

　業
　名

―

1
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（①
宿

泊
所

の
確

保
等

）

3
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（③
地

域
生

活
移

行
支

援
事

業
等

分
担

金
）

ホ
ー

ム
レ

ス
対

策
（⑤

地
域

生
活

安
定

促
進

）

ホ
ー

ム
レ

ス
対

策
（⑦

自
立

支
援

等
に

関
す

る
推

進
計

画
の

改
定

）



  Ⅵ 資 料  

２０１ 

 

 

事
　業

　実
　績

受
　託

　者

(3
)福

祉
的

支
援

の
条

件
整

備
①

 応
急

援
護

事
業

福
祉

事
務

所
・拠

点
相

談
所

で
の

食
料

提
供

延
べ

 2
3,4

54
人

(4
)施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

①
 民

間
宿

泊
所

の
借

上
げ

 ：
  　

　 
給

食
宿

泊
場

所
の

確
保

宿
泊

所
利

用
泊

数
　延

べ
 8

,86
3泊

特
定

非
営

利
活

動
法

人
　新

宿
ホ

ー
ム

レ
ス

支
援

機
構

中
高

年
事

業
団

や
ま

て
企

業
組

合
新

宿
支

部

2
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（②
宿

泊
所

等
入

所
者

相
談

援
助

事
業

）
(1

)相
談

体
制

の
機

能
強

化
④

 地
域

生
活

サ
ポ

ー
ト 

：
   

   
 宿

泊
所

等
入

所
者

相
談

援
助

事
業

相
談

実
績

　（
施

設
内

） 
延

べ
 1

,94
0件

　　
　　

　 
 　

（施
設

外
） 

延
べ

 　
77

6件
ス

ー
プ

の
会

地
域

生
活

支
援

ホ
ー

ム

(4
)施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

②
 緊

急
一

時
保

護
事

業
（自

立
支

援
セ

ン
タ

ー
）

   
 〔

都
区

共
同

〕
（緊

急
一

時
保

護
事

業
）

  港
寮

入
所

者
 1

40
人

社
会

福
祉

法
人

　特
別

区
人

事
・厚

生
事

務
組

合
社

会
福

祉
事

業
団

（事
務

局
：特

別
区

人
事

・厚
生

事
務

組
合

）

(4
)施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

④
 自

立
支

援
事

業
（自

立
支

援
セ

ン
タ

ー
）

   
 〔

都
区

共
同

〕
（自

立
支

援
事

業
）

  港
寮

入
所

者
 1

10
人

※
こ

の
ほ

か
に

、(
1)

　相
談

体
制

の
機

能
強

化
②

　巡
回

相
談

事
業

（都
区

共
同

）、
⑥

　地
域

生
活

継
続

支
援

事
業

（都
区

共
同

）及
び

(4
)　

施
設

・住
宅

資
源

の
確

保
　⑤

　自
立

支
援

事
業

（自
立

支
援

住
宅

）　
（都

区
共

同
）等

を
含

む

4
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（④
拠

点
相

談
事

業
）

(1
)相

談
体

制
の

機
能

強
化

①
 拠

点
相

談
所

相
談

件
数

　延
べ

 6
,64

6件
社

団
法

人
　東

京
社

会
福

祉
士

会

(1
)相

談
体

制
の

機
能

強
化

　
生

活
サ

ポ
ー

ト事
業

　　
新

規
依

頼
数

 2
59

人
社

会
福

祉
法

人
　特

別
区

人
事

・厚
生

事
務

組
合

社
会

福
祉

事
業

団

(4
)施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

区
外

宿
泊

者
サ

ポ
ー

ト事
業

   
新

規
依

頼
数

 　
12

6人
特

定
非

営
利

活
動

法
人

　自
立

支
援

セ
ン

タ
ー

ふ
る

さ
と

の
会

6
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（⑥
自

立
支

援
ホ

ー
ム

）
(4
)施

設
・
住
宅
資
源
の
確
保

③
自
立
支
援
ホ
ー
ム
（
新
宿
区
）

入
所

者
 9

人
特

定
非

営
利

活
動

法
人

　新
宿

ホ
ー

ム
レ

ス
支

援
機

構

7

⑤
 訪

問
サ

ポ
ー

ト 
：

   
   

 地
域

生
活

安
定

促
進

事
業

5
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（⑤
地

域
生

活
安

定
促

進
）

ホ
ー

ム
レ

ス
対

策
（⑦

自
立

支
援

等
に

関
す

る
推

進
計

画
の

改
定

）
―

平
　　

成
　　

２　
　３

　　
年

　　
度

　　
実

　　
績

推
　
進
　
計
　
画
　
の
　
事
　
業
　
名

1
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（①
宿

泊
所

の
確

保
等

）

3
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（③
路

上
生

活
者

対
策

事
業

分
担

金
）

番 号
事

　　
業

　　
費

　　
名



  Ⅵ 資 料  

２０２ 

 

 

事
　業

　実
　績

受
　託

　者

(3
)福

祉
的

支
援

の
条

件
整

備
①

 応
急

援
護

事
業

福
祉

事
務

所
・拠

点
相

談
所

で
の

食
料

提
供

延
べ

 1
5,9

17
人

(4
)施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

①
 民

間
宿

泊
所

の
借

上
げ

 ：
  　

　 
給

食
宿

泊
場

所
の

確
保

宿
泊

所
利

用
泊

数
　延

べ
 6

,86
8泊

特
定

非
営

利
活

動
法

人
　新

宿
ホ

ー
ム

レ
ス

支
援

機
構

中
高

年
事

業
団

や
ま

て
企

業
組

合
新

宿
支

部

2
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（②
宿

泊
所

等
入

所
者

相
談

援
助

事
業

）
(1

)相
談

体
制

の
機

能
強

化
④

 地
域

生
活

サ
ポ

ー
ト 

：
   

   
 宿

泊
所

等
入

所
者

相
談

援
助

事
業

相
談

実
績

　（
施

設
内

） 
延

べ
 1

,64
9件

　　
　　

　 
 　

（施
設

外
） 

延
べ

 　
76

4件
ス

ー
プ

の
会

地
域

生
活

支
援

ホ
ー

ム

(4
)施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

②
 緊

急
一

時
保

護
事

業
（自

立
支

援
セ

ン
タ

ー
）

   
 〔

都
区

共
同

〕
（緊

急
一

時
保

護
事

業
）

  港
寮

入
所

者
 1

26
人

社
会

福
祉

法
人

　特
別

区
人

事
・厚

生
事

務
組

合
社

会
福

祉
事

業
団

（事
務

局
：特

別
区

人
事

・厚
生

事
務

組
合

）

(4
)施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

④
 自

立
支

援
事

業
（自

立
支

援
セ

ン
タ

ー
）

   
 〔

都
区

共
同

〕
（自

立
支

援
事

業
）

  港
寮

入
所

者
 1

46
人

※
こ

の
ほ

か
に

、(
1)

　相
談

体
制

の
機

能
強

化
②

　巡
回

相
談

事
業

（都
区

共
同

）、
⑥

　地
域

生
活

継
続

支
援

事
業

（都
区

共
同

）及
び

(4
)　

施
設

・住
宅

資
源

の
確

保
　⑤

　自
立

支
援

事
業

（自
立

支
援

住
宅

）　
（都

区
共

同
）等

を
含

む

4
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（④
拠

点
相

談
事

業
）

(1
)相

談
体

制
の

機
能

強
化

①
 拠

点
相

談
所

相
談

件
数

　延
べ

 5
,72

7件
社

団
法

人
　東

京
社

会
福

祉
士

会

(1
)相

談
体

制
の

機
能

強
化

　
生

活
サ

ポ
ー

ト事
業

　　
新

規
依

頼
数

 2
04

人
社

会
福

祉
法

人
　特

別
区

人
事

・厚
生

事
務

組
合

社
会

福
祉

事
業

団

(4
)施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

区
外

宿
泊

者
サ

ポ
ー

ト事
業

   
新

規
依

頼
数

 　
21

人
特

定
非

営
利

活
動

法
人

　自
立

支
援

セ
ン

タ
ー

ふ
る

さ
と

の
会

6
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（⑥
自

立
支

援
ホ

ー
ム

）
(4
)施

設
・
住
宅
資
源
の
確
保

③
自
立
支
援
ホ
ー
ム
（
新
宿
区
）

入
所

者
 1

3人
特

定
非

営
利

活
動

法
人

　新
宿

ホ
ー

ム
レ

ス
支

援
機

構

7
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（⑦
自

立
支

援
等

に
関

す
る

推
進

計
画

の
改

定
）

―

番 号
事

　　
業

　　
費

　　
名

平
　　

成
　　

２　
　４

　　
年

　　
度

　　
実

　　
績

推
　
進
　
計
　
画
　
の
　
事
　
業
　
名

1
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（①
宿

泊
所

の
確

保
等

）

3
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（③
路

上
生

活
者

対
策

事
業

分
担

金
）

5
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（⑤
地

域
生

活
安

定
促

進
）

⑤
 訪

問
サ

ポ
ー

ト 
：

   
   

 地
域

生
活

安
定

促
進

事
業



  Ⅵ 資 料  

２０３ 

 

 

事
　業

　実
　績

受
　
託
　
者

(3
)福

祉
的

支
援

の
条

件
整

備
①

 応
急

援
護

事
業

福
祉

事
務

所
・拠

点
相

談
所

で
の

食
料

提
供

延
べ

 1
0,2

92
人

(4
)施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

①
 民

間
宿

泊
所

の
借

上
げ

 ：
  　

　 
給

食
宿

泊
場

所
の

確
保

宿
泊

所
利

用
泊

数
　延

べ
 6

,56
3泊

特
定

非
営

利
活

動
法

人
　新

宿
ホ

ー
ム

レ
ス

支
援

機
構

中
高

年
事

業
団

や
ま

て
企

業
組

合
新

宿
支

店

2
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（②
宿

泊
所

等
入

所
者

相
談

援
助

事
業

）
(1

)相
談

体
制

の
機

能
強

化
④

 地
域

生
活

サ
ポ

ー
ト 

：
   

   
 宿

泊
所

等
入

所
者

相
談

援
助

事
業

相
談

実
績

　（
施

設
内

） 
延

べ
 1

,80
2件

　　
　　

　　
　（

施
設

外
） 

延
べ

   
72

1件
ス

ー
プ

の
会

地
域

生
活

支
援

ホ
ー

ム

(4
)施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

②
 緊

急
一

時
保

護
事

業
（自

立
支

援
セ

ン
タ

ー
）

   
 〔

都
区

共
同

〕
（緊

急
一

時
保

護
事

業
）

 港
寮

入
所

者
 1

42
人

社
会

福
祉

法
人

　特
別

区
人

事
・厚

生
事

務
組

合
社

会
福

祉
事

業
団

（事
務

局
：特

別
区

人
事

・厚
生

事
務

組
合

）

(4
)施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

④
 自

立
支

援
事

業
（自

立
支

援
セ

ン
タ

ー
）

   
 〔

都
区

共
同

〕
（自

立
支

援
事

業
）

 港
寮

入
所

者
 1

72
人

※
こ

の
ほ

か
に

、(
1)

　相
談

体
制

の
機

能
強

化
②

　巡
回

相
談

事
業

（都
区

共
同

）、
⑥

地
域

生
活

継
続

支
援

事
業

（都
区

共
同

）及
び

(4
)　

施
設

・住
宅

資
源

の
確

保
　⑤

　自
立

支
援

事
業

（自
立

支
援

住
宅

）　
（都

区
共

同
）等

を
含

む

4
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（④
拠

点
相

談
事

業
）

(1
)相

談
体

制
の

機
能

強
化

①
 拠

点
相

談
所

相
談

件
数

　延
べ

 3
,97

1件
公

益
社

団
法

人
　東

京
社

会
福

祉
士

会

(1
)相

談
体

制
の

機
能

強
化

　
生

活
サ

ポ
ー

ト事
業

   
新

規
依

頼
数

 2
84

人
社

会
福

祉
法

人
　特

別
区

人
事

・厚
生

事
務

組
合

社
会

福
祉

事
業

団

(4
)施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

区
外

宿
泊

者
サ

ポ
ー

ト事
業

   
新

規
依

頼
数

   
45

人
特

定
非

営
利

活
動

法
人

　自
立

支
援

セ
ン

タ
ー

ふ
る

さ
と

の
会

6
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（⑥
自

立
支

援
ホ

ー
ム

）
(4
)施

設
・
住
宅
資
源
の
確
保

③
自
立
支
援
ホ
ー
ム
（
新
宿
区
）

入
所

者
 1

1人
特

定
非

営
利

活
動

法
人

　新
宿

ホ
ー

ム
レ

ス
支

援
機

構

7
新

宿
区

第
Ⅲ

期
ホ

ー
ム

レ
ス

の
自

立
支

援
等

に
関

す
る

推
進

計
画

 　
策

定
委

員
会

を
２回

開
催

し
た

。

3
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（③
路

上
生

活
者

対
策

事
業

分
担

金
）

5
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（⑤
地

域
生

活
安

定
促

進
）

ホ
ー

ム
レ

ス
対

策
（⑦

自
立

支
援

等
に

関
す

る
推

進
計

画
の

改
定

）

⑤
 訪

問
サ

ポ
ー

ト 
：

   
   

 地
域

生
活

安
定

促
進

事
業

番 号
事

　　
業

　　
費

　　
名

平
　　

成
　　

２　
　５

　　
年

　　
度

　　
実

　　
績

推
　
進
　
計
　
画
　
の
　
事
　
業
　
名

1
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（①
宿

泊
所

の
確

保
等

）



  Ⅵ 資 料  

２０４ 

 

 

事
　業

　実
　績

受
　
託
　
者

(3
)福

祉
的

支
援

の
条

件
整

備
①

 応
急

援
護

事
業

福
祉

事
務

所
・拠

点
相

談
所

で
の

食
料

提
供

延
べ

 9
,29

2人

(4
)施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

①
 民

間
宿

泊
所

の
借

上
げ

 ：
  　

　 
給

食
宿

泊
場

所
の

確
保

宿
泊

所
利

用
泊

数
　延

べ
 5

,61
1泊

特
定

非
営

利
活

動
法

人
　新

宿
ホ

ー
ム

レ
ス

支
援

機
構

中
高

年
事

業
団

や
ま

て
企

業
組

合
新

宿
支

店

2
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（②
宿

泊
所

等
入

所
者

相
談

援
助

事
業

）
(1

)相
談

体
制

の
機

能
強

化
④

 地
域

生
活

サ
ポ

ー
ト 

：
   

   
 宿

泊
所

等
入

所
者

相
談

援
助

事
業

相
談

実
績

　（
施

設
内

） 
延

べ
 1

,69
1件

　　
　　

　　
　（

施
設

外
） 

延
べ

   
74

6件
ス

ー
プ

の
会

地
域

生
活

支
援

ホ
ー

ム

(4
)施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

②
 緊

急
一

時
保

護
事

業
（自

立
支

援
セ

ン
タ

ー
）

   
 〔

都
区

共
同

〕
（緊

急
一

時
保

護
事

業
）

 港
寮

入
所

者
 1

72
人

社
会

福
祉

法
人

　特
別

区
人

事
・厚

生
事

務
組

合
社

会
福

祉
事

業
団

（事
務

局
：特

別
区

人
事

・厚
生

事
務

組
合

）

(4
)施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

④
 自

立
支

援
事

業
（自

立
支

援
セ

ン
タ

ー
）

   
 〔

都
区

共
同

〕
（自

立
支

援
事

業
）

 港
寮

入
所

者
 1

65
人

※
こ

の
ほ

か
に

、(
1)

　相
談

体
制

の
機

能
強

化
②

　巡
回

相
談

事
業

（都
区

共
同

）、
⑥

地
域

生
活

継
続

支
援

事
業

（都
区

共
同

）及
び

(4
)　

施
設

・住
宅

資
源

の
確

保
　⑤

　自
立

支
援

事
業

（自
立

支
援

住
宅

）　
（都

区
共

同
）等

を
含

む

4
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（④
拠

点
相

談
事

業
）

(1
)相

談
体

制
の

機
能

強
化

①
 拠

点
相

談
所

相
談

件
数

　延
べ

 3
,23

5件
公

益
社

団
法

人
　東

京
社

会
福

祉
士

会

(1
)相

談
体

制
の

機
能

強
化

　
生

活
サ

ポ
ー

ト事
業

   
新

規
依

頼
数

 3
35

人
社

会
福

祉
法

人
　特

別
区

人
事

・厚
生

事
務

組
合

社
会

福
祉

事
業

団

(4
)施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

区
外

宿
泊

者
サ

ポ
ー

ト事
業

   
新

規
依

頼
者

   
54

人
特

定
非

営
利

活
動

法
人

　自
立

支
援

セ
ン

タ
ー

ふ
る

さ
と

の
会

6
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（⑥
自

立
支

援
ホ

ー
ム

）
(4
)施

設
・
住
宅
資
源
の
確
保

③
自
立
支
援
ホ
ー
ム
（
新
宿
区
）

入
所

者
 ７

人
特

定
非

営
利

活
動

法
人

　新
宿

ホ
ー

ム
レ

ス
支

援
機

構

7
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（⑦
自

立
支

援
等

に
関

す
る

推
進

計
画

の
改

定
）

新
宿

区
第

Ⅲ
期

ホ
ー

ム
レ

ス
の

自
立

支
援

等
に

関
す

る
推

進
計

画
　 

策
定

委
員

会
を

１回
開

催
し

た
。

番 号
事

　　
業

　　
費

　　
名

平
　　

成
　　

２　
　6

　　
年

　　
度

　　
実

　　
績

推
　
進
　
計
　
画
　
の
　
事
　
業
　
名

1
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（①
宿

泊
所

の
確

保
等

）

3
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（③
路

上
生

活
者

対
策

事
業

分
担

金
）

5
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（⑤
地

域
生

活
安

定
促

進
）

⑤
 訪

問
サ

ポ
ー

ト 
：

   
   

 地
域

生
活

安
定

促
進

事
業



  Ⅵ 資 料  

２０５ 

 

 

事
　業

　実
　績

受
　
託
　
者

(3
)福

祉
的

支
援

の
条

件
整

備
①

 応
急

援
護

事
業

福
祉

事
務

所
・拠

点
相

談
所

で
の

食
料

提
供

延
べ

 8
,73

0人

(4
)施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

①
 民

間
宿

泊
所

の
借

上
げ

 ：
  　

　 
給

食
宿

泊
場

所
の

確
保

宿
泊

所
利

用
泊

数
　延

べ
 7

,07
4泊

特
定

非
営

利
活

動
法

人
　新

宿
ホ

ー
ム

レ
ス

支
援

機
構

中
高

年
事

業
団

や
ま

て
企

業
組

合
新

宿
支

店

2
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（②
宿

泊
所

等
入

所
者

相
談

援
助

事
業

）
(1

)相
談

体
制

の
機

能
強

化
④

 地
域

生
活

サ
ポ

ー
ト 

：
   

   
 宿

泊
所

等
入

所
者

相
談

援
助

事
業

相
談

実
績

　（
施

設
内

） 
延

べ
 1

,97
9件

　　
　　

　　
　（

施
設

外
） 

延
べ

   
87

2件
ス

ー
プ

の
会

地
域

生
活

支
援

ホ
ー

ム

(4
)施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

②
 緊

急
一

時
保

護
事

業
（自

立
支

援
セ

ン
タ

ー
）

   
 〔

都
区

共
同

〕

（緊
急

一
時

保
護

事
業

）
 港

寮
入

所
者

 4
6人

（～
H2

7.8
）

 新
宿

寮
入

所
者

10
3人

（H
27

.8～
）

社
会

福
祉

法
人

　特
別

区
人

事
・厚

生
事

務
組

合
社

会
福

祉
事

業
団

（事
務

局
：特

別
区

人
事

・厚
生

事
務

組
合

）

(4
)施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

④
 自

立
支

援
事

業
（自

立
支

援
セ

ン
タ

ー
）

   
 〔

都
区

共
同

〕

（自
立

支
援

事
業

）
 港

寮
入

所
者

 4
4人

（～
H2

7.8
）

 新
宿

寮
入

所
者

96
人

（H
27

.8～
）

※
こ

の
ほ

か
に

、(
1)

　相
談

体
制

の
機

能
強

化
②

　巡
回

相
談

事
業

（都
区

共
同

）、
⑥

地
域

生
活

継
続

支
援

事
業

（都
区

共
同

）及
び

(4
)　

施
設

・住
宅

資
源

の
確

保
　⑤

　自
立

支
援

事
業

（自
立

支
援

住
宅

）　
（都

区
共

同
）等

を
含

む

4
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（④
拠

点
相

談
事

業
）

(1
)相

談
体

制
の

機
能

強
化

①
 拠

点
相

談
所

相
談

件
数

　延
べ

 2
,70

4件
公

益
社

団
法

人
　東

京
社

会
福

祉
士

会

(1
)相

談
体

制
の

機
能

強
化

　
生

活
サ

ポ
ー

ト事
業

   
新

規
依

頼
数

 2
85

人
社

会
福

祉
法

人
　特

別
区

人
事

・厚
生

事
務

組
合

社
会

福
祉

事
業

団

(4
)施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

区
外

宿
泊

者
サ

ポ
ー

ト事
業

   
新

規
依

頼
者

   
19

人
特

定
非

営
利

活
動

法
人

　自
立

支
援

セ
ン

タ
ー

ふ
る

さ
と

の
会

6
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（⑥
自

立
支

援
ホ

ー
ム

）
(4

)施
設

・住
宅

資
源

の
確

保
③
自
立
支
援
ホ
ー
ム
（
新
宿
区
）

入
所

者
 1

0人
特

定
非

営
利

活
動

法
人

　新
宿

ホ
ー

ム
レ

ス
支

援
機

構

7
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（⑦
自

立
支

援
等

に
関

す
る

推
進

計
画

の
改

定
）

新
宿

区
第

Ⅲ
期

ホ
ー

ム
レ

ス
の

自
立

支
援

等
に

関
す

る
推

進
計

画
　 

平
成

27
年

度
に

策
定

委
員

会
を

２回
開

催
した

。ま
た

、平
成

27
年

10
月

か
ら

11
月

に
か

け
て

パ
ブ

リ
ック

コ
メン

トを
実

施
し

、平
成

28
年

1月
に

本
計

画
を

策
定

し
た

。

番 号
事

　　
業

　　
費

　　
名

平
　　

成
　　

２　
　７

　　
年

　　
度

　　
実

　　
績

推
　
進
　
計
　
画
　
の
　
事
　
業
　
名

1
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（①
宿

泊
所

の
確

保
等

）

3
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（③
路

上
生

活
者

対
策

事
業

分
担

金
）

5
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（⑤
地

域
生

活
安

定
促

進
）

⑤
 訪

問
サ

ポ
ー

ト 
：

   
   

 地
域

生
活

安
定

促
進

事
業



  Ⅵ 資 料  

２０６ 

 

 

事
　業

　実
　績

受
　
託
　
者

(3
)福

祉
的

支
援

の
条

件
整

備
①

 応
急

援
護

事
業

福
祉

事
務

所
・拠

点
相

談
所

で
の

食
料

提
供

延
べ

 7
,93

2人

(4
)施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

①
 民

間
宿

泊
所

の
借

上
げ

 ：
  　

　 
給

食
宿

泊
場

所
の

確
保

宿
泊

所
利

用
泊

数
　延

べ
 7

,43
1泊

特
定

非
営

利
活

動
法

人
　新

宿
ホ

ー
ム

レ
ス

支
援

機
構

中
高

年
事

業
団

や
ま

て
企

業
組

合
新

宿
支

店

2
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（②
宿

泊
所

等
入

所
者

相
談

援
助

事
業

）
(1

)相
談

体
制

の
機

能
強

化
④

 地
域

生
活

サ
ポ

ー
ト 

：
   

   
 宿

泊
所

等
入

所
者

相
談

援
助

事
業

相
談

実
績

　（
施

設
内

） 
延

べ
 1

,72
4件

　　
　　

　　
　（

施
設

外
） 

延
べ

   
72

5件
ス

ー
プ

の
会

地
域

生
活

支
援

ホ
ー

ム

(4
)施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

②
 緊

急
一

時
保

護
事

業
（自

立
支

援
セ

ン
タ

ー
）

   
 〔

都
区

共
同

〕
（緊

急
一

時
保

護
事

業
）

 新
宿

寮
入

所
者

13
5人

社
会

福
祉

法
人

　特
別

区
人

事
・厚

生
事

務
組

合
社

会
福

祉
事

業
団

（事
務

局
：特

別
区

人
事

・厚
生

事
務

組
合

）

(4
)施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

④
 自

立
支

援
事

業
（自

立
支

援
セ

ン
タ

ー
）

   
 〔

都
区

共
同

〕
（自

立
支

援
事

業
）

 新
宿

寮
入

所
者

11
8人

※
こ

の
ほ

か
に

、(
1)

　相
談

体
制

の
機

能
強

化
②

　巡
回

相
談

事
業

（都
区

共
同

）、
⑥

地
域

生
活

継
続

支
援

事
業

（都
区

共
同

）及
び

(4
)　

施
設

・住
宅

資
源

の
確

保
　⑤

　自
立

支
援

事
業

（自
立

支
援

住
宅

）　
（都

区
共

同
）等

を
含

む

4
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（④
拠

点
相

談
事

業
）

(1
)相

談
体

制
の

機
能

強
化

①
 拠

点
相

談
所

相
談

件
数

　延
べ

 2
,14

7件
公

益
社

団
法

人
　東

京
社

会
福

祉
士

会

(1
)相

談
体

制
の

機
能

強
化

　
生

活
サ

ポ
ー

ト事
業

   
新

規
依

頼
数

 2
78

人
社

会
福

祉
法

人
　特

別
区

人
事

・厚
生

事
務

組
合

社
会

福
祉

事
業

団

(4
)施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

区
外

宿
泊

者
サ

ポ
ー

ト事
業

   
新

規
依

頼
者

   
30

人
特

定
非

営
利

活
動

法
人

　自
立

支
援

セ
ン

タ
ー

ふ
る

さ
と

の
会

6
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（⑥
自

立
支

援
ホ

ー
ム

）
(4

)施
設

・住
宅

資
源

の
確

保
③
自
立
支
援
ホ
ー
ム
（
新
宿
区
）

入
所

者
 6

人
特

定
非

営
利

活
動

法
人

　新
宿

ホ
ー

ム
レ

ス
支

援
機

構

7
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（⑦
自

立
支

援
等

に
関

す
る

推
進

計
画

の
改

定
）

―

番 号
事

　　
業

　　
費

　　
名

平
　　

成
　　

２　
　８

　　
年

　　
度

　　
実

　　
績

推
　
進
　
計
　
画
　
の
　
事
　
業
　
名

1
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（①
宿

泊
所

の
確

保
等

）

3
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（③
路

上
生

活
者

対
策

事
業

分
担

金
）

5
ホ

ー
ム

レ
ス

対
策

（⑤
地

域
生

活
安

定
促

進
）

⑤
 訪

問
サ

ポ
ー

ト 
：

   
   

 地
域

生
活

安
定

促
進

事
業



  Ⅵ 資 料  

２０７ 

 

 

事
　業

　実
　績

受
　
託
　
者

(3
)福

祉
的

支
援

の
条

件
整

備
①

 応
急

援
護

事
業

福
祉

事
務

所
・拠

点
相

談
所

で
の

食
料

提
供

延
べ

 7
,38

3人

(4
)施

設
・住

宅
資

源
の

確
保

①
 民

間
宿

泊
所

の
借

上
げ

 ：
  　

　 
給

食
宿

泊
場

所
の

確
保

宿
泊

所
利

用
泊

数
　延

べ
 7

,86
1泊

特
定

非
営

利
活

動
法

人
　新

宿
ホ

ー
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９ 第Ⅳ期推進計画の事業と事業主体、対象タイプ一覧表 

 

国 東京都 都区共同 新宿区 民間団体 タイプ１ タイプ２ タイプ３

① 拠点相談所 〇 〇 〇 〇

② 巡回相談事業 〇 〇 〇 〇

③ 巡回相談一時宿泊支援事業 〇 〇 〇

④
地域生活サポート：宿泊所等入所者相談援助
事業 〇 〇 〇

⑤ 訪問サポート：地域生活安定促進事業 〇 〇 〇

⑥ 地域生活継続支援事業 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇

① 応急援護事業 〇 〇 〇 〇

② 心身の健康に関する支援 〇 〇 〇 〇 〇

③ 年金の調査 〇 〇 〇 〇

④ 住民登録の設定 〇 〇 〇 〇

① 民間宿泊所の借上げ：給食宿泊場所の確保 〇 〇 〇

② 緊急一時保護事業（自立支援センター） 〇 〇 〇

③ 自立支援ホーム 〇 〇 〇

④ 自立支援事業（自立支援センター） 〇 〇 〇

⑤ 自立支援事業（自立支援住宅） 〇 〇 〇

⑥ 支援付地域生活移行事業 〇 〇

⑦ 生活支援付き住宅(施設)の整備 〇 〇 〇 〇

⑧ 住宅の確保 〇 〇 〇 〇 〇

① 就労支援 〇 〇 〇

②
就労支援・住宅支援等相談機能との連携
強化 〇 〇 〇 〇 〇

③
雇用対策における第二のセーフティネットの充
実 〇 〇 〇 〇

① ホームレスの自立支援策の周知 〇

② 福祉関係職員の研修等の実施 〇

③ 広域的な関係機関会議の設置 〇 〇

④ 関係機関・団体等との連絡会議の設置 〇

① 大規模公園（新宿中央公園・都立戸山公園） 〇 〇 〇 〇

② 中小規模公園 〇 〇 〇 〇

③ 道路等 〇 〇 〇 〇

④ その他の公共施設 〇 〇 〇 〇

① ネットワークづくり等による啓発 〇 〇

② 第Ⅳ期推進計画を活用した啓発 〇 〇

生活困窮者自立支援法に基づくアセスメントの充
実(支援方法の判断・評価)

(7)　公共施設の適正管理

(8)　人権啓発

(3)　福祉的支援の条件整備

(4)　施設・住宅資源の確保

(6)　人的資源の開発とネットワークづくり

〔緊急対応型〕

〔地域生活移行：定着型〕

(5)　就労支援

事業主体 ホームレスのタイプ

(1)　相談体制の機能強化

(2)　生活困窮者自立支援法に基づくアセスメントの充実(支援方法の判断・評価)

〔はじめの相談〕

〔施設入所中の相談〕

〔アパート生活後の相談〕

事業名八つの基本施策
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１０ 生活困窮者自立支援法に基づくアセスメント項目一覧 

 

１ 相談申込・受付票 

① 基本情報 

氏名、性別、生年月日、住所、電話、携帯、メールアドレス、来談者の氏名・電話、来談者

のご本人との関係 

② ご相談の内容 

２ 支援経過記録シート 

実施日、担当者、方法、対応相手先、関与した関係機関・関係者、対応内容記録、詳細記録

（聞き取り事項・確認した事実、対応状況等） 

３ インテーク・アセスメントシート 

① 相談経路・相談歴 

当初相談経路、これまでの相談歴の有無、相談歴の概況・相談経緯 

② 本人の主訴・状況 

本人の主訴・状況、同居者、別居の家族、婚姻、子ども、家族の状況、住居、地域との関係、

健康状態、通院先（服薬・診断・症状）、健康保険、障害手帳、家計の収支状況、家計状況、

課税状況、滞納・債務の有無、公的給付、生活保護の受給歴、就労状況、最終学歴、直近の

離職後年数、資格・技術、希望職種、現在の職業（業務内容、雇用形態、勤務年数、月収、

賞与の有無・回数、賞与額）、過去の職歴（勤務期間、雇用形態、月収、職業・業務内容） 

③ 緊急支援 

    緊急支援の必要性の有無、緊急支援の内容、その他緊急支援の実施状況 

④ アセスメント結果の整理と支援方針の検討 

課題と背景の要因、課題のまとめと支援方針、結果のチェック項目（病気、けが、障害（手

帳有）、障害（疑い）、自死企図、その他メンタルヘルスの課題（うつ・不眠・不安・依存症・

適応障害など）、住まい不安定、ホームレス、経済的困窮、多重・過重債務、家計管理の課題、

就職活動困難、就職定着困難、生活習慣の乱れ、社会的孤立（ニート・ひきこもり等を含む）、

家族関係・家族の問題、介護、子育て、不登校、非行、中卒・高校中退、ひとり親、ＤＶ・

虐待、外国籍、刑余者、コミュニケーションが苦手、本人の能力の課題（識字・言語・理解

等）、被災） 

⑤ 家族関係図 

⑥ エコマップ（地域や周囲との関係性） 

４ プラン兼事業等利用申込書 

① 解決したい課題 

② 目標（目指す姿） 

長期目標、本プランにおける達成目標 
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③ プラン 

実施すること（本人・家族等・自立相談支援機関・関係機関・その他関係機関・期間・頻度）、

法に基づく事業（メニュー、利用有無、支援方針、期間、実施期間、給付額）、その他関連す

る事業等（メニュー、利用有無、支援方針、期間、実施期間、給付額） 

５ 評価シート 

① 目標の達成状況 

目標の達成状況、見られた変化、現在の状況と残された課題 

② 法に基づく事業等の利用実績等 

法に基づく事業等、利用有無、通算利用実績、利用の効果・継続利用の必要性等 

③ プランの終結・継続に関する本人希望・スタッフ意見 

    本人の希望、スタッフの意見 

６ 詳細アセスメントシート 

① 健康面について 

疾病・傷病、健康上の課題の具体的な内容、通院先、服薬状況、健康保険納付状況、障害の

状況・程度、介護保険の受給状況、利用している福祉・介護 

② 住まいについて 

住民票の有・無、家賃・地代の支払（賃貸の場合） 

③ 収入や経済状態について 

世帯収入、本人と家族の収入、世帯の毎月の生活費と内訳、本人の年金加入状況及び年金種

類、貸付・債務、住民税等の滞納の有無、その他の資産 

④ 仕事について 

現在の求職活動状況、職業訓練や中間的就労の経験状況、雇用保険の加入状況、雇用保険の

失業等給付の状況 

⑤ 生活管理 

１日のタイムスケジュール、１週間のタイムスケジュール、生活管理能力について 

⑥ 地域との関係・社会参加について（ひきこもりを含む） 

外出頻度・行先、ひきこもり等社会参加に係る課題、交友関係（つきあいのある人、頼りに

している人） 

⑦ 生活歴（ライフヒストリー） 

過去の課題、生活歴で留意すべきこと 

⑧ 家族のこと 

家族関係で気になること、家族が抱える課題 

⑨ ＤＶ・虐待について 

ＤＶ・虐待のおそれの有無、被害者の属性、加害者の属性、ＤＶ・虐待の状況、これまで関

わりがあった機関、保護・措置の経験、保護命令の発令歴 
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⑩ 子どもの状況・子どもが抱える課題 

就学・就園段階、子どもが抱える課題、子どもが抱える課題の背景要因 

⑪ 国籍・言語について 

国籍、言語能力 

⑫ 本人の能力 

話を聞いて理解する力、書く力（識字力）、本人が得意なこと、本人が苦手に感じていること、

担当者としての印象や気になる点等 

７ 課題整理シート 

  今の状況、困っていること、変えたいこと、今後どのようにしていきたいか、自分としてや

っていきたいこと、支援を求めたいこと、これまでにあった主な出来事、周囲の関わりの状

況、自分の強み・得意なこと、苦手なこと 

８ 振り返りシート（これまでの取組みの振返り） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Ⅵ 資 料  

２１４ 
 

 

 

 

 



  Ⅵ 資 料  

２１５ 
 

１１ 用 語 説 明  (あいうえお順) 

 

あ  アウトリーチ 

ホームレスが福祉事務所へ相談のため来所するのを待つだけでなく、相談員等が

公園や路上などに出向き相談を受けること。 
アセスメント 

生活歴や仕事歴などから相談者の状態・意識や生活課題、活用できる社会資源な

どを総合的に評価すること。 (P.42･43･71参照) 

 

か  介護人材育成確保緊急対策事業 

介護職場への就職を目指す離職者に対して、ホームヘルパー２級（平成 25 年度か

ら介護職員初任者研修講座）の資格取得支援を行うことで、離職者の生活の安定

と介護人材の育成・確保を図る事業。 
  キャリア教育 

一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てること

を通して、キャリア発達を促す教育。 
    キャリア発達とは、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を

実現していく過程。  
（中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について

（答申）」平成 23 年 1 月 31 日） 
拠点相談所「とまりぎ」 

平成 18 年に新宿区が開設したホームレス専門の相談所。食料、シャワーなどの提

供のほか、法律、健康、借金などの専門相談もある。公益社団法人東京社会福祉

士会に委託している。 (P.21･22･38･39･69参照) 

緊急一時宿泊事業 

東京都と東京 23 区が共同で実施した自立支援システムの事業のひとつ。平成 21

年 12月から路上生活者になるおそれのある失業者等にアパート等を借り上げ、緊

急一時的な宿泊援護等を実施した。本来の事業目的であった住宅資金給付事業等

の利用が見込まれる方への宿泊援護が減少し、現に就労し、又は就職が決定して

いる方等の利用が主となったため、平成 27年 3月に廃止された。 

緊急一時保護センター（緊急一時保護事業） 

東京都と東京 23 区が共同で実施している自立支援システムの事業のひとつ。「緊

急一時保護」と「自立支援に向けたアセスメント」を目的とした入所施設。 
平成 22 年 10 月以降、自立支援センター機能を併せ持つ新型自立支援センターに

移行し、平成 25 年 2 月に移行が完了した。現在は、自立支援センターの緊急一時



  Ⅵ 資 料  

２１６ 
 

保護事業として実施している。  
 

さ  暫定自立支援センター 

平成 8 年に都区検討委員会で路上生活者のための自立支援センターを設置する答

申が出たが、平成 10 年 2 月に新宿駅西口地下広場で起きたダンボールハウス火災

事故をきっかけに、新宿区内の２箇所に暫定の自立支援センターが設置された。 
支援付地域生活移行事業 

路上生活が長期化し、高齢化したため、就労を基軸とした従来の自立支援システ

ムによる自立が困難なホームレスが地域生活へ移行できるよう支援する事業。こ

の事業は、対象のホームレスに対し、支援員が丁寧な相談を行い、信頼関係を構

築。その後、借り上げアパートを提供し、支援員が生活能力の向上や諸手続きの

支援等必要な生活支援を行った上で、対象者それぞれに合った福祉サービスへつ

なぎ、地域への移行を図る。東京都と特別区は、共同で平成 29年度にモデル事業

として本事業を試験的に実施し、平成 31年 4月から 23区全域で実施している。 

  住宅手当 

    平成 21 年 10 月から開始した住宅手当は、平成 25 年 4 月に住宅支援給付となり、

平成 27 年 4 月より生活困窮者自立支援法の住居確保給付金として実施している。 

巡回相談事業 

東京都と東京 23 区が共同で実施している自立支援システムの事業のひとつ。巡回

相談員が公園等を巡回してホームレスの相談にのり自立を支援する。(P.29･34･69

参照) 

  職業意識の醸成 

    社会性や職業経験が十分でない若年層に対する根本的な自立対策として、働くこ

との意義や大切さを子どもたちが理解し、社会的にも経済的にも自立する意思を

育むことが非常に大切であるため、本計画では、職業意識の醸成を人権啓発と並

ぶ子どもたちへの啓発内容とした。 

 自立支援システム 

東京都と東京 23 区が共同で実施しているホームレスの自立支援施策。「緊急一時

保護事業」「自立支援事業」「巡回相談事業」「地域生活継続支援事業」の４つの事

業を柱としている。 (P.29 参照) 

自立支援住宅 

東京都と東京 23 区が共同で実施している自立支援システムの事業のひとつ。自立

支援センターから就労自立してアパート生活を始める準備をするためのアパート。

自立支援センターの事業として職員が様々な相談にのり、自立を支援する。(P.32･

33･74･75参照)  
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自立支援センター（自立支援事業） 

東京都と東京 23 区が共同で実施している自立支援システムの事業のひとつ。就労

による自立を支援するための入所施設。 

現在は緊急一時保護センターの機能を併せ持った新型自立支援センターを指し、

従来の機能は自立支援事業として実施している。原則 6 か月の入所期間の中で、

利用者の緊急一時保護から就労自立までを支援している。(P.31･32･73･74参照) 

自立支援ホーム 

平成 19 年に開始した新宿区独自の事業。就労意欲の高いホームレスに居室を提供

し、原則３ヶ月の入居期間中に転居費用を貯蓄し、アパートへ移る。 

平成 27年 4月から生活困窮者自立支援法の一時生活支援事業及び自立相談支援事

業として実施している。（P.47･48･74参照） 

新型自立支援センター 

就労からアパート生活への一貫した支援を強化するために、従来の緊急一時保護

センターと自立支援センター両施設の機能を併せ持った新型自立支援センターへ

平成 22 年 10月から順次移行した。平成 25年 2月に移行が完了し、現在はすべて

の自立支援センターが新型自立支援センターとして機能している。（P.29参照） 

 新宿区とＮＰＯ等支援団体の独自調査 

新宿区は平成 21 年 1 月 21 日に、ＮＰＯ等支援団体は平成 20 年 12 月 19 日に、そ

れぞれ夜間の独自調査を行い、新宿駅西口・東口周辺で 300人前後のホームレスを

確認した。二つの調査と、同時期に新宿区全体で昼間に確認した東京都の概数調査

を比較すると、新宿駅西口・東口周辺の調査だけでほぼ同数であり、夜間に地下街

などで相当数のホームレスが寝泊りしていることが推測された。 

新宿就職サポートナビ 

新宿区と東京労働局、ハローワーク新宿で、雇用の相談窓口と福祉の窓口を一体

化し、低所得者やひとり親家庭等の早期の自立を支援するもの。新宿区在住の生

活保護受給者、児童扶養手当受給者・住居確保給付金受給者及び新宿区在住及び

在住が見込まれる低所得者などで新宿区が就労支援を必要と認める人を対象に求

人情報の提供、職業紹介・相談、職業訓練受講の斡旋などを行っている。 

生活サポート特別貸付事業 

ＴＯＫＹＯチャレンジネットでの援助・指導を受けることにより、安定的な自立

した生活が営めると判断された人に貸付する住宅資金・生活資金。（P.52参照） 
 

た  ダンボールハウス火災事故 

平成 10 年 2 月に新宿駅西口地下広場で起きた失火による火災事故。就寝中のホー

ムレス 4 名が死亡、14 名が重軽傷を負い、約 50 軒のダンボールハウスが焼失し

た。火災の後、ほとんどのホームレスが暫定自立支援センターへ入所した。 
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地域生活移行支援事業 

東京都と東京 23 区が共同で平成 16 年度から平成 19 年度にかけて行った事業。大

規模公園に住むホームレスに低額家賃のアパートと就労を斡旋して自立を促した。

これにより、2,000 人近いホームレスがアパートに入居した。平成 16 年度は東京

都の単独事業、平成 17年度からは都区共同事業として実施した。 

  地域生活継続支援事業 

    東京都と東京 23 区が共同で実施している自立支援システムの事業のひとつ。自立

支援センターを就労自立により退所した利用者が地域生活を継続し、再び路上に

戻さないよう、訪問相談等のアフターケアを行う。 

  東京ジョブステーション 

就労意欲のある元ホームレスの人を対象に、就労に関する相談やカウンセリング、

職場体験、就業開拓などを支援する「東京ホームレス就業支援事業推進協議会」

のこと。国・東京都・東京 23 区等の委託を受け、就業支援を行っている。 
ＴＯＫＹＯチャレンジネット 

住まいを失い、ネットカフェ等で寝泊りしながら不安定な就労に従事している人

や離職者をサポートする相談窓口。住居がないことによる生活不安の相談から、

住宅確保に向けてのサポート、適性に合った就労相談まで総合的な相談を行って

いる。東京都の委託事業として実施している。（P.51参照） 

都区共同事業 

ホームレスの自立を支援するために東京都と東京 23区が共同で実施する事業の総

称。「自立支援システム」などがある。 
都区共同事業による公的な既存資源 

    厚生関係施設や自立支援住宅を指す。 

特別区人事・厚生事務組合 

東京 23 区が共同で処理する事務を行う特別地方公共団体。主な事務として、23
区職員の研修、更生施設や宿所提供施設、宿泊所の管理運営、路上生活者対策事

業がある。 
  都市雑業 

     ホームレスが日々の暮らしの収入を得るために行う資源回収等のこと。 

 

は ホームレスの結核予防検診 

    新宿区では保健所でレントゲン撮影による結核健診や健康相談を実施している。

結核と診断された場合は、保健所の直接服薬確認療法（ＤＯＴＳ事業）及び療養

支援を実施し、結核罹患率の低減や感染拡大の防止を図っている。 
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ホームレスの実態に関する全国調査（生活実態調査） 

「ホームレスの自立支援等に関する基本方針」の策定及び見直しにあたり、平成

15 年、19 年、24 年、28 年に国が地方自治体の協力を得て、ホームレスの生活実

態を面接等により詳細に調査した。（P.14参照） 

訪問サポート（地域生活安定促進事業） 

生活保護を受給しながら施設で暮らす元ホームレスを訪問して金銭管理や健康管

理などの生活支援を行い、アパートへの転居を促す事業。（P.41･42･70参照） 

 

ま  無料低額宿泊所 

生活困窮者に無料又は低額で居室を提供し、自立を支援する民間の施設。社会福

祉法の第二種社会福祉事業に位置づけられ、都道府県知事に届ければ、個人でも

開設でき、施設運営の法的基準はない。 
見えにくいホームレス 

路上等に起居する「見える」ホームレスに対して、ネットカフェやサウナ等の住

居ではない所や知人等他者の住居に起居している人等を「見えにくい」ホームレ

スという。主として不安定な就労や求職活動をしている人が多い。ホームレスの

新規流入層は、これらの見えにくい居所を経由してから路上へ来る場合も少なく

ない。 
 

ら  路上生活者概数調査 

東京都が平成 6 年から実施しているホームレスの概数調査。毎年１月と 8 月の昼

間に道路・公園・河川敷・駅舎等に起居するホームレスを目視で確認する。ただ

し、国が管理する河川に起居するホームレスの数は含まない。 
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